



第1項　警察の組織







第1章　警察の組織と公安委員会制度

第1節　警察の組織

1　警察の組織

（1）公安委員会制度


公安委員会制度は、警察行政の民主的運営、政治的中立性の確保の点で大きな役割を果たしており、国に国家公安委員会を置いて警察庁を管理し、都道府県に都道府県公安委員会を置いて都道府県警察を管理している。また、国家公安委員会委員長には国務大臣が充てられ、警察の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政責任の明確化という2つの要請の調和を図っている。

（2）国の警察組織


執行事務を一元的に担う都道府県警察に対し、国の機関である警察庁は、警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教育訓練、通信、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う役割を担っている。警察庁長官は、国家公安委員会の管理の下、これらの警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督している。

　
図表1-1　国の警察組織（平成27年度）

[image: 図表1-1　国の警察組織（平成27年度）]

（3）都道府県の警察組織


平成27年4月1日現在、47の都道府県警察に、警察本部や警察学校等のほか、1,167の警察署が置かれている。

　
図表1-2　都道府県の警察組織

[image: 図表1-2　都道府県の警察組織]












第2節　公安委員会の活動

1　公安委員会の活動

（1）国家公安委員会

①　組織


国家公安委員会は、国務大臣たる委員長及び5人の委員によって組織されている。委員は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。

　
図表1-3　国家公安委員会の構成（平成27年6月1日現在）

[image: 図表1-3　国家公安委員会の構成（平成27年6月1日現在）]

②　活動


国家公安委員会では、国家公安委員会規則の制定、地方警務官（注）の任命や懲戒処分、指定暴力団の指定に際しての実質目的要件に該当する旨の確認等、警察法やその他の法律に基づきその権限に属させられた事務を行うほか、警察職員による各種の不祥事案の防止対策に関し警察庁を指導することなどにより、警察運営に関する大綱方針を示し、警察庁を管理している。


平成26年中には、警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則等、12の国家公安委員会規則を制定した。


国家公安委員会は、通常、毎週木曜日に定例会議を開催している。また、委員相互の意見交換や警察庁からの報告の聴取を行うほか、都道府県公安委員会委員との意見交換や警察活動の現場の視察を行うことなどにより、治安情勢と警察運営の把握に努めている。また、このような活動の状況について、ウェブサイトで紹介している。

注：都道府県警察の警視正以上の階級にある警察官

　
[image: 国家公安委員会の定例会議]

国家公安委員会の定例会議


事例


27年1月、国家公安委員会委員長は、福井県を訪れ、美浜発電所を視察し、原子力関連施設の警戒部隊を督励したほか、警察学校における訓練状況、北朝鮮によるアベック拉致容疑事案の発生現場周辺等を視察した。

　
[image: 美浜発電所の警戒部隊を督励する国家公安委員会委員長]

美浜発電所の警戒部隊を督励する国家公安委員会委員長




事例


26年6月、国家公安委員会定例会議における「脱法ドラッグ」の乱用者が引き起こした交通事故の報告を受け、「脱法ドラッグ」への対策やその呼称の在り方について議論を行い、対策の強化や呼称の見直しを求めた。これを受け、同年7月、警察庁及び厚生労働省は、「脱法ドラッグ」に代わる新たな呼称を広く国民から募集して検討を行い、規制の有無を問わず使用することが危ない物質であることを明確に示す呼称として「危険ドラッグ」を選定した。




事例


27年2月、国家公安委員会委員は、宮城県を訪れ、県公安委員会委員と治安情勢等に関して意見交換を行ったほか、東日本大震災において津波により大きな被害を受けた地域を視察し、震災時の避難誘導中に殉職した警察官の名前が刻まれた慰霊碑に献花をした。

　
[image: 慰霊碑に献花をする国家公安委員会委員]

慰霊碑に献花をする国家公安委員会委員



（2）都道府県公安委員会

①　組織


都道府県公安委員会及び方面公安委員会は、都、道、府及び指定県では5人、それ以外の県及び北海道の各方面では3人の非常勤の委員によって組織されており、委員は都道府県知事が都道府県議会の同意を得て任命する。ただし、道、府及び指定県の場合は、委員のうち2人の任命は当該道、府及び県が包括する指定市の市長がその市議会の同意を得て推薦した者について行う。

　
図表1-4　都道府県公安委員会委員の構成（平成26年12月31日現在）

[image: 図表1-4　都道府県公安委員会委員の構成（平成26年12月31日現在）]

②　活動


都道府県公安委員会は、運転免許、交通規制、犯罪被害者等給付金の裁定、古物営業等の各種営業の監督等、国民生活に関わりのある数多くの行政事務を処理するとともに、管内における事件、事故及び災害の発生状況等を踏まえた警察の取組、組織や人事管理の状況等について、定例会議の場等で、警察本部長等から報告を受け、これを指導することにより、都道府県警察を管理している。


都道府県公安委員会は、おおむね月3回ないし4回の定例会議を開催するほか、警察署協議会への参加、教育委員会等の関係機関との協議、警察活動の現場の視察等により、治安情勢と警察運営の把握に努めている。また、このような活動の状況について、ウェブサイトで紹介している。

　
[image: 高知県公安委員会のウェブサイト]

高知県公安委員会のウェブサイト


事例


平成26年1月、佐賀県公安委員会委員は、擬似的な交通環境がスクリーンに表示され、自転車乗用中の交通ルールと正しい交通マナーを実践的に学ぶことが可能な自転車シミュレーターの体験等を行った。

　
[image: 自転車シミュレーターを体験する佐賀県公安委員会委員]

自転車シミュレーターを体験する佐賀県公安委員会委員




事例


26年4月、岡山県公安委員会委員は、通信指令室において、110番事案が多発する地点に設置された街頭防犯カメラ等のリアルタイムの映像を通信指令業務に活用するシステムを視察した。

　
[image: 通信指令システムの説明を受ける岡山県公安委員会委員（左側）]

通信指令システムの説明を受ける岡山県公安委員会委員（左側）



（3）苦情処理及び監察の指示


警察法には苦情申出制度が設けられており、都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し文書により苦情の申出をすることができ、都道府県公安委員会は、原則として処理の結果を文書により申出者に通知している。平成26年中は、全国の都道府県公安委員会において930件の苦情を受理した。


なお、警察本部長や警察署長に対して申出があったものなど、都道府県警察の職員の職務執行についての苦情でこの制度によらない申出についても、処理の結果を申出者に通知するなどの対応を行っている。

　
図表1-5　苦情申出制度の概要

[image: 図表1-5　苦情申出制度の概要]


また、警察法の規定により、国家公安委員会は警察庁に対して、都道府県公安委員会は都道府県警察に対して、監察について必要があると認めるときは、具体的又は個別的な監察の指示をすることができる。

（4）公安委員会相互間の連絡


国家公安委員会と各都道府県公安委員会は、相互に独立した機関であるが、その職務の性質から、常に緊密な連携を保つため、各種の連絡会議を開催している。平成26年中は、国家公安委員会と全国の都道府県公安委員会との連絡会議を2回開催し、警察署協議会の活動状況等について意見交換を行った。


また、26年中は、各管区及び北海道において、管内の府県公安委員会相互、道公安委員会と方面公安委員会相互の連絡会議が合計13回開催され、国家公安委員会委員も出席し、各道府県の治安情勢やそれぞれの取組についての報告や意見交換が行われたほか、都、道、府及び指定県の公安委員会相互の連絡会議が開催された。

　
[image: 全国公安委員会連絡会議]

全国公安委員会連絡会議


事例


26年5月、神奈川県において、東京都、北海道、大阪府、京都府及び12の指定県の公安委員会委員を対象とする16都道府県公安委員連絡会議が開催され、公安委員会宛ての苦情の申出等の現状や公安委員会の役割と活動の充実について議論を行った。

　
[image: 16都道府県公安委員連絡会議]

16都道府県公安委員連絡会議













公安委員の声




警察官の充実について



熊本県公安委員会委員長

山本　隆生（やまもと　りゅうせい）



委員就任　　平成24年7月31日（1期目）

委員長就任　平成25年7月1日（2期目）




近年、私たちのごく身近なところで、子供に対する声掛け事案や特殊詐欺、ストーカー事案、危険ドラッグ等生活の安寧を脅かす様々な犯罪が増加傾向にあるように思えます。


とりわけストーカー行為やＤＶ等、初期の段階からしっかりと対応すべき事案が多くなっている気がします。切羽詰まって警察に駆け込む住民にとって、警察は最後の拠り所であり、期待と信頼は大変大きいものと想像されます。そのため相談にしっかりと耳を傾けることで相談者に安心感を与え、その後も的確にフォローをすることが重要です。　


また、現在警察では、限られた定員の下で創意工夫しながら、日夜懸命な努力を続けられていますが、それでも複雑化・多様化している住民の日常生活との関わりでは、多くの困難に直面しています。


そのような状況下で住民の期待に応えていくためには、日頃の教養・訓練、そしてそれらを通じての職員の考え方や意識の醸成は欠かせません。あわせて、新たな今日的事案に対処できる専門家の確保も必要だと思います。例えば、ストーカーやDVの相談に来られる住民の方々に寄り添い、相談に適切に対応できる専門的能力を備えた警察官が存在すれば、住民にとって大変心強いでしょう。今後警察官の増員を図っていく中で、昨今の生活環境の中で必要とされる警察へのニーズを分析し、それに応じた多様な人材確保のために、更に知恵を絞っていく必要があるのではないでしょうか。私も公安委員として、警察の方と一緒に知恵を絞り、「安全・安心なくまもと」の実現に微力ながら寄与したいと考えています。

　
[image: 熊本県公安委員会委員長　山本 隆生　顔写真]






「秉燭（ひょうそく）の人」たれ



富山県公安委員会委員

髙木　繁雄（たかぎ　しげお）



委員就任　　平成25年10月8日（1期目）




我が国の犯罪情勢は、刑法犯の認知件数が平成14年をピークに一貫して減少している反面、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害総額が過去最高となるなど依然として予断を許さない状況である。こうした中、警察庁では「国民の期待と信頼に応える強い警察の確立」に向け、積極的かつ合理的な組織運営の推進に取り組んでおられる。


また、高齢化の進展や単身世帯の増加に伴い、地域の人間関係が希薄化する現代に適した効果的・効率的な捜査手法の改革にも迫られている。このように様々な難局に直面する逆境の時こそが組織改革のチャンスでもあり、このためには警察官一人ひとりのより一層の真摯な取組姿勢が求められる。大切なことは、それぞれが持ち場で最善を尽くす、つまり「一隅を照らす」のだと言う志を持ち続けることと、そうした人を警察も今以上に評価していくことだと思われる。


この「一隅を灯す人」からさらに一歩進め、灯りを高く掲げ周りをも明るくする人を「秉燭（ひょうそく）の人」というが、警察官の皆さんにはこの秉燭の人を目指し、日々の業務に最善を尽くしてほしい。このことがひいては国民の期待と信頼に応える強い警察組織へと進化される道ではないかと考えている。高い志を掲げ大いなる自負を持ち、警察官として充実した人生を送られるよう祈念している。

　
[image: 富山県公安委員会委員　髙木 繁雄　顔写真]













第2章　生活安全刑法犯の確保と犯罪捜査活動

第1節　犯罪情勢とその対策


刑法犯の認知件数は平成14年をピークに一貫して減少しており、犯罪情勢には一定の改善がみられる。しかし、児童虐待やストーカー事案、配偶者からの暴力事案等が増加傾向にあることに加え、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の26年中の被害総額が過去最高となるなど、犯罪情勢は依然として予断を許さない状況である。また、サイバー犯罪が多発し、サイバー攻撃が相次ぐなど、サイバー空間における脅威が深刻化している。











1　刑法犯

（1）刑法犯の認知・検挙状況


刑法犯の認知・検挙状況の推移は、図表2-1のとおりである。刑法犯の認知件数は、平成8年から14年にかけて増加し続け、同年には約285万件に達した。しかし、15年からは減少に転じ、26年中は121万2,163件と、前年より10万1,977件（7.8％）減少した。近年の刑法犯の認知件数の減少は、窃盗犯の認知件数の減少が大きな要因となっており、14年から26年にかけての刑法犯の認知件数の減少数の90.2％を同期間の窃盗犯の認知件数の減少数（148万229件）が占めている。


刑法犯の検挙件数は、15年から19年にかけて60万件台で推移していたが、それ以降減少を続け、26年中は37万568件と、前年より2万3,553件（6.0％）減少し、戦後最少となった。刑法犯の検挙件数の減少についても、窃盗犯の検挙件数が減少したことが大きな要因であり、14年から26年にかけての刑法犯の検挙件数の減少数の75.9％を同期間の窃盗犯の検挙件数の減少数（16万8,353件）が占めている。


刑法犯の検挙人員は、9年以降30万人台で推移していたが、24年から30万人を下回り、26年中は25万1,115人と、前年より1万1,371人（4.3％）減少した。


刑法犯の検挙率は、昭和期にはおおむね60％前後の水準であったが、平成に入ってから急激に低下し、13年には19.8％と戦後最低を記録した。その後、14年から19年にかけて上昇し、それ以降はほぼ横ばいで推移している。26年中は30.6％と、前年より0.6ポイント上昇した。

　
図表2-1　刑法犯の認知・検挙状況の推移（昭和21～平成26年）

[image: 図表2-1　刑法犯の認知・検挙状況の推移（昭和21～平成26年）]

　
図表2-2　刑法犯の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-2　刑法犯の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

（2）刑法犯による身体的被害の状況（注）


刑法犯により死亡し、又は傷害を受けた者の数の推移は、図表2-3のとおりである。平成15年以降、いずれの数も減少傾向にあったが、26年中は、死亡した者の数が20年以来6年ぶりに増加に転じた。

注：財産犯の被害状況については、72頁参照

　

図表2-3　刑法犯により死亡し、又は傷害を受けた者の数の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-3　刑法犯により死亡し、又は傷害を受けた者の数の推移（平成17～26年）]

（3）重要犯罪の認知・検挙状況


重要犯罪（注）の認知・検挙状況の推移は、図表2-4のとおりである。平成26年中の重要犯罪の認知件数は、ピーク時である15年の2万3,971件と比べ9,920件（41.4％）減少した。検挙率は、19年以降60％台で推移している。

注：殺人、強盗、強姦、強制わいせつ、放火、略取誘拐及び人身売買

　
図表2-4　重要犯罪の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-4　重要犯罪の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

①　殺人


殺人の認知・検挙状況の推移は、図表2-5のとおりである。殺人の認知件数は、16年から25年にかけて減少傾向にあったが、26年中は1,054件と、前年より116件（12.4％）増加した。また、検挙率は、他の重要犯罪の罪種に比べ高い水準を維持している。殺人の解決事件（注）を除いた検挙件数を被疑者と被害者の関係別にみると、親族が451件（48.3％）と最も多く、そのうち配偶者（内縁の者を含む。）が157件で最も多かった。


注：刑法犯として認知され、既に統計に計上されている事件であって、これを捜査した結果、刑事責任無能力者の行為であることなどの理由により犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件

　
図表2-5　殺人の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-5　殺人の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

　
図表2-6　殺人の被疑者と被害者の関係別検挙状況（平成26年）

[image: 図表2-6　殺人の被疑者と被害者の関係別検挙状況（平成26年）]

　
図表2-7　親族間の殺人の被疑者と被害者の関係　別検挙状況（平成26年）

[image: 図表2-7　親族間の殺人の被疑者と被害者の関係　別検挙状況（平成26年）]

②　強盗


強盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-8のとおりである。26年中の強盗の認知件数は、前年より減少し、ピーク時である15年の7,664件と比べ4,608件（60.1％）減少した。手口別の認知件数では、侵入強盗が1,195件で、うち50.8％がコンビニ強盗であり、非侵入強盗は1,861件で、うち46.9％が路上強盗であった。検挙率は、26年は前年より3.2ポイント上昇するなど近年上昇傾向にある。

　
図表2-8　強盗の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-8　強盗の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

　
図表2-9　侵入強盗の手口別認知状況（平成26年）

[image: 図表2-9　侵入強盗の手口別認知状況（平成26年）]

　
図表2-10　非侵入強盗の手口別認知状況（平成26年）

[image: 図表2-10　非侵入強盗の手口別認知状況（平成26年）]

③　強姦・強制わいせつ


強姦の認知・検挙状況の推移は、図表2-11のとおりである。強姦の認知件数は、16年から23年にかけて連続して減少し、24年から25年にかけては増加に転じたが、26年は前年より減少した。検挙率は、26年は前年より5.5ポイント上昇した。


強制わいせつの認知・検挙状況の推移は、図表2-12のとおりである。強制わいせつの認知件数は、16年以降減少傾向にあり、24年から25年にかけては増加に転じたが、26年は前年より減少した。検挙率は、26年は前年より6.3ポイント上昇した。

　
図表2-11　強姦の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-11　強姦の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

　
図表2-12　強制わいせつの認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-12　強制わいせつの認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

④　放火


放火の認知・検挙状況の推移は、図表2-13のとおりである。放火の認知件数は17年から24年にかけて減少していたが、25年以降は増加に転じている。検挙率は、過去10年間では、おおむね70～80％の間で推移している。

　
図表2-13　放火の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-13　放火の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

⑤　略取誘拐・人身売買

略取誘拐・人身売買の認知・検挙状況の推移は、図表2-14のとおりである。


略取誘拐・人身売買の認知件数を被害者の男女別でみると、女性の被害が約4分の3を超えており、26年は81.3％であった。また、被害者の年齢層別でみると、6～12歳の割合が近年増加傾向にあり、26年は38.9％であった。検挙率は、18年以降90％前後で推移している。

　
図表2-14　略取誘拐・人身売買の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-14　略取誘拐・人身売買の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]











2　国民の財産を狙う事犯への対策

（1）財産犯の被害額の罪種別状況


財産犯（注）の被害額の推移は、図表2-15のとおりである。財産犯の被害総額は平成14年以降減少傾向にあるが、24年以降、特殊詐欺等による現金の被害額が増加傾向にある。


財産犯の被害額の罪種別状況は、図表2-16のとおりである。26年は詐欺の被害額が約846億2,700万円（46.5％）と最も多かった。

注：強盗、恐喝、窃盗、詐欺、横領及び占有離脱物横領

　
図表2-15　財産犯の被害額の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-15　財産犯の被害額の推移（平成17～26年）]

　
図表2-16　財産犯の被害額の罪種別被害状況（平成26年）

[image: 図表2-16　財産犯の被害額の罪種別被害状況（平成26年）]

（2）特殊詐欺の現状


振り込め詐欺（オレオレ詐欺（注1）、架空請求詐欺（注2）、融資保証金詐欺（注3）及び還付金等詐欺（注4））を始めとする特殊詐欺（注5）の認知件数・被害総額の推移は、図表2-17のとおりである。


特殊詐欺全体の認知件数及び被害総額は、振り込め詐欺以外の特殊詐欺を振り込め詐欺と共に集計することとした平成22年以降、増加を続けている。特に、被害総額については、振り込め詐欺の中でも1件当たりの被害額が大きくなりがちな、現金を宅配便等で送付する「現金送付型」の架空請求詐欺の多発により、過去最高となった。


注1：親族を装うなどして電話をかけ、会社における横領金の補填金等の様々な名目で現金が至急必要であるかのように信じ込ませ、動転した被害者に指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺


注2：架空の事実を口実に金品を請求する文書を送付して、指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺

注3：融資を受けるための保証金の名目で、指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺

注4：市区町村の職員等を装い、医療費の還付等に必要な手続を装って現金自動預払機（ATM）を操作させて口座間送金により振り込ませる手口による電子計算機使用詐欺（平成18年6月に初めて認知された。）


注5：被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝を含む。）の総称であり、振り込め詐欺のほか、金融商品等取引名目、ギャンブル必勝情報提供名目、異性との交際あっせん名目等の詐欺がある。

　
図表2-17　特殊詐欺の認知件数・被害総額の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-17　特殊詐欺の認知件数・被害総額の推移（平成17～26年）]

　
図表2-18　特殊詐欺の検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-18　特殊詐欺の検挙状況の推移（平成17～26年）]

　
図表2-19　特殊詐欺の交付形態別認知件数（既遂）（平成25、26年）

[image: 図表2-19　特殊詐欺の交付形態別認知件数（既遂）（平成25、26年）]

　
図表2-20　特殊詐欺の交付形態別被害額（平成25、26年）

[image: 図表2-20　特殊詐欺の交付形態別被害額（平成25、26年）]

（3）特殊詐欺を撲滅するための取組


警察では、依然として大きな被害が発生しているこれらの特殊詐欺を撲滅するための取組を推進している。

①　警察の総力を挙げた取締活動の推進


都道府県警察では、高齢者を標的とした特殊詐欺に重点を置き、部門横断的な集中取締体制の構築等により、検挙の徹底を図っている。また、警察庁では、集約した情報を都道府県警察に還元し、戦略的な取締活動を推進するとともに、都道府県警察間の合同・共同捜査を積極的に推進している。


また、架空・他人名義の携帯電話や預貯金口座等が特殊詐欺に利用されていることから、これらの流通を遮断し、犯行グループの手に渡らないようにするため、預貯金口座を売買するなどの特殊詐欺を助長する行為についても、関係法令を駆使して取締りに当たっている。

②　国民から寄せられた情報による先制的抑止措置の推進


警察では、110番通報のほか、警察相談専用電話（全国統一番号「＃（シャープ）9110」番（注1））、専用メールアドレス等の様々な窓口を通じて、特殊詐欺に関する相談や情報を幅広く受け付けており、平成27年4月からは、匿名通報ダイヤル（注2）で特殊詐欺に関する情報を受け付けることとした。また、国民から寄せられた情報を活用し、携帯電話事業者に対する犯行に利用された携帯電話の契約者確認の求め、金融機関に対する振込先指定口座の凍結依頼等による犯行ツールの無力化等を実施するほか、「だまされた振り作戦（注3）」による犯人の検挙を推進している。さらに、犯行に悪用された私設私書箱の住所等が記載されたリストを警察庁ウェブサイトに掲載し、広く注意を呼び掛けており、郵便・宅配事業者においては、同リストを活用して、被害金が入った宅配便等の発見や警察への通報を行っている。

注1：108頁参照

注2：警察庁の委託を受けた民間団体が、国民から一定の犯罪等に関する匿名の通報を電話又はインターネットにより受け付け、事件検挙等への貢献度に応じて通報者に情報料を支払う制度。電話番号は、0120-924-839（平日午前9時30分から午後6時15分まで受付）


注3：特殊詐欺の電話等を受け、特殊詐欺であると見破った場合に、だまされた振りをしつつ、犯人に現金等を手渡しする約束をした上で警察へ通報してもらい、自宅等の約束した場所に現れた犯人を検挙する、国民の積極的かつ自発的な協力に基づく検挙手法

③　官民一体となった予防活動の推進

ア　広報啓発活動の推進


特殊詐欺の被害を防止するためには、国民の犯罪に対する「抵抗力」を高めていくことが重要である。このため、警察では、様々な機会を通じて、その手口や被害に遭わないための注意点等の情報を積極的に国民に対して提供しているほか、戸別訪問等の直接的・個別的な働き掛けを推進している。

　
[image: 広島県警察による被害防止キャンペーンの状況]

広島県警察による被害防止キャンペーンの状況

イ　関係機関・団体等との連携


被害金を犯人が利用する預貯金口座に振り込む「振込型」による被害が多発しているほか、宅配便等で送付する「現金送付型」による被害が急増している。このため、警察では、金融機関や日本証券業協会、宅配事業者等の関係機関・団体等との連携を強化し、被害防止キャンペーンの実施等、官民一体となった予防活動を推進している。


コラム　被害者を取り巻く様々な方面からの被害防止


特殊詐欺の被害金の多くがATMや金融機関窓口を利用して送金又は出金されていることから、金融機関職員等による顧客への声掛けは、被害防止のために極めて重要である。警察では、声掛けをする際に顧客に示すチェックリスト（注）の提供、金融機関等の職員と共同で行う訓練等により声掛けを促進している。


さらに、コンビニエンスストアや宅配事業者に対して現金が入っていると疑われる荷物の発見、通報等を依頼するなど、被害者を取り巻く様々な方面からの被害防止を図っている。


注：「この振込（引出）は息子や孫から電話で頼まれた／はい・いいえ」等の質問項目に回答を求めるもの

　
[image: 京都府警察による金融機関における声掛け訓練の状況]

京都府警察による金融機関における声掛け訓練の状況



（4）侵入窃盗対策


侵入窃盗の認知・検挙状況の推移は、図2-21のとおりである。ピーク時である平成14年（33万8,294件）以降減少傾向にあり、同年から26年にかけて、侵入窃盗の認知件数は24万4728件（72.3％）減少した。


警察庁、経済産業省、国土交通省及び建物部品関連の民間団体から成る「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」では、16年4月から、侵入までに5分以上の時間を要するなど一定の防犯性能があると評価した建物部品（CP部品）を掲載した「防犯性能の高い建物部品目録」をウェブサイトで公表するなどして、CP部品の普及に努めており、目録には27年3月末現在で17種類3,277品目が掲載されている。さらに、警察庁のウェブサイトに「住まいる防犯110番」（注）を開設し、侵入犯罪対策の広報を推進している。

注：http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/index.html

　
[image: CPマーク]

CPマーク

CP部品だけが表示できる共通標章でCrime Prevention（防犯）の頭文字を図案化したもの

　
図表2-21　侵入窃盗の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-21　侵入窃盗の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

（5）侵入強盗対策


侵入強盗の認知・検挙状況の推移は、図2-22のとおりである。平成21年にコンビニ強盗の認知件数が前年比で大きく増加したことなどから、同年には侵入強盗の認知件数が増加に転じたものの、ピーク時である15年（2,865件）以降、減少傾向にある。


警察では、コンビニエンスストアや金融機関等を対象とした強盗対策として、防犯体制、現金管理の方法、店舗等の構造、防犯設備等について基準を定め、警察官の巡回や機会を捉えた防犯訓練等を実施している。

　
図表2-22　侵入強盗の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-22　侵入強盗の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

（6）自動車盗対策


自動車盗の認知・検挙状況の推移は、図2-23のとおりである。ピーク時である平成15年（6万4,223件）以降、自動車盗の認知件数は減少傾向にあるが、車両別被害件数をみると、近年、貨物自動車（トラック、ライトバン等）の占める割合が上昇傾向にある。


警察庁、財務省、経済産業省、国土交通省及び民間19団体から成る「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」では、「自動車盗難等防止行動計画」（14年1月策定、25年12月改定）に基づき、イモビライザ（注）等の盗難防止機器の普及促進、自動車の使用者に対する防犯指導、広報啓発等を推進している。


注：エンジンキーに埋め込まれた送信機から発するIDコードと、車両本体の電子制御装置にあらかじめ登録されたIDコードが一致しないと、エンジンが始動しない電子式盗難防止装置

　
図表2-23　自動車盗の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-23　自動車盗の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]


コラム　地域の実情に応じた自動車盗対策


全国に約2,100か所存在するヤード（注）のうち約2割以上が存在する千葉県では、近年、一部のヤードにおいて、自動車部品由来の油等による環境汚染、盗難自動車等の不正に取得された自動車の部品の保管等が行われている状況に鑑み、生活環境の保全と平穏な生活の確保を図ることを目的として、千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例を制定し、平成27年4月から施行した。同条例では、特定自動車部品のヤード内保管等を行おうとする者の県知事への事前届出、原動機を受け取ろうとする際の相手方の確認、取引記録の作成、立入検査の際の警察への援助要請等が規定されており、これにより、ヤードにおける不正な行為の抑止等の効果が期待されている。


注：周囲を鉄壁等で囲まれた作業所等であって、海外への輸出等を目的として、自動車の解体、コンテナ詰め等の作業に使用していると認められる施設



（7）万引き対策


万引きの認知・検挙状況の推移は、図2-24のとおりである。万引きの認知件数は、平成22年以降減少傾向にあるものの、刑法犯認知件数に占める万引きの認知件数の割合は上昇傾向にあり、26年中は10.0％に達している。また、万引きの検挙人員全体に占める高齢者（注）の割合が上昇傾向にあり、26年中は35.1％であった。


警察では、万引きを許さない社会気運の醸成や規範意識の向上を図るため、関係機関・団体等と連携した広報啓発活動を行うなど、社会を挙げた万引き防止に向けた取組を推進している。

注：65歳以上の者

　
[image: 京都府警察万引き防止ポスター]

京都府警察万引き防止ポスター

　
図表2-24　万引きの認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-24　万引きの認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

（8）ひったくり対策


ひったくりの認知・検挙状況の推移は、図2-25のとおりである。ひったくりの認知件数は、平成14年（5万2,919件）をピークに12年連続で減少しており、26年中は6,201件と、ピーク時の8分の1以下にまで減少した。


警察では、ひったくり事件の発生状況や手口を分析して、ひったくりの被害防止に効果のあるかばんの携行方法や通行方法等について指導啓発を行っているほか、関係機関・団体等と協力し、自転車用のひったくり防止カバー等の普及を促進するなどしている。

　
図表2-25　ひったくりの認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-25　ひったくりの認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

（9）通貨偽造犯罪対策

①　発見状況


過去10年間の偽造日本銀行券の発見枚数（注）の推移は図表2-26のとおりであり、平成26年中は、前年より増加した。

注：届出等により警察が押収した枚数

　
図表2-26　偽造日本銀行券の発券枚数の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-26　偽造日本銀行券の発券枚数の推移（平成17～26年）]

②　特徴的傾向と対策


最近の偽造日本銀行券の中には、精巧に偽造されたものが発見されている。これは、高性能のプリンタ等が一般に普及したためと考えられる。


警察庁では、財務省、日本銀行等と連携して、ポスターやウェブサイトで偽造日本銀行券が行使された事例や偽造通貨を見破る方法を紹介するなどして、国民の注意を喚起している。


事例


会社員の男（43）は、26年6月頃、東京都内において、停車中のタクシー内で運転手に乗車代金の支払いとして偽造一万円券を手渡し、行使した。同年10月、同会社員を偽造通貨行使罪で逮捕した（警視庁・神奈川）。

　
[image: 押収した偽造日本銀行券及びカラープリンタ]

押収した偽造日本銀行券及びカラープリンタ



（10）カード犯罪対策


過去10年間のカード犯罪（注）の認知・検挙状況の推移は図表2-27のとおりであり、認知件数、検挙件数及び検挙人員は平成18年以降減少傾向であったが、26年中は、前年より増加した。


警察では、早期検挙のため捜査を徹底するほか、口座名義人からキャッシュカード等の盗難・紛失の届出があった場合にカードの利用停止を促すなど、被害の拡大防止に努めている。


注：クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード及び消費者金融カードを悪用した犯罪

　
図表2-27　カード犯罪の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-27　カード犯罪の認知・検挙状況の推移（平成17～26年）]

（11）悪質商法事犯対策

①　利殖勧誘事犯


利殖勧誘事犯（注）の検挙状況の推移は、図表2-28のとおりである。利殖勧誘事犯の検挙事件数及び検挙人員は、近年増加傾向にある。また、被害者に占める高齢者の割合は依然として高い。平成26年中の検挙事件を類型別にみると、元本保証等をうたって、事業等への投資名下に資金を集める事犯が目立った。


警察では、利殖勧誘事犯を重点的に取り締まるとともに、犯罪に利用された預貯金口座を凍結するための金融機関への情報提供等を推進しており、26年中の情報提供件数は950件であった。

注：出資法、金融商品取引法、無限連鎖講の防止に関する法律等の違反に係る事犯

　
図表2-28　利殖勧誘事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-28　利殖勧誘事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）]

　
図表2-29　利殖勧誘事犯の類型別検挙状況（平成26年）

[image: 図表2-29　利殖勧誘事犯の類型別検挙状況（平成26年）]


事例


会社役員の男（43）らは、震災復興をうたい文句にして、キノコ類栽培の農業支援名目で投資を勧誘し、元本保証と配当支払いを約して、24年5月から25年5月にかけて、46都道府県の2,454人から合計約17億4,700万円を受け取り、業として預り金をした。このほか、25年4月から9月にかけて、半導体事業への出資を内容とするファンドへの投資を募って10府県の80人から合計約1,900万円を受け取り、無登録で第二種金融商品取引業を営んだ。26年5月までに、同会社役員ら1法人、36人を出資法違反（預り金の禁止）及び金融商品取引法違反（無登録営業）で検挙した。また、強制捜査に先立って金融機関に対し、法人口座2口座の情報提供を行い、合計約1億8,700万円を凍結した（愛媛、宮城、福島、福岡）。

　
[image: 農業支援名目で栽培されたキノコ類等]

農業支援名目で栽培されたキノコ類等



②　特定商取引等事犯


特定商取引等事犯（注）の検挙状況の推移は、図表2-30のとおりである。前年と比べ、特定商取引等事犯の検挙事件数は、増加したが、検挙人員は減少した。また、26年の検挙事件を類型別にみると、被害者に占める高齢者の割合が高い訪問販売や電話勧誘販売に関連した事犯の検挙が目立った。


注：訪問販売、電話勧誘販売等で不実を告知するなどして商品の販売や役務の提供を行う悪質商法。具体的には、訪問販売等の特定商取引を規制する特定商取引に関する法律違反及び特定商取引に関連する詐欺、恐喝等に係る事犯

　
図表2-30　特定商取引等事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-30　特定商取引等事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）]

　
図表2-31　特定商取引等事犯の類型別検挙状況（平成26年）

[image: 図表2-31　特定商取引等事犯の類型別検挙状況（平成26年）]


事例


会社役員の男（36）らは、25年3月から26年5月にかけて、雑誌等に開運カウンセラーが入念したとする開運ブレスレットの販売広告を掲載した上、購入した客に願い事や悩みを記載させた御札等を送付させ、さらに、電話で「御札を焚き上げたところ、燃え方がおかしい。」「あなたに憑いている邪念を祓えば、金運も上がる。」などとうそを告げて、祭壇作成費用等の名目で、47都道府県の537人から合計約2億4,165万円をだまし取った。26年10月、同会社役員ら4人を詐欺罪で逮捕した（熊本）。

　
[image: 押収した御札等]

押収した御札等



（12）ヤミ金融事犯対策


ヤミ金融事犯（注1）の検挙状況の推移は図表2-32のとおりである。ヤミ金融事犯のうち、無登録・高金利事犯の検挙事件数及び検挙人員は減少傾向にあるが、ヤミ金融関連事犯（注2）については、増加傾向にある。また、不動産売買等を仮装した新たな手口がみられた。平成26年中に検挙した無登録・高金利事犯に占める暴力団が関与する事犯の割合は、19.9％であった。


警察では、引き続き取締りを推進するほか、犯罪に利用された預貯金口座を凍結するための金融機関への情報提供、ヤミ金融に利用されたレンタル携帯電話の解約についての事業者への要請等の総合的な対策を行っている。26年中の情報提供件数は3万4,705件、レンタル携帯電話事業者への解約要請は3,973件であった。


注1：出資法違反（高金利等）及び貸金業法違反並びに貸金業に関連した詐欺、恐喝等に係る事犯

注2：貸金業に関連した犯罪収益移転防止法違反、詐欺、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律（以下「携帯電話不正利用防止法」という。）違反に係る事犯

　
図表2-32　ヤミ金融事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-32　ヤミ金融事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）]


事例


登録貸金業者の男（44）らは、17年6月から25年6月にかけて、顧客が所有する不動産を買戻し特約付きの条件で買い取り、元金として買取り代金を顧客に交付し、期日には顧客が元利金として買戻し金を支払うなどとして、不動産売買を仮装し、法定利息の約14倍から約114倍で金銭を貸し付け、約74億3,700万円の元利金を受領した。26年1月、男ら1法人、8人を出資法違反（超高金利・脱法行為）で検挙した（警視庁）。



（13）知的財産権侵害事犯対策

①　商標権侵害事犯及び著作権侵害事犯


偽ブランド事犯等の商標権侵害事犯（注1）、海賊版事犯等の著作権侵害事犯（注2）においては、インターネットを利用して侵害行為が行われる場合が多いことから、警察では、サイバーパトロール等による端緒情報の把握に努めている。加えて、偽ブランド品については、その広告が掲載されている日本語のウェブサイトを通じて注文を受け付け、外国から国際郵便で日本の購入者に届けられるという形態で密輸入されるものが多いことから、警察では、中国等の外国捜査機関に対し情報を提供し、被疑者の検挙やウェブサイトの削除を要請している。


また、不正商品対策協議会（注3）における活動を始め、権利者等と連携した知的財産権の保護及び不正商品の排除に向けた広報啓発活動を推進している。

注1：商標法違反に係る事犯

注2：著作権法違反に係る事犯

注3：昭和61年、不正商品の排除及び知的財産権の保護を目的として、知的財産権侵害に悩む各種業界団体により設立された任意団体。警察庁等の関係機関と連携し、シンポジウムの主催や各種催物への参加を通じて、広報啓発活動、海外における不正商品販売の実態調査、海外の捜査機関や税関等に対する働き掛け等を行っている。

　
図表2-33　知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-33　知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移（平成22～26年）]

　

図表2-34　押収した偽ブランド品のうち、仕出国・地域が判明したものの国・地域別押収状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-34　押収した偽ブランド品のうち、仕出国・地域が判明したものの国・地域別押収状況の推移（平成17～26年）]


事例


衣類販売会社の実質的経営者の男（39）らは、平成25年4月から6月にかけて、インターネット上に設けた販売サイトを通じ、中国から輸入した偽ブランド品の衣類5点を販売し、購入者から約2万7,000円をだましとるなどした。26年4月までに、同男に加え、密輸入をしていた中国人ブローカーら7人を詐欺罪、商標法違反等で検挙した（愛知）。

　
[image: 押収した偽ブランド品の衣類]

押収した偽ブランド品の衣類



②　営業秘密侵害事犯


26年中は、企業の保有する技術情報等が、同業他社に転職した元社員によって持ち出される事犯や、システム開発を請け負った他社の社員によって、大量の個人情報が持ち出され、名簿業者に売り渡される事犯等、社会の関心を呼ぶ営業秘密侵害事犯（注）の検挙が目立った。

注：不正競争防止法第21条第1項に係る事犯


事例


派遣システムエンジニアの男（39）は、26年6月、2回にわたり、不正の利益を得る目的で、派遣先の会社のサーバコンピュータにアクセスし、同社の営業秘密である顧客情報合計約2,989万件を自己所有のスマートフォンの内蔵メモリに記録させて複製し、営業秘密を領得した。また、当該顧客情報約1,009万件を大容量ファイル送信サービスを使用して、名簿業者に送信し、営業秘密を開示（販売）した。同年8月までに、同派遣システムエンジニアを不正競争防止法違反（営業秘密の領得・開示）で検挙した（警視庁）。













3　構造的な不正事案への対策

（1）政治・行政をめぐる不正事案対策


地方公共団体の首長や職員等による贈収賄事件、入札談合等関与行為防止法（注）違反事件、公契約関係競売等妨害事件、買収等の公職選挙法違反事件等の政治・行政をめぐる不正は依然として後を絶たない。


しかし、この種事案は、直接の被害者がおらず、金品の受渡し等は密室で行われることが多いことから、被害申告や目撃者の証言等が通常は期待できず、端緒情報の把握や犯罪事実の立証は容易ではない。


警察では、この種事案に対し、端緒情報の把握に努めるとともに、不正の実態に応じて様々な刑罰法令を適用するなどして、事案の解明を進めている。第47回衆議院議員総選挙（平成26年12月14日施行）における選挙期日後90日現在（27年3月14日現在）の公職選挙法違反の検挙件数は87件、検挙人員は105人（うち逮捕者は20人）であった。


注：入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

　

図表2-35　政治・行政をめぐる不正事案の検挙事件数の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-35　政治・行政をめぐる不正事案の検挙事件数の推移（平成17～26年）]


事例


元南島原市長（67）らは、24年8月頃から25年9月頃までの間、数回にわたり、電気設計等を業とする会社役員らから、同市が発注するポンプ場施設整備工事等の受注に関して、職務上不正な行為をしたことの謝礼として、現金合計約1,300万円を収受した。26年7月、同市長ら2人を加重収賄罪で逮捕した（長崎）。




事例


福岡県川崎町長（66）らは、25年10月頃及び同年11月頃の2回にわたり、測量・設計等を業とする会社役員から、同町が発注する改良住宅改善測量・造成設計等業務委託の受注に関して、職務上不正な行為をしたことの謝礼として、現金合計800万円を収受した。26年9月、同町長ら3人を加重収賄罪等で逮捕した（福岡）。



（2）経済をめぐる不正事案対策


企業の役職員らが企業の内部統制を逸脱したことによる違法事犯のほか、最近の経済状況を背景として、金融機関からの各種融資をめぐる詐欺事犯、証券市場を舞台とした証券の発行や取引に関連した事犯が後を絶たない状況にある。また、国の補助金や生活保護費等の不正受給事犯も相次いで発生している。


警察では、これら企業の経営等に係る違法事犯、証券取引事犯、金融事犯及びその他国民の経済活動の健全性又は信頼性に重大な影響を及ぼすおそれのある犯罪の取締りを推進している。また、様々な投資名目で消費者等が被害に遭う詐欺事件等においては、被害者が多数・広域に及ぶ場合があることから、関係する都道府県警察が連携を図っている。


これらの不正の背景には、企業や業界を取り巻く利権に絡む構造的な不正や反社会的勢力等の介在も見られることから、その摘発を図ることが課題となっている。


このような犯罪の捜査では、対象となる企業等の財務実態の解明が不可欠であることから、都道府県警察において、公認会計士や税理士等の専門的な知識を有する者を財務捜査官として採用し、その高度な技能を活用して事案の早期解明を図っている。

　
図表2-36　金融・不良債権関連事犯の検挙件数の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-36　金融・不良債権関連事犯の検挙件数の推移（平成17～26年）]


事例


NPO法人の元代表理事（35）らは、震災等緊急雇用対応事業委託契約に基づく委託料を業務上預かり保管中、自己らの用途に費消する目的で、平成23年11月頃から24年11月頃にかけて、合計約5,300万円を横領した。26年2月、同元代表理事ら5人を業務上横領罪で逮捕した（岩手）。




事例


婦人服輸入販売会社の元代表取締役（57）らは、同元代表取締役が経営する他社の利益を図る目的で、任務に背き、貸付金の回収が困難となり、損害を与えることを認識しながら、貸付金の回収を確保するための措置を講ずることなく、21年1月頃から24年5月頃にかけて、当該他社に対し合計約6億4,900万円を貸し付け、もって財産上の損害を与えた。26年5月、同元代表取締役ら2人を会社法違反（特別背任）で逮捕した（警視庁）。




事例


東証一部上場の機械器具販売会社の元営業部長（56）らは、真実は同社が発注した設置工事等の注文が架空であるにもかかわらず、これらが存在するかのように装って、発注先の会社から内容虚偽の請求書を郵送させ、20年1月頃から21年8月頃にかけて、約束手形13通を発行させるなどして、額面金額合計約2,200万円をだまし取った。26年10月、同元営業部長ら3人を詐欺罪で逮捕した（大阪）。













4　国民の健康を害する事犯への対策

（1）保健衛生事犯対策

保健衛生事犯（注1）の検挙状況の推移は、図表2-37のとおりである。


警察では、厚生労働大臣の承認を得ていない医薬品（以下「無承認医薬品」という。）を広告・販売するなどの医薬品医療機器法違反、無資格で医行為や美容施術を行うなどの医師法違反等の、国民の健康被害に直結する保健衛生事犯の取締りを行っている。


無承認医薬品の広告・販売事犯については、近年、国外を仕出地とするものが全体の半数前後を占めている上、インターネットを利用して広告・販売を行っているものも多く、警察では、外国捜査機関等に対し情報を提供し、ウェブサイトの削除を要請するなどしている。また、警察では、無免許業者によるアートメイク（注2）やまつ毛エクステンション（注3）等の健康被害のおそれがある事犯についても、取締りを推進している。


注1：薬事関係事犯（医薬品医療機器法違反、薬剤師法違反等）、医事関係事犯（医師法違反、歯科医師法違反等）及び公衆衛生関係事犯（食品衛生法違反、狂犬病予防法違反等）


注2：人の皮膚に針を用いて色素を注入することにより、化粧をしなくても眉・唇等の色合いを美しく見せようとする施術

注3：人工毛を専用の接着剤でまつ毛に付け、まつ毛を長くしたり、濃くしたりするなど、ボリュームアップする施術

　
図表2-37　保健衛生事犯の検挙状況の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-37　保健衛生事犯の検挙状況の推移（平成22～26年）]


事例


美容エステ店の経営者（46）らは、平成5年頃から、医師免許又は美容師免許を受けず、業として、アートメイクやまつ毛エクステンションを行っていた。26年5月、同経営者ら2法人、13人を医師法違反（無資格医業）又は美容師法違反（無免許営業等）で検挙した（京都）。



（2）食の安全に係る事犯対策


食の安全に係る事犯（注）の検挙状況の推移は図表2-38のとおりであり、平成26年中は、中国産米を混入させた精米を国産米100％であるかのように表記して販売するなど、原産地を偽装した事犯等の検挙がみられた。


注：食品衛生関係事犯（食品衛生法違反等）及び食品の産地等偽装表示事犯（不正競争防止法違反等）

　
図表2-38　食の安全に係る事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-38　食の安全に係る事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）]











5　良好な生活環境の保持

（1）風俗営業等の状況

①　風俗営業の状況


警察では、風営適正化法に基づき、風俗営業等に対して必要な規制を加えるとともに、風俗営業者の自主的な健全化のための活動を支援し、業務の適正化を図っている。

　
図表2-39　風俗営業の営業所数の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-39　風俗営業の営業所数の推移（平成22～26年）]

②　性風俗関連特殊営業の状況


性風俗関連特殊営業の状況についてみると、近年、無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業の届出数が増加している一方で、店舗型性風俗特殊営業及び電話異性紹介営業の届出数は減少している。

　
図表2-40　性風俗関連特殊営業の届出数の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-40　性風俗関連特殊営業の届出数の推移（平成22～26年）]

③　深夜酒類提供飲食店営業の状況

深夜酒類提供飲食店の営業所数は、最近5年間増加している。

　
図表2-41　深夜酒類提供飲食店の営業所数の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-41　深夜酒類提供飲食店の営業所数の推移（平成22～26年）]


コラム　ダンス営業に係る規制の見直しのための風営適正化法改正


平成26年6月に閣議決定された規制改革実施計画等を踏まえ、警察庁では、風営適正化法による客にダンスをさせる営業に対する規制の在り方について検討するための有識者会議を開催し、同年9月、「ダンスをさせる営業の規制の在り方等に関する報告書」が取りまとめられた。これを受け、客にダンスをさせる営業に対する規制の見直し等を内容とする風営適正化法の一部を改正する法律が、27年6月、第189回国会で成立し、このうちダンスホール等営業を風営適正化法の規制対象から除外する規定は、公布の日から施行された。

　
[image: 客にダンスをさせる営業に係る規制の見直しイメージ]

客にダンスをさせる営業に係る規制の見直しイメージ



（2）売春事犯及び風俗関係事犯の現状

①　売春事犯


平成26年中の売春事犯の総検挙人員に占める暴力団構成員等（注）の割合は27.9％（149人）と、依然として売春事犯が暴力団の資金源になっていることがうかがわれる。


最近では、インターネットの出会い系サイトや出会い系アプリを利用する事犯のほか、看板を掲げず、マンションの一室を使用するなど違法性風俗店の潜在化傾向がみられる。

注：4頁参照

　
図表2-42　売春防止法違反の検挙状況の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-42　売春防止法違反の検挙状況の推移（平成22～26年）]

②　風俗関係事犯

26年中の風営適正化法による検挙状況は、前年に比べ、客引きの検挙件数が特に減少している。


また、わいせつ事犯の検挙状況は、前年に比べ、ほぼ横ばいである。わいせつ事犯に関しては、近年、コンピュータ・ネットワークを利用してわいせつな画像を公然と陳列する事犯やわいせつな画像情報が記録されたDVD等を販売する事犯が多くみられる。


このほか、カジノバー等における賭博事犯では、店舗の出入口に監視カメラを設置して見張りを強化したり、店舗の扉を二重扉構造に改造して補強したりするなど、警察の取締りから逃れるための悪質で巧妙な対策を講じているものがみられる。

　
図表2-43　風営適正化法違反の検挙状況の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-43　風営適正化法違反の検挙状況の推移（平成22～26年）]

　
図表2-44　わいせつ事犯の検挙状況の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-44　わいせつ事犯の検挙状況の推移（平成22～26年）]


事例


風俗店経営者の女（39）らは、25年6月頃、法令で定める店舗型性風俗特殊営業の営業禁止地域内に所在するワンルームマンションに店舗を設け、女性従業員が男性客に性的サービスを提供する営業を営んだ。また、暴力団組員の男（47）らは、同店舗として使用された部屋を住居として使用する旨を装い、24年8月から25年6月までの間、不動産会社を誤信させて賃貸借契約を締結し、同経営者らに使用させた。26年2月までに、同経営者らを風営適正化法違反（禁止地域営業、客引き）で、同組員らを詐欺罪等で検挙した（千葉）。



（3）人身取引事犯対策


警察では、入国管理局等の関係機関と連携し、水際での取締りや悪質な経営者、仲介業者等の取締りを強化し、被害者の早期保護及び国内外の人身取引の実態解明を図っている。また、関係国の大使館、被害者を支援する民間団体等と緊密な情報交換を行っている。


26年中の人身取引事犯の検挙人員は33人で、そのうち風俗店等関係者が7人、仲介業者が6人であった。また、警察で保護した人身取引事犯の被害者は24人で、その国籍の内訳は、日本（12人）、フィリピン（10人）、タイ（1人）、中国（1人）であった。外国人被害者の入国時の在留資格は、短期滞在（8人）が過半数を占めた。


事例


人身売買ブローカーの男（64）らは、「日本に行けばいい仕事があるので稼げる」などと甘言を用いてフィリピン人女性3人を日本に入国させ、うち2人を日本人男性2人にそれぞれ現金150万円、現金34万円で売り渡したほか、逃亡を図ろうとしたフィリピン人女性に対し、「私たちがあなたを殺しても誰にもわからない」等と言って脅迫した上、監禁した。26年8月までにフィリピン人女性3人を保護するとともに、同ブローカーら4人を監禁致傷罪、人身売買罪等で逮捕した（警視庁）。




コラム　「人身取引対策行動計画2014」の策定


政府では、人身取引が重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速・的確な対応が必要であるとの認識の下、平成16年12月に「人身取引対策行動計画」が、21年12月に「人身取引対策行動計画2009」が策定された。両計画に掲げられた施策が着実に実施されたことにより、人身取引対策は大きく前進し、一定の成果を上げたところであるが、依然として人身取引は重大な国際問題であり、我が国の人身取引対策に対する国際社会の関心も高いことから、人身取引に係る情勢に適切に対処し、政府一体となった対策を引き続き推進していくため、26年12月、「人身取引対策行動計画2014」が策定された。


警察では、同計画に沿って、引き続き人身取引事犯の取締りを推進するとともに、関係機関・団体と協力して被害者の発見と適正な保護・支援に努めることとしている。

　
[image: 人身取引対策ポスター]

人身取引対策ポスター



（4）銃砲刀剣類の適正管理と危険物対策

①　銃砲刀剣類の適正管理


平成26年末現在、銃刀法に基づき、都道府県公安委員会から10万2,300人が、20万6,634丁の猟銃及び空気銃の所持許可を受けている。26年中、申請を不許可等とした件数は32件、所持許可を取り消した件数は64件であった。また、猟銃等の事故及び盗難を防止するため、毎年一斉検査を行うとともに、講習会等を通じて適正な取扱いや保管管理の徹底について指導を行っている。


警察では、銃刀法を厳正に運用し、銃砲刀剣類の所持許可の審査と行政処分を的確に行って不適格者の排除に努めるなど、銃砲刀剣類による事件・事故の未然防止に努めている。

②　危険物対策


火薬類、特定病原体等、放射性物質等の危険物の運搬に当たっては、火薬類取締法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の規定に基づき、都道府県公安委員会にその旨を届け出ることとされている。


警察では、これらの危険物が安全に運搬されるよう、関係事業者に対して事前指導や指示等を行うとともに、これらの危険物の取扱場所への立入検査等により、その盗難、不正流出等の防止に努めている。

　
図表2-45　運搬届出・立入検査の状況（平成26年）

[image: 図表2-45　運搬届出・立入検査の状況（平成26年）]


コラム　空気銃射撃競技の選手育成に資するための銃刀法改正


射撃競技団体からの要望等を受け、国際的な空気銃の射撃競技に参加する選手等の育成に資するため、年少射撃資格者（注）の年齢要件を14歳から10歳へ引き下げることなどを内容とする銃刀法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）が、平成26年11月、第187回国会において成立し、27年4月に施行された。また、改正法には、災害により猟銃を亡失した者等が改めてライフル銃を所持しようとする場合の特例に関する規定も盛り込まれ、同規定は、改正法の公布の日から施行された。


注：空気銃については、原則として18歳以上の者でなければ所持できないが、18歳未満の者であっても年少射撃資格の認定を受けた者は、指定射撃場で特定の射撃指導員の監督を受けて、当該射撃指導員が許可を受けて所持する空気銃を使用することができる。



（5）環境事犯対策

①　廃棄物事犯（注）

平成26年中の廃棄物事犯の検挙事件数の半数以上を、廃棄物の不法投棄事犯が占めている。


警察では、引き続き環境行政部局との人的な交流や情報交換を行うなどし、早期発見・早期検挙に努めている。

注：廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に係る事犯

　
図表2-46　廃棄物事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-46　廃棄物事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）]

②　動物・鳥獣関係事犯（注）


26年中の検挙事件の大半を、違法に捕獲等した鳥獣を飼養するなどの鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律違反が占めている。また、同年中には、動物愛護に対する国民の関心が高まる中、ペットを大量に遺棄する動物の愛護及び管理に関する法律違反等が目立った。


注：動物の愛護及び管理に関する法律違反及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律違反に係る事犯

　
図表2-47　動物・鳥獣関係事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-47　動物・鳥獣関係事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）]

（6）探偵業に係る業務の運営の適正化


警察では、探偵業法（注1）に基づき、探偵業者（注2）の業務実態を把握するとともに、違法行為に対しては厳正に対処し、探偵業務の運営の適正化を図っている。

注1：探偵業の業務の適正化に関する法律

注2：届出のなされている探偵業者数は5,688（平成26年末現在）


事例


探偵業者の男（38）は、平成25年9月、探偵業法により交付が義務付けられた書面を交付せずに探偵業務を行う契約を結び、さらに、26年6月から7月にかけて、同様の契約の締結に際し、解除に関する事項の記載がない書面を交付するなどした。同年11月、同探偵業者の男を探偵業法違反（重要事項説明等義務違反）及び特定商取引に関する法律違反（事実の不告知・不備書面の交付）により逮捕した。また、27年1月、罰金刑が確定したことを受け、同年2月、福岡県公安委員会は、探偵業法に基づき、当該探偵業者に対して営業の廃止命令を行った（福岡）。













第2節　警察捜査のための基盤整備

1　捜査力の強化

（1）捜査手法、取調べの高度化への取組


警察庁では、「捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会」（注）の提言を受け、24年3月、「捜査手法、取調べの高度化プログラム」を策定し、次の施策を推進している。


注：国家公安委員会委員長が主催し、有識者から構成された研究会。平成22年2月、治安水準を落とすことなく取調べの可視化を実現するため幅広い観点から検討することを目的として発足し、24年2月に最終報告を公表した。

①　取調べの録音・録画の試行の拡充


警察では、裁判員裁判における自白の任意性の効果的・効率的な立証に資する方策について検討するため、20年9月から警視庁等において取調べの録音・録画の試行を開始し、現在では、全ての都道府県警察において、裁判員裁判対象事件及び知的障害を有する被疑者に係る事件について、取調べの様々な場面を対象に試行を実施している。

②　取調べの高度化・適正化等の推進


警察庁では、取調べにおいて真実の供述を適正かつ効果的に得るための技術の在り方やその伝承方法について、時代に対応した改善を図るため、24年12月に心理学的知見を取り入れた教本「取調べ（基礎編）」を作成したほか、25年5月には「取調べ技術総合研究・研修センター」を新設するなどして、取調べの高度化・適正化等を推進している。

③　捜査手法の高度化の推進


警察庁では、取調べ及び供述調書への過度の依存から脱却するとともに、科学技術の発達等に伴う犯罪の高度化・複雑化等に的確に対応し、客観証拠による的確な立証を図ることを可能とするため、DNA型鑑定及びDNA型データベースを効果的に活用するための取組や、通信傍受の合理化・効率化、仮装身分捜査の導入を始めとする捜査手法の高度化に向けた検討を推進している。

（2）初動捜査における客観証拠の収集


事件発生時には、迅速・的確な初動捜査を行い、犯人を現場やその周辺で逮捕し、又は現場の証拠物や目撃者の証言等を確保することが、犯人の特定や犯罪の立証のために極めて重要である。


警察では、機動力をいかした捜査活動を行うため、警視庁及び道府県警察本部に機動捜査隊を設置し、事件発生時に現場や関係箇所に急行して犯人確保等を行っているほか、機動鑑識隊（班）や現場科学検査班等を編成し、現場鑑識活動を徹底するとともに、より効果的な鑑識活動を行うため、関連技術の研究開発や資機材の開発・整備を推進している。

　
図表2-48　初動捜査態勢の整備と鑑識活動の徹底

[image: 図表2-48　初動捜査態勢の整備と鑑識活動の徹底]


コラム　警察犬の活動について


我が国では、警察犬を犯罪捜査等に活用しており、平成26年中の出動件数は、9,329件であった。


警察犬には、都道府県警察等で直接飼育している直轄警察犬と、民間で飼育している嘱託警察犬とがあり、いずれも高度な訓練を重ね、高い能力を有している。25年6月、大阪市内において発生した未成年者略取事件では、捜査の初期段階で警察犬が被害者の遺留品を発見したことが早期の被疑者検挙につながるなど、警察犬の活動が事件解決に大きく貢献している。

　
[image: 警察犬の出動]

警察犬の出動



（3）国民からの情報提供の促進


警察では、犯罪捜査に不可欠な国民の理解と協力を得るため、国民に対し、都道府県警察のウェブサイトを活用して情報提供を呼び掛けるほか、様々な媒体を活用して、聞き込み捜査に対する協力、事件に関する情報の提供等を広く呼び掛けている。また、必要に応じ、被疑者の発見・検挙や犯罪の再発防止のため、被疑者の氏名等を広く一般に公表して捜査を行う公開捜査を行っている。


さらに、警察庁では、平成19年度から、国民からの情報提供を促進し、重要犯罪等の検挙を図ることを目的として、公的懸賞金制度である捜査特別報奨金制度を導入し、警察ウェブサイト（注）等で対象となる事件等について広報している。

注：http://www.npa.go.jp/reward/index.html

（4）犯罪死の見逃し防止への取組


平成26年中に警察が取り扱った死体数は約16万6,000体であり、過去10年間で約1.1倍に増加している。


警察では、適正な死体取扱業務を推進して犯罪死の見逃しを防止するため、検視官（注）の臨場率の向上、死体取扱業務に携わる警察官に対する教育訓練の充実及び資機材の整備による体制の強化を推進している。


また、25年4月1日には、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律が施行されたことから、警察では、同法に規定された調査、検査等の措置を的確に実施するなど、その適正な運用に努めている。


注：原則として、刑事部門における10年以上の捜査経験又は捜査幹部として4年以上の強行犯捜査等の経験を有する警視の階級にある警察官で、警察大学校における法医専門研究科を修了した者から任用される死体取扱業務の専門家

　

図表2-49　死体取扱数、検視官の臨場率及び検視官数の推移（平成17～26年）
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（5）捜査技能の組織的な伝承


警察官が大量退職し、平成15年からの10年間で地方警察官（注）の4割以上が入れ替わるなど、急速に世代交代が進んでいる。これは、刑事部門においても例外ではなく、多くの捜査員が退職する一方、若い捜査員が多数任用されている。


このような中、地域の治安に責任を持つ警察署においては、捜査経験が豊富な捜査員が少なくなってきており、犯罪の捜査に必要不可欠な捜査技能の伝承が課題となっている。


従来、捜査技能については、先輩や上司のやり方を見習わせ、実際に何度も経験させてみるなど、捜査経験が豊富な捜査員と共同して捜査に当たるオンザジョブトレーニング（以下「OJT」という。）により伝承されてきた。しかし、捜査員の世代交代が急速に進んだことから、OJTによる方法のみでは捜査技能の伝承が困難となっており、警察では、体系的に捜査技能が伝承されるよう、組織的な取組を進めている。


注：都道府県警察の警視正以上の階級の警察官である地方警務官を除く、都道府県警察の警察官

①　新時代に対応した刑事捜査員の育成


新たな捜査手法や最先端の科学技術を活用した捜査は、全ての捜査員が実際の事件で経験できるわけではない。他方で、こうした捜査手法等が必要となる事件は、時間や場所を問わず発生し得るものである。警察では、各捜査員の捜査技能の更なる向上を図るため、様々な教育訓練の場において、仮想の事件の模擬的な捜査を通じて、防犯カメラ画像、DNA型鑑定資料等の客観証拠の収集方法を含む様々な捜査手法全般を体験させるなどしている。


捜査幹部に対しては、警察大学校、管区警察局、管区警察学校等において教育訓練を行い、事件の全容を把握した上での適切な捜査方針の策定、事件の性質に応じた組織的捜査の推進、被疑者の特性に応じた適正な取調べの方法、裏付け捜査の徹底等の捜査運営等、捜査幹部としての職務に必要な知識及び技能の向上を図っている。

　
[image: 先輩捜査員による指導状況（指紋の採取）]

先輩捜査員による指導状況（指紋の採取）

　
[image: 先輩捜査員による指導状況（DNA型鑑定に用いる資料の採取）]

先輩捜査員による指導状況（DNA型鑑定に用いる資料の採取）

②　警察庁指定広域技能指導官制度


警察庁では、6年から警察庁指定広域技能指導官制度の運用を開始し、卓越した専門技能又は知識を有する警察職員を警察庁長官が指定し、その職員を警察全体の財産として、都道府県警察の枠組みを超えて広域的に指導官として活用している。


現在、全国警察において、情報分析、強行犯捜査、窃盗犯捜査、薬物事犯捜査、鑑識等の各分野で広域技能指導官が指定され、各都道府県警察職員に対して警察活動上必要な助言や実践的指導を行うとともに、警察大学校、管区警察学校等において講義を実施している。

（6）犯罪インフラ対策の推進


犯罪インフラとは、犯罪を助長し、又は容易にする基盤のことをいい、不法滞在者等に在留資格を不正取得させる手段となる偽装結婚や偽装認知等のように、その行為自体が犯罪となるもののほか、それ自体は合法であっても、詐欺等の犯罪に悪用されている各種制度やサービス等がある。犯罪インフラは、あらゆる犯罪の分野で着々と構築され、犯罪組織等がこれを利用して各種犯罪を効率的に敢行するなど、治安に対する重大な脅威となっている。


警察では、犯罪インフラに関連する情報を広範に収集・分析し、関係事業者等との連携を推進することによって、犯罪インフラの解体等を図るとともに、当該サービス等に係る捜査に必要な情報の確保と円滑な入手を可能とすることにより、迅速かつ的確な捜査に資する捜査環境として、いわゆる捜査インフラを構築するための取組を推進している。


警察庁においては、こうした取組を更に強化するため、平成26年4月、刑事局に捜査支援分析管理官を設置した。捜査支援分析管理官においては、関係機関・団体等と連携して、犯罪の捜査に必要な情報の適時・円滑な確保を可能にする取組を行っていくとともに、携帯電話、預貯金口座等のほか、技術の発展等に伴う新たな制度・サービスが犯罪に悪用されることを防止・解消するための取組を推進している。

　
図表2-50　犯罪インフラの解体等及び捜査インフラの構築
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コラム　携帯電話の本人確認の徹底に向けた取組


携帯電話事業者は、携帯電話の契約に際しては、携帯電話不正利用防止法により、契約者に対する本人確認が義務付けられている。しかし、本人確認が不十分であったり、偽変造された本人確認書類が用いられたりすることにより、携帯電話が不正に取得され、犯罪に悪用される場合がある。これらの携帯電話は、契約者（名義人）と実際の使用者が異なっているため、実際の使用者を特定することが困難となる。


警察では、携帯電話事業者等に対し、偽変造の疑いがある本人確認書類による契約の申込みがあった場合の警察への通報を依頼するなど、契約者の本人確認の徹底を促している。


また、携帯電話が犯罪に悪用されていると認められる場合、同法に基づき、携帯電話事業者に対し、当該携帯電話の契約者に契約者情報を確認するなどして本人確認を行うよう求めている。


なお、警察から契約者の確認を求められた携帯電話事業者は、契約者が本人確認に応じない場合には、同法に基づき、携帯電話の利用を停止する措置を執っている。

　
図表2-51　警察が契約者の確認を求めた状況（平成22～26年）
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2　科学技術の活用


客観証拠による的確な立証を図り、犯罪の高度化・複雑化等に対応するため、警察では、犯罪捜査において、DNA型鑑定、三次元顔画像識別システム、プロファイリング等の科学技術の活用を推進している。


また、DNA型鑑定等のうち、特に高度な専門的知識・技術が必要となるものについては、都道府県警察からの依頼により、警察庁の科学警察研究所（注）において実施している。

注：203頁参照

（1）DNA型鑑定


DNA型鑑定とは、ヒト身体組織の細胞内に存在するDNA（デオキシリボ核酸）（注1）の塩基配列を分析することによって、個人を高い精度で識別する鑑定法である。


警察で行っているDNA型鑑定は、主に、STR型検査法と呼ばれるもので、STRと呼ばれる特徴的な塩基配列の繰り返し回数に個人差があることを利用し、個人を識別する検査法である（注2）。現在、日本人で最も出現頻度が高いDNA型の組合せの場合でも、約4兆7,000億人に1人という確率で個人識別を行うことが可能となっている。


DNA型鑑定の実施件数は、図表2-52のとおり、年々増加しており、殺人事件等の凶悪事件のほか、窃盗事件等の身近な犯罪の捜査にも活用されている。


また、警察では、被疑者から採取した資料から作成した被疑者DNA型記録と犯人が犯罪現場等に遺留したと認められる資料から作成した遺留DNA型記録をデータベースに登録し、未解決事件の捜査を始めとする様々な事件の捜査において犯人の割り出しや余罪の確認等に活用している。


注1：細胞核に存在する23対46本の染色体を構成する物質の一つで、長いらせんのはしご状（二重らせん）の構造をしている。


注2：塩基の繰り返し配列について、その反復回数を調べて、その繰り返し回数を「型」として表記して個人識別を行う。

　
図表2-52　DNA型鑑定実施件数の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-52　DNA型鑑定実施件数の推移（平成22～26年）]

　
図表2-53　警察におけるDNA型鑑定の概要
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図表2-54　DNA型鑑定（STR型検査法）の流れ

[image: 図表2-54　DNA型鑑定（STR型検査法）の流れ]

（2）デジタルフォレンジック


犯罪に悪用された電子機器等に保存されている情報は、犯罪捜査において重要な客観証拠となる場合がある。


電子機器等に保存されている情報を証拠化するためには、電子機器等から電磁的記録を抽出した上で、文字や画像等の人が認識できる形に変換するという電磁的記録の解析が必要である。しかし、電磁的記録は消去、改変等が容易であるため、電磁的記録を犯罪捜査に活用するためには、適正な手続により解析・証拠化することが重要である。


このため、警察では、警察庁及び地方機関（注1）の情報技術解析課において、都道府県警察が行う犯罪捜査に対し、デジタルフォレンジック（注2）を活用した技術支援を行っている。また、民間企業との技術協力を推進し、常に最新の技術情報を収集するとともに、国内外の関係機関と情報共有を図るなど、電磁的記録の解析に係る技術やノウハウを蓄積している。


近年では、情報通信技術の急速な進展により、新たな電子機器や情報通信サービスが次々と登場し、電磁的記録の解析が困難化している。そこで警察では、警察庁高度情報技術解析センターを中心に、高度で専門的な知識及び技術を有する職員を配置するとともに、高性能な解析用資機材を整備し、破損した電子機器等に記録された情報の抽出・解析等の高度な解析を実施している。


注1：管区警察局情報通信部、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部、府県情報通信部及び方面情報通信部

注2：犯罪の立証のための電磁的記録の解析技術及びその手続

　
図表2-55　デジタルフォレンジックの概要
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（3）三次元顔画像識別システム


三次元顔画像識別システムとは、防犯カメラ等で撮影された人物の顔画像と、別に取得した被疑者の三次元顔画像とを照合し、個人を識別するものである。


一般に、防犯カメラ等で被疑者の顔が撮影される角度は様々であるため、防犯カメラ等の画像と被疑者写真等を比較するだけでは個人の識別が困難な場合が多いが、このシステムでは、被疑者の三次元顔画像を防犯カメラ等の画像と同じ角度及び大きさに調整し、両画像を重ね合わせることにより、より高い精度で個人を識別することが可能となり、公判における犯人性の立証等に活用されている。

　
図表2-56　三次元顔画像識別システムによる顔画像照合
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（4）指掌紋自動識別システム


指紋及び掌紋（以下「指掌紋」という。）は、「万人不同」及び「終生不変」の特性を有し、個人を識別するための資料として極めて有用であることから、明治44年に警視庁において指紋制度が導入されて以来、現在に至るまで、犯罪の捜査に欠かせないものになっている。


警察では、被疑者から採取した指掌紋と犯人が犯罪現場等に遺留したと認められる指掌紋をデータベースに登録して自動照合を行う指掌紋自動識別システムを運用し、犯人の割り出し、余罪の確認等に活用している。

　
[image: 指掌紋自動識別システム]

指掌紋自動識別システム

（5）情報分析支援システム（CIS-CATS）


警察では、様々な犯罪関連情報を迅速に系統化し、総合的な分析を可能とするシステムとして、平成21年1月から情報分析支援システム（CIS-CATS（注））を運用している。同システムは、犯罪発生状況のほか、犯罪手口、犯罪統計等の犯罪関連情報を地図上に表示し、その他の様々な情報とも組み合わせることで、犯罪の発生場所、時間帯、被疑者の特徴等を総合的に分析することが可能である。


警察では、同システムを活用して、的確な捜査指揮や効率的な捜査の支援を行うことにより、事件解決に役立てている。

注：Criminal Investigation Support-Crime
Analysis Tool & Systemの略

　
図表2-57　情報分析支援システム
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（6）自動車ナンバー自動読取システム


自動車盗を始めとする多くの犯罪では、犯行や逃走に自動車が悪用されていることから、被疑者の早期検挙を果たすためには、車両ナンバーに基づいて当該車両を発見・捕捉することが効果的である。このため、警察庁では昭和61年度から、通過する自動車のナンバーを自動的に読み取り、手配車両のナンバーと照合する自動車ナンバー自動読取システムの整備に努めている。

（7）プロファイリング


プロファイリングとは、犯行現場の状況、犯行の手段、被害者等に関する情報や資料を、統計データや心理学的手法等を用い、また情報分析支援システム等を活用して分析・評価することにより、犯行の連続性の推定、犯人の年齢層、生活様式、職業、前歴、居住地等の推定や次回の犯行の予測を行うものである（注）。


プロファイリングは、連続して発生している性犯罪、放火、通り魔事件等、犯行状況に関する情報量の多い事件や犯人の行動の特徴がつかみやすい事件において、特に効果が期待される。


警察では、より高度で効率的な捜査を推進するため、捜査員とプロファイリング担当者が情報を共有・連携し、聞き込み捜査等の従来の捜査の結果と科学的見地に基づくプロファイリングによる推定結果の双方から、犯人像の推定等を行っている。また、プロファイリングには、行動科学や統計分析に関する専門的知識が求められることから、警察庁では、全国警察から捜査員を集め、科学警察研究所で研修を実施するなどして、プロファイリング担当者の育成を図る一方、全国警察における分析結果の集約、検証等を通じて分析技術の高度化について研究を進めている。


注：我が国では、平成6年、科学警察研究所においてプロファイリングに関する研究が開始され、12年には北海道警察が都道府県警察として初めて特異犯罪分析班を設置した。18年には、警察庁がプロファイリングを担当する情報分析支援室を設置し、それ以降、都道府県警察においても体制の整備を進めている。

　
図表2-58　プロファイリング

[image: 図表2-58　プロファイリング]











3　緻密で適正な捜査の徹底と司法制度改革への対応

（1）緻密で適正な捜査の徹底


国家公安委員会は、平成19年11月、警察捜査における取調べの一層の適正化を推進するため、「警察捜査における取調べの適正化について」を決定した。この決定を受け、警察庁では、20年1月、警察が当面取り組むべき施策として「警察捜査における取調べ適正化指針」を取りまとめ、これに基づく各種施策を推進している。


また、2年5月に栃木県足利市内において発生したいわゆる足利事件について、22年3月、再審公判において、無期懲役の刑に服していた男性に無罪判決が言い渡されたことを踏まえ、警察庁では同年4月、「足利事件における警察捜査の問題点等について」を取りまとめ、このような事案の絶無を期するため、相手方の特性に応じた取調べ方法の指導・教育や事件の規模、内容に応じて供述吟味担当官（班）（注）を設置するなどの施策を推進している。


注：事件の重大性、悪質性、社会的反響等の大きさを踏まえ、捜査本部設置事件等における捜査指揮を強化する必要がある場合に、事件主管課に所属する警視、警部又は警部補の階級にある警察官で捜査主任官以外の者から選任し設置するもの。被疑者の供述と客観的証拠、裏付け捜査等との関係を精査し、自白の信用性をチェックする役割を果たす。

①　的確な捜査指揮・管理の徹底


警察では、取調べに過度に依存することのない適正な捜査を推進するため、事件の全容を把握した上での適切な捜査方針の樹立、事件の性質に応じた組織的捜査の推進、被疑者の特性や証拠資料等に基づく取調べの方法についての必要な指示、指導等を徹底するなど、捜査幹部による的確な捜査指揮に努め、取調べの適正化の一層の推進を図っている。

②　各種教育訓練の実施


警察では、適正捜査に関する教育訓練の充実を図る取組の一環として、警察大学校及び管区警察学校等において「取調べ専科」等を実施し、捜査員の取調べの適正化についての見識の醸成、取調べ等に関する具体的手法の習得等を図っている。


また、捜査幹部による入念な指導教育により、個々の捜査員の「適正な取調べ」に対する意識改革を図るとともに、より実践的な教育訓練や熟練した捜査員等による技能指導を行うなど、若手捜査員等の取調べ技能の向上に努めている。

　
[image: 取調べを想定した教育訓練]

取調べを想定した教育訓練

③　被疑者取調べ監督制度の実施


21年4月、取調べの一層の適正化に資するため、被疑者取調べ監督制度を開始し、警察庁長官官房総務課に取調べ監督指導室を、都道府県警察本部等の総務又は警務部門に被疑者取調べの監督業務を担当する所属を設置するなど所要の体制を整備し、取調べの状況の確認、調査等、必要な措置を行っている。

　
[image: 取調べ室の外部からの視認状況]

取調べ室の外部からの視認状況

（2）司法制度改革への対応

①　裁判員制度（注）を踏まえた客観証拠の収集


裁判員制度の下では、一般国民から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加し、裁判官と共に被告人の有罪・無罪及び量刑を決めることとなり、公判において、裁判員の的確な心証形成に資する客観証拠がより重視されるようになっている。このことを受け、警察では、法律の専門家ではない裁判員であっても的確な心証形成が可能となるよう、事件現場における遺留物等犯行の裏付けとなる客観証拠の収集を徹底するため、初動捜査体制を強化している。


注：地方裁判所における一定の重大な事件の刑事裁判において、一般の国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事裁判に参加する制度。裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者から無作為抽出の方法で選ばれた裁判員候補者名簿に登載された者の中から事件ごとに選任され、裁判体は、原則として裁判官3人、裁判員6人の合計9人によって構成される。

②　取調べをめぐる環境の変化

ア　否認事件の増加　


裁判員制度が導入された一方で、図表2-59のとおり、刑法犯の通常第一審事件（注1）の手続が終局した時点（注2）において否認（注3）する者の割合は増加傾向にあり、取調べをめぐる環境は目まぐるしく変化している。

注1：地方裁判所に限る。

注2：通常の公判手続による事件（略式事件以外の事件）の第一審において、判決が言い渡されるなどして、第一審の手続が終了した時点


注3：一部否認及び黙秘を含む。

　

図表2-59　刑法犯の通常第一審事件の終局人員における否認率（平成16～25年）

[image: 図表2-59　刑法犯の通常第一審事件の終局人員における否認率（平成16～25年）]

イ　被疑者に対する弁護活動


平成18年10月、被疑者に対する国選弁護人制度が導入され、捜査段階から国選弁護人が選任されることにより、弁護人の早期の争点把握が可能となり、刑事裁判の充実・迅速化が図られた。


警察では、対象事件の被疑者に対して同制度の教示を徹底するとともに、被疑者から同制度利用の申立てがなされた場合には、裁判官及び弁護士会への取次業務を速やかに行っている。また、判例の動向を踏まえ、取調べ中の被疑者について弁護士等から接見の申出があった場合には、できる限り早期に接見の機会を与えるように配慮している。


なお、図表2-60のとおり、同制度が導入された18年以降、被留置者の年間延べ人員は減少傾向にある（注1）一方、被留置者と弁護人等（注2）との面会回数（注3）は増加している。

注1：199頁参照

注2：弁護人又は弁護人になろうとする者

注3：私選弁護人及び国選弁護人それぞれの面会回数の合計数

　
図表2-60　被留置者と弁護人等との面会回数（平成18～26年）

[image: 図表2-60　被留置者と弁護人等との面会回数（平成18～26年）]

ウ　取調べの録音・録画の試行の実施状況


裁判員裁判対象事件に係る取調べの録音・録画実施件数及び1件当たりの平均実施時間については、図表2-61のとおり、全国で試行を開始した21年4月以降増加傾向にある。また、知的障害を有する被疑者に係る事件については、26年度の実施件数は1,117件、1事件当たりの平均実施時間は約6時間30分となっている（いずれも27年4月2日時点の集計値）。

　

図表2-61　裁判員裁判対象事件に係る取調べの録音・録画実施件数及び1件当たりの録音・録画平均実施時間（平成21～26年度）

[image: 図表2-61　裁判員裁判対象事件に係る取調べの録音・録画実施件数及び1件当たりの録音・録画平均実施時間（平成21～26年度）]

　
[image: 取調べの録音・録画の試行状況（イメージ）]

取調べの録音・録画の試行状況（イメージ）

③　公訴時効の廃止・延長に伴う対応


22年4月、重要凶悪事件の公訴時効を廃止・延長することなどを内容とする刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が施行された（注）。


警察では、未解決事件の捜査期間の長期化に的確に対応し、重要凶悪事件の解決を望む国民の期待に応えるため、未解決事件の解決に必要な捜査体制を整備している。捜査本部を設置した事件については、事件が解決するまで必要な体制を維持しつつ、捜査方針の再検討、新たな情報の収集、各種情報の見直し、有力情報の掘り下げ、証拠資料の再鑑定等を実施している。また、公訴時効が廃止され、又は延長された罪に係る事件については、捜査本部を設置していないものであっても、捜査本部設置事件に準じた捜査を推進している。


注：同法の施行により、例えば、殺人罪（既遂）や強盗殺人罪など、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑であるものについて、公訴時効が廃止されるとともに、それ以外の「人を死亡させた罪」についても、公訴時効が延長された。

④　新たな刑事司法制度の構築に向けた取組


26年9月、法制審議会（注1）において、裁判員裁判対象事件の被疑者取調べについて原則全過程の録音・録画を義務付けるほか、訴追に関する合意制度（注2）の新設、通信傍受の合理化・効率化等を内容とする制度案が答申され、現在、これらの制度を導入するための法整備が進められている。警察庁では、新制度も見据え、より積極的に取調べの録音・録画の試行に取り組むなど、新制度に適応できる警察捜査の構築に向けた取組を推進している。


注1：法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議等する、法務省に設置された審議会


注2：検察官が必要と認めるときに、被疑者・被告人との間で、被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにするため真実の供述その他の行為をする旨及びその行為が行われる場合には検察官が被疑事件・被告事件について不起訴処分、特定の求刑その他の行為をする旨を合意することができる制度。合意をするため必要な協議は、検察官の委任を受けた司法警察員も行うことができる。











第3節　女性・子供を犯罪から守るための取組

1　恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対応

（1）現状


恋愛感情等のもつれに起因する各種のトラブルや事件であって、被害者やその親族等（以下「被害者等」という。）に危害が及ぶおそれのある事案（以下「恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案」という。）のうち、ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等（注1）の認知件数の推移は図表2-62のとおりであり、26年中の認知件数は、いずれも、ストーカー規制法（注2）及び配偶者暴力防止法（注3）の施行以降、最多となった。


注1：平成25年6月に成立した配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、26年1月3日以降、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上している。


注2：ストーカー行為等の規制等に関する法律

注3：配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

　

図表2-62　ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等の認知件数の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-62　ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等の認知件数の推移（平成17～26年）]

（2）対策


恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案は、加害者の被害者に対する執着心や支配意識が非常に強いものが多く、また、加害者が、被害者等に対して強い危害意思を有している場合には、検挙されることを顧みず大胆な犯行に及ぶこともあるなど、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいものである。


このため、警察では、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案を始めとする人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案（以下「人身安全関連事案」という。）に一元的に対処するための体制を確立し、被害者等の安全の確保を最優先に、ストーカー規制法や配偶者暴力防止法その他の法令の積極的な適用による加害者の検挙のほか、被害者等の安全な場所への避難や身辺の警戒、110番緊急通報登録システム（注1）への登録、ビデオカメラの設置等による被害者等の保護措置等、組織による迅速・的確な対応を推進している。さらに、被害者等からの相談に適切に対応できるよう「被害者の意思決定支援手続」（注2）及び「危険性判断チェック票」（注3）を導入している。


注1：あらかじめ電話番号を登録した被害者等から通報があった場合、被害者等からの通報であることが自動表示されるもの

注2：100頁参照

注3：100頁参照

　
図表2-63　ストーカー事案への対応状況の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-63　ストーカー事案への対応状況の推移（平成22～26年）]

　
図表2-64　配偶者からの暴力事案等への対応状況の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-64　配偶者からの暴力事案等への対応状況の推移（平成22～26年）]

①　一元的に対処するための体制の確立


人身安全関連事案に的確に対処するため、警視庁及び道府県警察本部において、認知の段階から対処に至るまで、警察署への指導・助言・支援を一元的に行う生活安全部門と刑事部門を総合した体制を構築した。また、警察署においても、人身安全関連事案への対処を統括する責任者及び事案対処時の要員をあらかじめ指定することにより生活安全部門と刑事部門を総合した体制を構築した。


こうした体制の下、事案認知時において危険性・切迫性を見極めるために、被害者等からの相談対応に当たっては、生活安全部門の担当者と刑事部門の捜査員が共同で聴取するなど、組織による的確な対応を徹底しており、個別の事態に応じて、誘拐事件や立てこもり事件の捜査に関する専門的知識を有した刑事部捜査第一課特殊班や機動力をいかした捜査活動を行う機動捜査隊を積極的に投入している。

　
図表2-65　体制の確立

[image: 図表2-65　体制の確立]


事例


26年10月、かつて被害女性（20歳代）と交際関係にあった男（39）が同女性に対する殺害予告をしている旨の110番通報を受理した通信指令本部では、警察署に指令するとともに、人身安全関連事案事態対処チームに速報した。同チームでは、同女性の保護を最優先とする指示を行い、警察署から同女性の勤務先に警察官を派遣した。元交際相手の女性を安全な場所へ避難させた上、付近の警戒を実施している最中に同男を発見し、職務質問を実施したところ、同男が包丁を所持していたことから銃刀法違反（刃物の携帯）で逮捕した（警視庁）。



②　被害者の意思決定支援手続


被害者の意思決定支援手続は、事案の危険性やストーカー規制法等に基づき警察が執り得る措置等を被害者等に図示しながら分かりやすく説明し、被害者等が求める対応についての意思決定を支援するためのものである。警察では、この手続により被害者等の意思を明確にすることで、被害者等と共通認識を持って、より迅速・的確な事案対応を図っている。

　
図表2-66　ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ
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③　危険性判断チェック票


危険性判断チェック票は、外部の司法精神医学に関する有識者の科学的・専門的知見を得て作成されたものであり、被害者から、被害者本人や加害者の性格等に関する項目についてチェック票に従って聴取し、その回答結果から事案の危険性等の判定を行うものである。警察は、この判定結果を事案の危険性等を判断するための資料として活用するとともに、判定結果を被害者に教示することにより、事案の危険性等について被害者に認識されるよう努めている。

④　加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに係る調査研究


更なる加害行為を思いとどまらせ、同様の被害の拡大を防止するためには、加害者の内面に働き掛け、加害者の被害者に対する支配意識や執着心を取り除くことが効果的な対策となり得ると考えられる。警察庁では、加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチの在り方に関する調査研究を行っている。


コラム　ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会における検討


平成25年6月に成立したストーカー規制法の一部を改正する法律の附則第5条により、政府は、ストーカー行為等の規制等の在り方について検討するための協議会の設置等の所要の措置を講ずることとされた。これを踏まえ、警察庁では、同年11月から26年7月まで8回にわたり、有識者や被害者関係者等から成る「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会」（以下「検討会」という。）を開催した。検討会では、ストーカー対策の在り方全般について検討が行われ、同年8月、「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する報告書」が取りまとめられ、ストーカー対策の在り方について、今後の方向性が示された。

　
図表2-67　ストーカー行為等の規制等の在り方に関する報告書の概要
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コラム　ストーカー総合対策


平成26年10月、全閣僚を構成員とするすべての女性が輝く社会づくり本部において、「すべての女性が輝く政策パッケージ」が決定され、その中で、ストーカー対策の抜本的強化のため、被害者支援の取組や加害者対策の在り方について、警察庁の有識者検討会において提言された取組の方向性も踏まえつつ、関係省庁から成る会議において検討の上、同年度内を目途に総合対策を取りまとめることとされた。


これを受け、警察庁が内閣府と共同で開催した「ストーカー総合対策関係省庁会議」において、27年3月、ストーカー事案に対応する体制の整備、被害者等の一時避難等の支援、被害者情報の保護、被害者等に対する情報提供等、ストーカー予防のための教育等及び加害者に関する取組の推進を内容とするストーカー総合対策が策定された。警察庁では、ストーカー総合対策を踏まえ、関係省庁と連携した取組を一層推進することとしている。













2　子供の安全を守るための取組

（1）子供を犯罪から守るための取組

①　子供が被害者となる犯罪


13歳未満の子供が被害者となった刑法犯の認知件数（以下「子供の被害件数」という。）は、図表2-68のとおりである。子供の被害件数は、平成14年以降は減少傾向にあり、26年中は2万4,707件と、前年より2,076件（7.8％）減少した。全被害件数に占める子供の被害件数の割合の高い罪種についてみると、26年中は略取誘拐が55.1％（109件）、強制わいせつが14.8％（1,095件）、公然わいせつが4.2％（133件）であり、略取誘拐の件数については、平成18年以降、9年ぶりに100件を超えた。

　

図表2-68　子供（13歳未満）の被害件数及び罪種別被害状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-68　子供（13歳未満）の被害件数及び罪種別被害状況の推移（平成17～26年）]

②　子供の生活空間における安全対策


警察では、子供を犯罪から守るための取組として、行為者への対策（注）のほかに次のような対策を行っている。

注：51頁参照

ア　学校や通学路の安全対策


警察では、子供が被害者となる犯罪を未然に防止し、子供が安心して登下校等することができるよう、通学路や通学時間帯に重点を置いた警察官によるパトロールを強化するとともに、退職した警察官等をスクールサポーターとして委嘱し学校へ派遣するなど、学校と連携して学校や通学路における子供の安全確保を推進している。

イ　被害防止教育の推進


警察では、子供に犯罪被害を回避する能力等を身に付けさせるため、小学校、学習塾等において、学年や理解度に応じ、紙芝居、演劇やロールプレイング方式等により子供が参加・体験できる防犯教室や、地域安全マップ作成会を関係機関・団体と連携して開催している。また、教職員に対しては、不審者が学校に侵入した場合の対応要領の指導等を行っている。

　
[image: 地域安全マップ]

地域安全マップ

ウ　情報発信活動の推進


警察では、子供が被害に遭った事案等の発生に関する情報を子供や保護者に対して迅速に提供できるよう、警察署と教育委員会、小学校等との間で情報共有体制を整備するとともに、都道府県警察のウェブサイトや電子メール等を活用した情報発信を行うなど、地域住民に対する情報提供を実施している。

エ　ボランティアに対する支援


警察では、「子供110番の家」として危険に遭遇した子供の一時的な保護と警察への通報等を行うボランティアに対し、ステッカーや対応マニュアル等を配布するなどの支援を行っているほか、防犯ボランティア団体との合同パトロールを実施するなど、自主防犯活動を支援している。

（2）児童虐待対策

①　検挙・通告の状況


平成26年中の検挙件数は698件、検挙人員は719人と、統計をとり始めた11年以降、過去最多となった。一方、死亡児童数は、26年中は20人と過去最少となった。近年の態様別検挙件数をみると、身体的虐待が全体の7割以上を占めているほか、26年中は身体的虐待及び性的虐待が前年より大幅に増加している。


また、児童虐待又はその疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数は年々増加し、26年中は過去最多となった。態様別では、特に心理的虐待の増加が著しく、26年中は1万7,158人と全体の約6割を占めている。

　
図表2-69　児童虐待事件の態様別検挙件数の推移（平成22～26年）
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図表2-70　警察から児童相談所に通告した児童数の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-70　警察から児童相談所に通告した児童数の推移（平成22～26年）]

②　関係機関と連携した取組


児童を迅速かつ適切に保護するためには、関係機関がそれぞれの専門性を発揮しつつ、連携して対処することが重要となる。警察では、児童相談所との連携（注1）を図るとともに、必要に応じて地域の要保護児童対策地域協議会（注2）に参加するなど、関係機関との緊密な連携を保ちながら、児童の生命・身体の保護のための措置を積極的に講じている。

注1：50頁参照

注2：児童福祉法第25条の2において、地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならないとされている。

（3）いじめ事案への対応


近年のいじめ（注）に起因する事件数は、23年まで減少傾向にあったが、24年以降急増し、26年中は昭和61年以降で平成25年に次いで多い265件となった。また、26年中の検挙・補導人員は456人であり、その約7割を中学生が占めている。


警察では、25年9月に施行されたいじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期把握に努めるとともに、把握したいじめ事案の重大性及び緊急性、被害少年及びその保護者等の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携しながら、的確な対応を推進している。


注：平成25、26年の数値は、「いじめ」の定義を、25年6月に制定されたいじめ防止対策推進法第2条に定める「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍しているなど当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」としている。また、24年以前の数値は、「いじめ」の定義を「単独又は複数で、単数又は複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃又は言動による脅し、いやがらせ、無視等の心理的圧迫を一方的に反復継続して加えることにより苦痛を与えることをいい、暴走族等非行集団間における対立抗争に起因する事件を含まないもの」としている。

　
図表2-71　いじめに起因する事件の罪種別事件数の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-71　いじめに起因する事件の罪種別事件数の推移（平成22～26年）]

　
図表2-72　警察によるいじめ事案への対応

[image: 図表2-72　警察によるいじめ事案への対応]


コラム　スクールサポーター

（1）スクールサポーターの活用


いじめ防止対策推進法では、国や地方公共団体は、いじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、必要な人材の確保等の措置を講ずることとされ、同年10月に策定された「いじめ防止基本方針」では、確保すべき人材の具体例として「スクールサポーター等の警察官経験者」が明示された。警察では、同法等の趣旨を踏まえ、警察と学校との緊密な連携を図る上での架け橋として重要な役割を果たしているスクールサポーターの拡充に努めるとともに、その活用を推進している。

（2）スクールサポーターの活動事例


○　校内を巡回中、教員不在の教室で複数の生徒が1人の生徒の本やメガネを取り上げているのを認めたのでこれを制止し、その後、生徒の見守り活動を継続したところ、いじめは解消された（埼玉）。


○　担当する中学校からいじめの相談を受けたことから、被害児童・保護者と面接するとともに、校内巡回を実施した。これをきっかけとして保護者や民生委員による巡回活動もなされるようになり、いじめは解消された。また、スクールサポーター等によるいじめ防止をテーマとした非行防止教室を実施し、
再発防止を徹底した（長崎）。

　
[image: スクールサポーターによる巡回活動]

スクールサポーターによる巡回活動



（4）少年（注1）の福祉を害する犯罪への対策と有害環境対策

①　少年の福祉を害する犯罪への対策


福祉犯（注2）の被害少年数は図表2-73のとおりであり、平成23年以降は減少している。他方、インターネットの普及等により、福祉犯の中でも、特にインターネットの利用に起因する被害が深刻な問題となっていることを踏まえ、警察では、その取締り、被害拡大防止及び被害少年の発見・保護を推進している。

注1：20歳未満の者をいう。

注2：少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいう。例えば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反（児童に淫行をさせる行為等）、労働基準法違反（年少者の危険有害業務等）等が挙げられる。

　
図表2-73　福祉犯の検挙件数等の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-73　福祉犯の検挙件数等の推移（平成22～26年）]

ア　悪質性の高い福祉犯


近年、出会い系サイト等を利用して組織的に児童買春の周旋を行う事犯や、飲食店、マッサージ店等の合法的な営業を装いながら児童に卑わいな言動等で接客させる事犯等、児童を組織的に支配し、性的な有害業務に従事させ、児童の心身に有害な影響を与える事犯がみられる。


このような悪質性の高い福祉犯は、暴力団の資金獲得活動としても行われており、警察では、実態把握の推進と情報の分析、積極的な取締りや、有害業務に従事する児童の補導と被害児童の立ち直り支援を推進している。


事例


25年3月から11月までの間、無職の男（21）らは、家出中の女子中学生（13）らを岡山市など7都市へ連れ回し、無料通話アプリのIDを交換する掲示板等を通じて客を募り、同女らに売春をさせた。26年2月までに、同男ら4人を児童福祉法違反（児童に淫行をさせる行為）等で逮捕した（兵庫）。




事例


会社役員の男（33）らは、女子高校生（16）らを雇い入れ、客の注文に応じてテニスウェア等を着用させた上、狭い個室内で男性客に同女子高校生らの全身の体臭を嗅がせるなどの業務に就かせた。26年10月、同男ら2人を労働基準法違反（有害業務の就業制限）で逮捕した（警視庁）。



イ　児童ポルノ


26年中の児童ポルノ事犯の検挙件数は1,828件、被害児童数は746人と、いずれも過去最多となった。児童ポルノ事犯の約2割は、抵抗するすべを持たない低年齢児童（13歳未満）が被害者であるほか、これらの児童のうち、約7割が強姦・強制わいせつの手段により児童ポルノを製造されている。また、検挙した事犯のうち、ファイル共有ソフト利用事犯が577件であり、全体の約3割を占めている。ファイル共有ソフトを利用した場合、プロバイダによる閲覧防止措置（ブロッキング）の影響を受けないため、児童ポルノ画像が一たび公開されると、将来にわたり被害児童を苦しめ続けることになる。このように、児童ポルノを巡る情勢は引き続き深刻な状態にある。


警察では、このような情勢を踏まえ、25年5月の犯罪対策閣僚会議（注）で取りまとめられた「第二次児童ポルノ排除総合対策」等に基づき、関係機関・団体等と緊密な連携を図りながら、低年齢児童を対象とした児童ポルノ愛好者グループによる事犯、ファイル共有ソフトを利用した事犯等に対する取締りの強化、国内サイト管理者等に対する児童ポルノ画像の削除依頼、インターネットの危険性等に関する広報啓発活動等を推進している。


また、警察庁では、国際会議への参加や、東南アジア各国の捜査官等を招いた児童の商業的・性的搾取犯罪対策に関する会議の開催等により、国際捜査協力や情報交換の強化に努めている。さらに、プロバイダによる閲覧防止措置（ブロッキング）について、アドレスリスト作成管理団体に情報提供や助言を行うなどの流通・閲覧防止対策を推進している。

注：207頁参照

　
図表2-74　児童ポルノ事犯の検挙状況等の推移（平成22～26年)
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事例


児童ポルノ愛好者グループのメンバーである無職の男（43）らは、インターネット上の画像投稿サイトを通じて、互いに児童ポルノ画像を提供するなどしていた。また、被疑者の中には、女児にわいせつな行為をし、その状況を撮影した者もいた。26年10月までに、同男ら35人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反（児童ポルノ提供等）等で検挙した（岐阜、岩手、千葉、三重、大阪、沖縄）。



②　少年を取り巻く有害環境の浄化対策


スマートフォンやインターネット接続機能を備えた携帯ゲーム機等の普及により、インターネットの利用に起因する少年の犯罪被害が全国的に発生しているほか、繁華街等において少年の性を売り物とする新たな形態の営業が次々と出現しているなど、近年の少年を取り巻く社会環境は深刻な状況にある。


少年は心身共に未熟であり、環境からの影響を受けやすいことから、警察では、インターネットの利用に起因する犯罪被害の発生状況を踏まえ、関係機関・団体等と連携の上、保護者に対する啓発活動、児童に対する情報モラル教育、携帯電話事業者等に対するフィルタリング（注）等の普及促進のための要請等の取組を推進している。


また、少年に有害な商品等を取り扱う店等に対して、少年の健全育成のための自主的措置が促進されるよう指導・要請を行うなど、有害環境の浄化に努めている。


注：インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき選別し、青少年に有害な情報を閲覧できなくするプログラムやサービスをいう。


コラム　サイバー補導の現状


警察では、平成25年10月から、インターネットの利用に起因する福祉犯から児童を保護するため、インターネット上の援助交際を求めるなどの不適切な書き込みをサイバーパトロールによって発見し、書き込みを行った児童と接触して直接注意・指導する「サイバー補導」を推進しており、26年中は援助交際を求めるなどの書き込みを行った児童439人を補導した。


補導した児童のうち約6割は、過去に非行を犯したり、補導されたことのない児童であり、下着販売の書き込みをして補導された女子高校生の保護者は「娘がこんなことをしているとは思わなかった。娘と会ったのが悪い人ではなく警察の方でよかったです。ありがとうございました。」と述べるなど、児童がスマートフォン等を使用して保護者の知らないうちに、危機意識を持つことなくインターネット上に書き込みをしている実態がうかがえる。


また、サイバー補導の対象となった女子高校生の事情聴取が、児童福祉法違反（児童に淫行させる行為）等の福祉犯の検挙に結び付くなど、サイバー補導が検挙の端緒となることもあり、警察では、サイバー補導の推進により、被害児童の早期救出と被害の拡大防止を図っている。

　
図表2-75　サイバー補導
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（5）少年の犯罪被害への対応


警察では、犯罪の被害に遭った少年に対し、少年補導職員（注）を中心としてカウンセリング等の継続的な支援を行うとともに、大学の研究者、精神科医、臨床心理士等の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、支援を担当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしている。


注：特に専門的な知識及び技能を必要とする活動を行わせるため、その活動に必要な知識と技能を有する警察職員（警察官を除く。）のうちから警視総監又は道府県警察本部長が命じた者で、少年の非行防止や立ち直り支援等の活動において、重要な役割を果たしている。平成27年4月1日現在、全国に約900人の少年補導職員が配置されている。

　
図表2-76　被害少年の支援
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事例


性的被害を受けた女子中学生は、学校に行けなくなるなど精神的な不安定さが認められた。そのため、警察職員等によるカウンセリング、学習支援及びボランティア活動を通じた立ち直り支援活動等を継続して実施したところ、同女子中学生は精神的な落ち着きを取り戻して、学校に登校できるようになり、事件前の生活に戻ることができた（長野）。













第4節　地域住民の安全・安心確保のための取組

1　相談業務の充実強化

（1）相談取扱いの現状


相談取扱件数の推移及び相談内容については、図表2-77から図表2-79までのとおりであり、犯罪等による被害防止、家庭・職場・近隣関係、刑事事件、サイバー関係に関するもの等について多くの相談が寄せられている。

　
図表2-77　相談取扱件数の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-77　相談取扱件数の推移（平成17～26年）]

　
図表2-78　相談内容の内訳（平成26年）

[image: 図表2-78　相談内容の内訳（平成26年）]

　
図表2-79　主な相談内容とその推移（平成22～26年）

[image: 図表2-79　主な相談内容とその推移（平成22～26年）]

（2）相談受理体制


警察では、国民から寄せられた相談に対し、迅速・確実な組織対応を行うことができるよう、警視庁及び道府県警察本部並びに各警察署の総・警務部門にそれぞれ相談の総合窓口を設置している。総合窓口では、警察職員のほか、経験豊富な元警察職員等を非常勤の警察安全相談員として配置するなど、相談受理体制を整備するとともに、各担当部門における、相談の処理状況の点検を実施している。


また、警視庁及び道府県警察本部に警察相談専用電話を設置し、全国統一番号の「＃（シャープ）9110」番（注）に電話をかければ発信地を管轄する警察本部等の総合窓口に接続されるようにするなど、相談上の利便を図っているほか、9月11日を「警察相談の日」と定め、「＃9110」番や各都道府県警察に設置している各種相談窓口について広報し、相談内容に応じた適切な相談窓口の利用を呼び掛けている。


注：携帯電話からも利用できる。なお、ダイヤル回線及び一部のIP電話では利用できないので、警察安全相談専用の一般加入電話番号を警察庁ウェブサイト等で広報している。

　
[image: 「♯（シャープ）9110」番の広報活動]

「♯（シャープ）9110」番の広報活動

（3）相談内容に応じた適切な対応の推進

①　相談への組織的な対応


寄せられた相談に対しては、相談内容に応じて、関係する部署が連携を図って対応し、指導、助言、他の専門機関の教示、相手方への警告、検挙等、犯罪等の被害の発生の有無にかかわらず相談者の不安等を解消するため、必要な措置を講じている。


相談者等の生命又は身体に危害が及ぶおそれのある相談等緊急の対応を要する相談事案を認知した場合には、直ちに幹部へ報告がなされる仕組みや、総・警務部門が各担当部署における相談の処理状況を点検する仕組み等を構築し、組織的な対応を強化している。

②　相談に対応する職員への研修の実施


多種多様な相談に適切に対応できる職員を育成するため、都道府県警察では、相談に対応する職員に対し、各部門の業務担当者による事案ごとの相談受理・対応要領の講義や、様々な専門的知識を有する部外講師による講義のほか、ロールプレイング方式の相談対応訓練等、実務に直結する研修を実施している。

　
[image: ロールプレイング方式の相談対応訓練]

ロールプレイング方式の相談対応訓練

③　関係機関・団体等との連携の推進


警察以外の機関・団体等で取り扱うことが適切である相談や警察以外の機関・団体等との緊密な連携が必要とされる相談への適切な対応を図るため、関係機関・団体等との連絡会議を開催して意見交換を行うなど、関係機関・団体等との連携強化に努めている。


コラム　認知症に係る行方不明者等への対策


認知症に係る行方不明者等については、その早期発見・保護の必要性が高いところ、平成26年中の認知症に係る行方不明者届の受理件数は、1万783件であり、25年に比べて461件（4.5％）増加した。認知症に係る行方不明者の発見活動や迷い人（注1）の身元確認は、自治体等と連携した取組が重要であり、警察では、以下の施策を推進するとともに、自治体等との連携を一層強化することとしている。

○　行方不明者情報掲載のリンクページの設置


都道府県警察では、行方不明者届の届出人の意思を確認の上、適当と認めるときは、行方不明者に関する情報をウェブサイトに掲載しているほか、26年10月からは、警察庁のウェブサイト（注2）から全国の行方不明者に関する情報に容易にアクセスできるようにしている。


また、26年8月に厚生労働省が設置した「身元不明の認知症高齢者等に関する特設サイト」と、警察庁の上記ウェブサイトを相互にリンクさせている。

○　迷い人に係る閲覧資料の備付け


都道府県警察では、自治体等で保護されている一定期間身元が判明しない迷い人については、自治体等の要請に基づいて、その写真等の資料を警察署又は警察本部に備付けるとともに、当該資料を他の都道府県警察にも提供し、行方不明者届の届出人等が閲覧できるようにしている。

注1：生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者

注2：http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/fumei/index.htm

　
[image: 行方不明者情報掲載のリンクページ]

行方不明者情報掲載のリンクページ













2　事件・事故への即応


交番、駐在所等の警察官は、事件、事故等が発生した際、直ちに現場に向かい、被疑者の逮捕等の措置を執っている。警察では、警察官が迅速に現場に駆けつけられるよう、110番通報の受理や警察署等への指令を行うシステムを整備するとともに、パトカー等の活用による機動力の強化に努めている。

（1）110番通報


平成26年中の110番通報受理件数（注）は、約935万件と前年より約6万件減少した。これは約3.4秒に1回、国民約13.6人に1人の割合で通報したことになる。また、携帯電話等の移動電話からの110番通報が68.4％を占め、過去最高を記録した。


これらの110番通報のうち、緊急の対応を必要としない各種照会、要望・苦情・相談等の通報が24.1％を占めていることから、警察では、そのような緊急の対応を必要としない通報には「＃9110」番を利用するよう呼び掛け、適切な110番通報の利用を促している。

注：無応答、いたずら、誤接等は計上していない。

　
図表2-80　110番通報受理件数の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-80　110番通報受理件数の推移（平成17～26年）]

（2）通信指令

①　通信指令システム


110番通報に迅速かつ的確に対応するため、都道府県警察には通信指令室が設けられている。110番通報を受理した通信指令室では、直ちに通報内容を警察署等に伝え、地域警察官を現場に急行させるとともに、必要に応じて緊急配備（注1）の発令等を行っている。平成26年中の緊急配備の実施件数は、前年と比べ526件（6.3％）減少し、7,786件となった。


また、26年中に警察本部の通信指令室で直接受理した110番通報に対するリスポンス・タイム（注2）の平均は、7分0秒であった。


警察では、増加する携帯電話等からの110番通報に的確に対応するため、携帯電話等で110番通報した際に、音声通話と同時に発信者の位置情報が通知されるシステム（位置情報通知システム）を全都道府県警察において運用するなど通信指令システムの高度化を図っている。


注1：重要事件等が発生した際に、迅速に被疑者を検挙するため、警戒員を配置して行う検問、張り込み等

注2：通信指令室が110番通報を受理し、パトカー等に指令してから警察官が現場に到着するまでの所要時間

　
[image: 通信指令室]

通信指令室


事例


26年3月、郵便局で発生した強盗事件において、同郵便局からの非常通報を受理した愛知県警察が直ちに緊急配備を行い、機動捜査隊がヘリコプター等と連携した捜索を行った結果、約20分後に被疑者の男（63）を発見し、強盗罪で逮捕した（愛知）。



②　地域警察デジタル無線システム


警察では、音声通信のみであった従来の無線システムに代えて、高度化した音声通信機能及びデータ通信機能を有する地域警察デジタル無線システムを整備し、23年3月から各道府県警察（注）において順次運用を開始した。


同システムの整備により、通信指令室で受理した110番通報の内容、各種事案の現場で撮影した画像、GPSで測位された警察官の位置情報等の情報を、通信指令室、警察署及び現場の警察官が組織的に共有することが可能となった。


注：警視庁、岡山県警察及び沖縄県警察においては、独自のデータ端末を整備・使用している。

　
図表2-81　地域警察デジタル無線システムの概要

[image: 図表2-81　地域警察デジタル無線システムの概要]


事例


26年5月、コンビニエンスストアで発生した強盗事件において、110番通報を受理した宮崎県警察が直ちに現場に警察官を急行させ、PSD形データ端末で撮影した防犯カメラの被疑者の画像を捜索中の警察官に一斉配信した結果、約10分後に被疑者の男（72）を発見し、強盗罪で逮捕した（宮崎）。



③　通信指令を担う人材の育成強化


警察では、110番通報の受理、指令及び無線報告の技能を競う全国通信指令・無線通話技能競技会を開催するなど、通信指令技能の向上を目的とした教育訓練を行うともに、通信指令の知識・技能に関する検定制度を設けて、組織的な人材育成に努めている。


また、卓越した通信指令の技能を有する者として選抜された、警察庁指定広域技能指導官や都道府県警察の技能指導官等が実践的な指導等を通じて後進の育成に当たっている。

　
[image: 全国通信指令・無線通話技能競技会]

全国通信指令・無線通話技能競技会

（3）初動警察活動の強化

①　通信指令機能の強化等


警察庁では、平成20年から初動警察刷新強化の取組を進めてきており、現在はその定着化に努めている。また、国家公安委員会では、21年9月、「警察通信指令に関する規則」を制定し、通信指令室が初動警察における司令塔としての役割を果たすことができるよう、その位置付けや権限を明確化するとともに、通信指令を行う際の組織的活動、人材の育成、関係都道府県警察の連携等の原則を定めた。これらを受けて、都道府県警察では、通信指令機能の強化や、事案対応能力の強化等に重点的に取り組んでいる。

　
[image: 無差別殺傷事件を想定した訓練]

無差別殺傷事件を想定した訓練

②　実践的な訓練の実施


警察では、事案対応能力の更なる強化を図るため、無差別殺傷事件その他の重大事案の発生を想定した実践的かつ効果的な訓練を継続的に実施している。

（4）鉄道警察隊の活動


鉄道警察隊は、列車内における警乗（注1）、駅等の鉄道施設及びその周辺のパトロールや警戒警備を行い、痴漢（注2）、すり、置き引き等の犯罪の予防及び検挙を行っている。また、痴漢の被害に遭った女性から相談を受理した場合は、女性に同行して身辺の警戒を行うなどしている。


注1：列車内における公安の維持を図るため、警察官が列車に乗務して、列車内における犯罪の予防、被疑者の検挙、事故の防止等に当たること


注2：各都道府県警察のいわゆる迷惑防止条例のうち、卑わいな行為等を禁止する規定に係る検挙件数及び検挙人員は、「痴漢」、「のぞき見」、「下着等の撮影」、「透視によるのぞき見」、「透視による撮影」、「通常衣服を着けない場所における盗撮」及び「（その他）卑わいな言動」の区分により報告を求めているが、そのうち「痴漢」として都道府県警察から報告を受け、集計した数値を示したもの

　
図表2-82　痴漢事犯の検挙状況の推移（平成22～26年）

[image: 図表2-82　痴漢事犯の検挙状況の推移（平成22～26年）]


事例


平成26年2月、通勤時間帯中のすり及び置き引き事案の多発していた路線において警戒中の鉄道警察隊員が、不審な行動をする男（41）を発見し、その動向を注視しながら追跡したところ、同男が、電車内で女性の乗客が所持していたバックから財布を抜き取り、窃取した。男を窃盗罪で現行犯逮捕した（千葉）。




事例


26年5月、女性から電車内において痴漢被害に遭ったとの相談を受けた鉄道警察隊員は、同女性に同行して電車に乗り込み警戒していたところ、同女性の前に立ち胸を触る行為をした男（23）を発見した。同男を京都府迷惑防止条例（卑わいな行為の禁止）違反で現行犯逮捕した（京都、大阪）。



（5）パトカー及び警察用船舶の活用


警察では、全国の警察本部や警察署に配備したパトカーを活用して、管内のパトロールを行うとともに、事件・事故等の発生時における初動措置を執っている。また、全国に配備された警察用船舶を活用し、通信指令室やパトカーと連携の上、事件・事故発生時の情報の収集、交通情報の収集等を行っている。

　
[image: パトカー]

パトカー

（6）警察用航空機の活用


エンジンの複数搭載による飛行能力等の向上及びヘリコプターテレビシステム（ヘリテレ）の高性能化に伴い、警察用航空機（ヘリコプター）の有効性は、ますます高まっている。警察では、全国にヘリコプターを約80機配備し、通信指令室やパトカーと連携させてその機動力をいかしたパトロールを始め、災害や重大事件発生時におけるヘリテレを活用した情報収集、被災地への人員物資の緊急輸送、被疑者の追跡等を行っている。

　
[image: 警察用航空機]

警察用航空機


事例


平成26年8月、広島市北部における豪雨による土砂災害において、広島県警察航空隊及び岡山県警察航空隊は、ヘリコプターを出動させ、ヘリテレを活用してリアルタイムで詳細な被災状況について情報収集を行うとともに、半壊家屋の屋根の上から災害により孤立した住民（65）ら9人を釣り上げ救助した。




事例


26年4月、宮崎県内において、宮崎市で被害に遭った盗難車両を発見したことから、緊急配備を行い、ヘリコプター及びパトカーによる追跡を開始した。パトカーは追跡の途中で盗難車両を見失ったが、ヘリテレを活用して上空から盗難車両を追跡し、パトカーを的確に誘導したことで、約30分後、盗難車両を運転していた男（55）を確保した（宮崎）。




コラム　雪害への対応


平成26年2月、関東甲信地方において、記録的な大雪により、道路、鉄道等の交通機能が麻痺し、多数の孤立集落が発生した。また、電気、ガス、水道等のライフラインの被害や、落雪や家屋の倒壊による死傷者等の人的被害も発生した。


群馬県警察、埼玉県警察、警視庁、山梨県警察等では、孤立者の救助、物資の搬送、除雪活動等を行った。埼玉県内の県道では、雪崩により車両6台14人が取り残され、近くのトンネルに避難したが、付近では断続的な雪崩が発生しており緊急に救助する必要があったことから、ヘリコプターにより14人を救助した。また、山梨県内の雪崩により孤立した集落においては、ヘリコプター等により情報を収集し、医薬品及び救援物資の搬送及び戸別配布を行った。

　
[image: 救助活動]

救助活動













3　交番・駐在所の活動


交番・駐在所では、パトロールや巡回連絡等の様々な活動を通じて、地域住民の意見・要望等に応えるべく、管轄する地域の実態を把握し、その実態に即した活動を行っている。また、昼夜を分かたず常に警戒体制を保ち、様々な警察事象に即応する活動を行うことにより、地域住民の安全と安心のよりどころとなり、国民の身近な不安を解消する機能を果たしている。

平成27年4月1日現在、全国に交番は6,250か所、駐在所は6,474か所設置されている。

（1）パトロール、立番等

①　パトロール


地域警察官は、事件・事故の発生を未然に防ぐとともに、犯罪を取り締まるため、犯罪の多発する時間帯・地域に重点を置いたパトロールを行っている。パトロールに当たっては、不審者に対する職務質問、危険箇所の把握、犯罪多発地域の家庭や事業者に対する防犯指導、パトロールカード（注）による情報提供等を行っている。


注：パトロール中に気付いた防犯上の注意事実を伝えたり、空き巣等の被害者にパトロールを行っていることを知らせて安心してもらったりすることなどを目的として、地域警察官が管内の地域住民に配布するもので、交番名やパトロールを行った日時等が記載されている。

　
[image: パトロール]

パトロール

②　立番等による警戒


地域警察官は、交番・駐在所等の施設の外に立って警戒に当たる立番を行っている。また、駅、繁華街等の人が多く集まる場所や犯罪が多発している場所において、一定の時間立って警戒する駐留警戒等を行っている。

　
[image: 立番]

立番

③　職務執行力の強化


警察では、地域警察官の職務執行力を強化するため、職務質問、書類作成等の能力向上を目的とした研修・訓練を実施するとともに、卓越した職務質問の技能を有する者を選抜して、警察庁指定広域技能指導官又は都道府県警察の職務質問技能指導官等として指定し、実践的な指導等を通じて地域警察官全体の職務質問技能の向上に努めている。


平成26年中の地域警察官による刑法犯検挙人員は19万7,417人と、警察による刑法犯の総検挙人員の78.6％を占めている。

④　交番相談員の活用


27年4月1日現在、全国で約6,400人の交番相談員が配置されている。交番相談員は、警察官の身分を有しない非常勤の職員であり、地域住民の意見・要望等の聴取、拾得物・遺失届の受理、被害届の代書及び預かり、事件・事故発生時の警察官への連絡、地理案内等の業務に従事しており、その多くは、経験や知識を有する退職警察官である。

　
[image: 交番相談員]

交番相談員

（2）地域住民と連携した活動

①　巡回連絡


地域警察官は、担当する地域の家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、災害・事故の防止等、地域住民の安全で平穏な生活を確保するために必要な事項の指導・連絡や、地域住民からの意見・要望等の聴取を行う巡回連絡を行っている。

　
[image: 巡回連絡]

巡回連絡

②　交番・駐在所連絡協議会


平成27年4月1日現在、全国の交番・駐在所に1万2,000の交番・駐在所連絡協議会が設置されている。そこでは、地域警察官が、地域住民と地域の治安に関する問題について協議したり、地域住民の警察に対する意見・要望等を把握したりすることにより、地域社会と協力して事件・事故の防止等を図っている。

③　情報発信活動


地域警察官は、地域の身近な出来事や事件・事故の発生状況を記した「ミニ広報紙」を作成し、自治会を通じて回覧するなどの活動により、地域住民に対し管轄地域の事件・事故の発生状況やその防止策等の身近な情報を伝えている。

（3）遺失物の取扱い


警察では、拾得物を速やかに遺失者に返還するため、拾得物・遺失届の受理業務を行っている。平成26年中に届出のあった拾得物は、特例施設占有者保管分（注）を含め約2,497万点に上っている。


なお、警察に提出された拾得物のうち、通貨については約114億円が、物品については約907万点が遺失者に返還されている。


注：一定の公共交通機関又は都道府県公安委員会が指定した施設占有者（特例施設占有者）は、拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その物件を自ら保管することができる。

　
図表2-83　遺失物の取扱いの流れ
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図表2-84　拾得物・遺失届の取扱い状況の推移（平成22～26年）
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第5節　将来にわたる良好な治安確保のための基盤構築に向けた取組

1　犯罪抑止に向けた取組

（1）地域社会との協働


良好な治安は、社会・経済の発展の礎であるが、その確保は、独り警察のみによって達せられるものではない。警察は、地域社会や関係機関・団体等との連携の下、社会全体で良好な治安が保たれるよう取り組んでいる。

①　社会の犯罪予防機能の高度化

ア　安全・安心なまちづくり


政府では、平成17年6月に犯罪対策閣僚会議と都市再生本部の合同会議において決定された「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」及び都市再生プロジェクト「防犯対策等とまちづくりの連携協働による都市の安全・安心の再構築」に基づき、官民連携した安全で安心なまちづくりを全国で推進している。


今後は、25年12月に閣議決定された「「世界一安全な日本」創造戦略」（注）も踏まえ、関係機関・団体等と連携して、引き続き全国で安全・安心なまちづくりの取組を推進していくこととしている。

注：207頁参照

イ　安全・安心なまちづくりを推進する気運を高めるための取組


犯罪対策閣僚会議において定められた「安全・安心なまちづくりの日」（毎年10月11日）の前後の期間を中心に、安全で安心なまちづくりの気運を高めるための様々な取組が行われており、その一環として、顕著な功績等のあった団体・個人を首相が表彰する「安全・安心なまちづくり関係功労者表彰」が毎年首相官邸において行われている。


また、警察庁では、「安全・安心なまちづくりの日」関連行事として、26年10月18日、優れた活動を行う防犯ボランティア団体と防犯まちづくりに積極的な取組を行っている地方公共団体がそれぞれ取組内容を発表する「防犯ボランティアフォーラム2014」を開催した。

　
[image: 安全・安心なまちづくり関係功労者表彰（提供：内閣広報室）]

安全・安心なまちづくり関係功労者表彰（提供：内閣広報室）

ウ　繁華街・歓楽街を再生するための総合対策等の推進


警察では、健全で魅力あふれるまちづくりを推進するための施策を講じている。具体的には、繁華街・歓楽街の再生に向け、商工会、地域住民、自治体等と問題意識を共有し、自治体が行うまちづくり事業に計画段階から積極的に関与するほか、客引きやスカウト行為、非行少年や不良行為者のい集、違法広告物の設置、ゴミや自転車の放置、違法駐車、落書き等の迷惑行為の取締り等を通して街並みの改善を図っている。また、違法風俗営業等の風俗関係事犯や不法就労、人身取引事犯、組織的な資金獲得犯罪等の取締りを行うとともに、犯罪インフラ対策の一環として、繁華街・歓楽街において犯罪組織が暗躍することのないよう、雑居ビル、広告宣伝媒体等から犯罪組織を排除する取組を推進している。

②　防犯ネットワークの整備と活用促進


治安を取り巻く情勢が依然として厳しいことに加え、人口・家族構造の変化等により社会情勢が変化している中で、かつて良好な治安を支えてきた社会の連帯感が希薄化している。


このような現状を踏まえ、警察は、地方公共団体、地域住民、事業者等の各主体を包括する防犯ネットワークを整備し、これを有効活用した積極的な情報交換や、地域住民による防犯パトロール等の防犯ボランティア活動、事業者によるCSR（注）活動等の主体的な自主防犯活動に対する支援等を行うことで、地域社会が一体となった犯罪抑止対策の推進と連帯感の向上を図っている。

注：Corporate Social
Responsibilityの略。企業の社会的責任と訳される。法令遵守、環境保護、地域貢献等、純粋に財務的な活動以外の分野において、企業が持続的な発展を目的として行う自主的取組

ア　防犯ボランティア団体の活動


26年末現在、警察が把握している防犯ボランティア団体数は全国で4万7,532団体（注）と、17年の約2倍に増加した。これらの団体の多くは、町内会、自治会等の地域住民による団体や子供の保護者の団体である。その構成員数についても、約278万人と、同年より約2倍に増加した。


多くの団体で防犯パトロールや通学路における子供の見守り活動を行っているほか、最近の犯罪情勢を踏まえ、振り込め詐欺等の特殊詐欺の被害防止のため、警察と連携した金融機関を対象とする被害防止訓練や高齢者の自宅の訪問を通じた防犯指導等を実施している団体もみられる。


注：平均月1回以上の活動実績（単に意見交換や情報交換のみを行う会議を除く。）があり、かつ、構成員が5人以上の団体

　
図表2-85　防犯ボランティア団体・構成員の推移（平成17～26年）
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イ　自主防犯活動に対する支援


警察では、防犯ボランティア団体に対し、犯罪情報の提供、防犯ボランティア保険の経費負担等を通じた経済的支援、合同パトロールの実施等の活動支援を行っているほか、自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備することができる仕組みづくりを行い、26年末現在、全国で9,470団体、4万3,976台の青色回転灯装備車が活動を行っている。


また、警察庁ウェブサイト上に「自主防犯ボランティア活動支援サイト」を開設し、防犯ボランティア団体相互のネットワークづくりを推進しているほか、警察庁では、自主防犯活動の持続的発展に向け、防犯ボランティア活動における次世代リーダー育成等についての調査研究を実施しており、防犯ボランティア団体のニーズに応じた活動支援策を検討している。

　
[image: 防犯ボランティア団体による子供見守り活動]

防犯ボランティア団体による子供見守り活動

　

図表2-86　自動車に青色回転灯を装備した防犯パトロールの実施状況（平成17～26年）
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ウ　犯罪情報や地域安全情報の提供


警察では、地域住民が身近に感じる犯罪の発生を抑止し、犯罪被害に遭わない安全で安心なまちづくりを推進するため、地域住民に向けて、警察の保有する犯罪発生情報や防犯情報等を様々な手段・媒体を用いて適時適切に提供し、自主防犯活動の促進に努めている。


事例


岡山県警察では、防犯ボランティアの活動物品や、青色回転灯装備車の運行に要するガソリン代の値引き、資金の提供等の支援を行う企業を募集し、これらの企業と、支援を求める防犯ボランティア団体との仲介をしている。26年末現在、170事業所が参画しており、42件の支援が行われた（岡山）。

　
[image: 青色回転灯の贈呈式]

青色回転灯の贈呈式



（2）犯罪防止に配慮した環境設計


犯罪を抑止するためには、都市の構造の在り方を見直し、都市のハード面から物理的に犯罪が行われにくい環境を創出することが重要であり、これにより犯罪が発生するリスクを長期にわたり抑制することができる。

①　公共施設や住宅の安全基準の策定等


警察庁では、犯罪防止に配慮した環境設計による安全・安心なまちづくりを推進するため、住宅の防犯性能の向上や防犯に配慮した公共施設等の整備等に関する安全基準を策定し、その普及に努めている。

②　共同住宅や駐車場の防犯性能の認定・登録制度


警察では、関係団体と協力して、防犯に配慮した構造や設備を有するマンションや駐車場を防犯優良マンション、防犯モデル駐車場として登録又は認定する制度の普及を図っており、平成27年3月末現在、防犯優良マンション制度は24都道府県（注1）で、防犯モデル駐車場制度は13都府県（注2）で整備されている。


注1：北海道、埼玉、東京、千葉、神奈川、山梨、長野、静岡、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、鳥取、広島、山口、愛媛、大分、熊本及び沖縄。平成27年3月末で、2,145件の登録又は認定がされている。


2：東京、千葉、神奈川、福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、鳥取、広島、愛媛、大分及び沖縄。27年3月末現在で、288件の登録又は認定がされている。

③　街頭防犯カメラの設置


街頭防犯カメラは、被害の未然防止や犯罪発生時の的確な対応に有効である。警察では、27年3月末現在、24都道府県で1,373台の街頭防犯カメラを設置しているほか、民間事業者等による街頭防犯カメラの設置を促進している。また、民間事業者等による設置・運用について支援を行っている。

④　都市再構築の機会等を捉えた犯罪の起きにくいまちづくり


警察では、平素から自治体が主催する各種会議等に参画し、関係部門との意見調整等を継続的に行って、自治体の都市整備に向けた主体的行動を促すとともに、復興、防災等の観点から行われる都市再構築の機会を捉えた犯罪の起きにくいまちづくりを推進している。

（3）地域の犯罪情勢に即した犯罪抑止対策


犯罪情勢や社会構造の変化に伴って、警察活動を取り巻く環境が非常に複雑になってきていることなどを背景に、国民の警察に対する要請が多様化している。これに応えるため、警察では、地域の犯罪情勢に即して警察活動を戦略的に展開し、地域住民に不安感を生じさせる身近な事案や事件に迅速かつ的確に対応することを目的とした、以下のような内容を大きな柱とする犯罪抑止に向けた取組を推進している。

①　犯罪抑止計画の策定


地域の犯罪情勢に即した効果的な犯罪抑止対策とするため、警察署ごとに、相談、警ら、捜査その他の警察活動により収集した情報等を分析し、その管轄区域において重点的に抑止すべき種類の犯罪を定め、犯罪抑止計画を策定している。また、警察本部においても、全国的な犯罪情勢を勘案し、関係する警察本部及び警察署が連携して広域的な抑止活動を行う必要がある種類の犯罪を定めて、犯罪抑止計画を策定している。

②　地域住民等との連携協働


治安上の脅威に対して十分な耐性のある地域社会を構築するためには、地域住民、事業者、関係団体、自治体等と連携協働した取組が必要不可欠である。したがって、犯罪抑止計画には、犯罪抑止における地域住民等の役割や、警察が行う地域住民等に対する地域の犯罪情勢等の情報提供等の支援について、できる限り具体的に定めることとし、また、地域住民等との連携協働を図る際には、既に警察と協力関係にある者・団体にのみ依存することなく、より広範な連携協働関係の構築を目指すこととしている。


事例


埼玉県警察では、県警察独自の「街頭犯罪情報分析システム」等を活用し、街頭犯罪の被害多発場所や被害態様、被害者の属性等を綿密に分析した上で、効果的な犯罪抑止対策を推進している。


自転車盗対策においては、発生状況の詳細な分析により、駅周辺の路上や特定の商業施設の駐輪場で自転車盗被害が多発している状況が判明したことから、自治体や当該施設等に対し、盗難状況を示す地図等の資料を提供して協力を求めた結果、駅周辺におけるゲート式等の防犯性の高い駐輪場の設置や商業施設の駐輪場の改修等がなされた。また、置引き対策においても、同様の分析により、置引き被害が夏季のプール施設において多発している状況が判明したことから、プール施設における詳細な被害場所や発生状況を示した資料等を施設管理者に提供して協力を求めた結果、被害多発地点のベンチの撤去や無料コインロッカーの設置等がなされた。


これらの犯罪抑止対策の結果、それぞれの施設等において、自転車盗や置引きの認知件数が大幅に減少した。

　
[image: 設置されたゲート式駐輪場]

設置されたゲート式駐輪場













2　生活安全産業の育成と活用

（1）警備業の育成


警備業は、施設警備、雑踏警備、交通誘導警備、現金輸送警備、ボディガード等の種々の形態を有しており、ホームセキュリティ等の機械警備の需要も拡大するなど、国民生活に幅広く生活安全サービスを提供している。また、空港や原子力発電所のようなテロの標的とされやすい施設での警備も行っている。


警察では、こうした警備業が果たす役割に鑑み、警備業法に基づく警備業者に対する指導監督を行うなどして、警備業務の実施の適正と警備業の健全な育成を図っている。

　
図表2-87　警備業者・警備員数の推移（平成17～26年）
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（2）古物商・質屋を通じた盗品等の流通防止と被害回復


古物商や質屋では、その営業に係る古物や質物として盗品等を扱うおそれがあることから、古物営業法及び質屋営業法では、事業者（注1）に対し、これらの営業に係る業務について必要な規制等を定め、窃盗その他の犯罪の防止を図っている。警察では、これらの法律に基づく品触れ（注2）や指導監督等により、犯罪被害の迅速な回復に努めている。


注1：古物営業の許可証の交付を受けている事業者数は75万3,893、質屋営業の許可証の交付を受けている事業者数は3,098（それぞれ平成26年末現在）


注2：警察本部長等が盗品等の発見のために必要があると認めたときに、古物商等に対して被害品の特徴等を通知し、その有無の確認及び届出を求めるもの


コラム　古物商・質屋からの申告


古物営業法及び質屋営業法では、古物商・質屋に対し、取引に係る物品について不正品又は盗品等の疑いがあると認めるときは、警察官に申告する義務を課しており、これに基づき、平成26年中は616件の申告がなされた。また、同年中、古物商等からの申告や情報提供が被疑者特定の端緒となった刑法犯は、401件あり、そのうち373件を窃盗犯が占めている。



（3）防犯設備関連業界との連携


警察では、より良質な防犯設備が供給されるよう、最新の犯罪情勢や手口の分析結果等を事業者に提供するなどして防犯設備の開発を支援している。


また、公益社団法人日本防犯設備協会が認定している防犯設備士等（注）は、防犯設備の設計、施工、維持管理に関する知識・技能を有する専門家として活躍しており、平成27年3月末現在、38都道府県に防犯設備士等の地域活動拠点が設立されている。警察では、防犯設備の効果的な設置及び適正な管理に向けて、これらの専門家と協働した防犯診断等の取組を推進している。


注：防犯設備士（27年4月1日現在2万4,939人）、総合防犯設備士（同334人）











3　少年非行防止に向けた取組

（1）少年非行の現状

①　少年非行情勢


平成26年中の刑法犯少年の検挙人員は4万8,361人と、前年より8,108人（14.4％）減少し、11年連続の減少となった。しかし、同年齢層人口1,000人当たりの検挙人員は6.8人で成人（1.9人）と比べ、引き続き高い水準にある。

26年中の触法少年（刑法）及び不良行為少年の補導人員は、いずれも減少傾向にある。

　
図表2-88　刑法犯少年の検挙人員・人口比の推移（昭和24～平成26年）

[image: 図表2-88　刑法犯少年の検挙人員・人口比の推移（昭和24～平成26年）]

　

図表2-89　触法少年（刑法）及び不良行為少年の補導人員の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-89　触法少年（刑法）及び不良行為少年の補導人員の推移（平成17～26年）]

②　平成26年中の少年非行の主な特徴

ア　刑法犯少年


26年中に検挙した少年の包括罪種別検挙人員は図表2-90のとおりであり、ほぼ全ての罪種で減少傾向にある。

　
図表2-90　刑法犯少年の包括罪種別検挙人員の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-90　刑法犯少年の包括罪種別検挙人員の推移（平成17～26年）]

イ　再犯者（注）


26年中の刑法犯少年の再犯者数は、11年連続で減少したが、刑法犯少年全体に占める再犯者の割合は17年連続で増加し、26年は34.9％と、昭和47年以降で最も高くなった。


注：非行を犯した者であって、当該非行の以前に、非行を犯し、処分を受けたことのあるものをいう。処分の未決・既決は問わず、触法少年時に受けた処分や警察限りの扱いも含む。

　
図表2-91　刑法犯少年の再犯者数・再犯者率の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-91　刑法犯少年の再犯者数・再犯者率の推移（平成17～26年）]

ウ　中学生及び高校生の検挙・補導人員（刑法）


中学生及び高校生の検挙・補導人員の推移は、図表2-92のとおりであり、いずれも減少しているが、平成19年以降、中学生が高校生を上回っており、非行の低年齢化が認められる。

　

図表2-92　中学生・高校生の検挙・補導人員（刑法）の推移（平成17～26年）

[image: 図表2-92　中学生・高校生の検挙・補導人員（刑法）の推移（平成17～26年）]

（2）非行少年を生まない社会づくり


警察では、都道府県警察に少年サポートセンターを設置し、少年補導職員を中心に非行防止に向けた取組を行っている。また、少年の規範意識の向上及び社会との絆（きずな）の強化を図るため、非行少年を生まない社会づくりに取り組んでいる。

①　少年相談活動


少年や保護者等の悩みや困りごとについて、専門的な知識を有する職員等が面接や電話、電子メール等で相談に応じ、指導・助言を行っている。

②　街頭補導活動


少年のい集する繁華街や公園等において、少年警察ボランティア等と共同で、喫煙や深夜はいかい等をしている少年に指導・注意を行う街頭補導活動を実施している。

③　継続補導・少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動


少年相談や街頭補導活動を通じて関わった少年に対し、本人や保護者等の申出に応じて指導・助言等を行う継続補導を実施している。また、問題を抱え非行に走る可能性がある少年及び保護者に対して警察から積極的に連絡し、継続的に声を掛けるほか、体験活動等への参加促進、就学・就労の支援等を行い、再び非行に走りかねない少年の立ち直りを支援する活動を推進している。

　
[image: 農業体験を通じた立ち直り支援活動]

農業体験を通じた立ち直り支援活動

④　広報啓発活動


学校で非行防止教室、薬物乱用防止教室等を実施するなどして、地域の非行情勢や非行要因等について情報発信し、少年警察活動等についての理解を促している。

（3）学校その他関係機関との連携確保

①　少年サポートチーム


個々の少年の問題状況に応じた的確な対応を行うため、学校、警察、児童相談所等の担当者から成る少年サポートチームを編成し、それぞれの専門分野に応じた役割分担の下、少年等への指導・助言を行っている。

②　学校と警察との連携


教育委員会等と警察の間で締結した協定等に基づき、非行少年等問題を有する児童・生徒に関する情報を学校と警察が相互に通知する学校・警察連絡制度が、全ての都道府県で運用されている。また、警察署の管轄区域、市町村の区域等を単位に、平成27年4月現在、全ての都道府県で約2,300の学校警察連絡協議会が設けられている。

③　スクールサポーター


退職した警察官等をスクールサポーターとして警察署等に配置し、学校からの要請に応じて派遣するなどして、いじめ等の学校における少年の問題行動等への対応、巡回活動、相談活動、児童の安全確保に関する助言等を行っている。27年4月現在、43都道府県で約800人が配置されている。

（4）少年警察ボランティアとの連携


警察では、平成27年4月現在、少年警察ボランティアとして、全国で少年補導員（注1）約5万1,000人、少年警察協助員（注2）約260人、少年指導委員（注3）約6,600人を委嘱しており、協力して少年の健全育成のための活動を推進している。また、同年3月現在、大学生ボランティア約5,700人が全国で活動しており、少年と年齢が近く、その心情や行動を理解しやすいなどの特性をいかし、学習支援活動や少年の居場所づくり活動等にも取り組んでいる。


注1：街頭補導活動及び環境浄化活動を始めとする幅広い非行防止活動に従事している。

注2：非行集団に所属する少年を集団から離脱させ、非行を防止するための指導・相談に従事している。

注3：風営適正化法に基づき、都道府県公安委員会から委嘱を受け、少年を有害な風俗環境の影響から守るための少年補導活動や風俗営業者等への助言活動に従事している。

　
[image: 大学生ボランティアによる学習支援]

大学生ボランティアによる学習支援

（5）少年事件対策


警察では、集団的不良交友関係（注）の実態に係る情報を収集・分析し、少年事件対策に活用するとともに、警視庁及び道府県警察本部に少年事件指導官を置き、個々の少年の特性に応じた取調べや客観的証拠の収集等による厳格な非行事実の特定等に努めるよう、捜査員等に対して指導・教育を行うことにより、少年事件の厳正かつ的確な捜査・調査に努めている。

注：非行集団等及びその構成員又はこれに準じる2人以上の交友関係をいう。


事例


平成27年2月、自称無職の少年（18）らは、河川敷において、男子中学生（13）の首等を刃物様のもので複数回にわたって突き刺すなどして殺害した。同月、同少年ら3人を殺人罪で逮捕した（神奈川）。













警察活動の最前線




刑事としての誇り



　
[image: ひばりくん]

ひばりくん

　
[image: 茨城県土浦警察署刑事第一課（現：茨城県警察本部刑事部捜査第一課）　大島 宣子 警部補　顔写真]

茨城県土浦警察署刑事第一課（現：茨城県警察本部刑事部捜査第一課）

大島　宣子（おおしま　のりこ）　警部補




私は強行犯係長として警察署で勤務しており、管内で発生する凶悪事件や火災等の現場に臨場し、現場責任者として事件指揮に当たっています。


平成26年に管内で母親が息子を殺害する事件が発生した際には、初動捜査の指揮や被疑者の取調べを担当しました。


被疑者である母親は当初自分がしたことを受け入れていない様子で、あいまいな供述に終始していました。私は取調べで被疑者に、息子が生まれたときの心境を問いかけ、息子が可愛かったときの気持ちを思い起こさせることから始めました。その後、その愛情が憎しみに変わっていくまでの過程を一つ一つ聴取することで、被疑者の全面的な供述を得ることができ、被疑者は起訴されるに至りました。


取調べの録音・録画等取調べをめぐる環境は大きく変化していますが、現場に残された資料や関係者の供述を基に事実を追及し、また、被疑者の表情や言葉から心情を酌み取って供述を引き出すという取調べの基本は、脈々と引き継がれてきた刑事の揺るぎない誇りとして変化することはありません。


女性だからといって犯罪の現場や対峙する被疑者を選ぶことはできませんが、事件を解決するという目的のため、どんな犯罪にも屈することなく、事件と戦う熱い気持ちを持ち続けたいと思っています。

　
[image: 茨城県土浦警察署刑事第一課（現：茨城県警察本部刑事部捜査第一課）　大島 宣子 警部補]






憧れの鑑識マン



　
[image: まもるくん・安ちゃん・心ちゃん]

まもるくん・安ちゃん・心ちゃん

　
[image: 愛媛県警察本部刑事部鑑識課　近藤 好古 警部補　顔写真]

愛媛県警察本部刑事部鑑識課

近藤　好古（こんどう　よしふる）　警部補




鑑識に憧れて警察官を拝命し、「プロの鑑識マンになりたい！」との一心で仕事に励み、鑑識係員に登用されてから7年が過ぎようとしています。


当初は、犯人を追い詰める決定的な証拠となる資料を採取することができず、被疑者検挙につながる指紋・足跡・DNA型資料等の法医資料を難なく採取する先輩や上司に憧れていました。


　「どうすれば犯人を検挙できる資料が採取できるか。」、「本当にこの方法で良いのか。」などと常に疑問を持ち、自分なりの工夫を重ねながら仕事に励んでいたところ、ある侵入窃盗事件が発生しました。周辺への聞き込みによっても犯人検挙の手がかりがつかめず捜査が難航する中、自分の採取した鑑識資料が前歴者の指紋と一致したことを端緒として、被疑者が検挙されるに至りました。初めて被疑者の検挙に貢献できたこの時の嬉しさは、今でも鮮明に覚えています。


現在は、機動鑑識係長として、主に凶悪事件・侵入窃盗事件等の鑑識活動が特に重視される事件の現場に、日々臨場しています。同じ現場は二つとなく、未だに同僚や後輩の資料の採取方法を見て「目から鱗」の場面があり、勉強の毎日です。かつて自分が憧れた先輩や上司のように後輩の憧れとなるような鑑識マンを目指し、これからも研鑽し続けていきます。

　
[image: 愛媛県警察本部刑事部鑑識課　近藤 好古 警部補]





注：掲載されているキャラクターは、都道府県警察のマスコットキャラクターです。











第3章　サイバー空間の安全の確保

第1節　サイバー空間の脅威

1　サイバー空間をめぐる脅威の特徴


インターネットが国民生活や社会経済活動に不可欠な社会基盤として定着し、今や、サイバー空間は国民の日常生活の一部となっている。こうした中、インターネットバンキングに係る不正送金事犯等のサイバー犯罪（注1）が多発しているほか、重要インフラ（注2）の基幹システム（注3）を機能不全に陥れ、社会の機能を麻痺させるサイバーテロ（注4）や情報通信技術を用いて政府機関や先端技術を有する企業から機密情報を窃取するサイバーインテリジェンスといったサイバー攻撃が世界的規模で頻発するなど、サイバー空間における脅威は深刻化している状況にある。平成26年中は、インターネットバンキングに係る不正送金事犯や標的型メール攻撃等における手口の悪質・巧妙化や、悪質な中継サーバを始めとするサイバー空間における犯罪インフラの存在が確認された。また、個人がウェブサイトからダウンロードした銃の設計図を基に3Dプリンタを用いて手製拳銃を製造する事件が発生するなど、サイバー空間とつながりを持ち、犯罪のツールとして悪用される危険をはらんだ新たな技術・サービスの出現や、不正ログイン攻撃、インターネットを通じた私事性的画像記録の提供による被害等、インターネットの利用によって犯罪に巻き込まれるリスクの拡大といった特徴もみられた。警察では、このようなサイバー空間をめぐる脅威の情勢を的確に見定め、適切な対策を講じていくこととしている。

　
図表3-1　サイバー空間をめぐる脅威

[image: 図表3-1　サイバー空間をめぐる脅威]


注1：高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪等の情報技術を利用した犯罪

注2～4：128頁参照

注5：Distributed Denial of
Serviceの略。特定のコンピュータに対し、複数のコンピュータから、大量のアクセスを繰り返し行い、コンピュータのサービス提供を不可能にするサイバー攻撃


事例


26年11月、米国ソニー・ピクチャーズ・エンターテインメントが、不正プログラムによるシステムの破壊を伴うサイバー攻撃を受けたことが判明した。本攻撃により、数千台のコンピュータが動作不能となり、同社の企業活動が阻害されるとともに、従業員の個人情報等が窃取された。FBI（注1）は、本攻撃で使用されたツールが、25年3月に発生した韓国の銀行等に対するサイバー攻撃事案（注2）において使用されたものと類似していることや、不正プログラム内に記録されていたIPアドレスと北朝鮮のインフラに関連がみられることなどから、北朝鮮政府が本件攻撃に責任を有すると結論付けたことなどを発表した。

注1：Federal Bureau of
Investigation（米国司法省連邦捜査局）の略

注2：韓国政府は北朝鮮の関与を指摘している。

　
[image: サイバー攻撃を受けたコンピュータに表示された画像]

サイバー攻撃を受けたコンピュータに表示された画像













2　サイバー犯罪の情勢

（1）サイバー犯罪の検挙状況

平成26年中のサイバー犯罪の検挙件数は7,905件と、前年より208件（2.6％）減少した。

①　不正アクセス禁止法違反


26年中の不正アクセス禁止法（注）違反の検挙件数は364件と、前年より616件（62.9％）減少した。一方、検挙人員は170人と、前年より23人（15.6％）増加した。

注：不正アクセス行為の禁止等に関する法律

②　コンピュータ・電磁的記録対象犯罪等


26年中の刑法に規定されている不正指令電磁的記録に関する罪（コンピュータ・ウイルスに関する罪）及びコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪の検挙件数は192件と、前年より286件（59.8％）減少した。このうち、コンピュータ・ウイルスに関する罪の検挙件数は28件であった。

③　ネットワーク利用犯罪（注1）


26年中のネットワーク利用犯罪の検挙件数は7,349件と、前年より694件（10.4％）増加し、過去最多となった。特徴として、オークション利用詐欺の検挙件数が381件と、前年より223件（141.1％）増加する一方、出会い系サイト規制法（注2）違反の検挙件数は279件と、前年より60件（17.7％）減少した。


注1：その実行に不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪

注2：インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

　
図表3-2　サイバー犯罪の検挙件数の推移（平成22～26年）

[image: 図表3-2　サイバー犯罪の検挙件数の推移（平成22～26年）]


事例


自営業の男（43）らは、女性を装ってチャットサイトで知り合った被害者に、画像閲覧用のアプリと偽ってスマートフォンの電話帳データを不正に取得するコンピュータ・ウイルスをダウンロードさせ、電話帳データを窃取した。また、同被害者が送信したわいせつな動画を「抜き取った電話帳データを使ってばらまく」などと言って脅し、現金20万円を喝取した。26年4月、同自営業の男ら2人を不正指令電磁的記録供用罪及び恐喝罪で逮捕した（千葉）。













3　サイバー攻撃の情勢


インターネットが国民生活や社会経済活動に不可欠な社会基盤として定着する中で、我が国の政府機関、民間企業等に対するサイバー攻撃が発生している。特に、社会機能を麻痺させる電子的攻撃であるサイバーテロ（注）や、情報通信技術を用いた諜（ちょう）報活動であるサイバーインテリジェンスの脅威は、国の治安や安全保障に影響を及ぼすおそれのある問題となっている。


注：重要インフラの基幹システムに対する電子的攻撃又は重要インフラの基幹システムに対する電子的攻撃による可能性が高いもの

（1）サイバーテロの情勢


情報通信技術が浸透した現代社会において、重要インフラ（注1）の基幹システム（注2）に対する電子的攻撃はインフラ機能の維持やサービスの供給を困難とし、国民の生活や社会経済活動に重大な被害をもたらすおそれがある。これまで、我が国では、重要インフラの基幹システムに対する電子的攻撃により社会的混乱が生じるようなサイバーテロは発生していないが、海外では、不正プログラムによって金融機関のシステムや原子力関連施設の制御システムの機能不全を引き起こす事案が発生している。


サイバーテロに用いられる手口としては、セキュリティ上のぜい弱性を悪用するなどして攻撃対象のコンピュータに不正に侵入するもの、不正プログラムに感染させることにより管理者や利用者の意図しない動作をコンピュータに命令するものなどがある。


注1：情報通信、金融、航空、鉄道、電力、ガス、政府・行政サービス（地方公共団体を含む）、医療、水道、物流、化学、クレジット、石油の各分野における社会基盤


注2：国民生活又は社会経済活動に不可欠な役務の安定的な供給、公共の安全の確保等に重要な役割を果たすシステム


事例


平成27年4月、フランスの国際放送局が、ISILの賛同者とみられる「CyberCaliphate」と称する者によるサイバー攻撃を受けた。


この攻撃により同局の番組が放送できない状態となったほか、公式ウェブサイトや同局のSNSアカウントが一時的に乗っ取られ、フランス軍のISILに対する空爆を非難する声明文等が同ウェブサイトや同局のアカウントに掲示される被害が発生した。


フランス政府は、この攻撃の犯人を特定し起訴するために全力を尽くすと表明し、捜査を進めるとともに、国内メディアの幹部を集めた会議を開催し、通信ネットワーク等のセキュリティに関する警戒レベルを引き上げる必要性を指摘した。

　
[image: 放送不可能となったフランスの国際放送局]

放送不可能となったフランスの国際放送局

　
[image: 乗っ取られた国際放送局のSNSアカウント]

乗っ取られた国際放送局のSNSアカウント



（2）サイバーインテリジェンスの情勢


近年、情報を電子データの形で保有することが一般的となっている中、軍事技術への転用も可能な先端技術や、外交交渉における国家戦略等の機密情報の窃取を目的として行われるサイバーインテリジェンスの脅威が、世界各国で問題となっている。


サイバーインテリジェンスに用いられる手口としては、市販のウイルス対策ソフトでは検知できない不正プログラムを添付して、業務に関連した正当なものであるかのように装った電子メールを送信し、これを受信したコンピュータを不正プログラムに感染させるなどして、情報の窃取を図る標的型メール攻撃が代表的である。


最近の標的型メール攻撃の傾向としては、近年減少傾向にあった「ばらまき型」攻撃が平成26年下半期に急増しており、その内容としては、商品代金請求等の業務上の連絡を装った英文のものが多くみられる。また、日本の制度を踏まえて受信者が違和感を感じにくい内容のメールを送信するなど、手口がより巧妙化しており、例えば、企業等の健康保険組合からの医療費の通知を装った手口が新たに確認された。標的型メール攻撃の送信先アドレスについては、インターネット上で公開されていないものが約7割を占めていることから、攻撃者が対象組織や職員について深く調査し、周到な準備を行った上で攻撃を実施していることがうかがわれる。


こうした標的型メール攻撃のほか、対象組織の職員が頻繁に閲覧するウェブサイトを改ざんし、当該サイトを閲覧したコンピュータに不正プログラムを自動的に感染させる手口による「水飲み場型攻撃」や、無償ソフトウェアの更新機能を悪用して不正プログラムに感染させるといった攻撃も発生するなど、サイバー攻撃の手口はますます巧妙化・多様化している。

　
図表3-3　サイバーインテリジェンスの手口

[image: 図表3-3　サイバーインテリジェンスの手口]


事例


26年1月、福井県に所在する独立行政法人（現：国立研究開発法人）日本原子力研究開発機構において、高速増殖原型炉「もんじゅ」の発電課当直員が使用する事務処理用パソコンが、動画再生用ソフトウェアの更新機能を悪用した手口により不正プログラムに感染したことが判明した。その後の調査により、パソコン内のファイルやフォルダの名称や、ユーザーアカウント名等のデータが窃取されたことが明らかになった。




事例


26年9月、法務省民事局及び法務局のサーバ等が不正アクセスを受けたことが判明した。その後の調査の結果、当該不正アクセスにより、法務省が業務上保有する情報の一部が外部に送信された可能性があることが明らかになった。













第2節　サイバー空間の脅威への対処

1　総合的なサイバーセキュリティ対策の強化


情報通信技術の進展と共に、サイバー空間では次々と新たなサービスや技術が現れており、その利便性が向上している反面、これらを悪用したサイバー犯罪・サイバー攻撃の手口も日々新たなものが現れている。警察では、こうしたサイバー空間の脅威に的確に対処するべく総合的な対処能力の強化を図っている。

（1）サイバーセキュリティ対策の司令塔機能の強化


サイバー空間の脅威への対処が警察のいずれの部門にとっても大きな課題となっていることを踏まえ、警察庁では、サイバーセキュリティ対策全般の司令塔としての機能を強化するため、平成26年4月、サイバーセキュリティに関する各種取組の総括・調整を行う長官官房審議官（サイバーセキュリティ担当）及び長官官房参事官（サイバーセキュリティ担当）を設置した。同審議官及び同参事官は、

・　サイバーセキュリティ戦略の策定

・　サイバー空間の脅威への総合的な対処方針の策定

・　捜査員等の人材育成に関する指針の立案

・　民間事業者、外国機関等との連絡の総括

・　サイバー空間の情勢の総合的な分析

・　部門横断的な捜査支援・技術支援の調整

・　装備資機材の効果的な整備・活用の調整

といった取組を推進している。

　
図表3-4　警察におけるサイバー空間の脅威への対処体制

[image: 図表3-4　警察におけるサイバー空間の脅威への対処体制]

（2）サイバーセキュリティ重点施策の策定


警察では、平成25年1月、当面緊急に推進すべき施策として、「サイバー犯罪対処能力の強化等に向けた緊急プログラム」を策定し、各種施策を推進してきたが、同プログラムの策定から時間が経過したことから、警察庁では、新たな手口や技術の出現等、サイバー空間をめぐる最近の情勢を踏まえ、今後注力して取り組むべき施策として、26年9月、「サイバーセキュリティ重点施策2014-2015」を策定した。


今後、新たな産学官連携の枠組みとして業務を開始したJC3（注）等との連携による情報収集・分析や、事後追跡可能性の確保に向けた施策等を着実に実施し、サイバー空間の安全・安心の確保に努めることとしている。

注：53頁参照

（3）サイバーセキュリティ研究・研修センターの取組


警察庁では、平成26年4月、警察大学校にサイバーセキュリティ研究・研修センターを設置した。同センターは、解析研究室と捜査研修室の2室で構成され、両室は相互に連携しつつ、以下の取組を実施している。

　
図表3-5　サイバーセキュリティ研究・研修センター

[image: 図表3-5　サイバーセキュリティ研究・研修センター]

①　情報技術解析の高度化・効率化に資する研究


解析研究室では、外部の研究機関等と共同研究を行うなど、民間の知見を取り入れつつ、サイバー犯罪等に悪用され得る最先端の情報通信技術について研究を行っている。このほか、電子機器等の解析手法の確立に向けた研究も行うなど、警察・民間双方の知見を融合・活用した研究活動を展開している。

②　サイバー空間における警察全体の対処能力向上に必要な研修


捜査研修室では、解析研究室で得られた研究成果を踏まえて、サイバー犯罪対策やサイバー攻撃対策に専従する捜査員を始めとする全部門の捜査員を対象に、実際の事案を想定した実践的な訓練等を行っている。


コラム　通信履歴等（ログ）の保存について


通信履歴等（ログ）は、サイバー空間における事後追跡可能性を確保するために必要なものである。しかし、我が国では、プロバイダ等の事業者において、ログを平素から保存しなければならないこととする制度が存在しないため、犯人の追跡が困難になるなど、サイバー犯罪捜査等を行う上で大きな課題となっている。


平成25年12月に閣議決定された「「世界一安全な日本」創造戦略」、26年11月に成立した私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の附則等において、ログの保存の在り方について検討を行うこととされていた。


ログの保存が許容される期間を具体的に例示することを内容とする総務省による「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の解説の改正を踏まえ、警察庁では、総務省と連携し、関係事業者における適切な取組が推進されるよう、必要な対応を行っている。

　
図表3-6　サイバー犯罪捜査等における事後追跡上の課題

[image: 図表3-6　サイバー犯罪捜査等における事後追跡上の課題]













2　サイバー犯罪への対策

（1）インターネットバンキングに係る不正送金事犯への対策

①　発生状況


不正送金事犯の被害額は、平成23年から24年にかけて減少したが、25年に約14億600万円と急増し、26年は過去最多となる約29億1,000万円となった。また、26年は、多くの地方銀行や信用金庫等に被害が拡大したほか、法人名義口座に係る被害も増加するなど、深刻な状況にある。

　

図表3-7　インターネットバンキングに係る不正送金事犯の月別発生件数の推移（平成24～26年）

[image: 図表3-7　インターネットバンキングに係る不正送金事犯の月別発生件数の推移（平成24～26年）]

②　不正送金事犯に対処するための取組

ア　不正送金事犯に関与した者の検挙状況


警察では、平成26年中、不正送金事犯に関連して、金融機関のサーバに不正アクセスして不正送金を行った者や他人に利用させる意図を隠して口座を開設した者、口座を売買した者、不正に送金された資金を引き出した者、現金を回収した者、これらを指示した者等計233人を検挙している。

イ　民間事業者等と連携した抑止対策


警察では、金融機関に対するインターネットバンキングのセキュリティ機能強化のための注意喚起、不正送金に悪用される口座を凍結するための口座情報・凍結口座名義人情報の提供、資金移動業者への国外送金の審査強化に関する働き掛け等を行っている。


また、ウイルス対策ソフト事業者との情報交換を通じて、不正送金事犯に悪用されているボットネット（注）の情報を入手し、金融機関と連携した口座停止措置を行うなどの対策を行っている。


注：攻撃者の命令に基づき動作する不正プログラム（ボット）に感染したコンピュータ及びこれらのコンピュータに攻撃者の命令を送信する命令サーバから成るネットワーク


コラム　国際的なボットネットのテイクダウン作戦

不正送金事犯に使用されているとみられる不正プログラム「Game Over
Zeus」が世界的にまん延した（注1）ことから、26年5月、FBI及びEUROPOL（注2）を中心に、日本を含む協力国の法執行機関が連携して同プログラムに感染した端末の情報を収集し、当該端末を特定した上で、プロバイダ等を通じて当該端末の利用者に対して不正プログラムの駆除を促し、ネットワークを崩壊させる「国際的なボットネットのテイクダウン作戦」を決行した。


注1：不正プログラムに感染した端末が世界中に50～100万台存在し、そのうち約20％が日本に所在しているとされる。

注2：European Police Office（欧州刑事警察機構）の略

　
図表3-8　Game Over Zeusの脅威

[image: 図表3-8　Game Over Zeusの脅威]



（2）コンピュータ・ウイルス対策


警察では、コンピュータ・ウイルスに関する罪の取締りを推進するとともに、民間事業者と連携したコンピュータ・ウイルスによる被害拡大防止のための対策を講じている。


警察庁では、犯罪捜査の過程で警察が把握した新たなコンピュータ・ウイルスに関する情報をウイルス対策ソフト事業者等に提供し、当該コンピュータ・ウイルスによる被害の拡大防止を図るための枠組み（注）を構築している。

注：140頁参照


コラム　MITB攻撃による不正送金


平成26年中に過去最大の被害額を記録したインターネットバンキングに係る不正送金事犯について、海外では以前から多くの被害をもたらしていたMITB（注）攻撃と呼ばれる手口による被害が同年上半期に国内で初めて確認された。この手口は、パソコンに感染した不正プログラムが、正規の利用権者がインターネットバンキングへログインしたことを検知し、自動的に他人名義の口座へ不正送金するものである。

注：Man In The
Browserの略。あたかも人がウェブブラウザの中で監視を行っているかのように、不正プログラムが不正な通信を行うもの。

　
図表3-9　MITB攻撃の概要

[image: 図表3-9　MITB攻撃の概要]




コラム　インターネットバンキングに係る不正送金事犯に係る不正プログラムによる被害の拡大防止措置


平成27年4月、警視庁は、インターネットバンキングに係る不正送金に利用されるC&Cサーバ（注1）の動作を観測することにより、国内外において約8万2,000台の端末がワンタイムパスワード（注2）の入力を誘導するための入力画面を表示させ、不正送金を自動で行うといった機能を有する不正プログラムに感染していることを把握したことから、被害の拡大防止措置を実施した。


具体的には、プロバイダを通じた国内の感染端末の利用者に対する注意喚起及び警察庁を通じた外国捜査機関に対する情報提供に加え、画期的な被害拡大防止措置として、不正プログラムの無害化措置にも成功した。


不正プログラムの無害化については、C&Cサーバと定期的に通信を行うことで不正送金に必要な情報を入手するというこの不正プログラムの性質を逆手に取り、その代わりに無害なデータを取得させることにより行われた。

注1：Command and Control
serverの略。攻撃者の命令に基づいて動作する不正プログラムに感染したコンピュータに指令を送り、制御の中心となるサーバのこと


注2：インターネットバンキング等における認証用のパスワードであって、認証のたびにそれを構成する文字列が変わるもの。これを導入することにより、識別符号が盗まれても次回の利用時に使用できないこととなる。

　
[image: インターネットバンキングに係る不正送金事犯に係る不正プログラムによる被害の拡大防止措置の画像]



（3）不正アクセス対策

①　発生状況の公表


警察庁では、毎年、不正アクセス行為の発生状況を取りまとめ、総務省及び経済産業省と共に公表するとともに、利用権者、アクセス管理者等が不正アクセス行為による被害を防ぐために講ずるべきパスワードの適切な設定・管理を始めとする措置について、具体的な注意喚起を行っている。

②　不正アクセス防止対策に関する官民意見集約委員会


平成23年12月、不正アクセス防止対策に関する官民意見集約委員会（注1）において「不正アクセス防止対策に関する行動計画」が取りまとめられ、24年9月には、同計画に基づいた取組の成果の一部として、情報セキュリティに関する情報を掲載した情報セキュリティ・ポータルサイト「ここからセキュリティ！」（注2）を公開するなど、不正アクセスを防止するための官民連携した取組を実施している。


注1：23年6月、警察庁、総務省及び経済産業省が主体となって、社会全体としての不正アクセス防止対策の推進に当たって必要となる施策に関して、現状の課題や改善方策について官民の意見を集約するため、民間事業者等と共に設置した委員会


注2：http://www.ipa.go.jp/security/kokokara/

（4）インターネット上の違法情報・有害情報対策

①　インターネット・ホットラインセンターにおける取組等


インターネット上には、児童ポルノ画像や覚醒剤等規制薬物の販売に関する情報等の違法情報や、違法情報には該当しないが、犯罪や事件を誘発するなど公共の安全と秩序の維持の観点から放置することができない有害情報が氾濫している。


警察庁では、一般のインターネット利用者等から、違法情報・有害情報に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンター（IHC）の運用を、平成18年6月から開始した。26年中にIHCが削除依頼を行った情報のうち、違法情報については7,890件が、有害情報については564件が削除された（削除率は、それぞれ95.0％、65.1％）。


違法情報・有害情報の中には、外国のウェブサーバに蔵置されているものがある。このうち児童ポルノについては、IHCが、19年3月に各国のホットライン相互間の連絡組織として設置されたINHOPE（注）に加盟し、INHOPEの加盟団体に対して削除に向けた措置を依頼している。

注：旧名称であるInternet Hotline Providers in Europe
Associationの略。現在の名称はInternational Association of Internet
Hotlines。11年に設立され、27年3月末現在、IHCを含む51団体（45の国・地域）から成る国際組織

　
図表3-10　インターネット・ホットラインセンターにおける取組
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図表3-11　IHCの通報受理件数及びIHCからの削除依頼数の推移（平成19～26年）
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②　効果的な違法情報・有害情報の取締り


警察では、サイバーパトロール等により違法情報・有害情報の把握に努めるとともに、IHCからの通報に基づく全国協働捜査方式（注）の活用等により、効率的な違法情報の取締り及び有害情報を端緒とした取締りを推進している。


また、IHC等から削除依頼がなされたにもかかわらず、削除されなかった違法情報・有害情報が相当数インターネット上に流通したままになっている。警察では、合理的な理由もなく違法情報の削除依頼に応じない悪質なサイト管理者については、検挙を始めとした積極的な措置を講じていくこととしている。


注：IHCから警察庁に通報される違法情報・有害情報について効率的な捜査を進めるため、違法情報・有害情報の発信元を割り出すための初期捜査を警視庁が一元的に行い、捜査すべき都道府県警察を警察庁が調整する捜査方式。違法情報については23年7月から、有害情報については24年4月から、それぞれ本格実施している。

（5）出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯への対策

①　出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の発生状況


出会い系サイト（注1）に起因して犯罪被害に遭った児童（18歳未満の者をいう。以下同じ。）の数は、平成20年の出会い系サイト規制法の改正以降、届出制の導入により事業者の実態把握が促進されたことや、事業者の被害防止措置が義務化されたことなどにより減少傾向にある。一方、コミュニティサイト（注2）に起因して犯罪被害に遭った児童の数は、23年から減少に転じていたが、25年以降、無料通話アプリのIDを交換する掲示板に起因する犯罪被害等が増加したことにより、増加傾向にある。


注1：面識のない異性との交際（以下「異性交際」という。）を希望する者（以下「異性交際希望者」という。）の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれを伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供するウェブサイト等


注2：SNS、プロフィールサイト等、ウェブサイト内で多数人とコミュニケーションがとれるウェブサイト等のうち、出会い系サイトを除いたものの総称

②　出会い系サイト及びコミュニティサイトへの対策


警察では、出会い系サイトに起因する児童被害の防止に向けた対策として、悪質出会い系サイト事業者や禁止誘引行為等の書き込み違反者に対する取締り等を徹底している。また、コミュニティサイトに起因する児童被害の防止に向けた対策として、サイト事業者の規模や提供しているサービスの態様に応じて、ミニメール（注1）の内容確認を始めとするサイト内監視の強化や実効性あるゾーニング（注2）の導入に向けた働き掛けを推進している。


さらに、出会い系サイト及びコミュニティサイトにおいて、サイバー補導（注3）を実施しているほか、関係省庁、事業者及び関係団体と連携し、スマートフォンを中心としたフィルタリングの普及徹底や児童、保護者、学校関係者等に対する児童被害の防止に関する広報啓発を推進している。


注1：コミュニティサイト内において、会員同士でメッセージの送受信ができる機能

注2：サイト内において悪意ある大人を児童に近づけさせないように、携帯電話事業者の保有する利用者年齢情報を活用し、大人と児童とのミニメールの送信や検索を制限すること


注3：107頁参照

　

図表3-12　出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯に係る被害児童数の推移（平成19～26年）
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（6）サイバー防犯ボランティアに対する支援


サイバーパトロールにより発見した違法情報・有害情報をIHC等に通報する取組や講演活動等を行うサイバー防犯ボランティアは全国で199団体（平成26年12月末現在）に増加しており、警察ではこうした活動を行う団体を育成するため、研修会の開催等の支援を行っている。











3　サイバー攻撃への対策


警察庁及び各都道府県警察では、サイバー攻撃対策を担当する組織を設置しているほか、各部門が連携し、サイバー攻撃の実態解明や被害の未然防止等を推進している。また、外国治安情報機関との捜査や情報収集に関する協力を強化したり、民間事業者等との協力関係を確立して被害の未然防止を図ったりするなど、サイバー攻撃をめぐる新たな情勢に対処するための対策に取り組んでいる。

（1）サイバー攻撃対策の推進体制


警察庁では、サイバー攻撃対策官が、都道府県警察が行う捜査に対する指導・調整、官民連携や外国治安情報機関との情報交換に当たるとともに、これを長とするサイバー攻撃分析センターにおいて、サイバー攻撃に係る情報の集約・分析を実施している。


また、政府機関、重要インフラ事業者、先端技術を有する事業者等が多く所在する13都道府県警察には、サイバー攻撃特別捜査隊を設置している。サイバー攻撃特別捜査隊は、サイバー攻撃に係る捜査に関する専門的な知識、技能及び経験をいかし、設置された都道府県におけるサイバー攻撃対策のみならず、他の都道府県警察に対して技能・技術・体制面の支援を行うことにより、全国のサイバー攻撃事案に対する捜査能力の向上を図っている。このほか、情報収集活動の推進や民間事業者等との協力関係の確立においても、中核的な役割を果たしている。


さらに、警察では、サイバー攻撃への対処態勢を強化するために、各種訓練に取り組んでいる。平成26年には、重要インフラ事業者がサイバー攻撃を受けたとの想定の下、共同対処訓練を複数の都道府県警察において実施した。

　
図表3-13　サイバー攻撃対策の推進体制
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（2）実態解明の推進


警察では、違法行為に対する捜査を推進するとともに、サイバー攻撃を受けたコンピュータや不正プログラムを解析するなどして、攻撃者及び手口に係る実態解明を進めている。また、外国治安情報機関との情報交換を行うとともに、ICPOを通じるなどして、海外の捜査機関との間で国際捜査協力を積極的に推進している。

（3）技術的基盤の整備

①　サイバーフォース


警察では、サイバー攻撃対策の技術的基盤として、警察庁及び地方機関（注）にサイバーフォースと呼ばれる技術部隊を設置しており、都道府県警察に対する技術支援を実施している。また、警察庁のサイバーフォースセンターは、全国のサイバーフォースの司令塔の役割を担っており、サイバー攻撃発生時においては技術的な被害状況の把握、被害拡大の防止、証拠保全等を行う拠点として機能するほか、24時間体制でのサイバー攻撃の予兆・実態把握、標的型メールに添付された不正プログラム等の分析、全国のサイバーフォースに対する指示等を行っている。

注：93頁参照

　
図表3-14　サイバーフォースの体制
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②　リアルタイム検知ネットワークシステム


サイバーフォースセンターでは、インターネットとの接続点に設置したセンサーに対するアクセス情報等を集約・分析することで、DoS（注1）攻撃の発生や不正プログラムに感染したコンピュータの動向等の把握を可能とするリアルタイム検知ネットワークシステムを24時間体制で運用している。このシステムにより分析した結果をインターネット観測結果として重要インフラ事業者等への情報提供に活用するほか、警察庁セキュリティポータルサイト「＠police」（注2）で広く一般に公開している。

注1：Denial of
Serviceの略。特定のコンピュータに対し、大量のアクセスを繰り返し行い、コンピュータのサービス提供を不可能にするサイバー攻撃


注2：http://www.npa.go.jp/cyberpolice/

　
[image: サイバーフォースセンターにおけるリアルタイム検知ネットワークシステムの運用状況]

サイバーフォースセンターにおけるリアルタイム検知ネットワークシステムの運用状況


コラム　平成26年中のインターネット観測結果


サイバーフォースセンターでは、平成26年中に、インターネットとの接続点に設置したセンサーに対して、一つのセンサー当たり約3分に1回の割合という高い頻度で日本国内のみならず世界中から不審なアクセスが行われていることを観測した。


特に、26年中は、インターネットショッピング、インターネットバンキング等で幅広く使用される通信の暗号化等のセキュリティを確保するためのソフトウェアであるOpenSSLに深刻なぜい弱性があることが明らかとなり、このぜい弱性が存在するサーバ等を探索していると考えられるアクセスを断続的に検知した。このぜい弱性が悪用された場合には、暗号に用いる秘密鍵、パスワード等のサーバ内の重要な情報が漏えいするおそれがある。このような被害を防止するためには、サーバの管理者が、ぜい弱性が存在する旧バージョンのOpenSSLを使用しているサービスがないかを確認し、存在する場合にはアップデートを速やかに実施するなど、適切なセキュリティ対策を行うことが重要である。













4　技術支援と解析能力の向上

（1）犯罪の取締りへの技術支援


コンピュータ、スマートフォン等の電子機器が普及し、これらがあらゆる犯罪に悪用されており、こうした犯罪の取締りにおいても高度な技術的知見が必要となっている。


このため、警察では、警察庁及び地方機関（注1）に情報技術解析課を設置し、都道府県警察に対して、捜索差押え現場でコンピュータ等を適切に差し押さえるための技術的な指導や、押収した携帯電話等から証拠となる情報を取り出すための解析を実施する技術支援を行っている。


また、近年、不正プログラムを悪用したサイバー犯罪・サイバー攻撃の多発等により、不正プログラムの解析の需要が増大していることに加え、手口の巧妙化により、その解析には極めて高い技術力が求められていることから、警察では、警察庁高度情報技術解析センターを中心に、組織の総合力を発揮して不正プログラムの解析に取り組んでいる。

　
図表3-15　犯罪の取締りへの技術支援
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（2）対応力強化に向けた取組

①　スマートフォンへの対応


スマートフォンの急速な普及に伴い、その解析の需要が年々増大している。特に、その記憶容量の増大、アプリの多様化・複雑化を踏まえ、警察では、関係機関と連携して解析手法の開発を行うなど、スマートフォンへの対応力を更に強化している。

②　最先端の情報通信技術への対応


近年、最先端の技術が導入された海外製電子機器の解析や社会経済活動に大きな影響を与えるサイバー攻撃への対応が求められている。そこで、警察では、最新の電子機器やログの解析等に対応するための解析用資機材の充実、インターネット観測技術の高度化やデジタルフォレンジック（注2）を取り巻く課題とその対応に関する調査研究の外部委託等、解析能力の向上を図る取組を推進している。また、警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターにおいて、匿名化通信技術（注3）等の犯罪に悪用され得る最先端の情報通信技術の研究を行っている。

注1・2：93頁参照

注3：インターネット上で匿名性を確保し、利用者の発信元を特定されずに通信を行うために使用される技術

③　海外研究機関への職員派遣


警察では、国内における取組にとどまらず、電子機器の解析やサイバー攻撃への対処に資する最先端の研究を行っている海外の研究機関に職員を派遣し、海外製電子機器からのデータの抽出手法や最新の不正プログラムの解析手法、今後悪用され得る情報システムやインターネット上のサービスに関する調査及び研究を実施し、最先端の技術の取得に努めている。











5　国際連携の推進

（1）国際捜査共助


国境を越えて行われるサイバー犯罪について、国内における捜査で犯人を特定できない場合は、外国捜査機関の協力を求める必要がある。


警察庁では、サイバー犯罪に関する条約（注1）、刑事共助条約（協定）（注2）、ICPO、サイバー犯罪に関する24時間コンタクトポイント（注3）等の国際捜査共助の枠組みを活用し、国境を越えて行われるサイバー犯罪に対処している。


注1：サイバー犯罪から社会を保護することを目的として、コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につき規定している。平成24年11月1日に我が国について発効した。


注2：37頁参照

注3：9年12月のG8司法内務閣僚会合で策定された「ハイテク犯罪と闘うための原則と行動計画」等に基づき設置されたもので、27年5月現在、70の国・地域に設置されている。

（2）国際会議・協議等


警察庁では、G7ローマ／リヨン・グループ（注1）に置かれたハイテク犯罪サブグループ、ICPOが主催するサイバー犯罪に関するユーラシア地域作業部会等の国際会議に参加し、多国間における情報交換や協力関係の確立等に積極的に取り組んでいる。


また、日米サイバー対話や日・ASEANサイバー犯罪対策対話等の政府横断的な代表が参加する国際会議にも積極的に参加している。


さらに、外国捜査機関等との二国間における協議を通じ、国際捜査共助に係る連携強化や技術情報の共有等を推進している。特に、技術協力の推進を目的とした意図表明文書に署名しているNFI（注2）との間では、情報交換を行うなどして、緊密な関係を築いている。


加えて、アジア大洋州地域サイバー犯罪捜査技術会議を12年度から毎年度開催し、解析技術やサイバー犯罪捜査に係る知識・経験等の共有を図っている。26年度は、アジア大洋州地域の国等の情報技術解析担当官やサイバー犯罪捜査官のほか、この分野で先進的な取組を行うFBIやアイルランドダブリン大学、国内の民間事業者の専門家が参加し、電磁的記録媒体の解析技術等に関する発表・討議、国際捜査及び官民連携に関する発表・討議、情報技術解析に関する演習等を実施した。


このほか、警察庁では、外国捜査機関等との連携を強化するため、26年には海外にリエゾンオフィサーを派遣した。


注1：昭和53年にボン・サミットを契機に発足したG8テロ専門家会合（G8ローマ・グループ）と平成7年にハリファックス・サミットで設置されたG8国際組織犯罪対策上級専門家会合（G8リヨン・グループ）が13年の米国同時多発テロ事件以降合同で開催されているもので、国際組織犯罪対策やテロ対策等について検討している。なお、26年3月より、G7として実施している。


注2：Netherlands Forensics Institute（オランダ国立法科学研究所）の略

　
[image: ベトナムにおける協議の様子]

ベトナムにおける協議の様子











第3節　サイバー空間の脅威に対する官民の連携の推進

1　サイバー空間の脅威に対する官民の連携の推進

（1）官民の連携のための枠組み


サイバー空間の脅威に対処するためには、民間事業者との連携が不可欠であり、警察では人事交流や新種の不正プログラムの情報共有枠組みの構築等の各種取組を行っている。

①　不正プログラム対策協議会


警察では、ウイルス対策ソフト提供事業者等との間で、不正プログラム対策協議会を設置しており、不正プログラム対策に関する情報共有を行っている。特に、警察からは、市販のウイルス対策ソフトで検知できない新たな不正プログラムに関する情報や未知のぜい弱性に関する情報を提供し、情報セキュリティ対策の向上を図っている。

②　不正通信防止協議会


警察では、セキュリティ監視サービス又はセキュリティ事案に対処するサービスを提供する事業者との間で、サイバーインテリジェンス対策のための不正通信防止協議会を設置しており、標的型メール攻撃等に利用される不正プログラムの接続先等の情報を共有することにより、我が国の事業者等が不正な接続先へ通信を行うことを防止している。

③　サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク


警察は、情報窃取の標的となるおそれの高い先端技術を有する全国6,833の事業者等（平成27年1月現在）との間で、情報窃取を企図したとみられるサイバー攻撃に関する情報共有を行うサイバーインテリジェンス情報共有ネットワークを構築している。警察では、このネットワークを通じて事業者等から提供された情報を集約するとともに、これらの事業者等から提供された情報及びその他の情報を総合的に分析し、事業者等に対し、分析結果に基づく注意喚起を行っている。

　
図表3-16　官民連携のための枠組み

[image: 図表3-16　官民連携のための枠組み]

④　サイバーテロ対策協議会


警察は、サイバー攻撃の標的となるおそれのある重要インフラ事業者等との間で構成するサイバーテロ対策協議会を全ての都道府県に設置している。また、この協議会の枠組み等を通じ、個別訪問によるサイバー攻撃の脅威や情報セキュリティに関する情報提供、民間有識者による講演、参加事業者間の意見交換や情報共有等を行っている。さらに、サイバー攻撃の発生を想定した共同対処訓練やサイバー攻撃対策セミナーを実施し、サイバー攻撃のデモンストレーションや事案対処シミュレーション等を行うことにより、緊急対処能力の向上に努めている。


このほか、警察では平素から、事業者等に対し、事案発生時における警察への通報を要請するとともに、我が国の事業者等に対するサイバー攻撃の呼び掛け等を警察が認知した場合は、攻撃対象とされた事業者等に対して速やかに注意喚起を行い、被害の未然防止を図っている。

　
[image: サイバー攻撃の発生を想定した共同対処訓練]

サイバー攻撃の発生を想定した共同対処訓練

（2）民間事業者と連携した対策

①　海外の偽サイト等（注）に係る被害拡大防止対策


警察庁では、都道府県警察が相談等で受理した海外の偽サイト等のURL等の情報を集約し、ウイルス対策ソフト事業者等に提供して、これらのサイトを閲覧しようとする利用者のコンピュータ画面に警告表示等を行う対策を平成25年12月に開始した。


注：海外のサーバを通じてインターネット上に掲載された、実在する企業のサイトを模したサイトや、インターネットショッピングに係る詐欺や偽ブランド品販売を目的とするサイト

②　共同対処協定の締結


サイバー犯罪の潜在化の防止、捜査活動の効率化及び再発防止を図るため、24年7月から、警察では、民間事業者との共同対処協定の締結を推進している。事業者と信頼関係を構築し、サイバー犯罪の警察への通報の促進等を図るため、26年末までに、オンラインゲーム事業者や銀行等、全国で468事業者・団体と本協定を締結している。

③　民間事業者と連携したボットネット対策


25年10月、サイバー犯罪に対する共同対処協定を締結している民間事業者から、インターネットバンキングに係る不正送金事犯に利用されるC&Cサーバ（注）が国内に存在する旨の情報が提供された。同サーバのデータを入手して解析したところ、不正に入手したとみられるID・パスワード等の口座情報が大量に保存されていることが判明したことから、26年3月までに、約1万3,000件の当該口座情報を全国の16金融機関に提供し、当該口座情報に係るインターネットバンキングの利用を停止するように要請した。

注：133頁参照











警察活動の最前線




安心・安全なサイバー空間の実現を目指して



　
[image: きしゅう君]

きしゅう君

　
[image: 和歌山県警察本部生活安全部生活環境課サイバー犯罪対策室　岡本 進吾 警部補　顔写真]

和歌山県警察本部生活安全部生活環境課

サイバー犯罪対策室

岡本　進吾　（おかもと　しんご）　警部補




私が初めてサイバー犯罪の捜査に携わっていた平成15年当時は、まだ「ハイテク犯罪」という名称が一般的な時代でした。この10年ほどでスマートフォンの爆発的な普及等を通じてインターネットはさらに国民の生活に浸透し、一方でこれを悪用した犯罪についても、手口の巧妙化が進み、犯人を特定することが困難になっています。


最近では、発信元を匿名化するソフトを使用した威力業務妨害、脅迫事件の捜査に携わりました。この事件では、犯人の発信元につながる情報が完全に偽装されていたことから、捜査は困難を極めましたが、紙にして1万ページにも及ぶ膨大な通信記録を1つ1つ緻密に精査することで、犯人を検挙することができました。サイバー犯罪捜査といえば、一見華やかな印象を受けますが、実際には、姿の見えない犯人を追い詰めるため、電子機器の解析や通信記録の精査等の地道な捜査を粘り強く行うことが要求されるのです。


これからも、巧妙化するサイバー犯罪に対応するため、新たな技術や知識を習得し、一人でも多くの皆さんが安心・安全なサイバー空間を実感できるよう、サイバー犯罪の検挙・撲滅を目指したいと思います。

　
[image: 和歌山県警察本部生活安全部生活環境課サイバー犯罪対策室　岡本 進吾 警部補]






サイバー攻撃対策に向けた取組について



　
[image: 警視庁ロゴマーク]

　
[image: 東京都警察情報通信部情報技術解析課　貞包 篤 技官　顔写真]

東京都警察情報通信部情報技術解析課

貞包　篤　（さだかね　あつし）　技官




私は現在、サイバー攻撃対策プロジェクトの一員としてサイバーテロ、サイバーインテリジェンス対策に取り組んでいます。サイバー空間上の治安を維持するためには、民間事業者の協力が必要不可欠であることから、普段は都内の重要インフラ事業者に対して、情報セキュリティ対策に対する助言、不正プログラムの感染等のインシデント対策の訓練や情報セキュリティに関する講演を行っています。


平成26年中は特に、インターネットで広く利用されている様々なソフトウェアに、サイバー攻撃に結びつくおそれのある重大なぜい弱性が次々に発見されました。このぜい弱性による被害を防止するため、事業者を個別に訪問し、ぜい弱性がもたらす危険について丁寧に説明を行い、これに迅速に対処するための組織づくりを促すことで、重大事案の発生を防ぐことができました。このように、一つ一つの活動はとても地道なものですが、現実の世界での地道な取組が、サイバーテロの防止には不可欠なのです。


サイバー空間をめぐる情勢は常に変化しており、安全への対策にもゴールはありません。そのような環境にあるからこそ、サイバー空間の治安を守る一員として、官民一体となった取組を通じて社会の安全の実現に寄与していきたいと思っています。

　
[image: 東京都警察情報通信部情報技術解析課　貞包 篤 技官]





注：掲載されているキャラクターは、都道府県警察のマスコットキャラクターです。











第4章　安全かつ快適な交通の確保

第1節　平成26年の交通事故情勢

1　交通事故の発生状況

（1）概況


平成26年中の死者数は4,113人で、14年連続の減少となり、発生件数及び負傷者数も10年連続で減少した。23年3月に策定された「第9次交通安全基本計画」において「平成27年までに24時間死者数を3,000人以下」にするという目標を掲げており、警察では、各種交通事故防止対策を一層推進していくこととしている。


・　26年中の発生件数…57万3,842件（前年比5万5,179件（8.8％）減少）

・　26年中の死者数…4,113人（前年比260人（5.9％）減少）


・　26年中の負傷者数…71万1,374人（前年比7万0,120人（9.0％）減少）


・　26年中の交通事故発生から30日以内の死者数…4,838人（前年比314人（6.1％）減少）


・　26年末の運転免許保有者数…8,207万6,223人（前年比21万6,211人（0.3％）増加）


・　26年末の車両保有台数…9,131万5,870台（前年比42万1,778台（0.5％）増加）


・　25年度末の自動車走行キロ（自動車が走行した距離を表したもの）…約7,462億キロ（前年比142億キロ（1.9％）増加）

　

図表4-1　交通事故発生件数・死者数・負傷者数・運転免許保有者数・車両保有台数・自動車走行キロの推移（昭和41～平成26年）

[image: 図表4-1　交通事故発生件数・死者数・負傷者数・運転免許保有者数・車両保有台数・自動車走行キロの推移（昭和41～平成26年）]

（2）交通死亡事故の発生状況


・　高齢者（注）の死者数が全体の半数以上（53.3％）を占める。


・　自動車乗車中の死者数は、75歳以上の高齢者が最も多い（自動車乗車中の死者数の25.7％）。


・　自動二輪車乗車中の死者数は、40～49歳が最も多い（自動二輪車乗車中の死者数の24.7％）。


・　原付乗車中の死者数は、75歳以上の高齢者が最も多い（原付乗車中の死者数の27.1％）。


・　自転車乗用中の死者数は、75歳以上の高齢者が最も多い（自転車乗用中の死者数の39.8％）。

・　歩行中の死者数は、75歳以上の高齢者が最も多い（歩行中の死者数の49.0％）。

注：65歳以上の者

　
図表4-2　状態別、年齢層別死者数（平成26年）

[image: 図表4-2　状態別、年齢層別死者数（平成26年）]











2　交通事故死者数の減少幅が縮小している背景


死者数は、平成13年以降一貫して減少しているが、近年は減少幅が縮小傾向にあり、死者数が減りにくい状況となっている。その背景としては、以下の要因が考えられる。

　
図表4-3　致死率及び死者数の推移（平成17～26年）

[image: 図表4-3　致死率及び死者数の推移（平成17～26年）]

（1）高齢者の人口の増加


高齢者は他の年齢層に比べて致死率（注）が約6.5倍と高く、死者数全体の約半数を占めている。近年、他の年齢層の人口が減少していく一方、高齢者の人口が年々増加し、高齢者の交通事故死者数が減りにくくなっていることが、死者数全体の減少幅が縮小している一因と考えられる。

注：致死率＝死者数÷死傷者数×100

　
図表4-4　高齢者及び高齢者以外の死者数の推移（平成17～26年）

[image: 図表4-4　高齢者及び高齢者以外の死者数の推移（平成17～26年）]

（2）エアバッグ装着車率、シートベルト着用者率等の頭打ち


平成26年中のシートベルト非着用者の致死率は着用者の14倍以上であり、シートベルトの着用が交通事故の被害軽減に寄与していると認められるが、シートベルト着用者率は、最近は90％台前半で横ばい状態にあり、後部座席同乗者の着用率も伸び悩んでいる。また、エアバッグ装着車率は17年までにほぼ100％、ABS（注）装着車率は25年までに98.1％まで上昇した。これまでの向上が自動車乗車中の死者数減少に大きく寄与してきたが、近年、エアバッグ装着車率、シートベルト着用者率等が頭打ちになっていることが、死者数の減少幅が縮小している一因と考えられる。

注：Antilock Brake Systemの略

　
図表4-5　シートベルト着用者率等の推移（平成17～26年）

[image: 図表4-5　シートベルト着用者率等の推移（平成17～26年）]

（3）飲酒運転による交通事故件数の下げ止まり


自動車等の運転者（第1当事者）の飲酒運転による事故での死亡事故率は、全体と比べて7.8倍と高い。平成14年以降、累次の飲酒運転の厳罰化、飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まり等により飲酒運転による交通事故件数は大幅に減少してきたが、近年、下げ止まり傾向にあることが、死者数の減少幅が縮小している一因と考えられる。

　

図表4-6　死者数及び飲酒運転による交通事故の構成率の推移（平成17～26年）

[image: 図表4-6　死者数及び飲酒運転による交通事故の構成率の推移（平成17～26年）]











第2節　交通安全意識の醸成

1　交通安全教育と交通安全活動

（1）交通安全教育

①　交通安全教育指針


国家公安委員会は、地方公共団体、民間団体等が効果的かつ適切に交通安全教育を行うことができるようにするとともに、都道府県公安委員会が行う交通安全教育の基準とするため、交通安全教育指針を作成し、公表している。この指針には、交通安全教育を行う者の基本的な心構えのほか、教育を受ける者の年齢、心身の発達段階や通行の態様に応じた体系的な交通安全教育の内容及び方法が示されている。


警察では、関係機関・団体と協力し、この指針を基準として、幼児から高齢者に至るまでの各年齢層を対象に交通社会の一員としての責任を自覚させるような交通安全教育を実施している。

　
[image: 通学路における交通安全指導]

通学路における交通安全指導

　
図表4-7　年齢層に応じた交通安全教育

[image: 図表4-7　年齢層に応じた交通安全教育]

②　事業所等における交通安全教育


一定台数以上の自動車を使用する事業者等では、道路交通法の規定に基づき選任された安全運転管理者により、指針に従って適切に交通安全教育を実施することが義務付けられており、警察では、安全運転管理者等を対象とした講習を行うなど必要な指導を行っている。

（2）交通安全活動


警察では、様々な形で関係機関・団体や交通ボランティア（地域交通安全活動推進委員（注1）、交通指導員（注2）等）等と連携し、国民的な交通安全意識の高揚に努めている。


注1：適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育等の活動に従事している者


注2：学校における生徒に対する交通安全教育、通学路における交通誘導等の活動に従事している者

①　全国交通安全運動


広く国民に交通安全思想の普及と浸透を図るとともに、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図るため、全国交通安全運動を毎年春と秋の2回実施している。

②　シートベルト・チャイルドシートの着用・使用の徹底


平成26年10月に実施された全国調査（警察庁と一般社団法人日本自動車連盟（JAF）の合同調査）における後部座席同乗者のシートベルト着用率は、一般道で35.1％、高速道路で70.3％にとどまっている。また、26年4月に実施された全国調査におけるチャイルドシートの使用率も61.9％にとどまった。


警察では、関係機関・団体と連携し、衝突実験映像等を用いたシートベルトの着用効果を実感できる参加・体験・実践型の交通安全教育を行うほか、幼稚園や保育所等において保護者に対するチャイルドシートの正しい取付方法の指導をすることなどにより、これらの適正な着用・使用の徹底を図っている。

　
[image: チャイルドシートの取付指導]

チャイルドシートの取付指導

③　反射材用品等の普及促進


薄暮時・夜間における歩行者及び自転車利用者の交通事故防止に効果が高い反射材用品等の普及を図るため、広報啓発活動のほか、参加・体験・実践型の交通安全教育により、視認効果、使用方法等について理解を深めたり、関係機関・団体と協力して反射材用品等の展示会を開催したりするなどしている。

（3）子供の交通安全に向けた取組

①　子供が関係する交通事故の状況


15歳以下の子供の死者数は昭和40年代までは、2,000人を超える年もあったが、その後大きく減少し、過去10年間も減少傾向にある。平成26年中の死者数は84人となっており、歩行中の死者数の割合が引き続き高くなっている。

　
図表4-8　15歳以下・状態別死者数の推移（平成17～26年）

[image: 図表4-8　15歳以下・状態別死者数の推移（平成17～26年）]

②　子供の事故防止対策


幼児に対しては、交通ルールや交通マナー等道路の安全な通行に必要な基本的知識・技能を習得させるため、幼稚園、保育所及び保護者等と連携して紙芝居等の視聴覚教材を活用した交通安全教室等を実施している。


小学生、中学生に対しては、歩行者及び自転車の利用者として必要な知識・技能を習得させ、自己の安全だけでなく他人の安全にも配意できるようにするため、学校、PTA等と連携した自転車教室等を実施している。


また、警察では、24年度に実施した通学路における緊急合同点検の結果を踏まえ、警察による対策が必要な箇所において、教育委員会、学校、道路管理者等と連携し、信号機や横断歩道の設置等による道路交通環境の整備、通学路の危険箇所を取り上げた具体的な交通安全教育等を推進している。











2　飲酒運転の根絶に向けた警察の取組

（1）「飲酒運転を許さない社会環境づくり」の取組


平成26年中の飲酒運転による交通事故件数は4,155件で、14年連続で減少したものの、近年ではその減少幅が縮小し、下げ止まり傾向にある。


警察では、飲酒運転の危険性や交通事故実態のほか、26年5月に施行された自動車運転死傷処罰法（注1）に規定する過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪等の飲酒運転関連罰則等について広報するとともに、飲酒が運転等に与える影響について理解を深めるため、飲酒体験ゴーグル等を活用した参加・体験・実践型の交通安全教育を推進している。また、酒類の製造・販売業、酒類提供飲食業等の業界に対して飲酒運転を防止するための取組を要請するほか、一般財団法人全日本交通安全協会等が推進している「ハンドルキーパー運動」（注2）への参加を国民に呼び掛けるなど、民間団体等と連携して「飲酒運転を許さない社会環境づくり」に取り組んでいる。

注1：自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

注2：自動車によりグループで酒類提供飲食店に来たときには、その飲食店の協力を得て、グループ内で酒を飲まず、ほかの者を自宅まで送る者（ハンドルキーパー）を決め、飲酒運転を根絶しようという運動

　
図表4-9　飲酒事故件数・飲酒死亡事故件数の推移（平成17～26年）
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[image: 飲酒運転根絶キャンペーン]

飲酒運転根絶キャンペーン

（2）飲酒運転根絶の受け皿としての運転代行サービスの普及促進


飲酒運転根絶の観点からは、その受け皿としての運転代行サービスの普及促進を図っていくことが必要である。警察庁では、平成24年3月に国土交通省と共に策定した「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」に基づき、自動車運転代行業の健全化及び利用者の利便性・安心感の向上を図るための施策を推進している。

　
図表4-10　自動車運転代行業の認定業者数等の推移（平成22～26年）

[image: 図表4-10　自動車運転代行業の認定業者数等の推移（平成22～26年）]

（3）飲酒運転の取締りの強化


飲酒運転の根絶に向け、警察では引き続き厳正な取締りを推進するとともに、車両等提供、酒類提供及び要求・依頼しての同乗に対する罰則規定の適用を推進している。

　
図表4-11　飲酒運転の取締り件数（平成26年）
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[image: 飲酒検問の状況]
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3　自転車の安全利用の促進

（1）自転車が関連する交通事故の状況


自転車は、幼児から高齢者まで幅広い年齢層に利用されている。自転車が関連する交通事故件数は減少傾向にあるものの、依然として自転車関連事故は全交通事故件数の約2割を占めている。

　

図表4-12　自転車関連事故発生件数と全交通事故に占める構成率の推移（平成17～26年）

[image: 図表4-12　自転車関連事故発生件数と全交通事故に占める構成率の推移（平成17～26年）]

（2）良好な自転車交通秩序の実現のための対策

①　自転車通行環境の確立


警察では、歩行者・自転車・自動車が適切かつ安全に共存できるよう、道路管理者と連携して、自転車専用の走行空間の整備等に努めている。

②　自転車利用者に対するルールの周知徹底


警察では、地方公共団体、学校、自転車関係事業者等と連携し、「交通の方法に関する教則」や「自転車安全利用五則」（注）を活用するなどして、全ての年齢層の自転車利用者に対して、自転車は車道通行が原則であること、車道では左側通行すること、歩道では歩行者を優先することなどの自転車の通行ルール等の周知に努めている。


また、危険な違反行為を反復して行う自転車運転者に対しては、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習を、27年6月から導入している。


注：平成19年7月に中央交通安全対策会議交通対策本部で決定された「自転車の安全利用の促進について」において、自転車の通行ルールの広報啓発に当たって活用することとされた。

③　自転車安全教育の推進


警察では、学校等と連携して、児童・生徒に対する自転車安全教育を推進しており、スタントマンによる事故の再現や自転車シミュレーターの活用等による参加・体験・実践型の自転車教室を開催するなど、教育内容の充実に努めている。26年中、児童・生徒や高齢者等を対象とした自転車教室を全国で約5万回開催し、約544万人が受講した。

④　自転車に対する指導取締りの強化


警察では、自転車指導啓発重点地区・路線（注）を中心に、自転車利用者の無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止等に対する指導警告を強化するとともに、制動装置不良自転車（ブレーキがない自転車等）の運転のほか、悪質・危険な交通違反に対しては、検挙措置を講ずるなど厳正に対処している。


注：自転車と歩行者との交通事故の発生状況、地域住民の苦情・要望の状況等を踏まえ、全国1,827か所（26年12月31日現在）を指定し、自転車利用者に対する街頭における指導啓発活動等を推進している。

　
図表4-13　自転車の指導取締り状況（平成26年）

[image: 図表4-13　自転車の指導取締り状況（平成26年）]
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第3節　安全運転の確保

1　運転者教育

（1）運転者教育の体系


運転者教育の機会は、運転免許を受ける過程及び運転免許を受けた後における各段階に体系的に設けられており、その流れは次のとおりである。

　
図表4-14　運転者教育の体系

[image: 図表4-14　運転者教育の体系]

（2）運転免許を受けようとする者に対する教育の充実


運転免許を受けようとする者は、都道府県公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならないが、指定自動車教習所（注1）の卒業者はそのうち技能試験が免除される。


指定自動車教習所は、初心運転者教育の中心的役割を担うことから、警察では教習指導員の資質の向上を図るなどして、指定自動車教習所における教習の充実に努めている。

・　指定自動車教習所

全国で1,347か所（平成26年末現在）

・　その卒業者で26年中に運転免許試験に合格した者の数

156万7,930人（合格者全体の97.0％）


また、運転免許を受けようとする者は、その種類に応じ、安全運転に関する知識や技能等を習得するための講習（取得時講習）を受講することが義務付けられている。ただし、指定自動車教習所又は特定届出自動車教習所（注2）を卒業した者はこれと同内容の教育を受けているため、受講する必要がない。


注1：職員、施設及び運営方法が一定の基準に適合するものとして都道府県公安委員会が指定した自動車教習所

注2：届出自動車教習所のうち、職員、施設、教習方法等が一定の基準に適合するものとして都道府県公安委員会が指定した教習課程を行う自動車教習所

　
図表4-15　取得時講習の実施状況（平成26年）

[image: 図表4-15　取得時講習の実施状況（平成26年）]

（3）運転免許取得後の教育の充実

①　きめ細かな更新時講習の実施


更新時講習は、運転免許証の更新の機会に定期的に講習を行うことにより、安全な運転に必要な知識を補い、運転者の安全意識を高めることを目的としている。この講習は、受講対象者を法令遵守の状況等により優良運転者、一般運転者、違反運転者及び初回更新者に区分して実施している。

　
図表4-16　更新時講習の実施状況（平成26年）

[image: 図表4-16　更新時講習の実施状況（平成26年）]

②　危険運転者の改善のための教育


道路交通法等に違反する行為をし、累積点数が一定の基準に該当した者や行政処分を受けた者に対しては、その危険性の改善を図るための教育として、初心運転者講習、取消処分者講習、停止処分者講習及び違反者講習を実施している。


特に飲酒運転者対策として、飲酒運転違反者に対する一層効果的な教育を目的とした、AUDIT（注1）、ブリーフ・インターベンション（注2）等の飲酒行動の改善のためのカリキュラムを盛り込んだ取消処分者講習（飲酒取消講習）を全国で実施している。また、停止処分者講習等において、飲酒運転違反者を集めて行う飲酒学級を設置し、飲酒体験ゴーグル、運転シミュレーター等を活用した酒酔い等の疑似体験、飲酒運転事故の被害者遺族等による講義を実施するなど、教育内容の充実に努めている。

注1：Alcohol Use Disorders Identification
Testの略。世界保健機関（WHO）がスポンサーになり、数か国の研究者によって作成された「アルコール使用障害に関するスクリーニングテスト」で、面接又は質問紙により、その者が危険・有害な飲酒習慣を有するかどうかなどを判別するもの


注2：受講者に、日々の飲酒量等に関し自身が設定した目標の達成状況を一定期間記録させた上で、その記録内容に基づき、受講者ごとに問題飲酒行動及び飲酒運転の抑止のための指導を行うもの

　
図表4-17　危険運転者の改善のための教育の実施状況（平成26年）
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[image: 飲酒体験ゴーグルを活用した疑似体験]

飲酒体験ゴーグルを活用した疑似体験

③　自動車教習所における交通安全教育


自動車教習所は、いわゆるペーパードライバー教育を始めとする運転免許取得者に対する交通安全教育も行っており、地域における交通安全教育センターの役割も果たしている。都道府県公安委員会は、認定制度によりこうした教育の水準の向上と普及に努めている。











2　運転者に対する取組

（1）運転者の危険性に応じた行政処分の実施


道路交通法違反を繰り返し犯す運転者や重大な交通事故を起こす運転者を道路交通の場から早期に排除するため、行政処分の厳正かつ迅速な実施に努めている。

　
図表4-18　運転免許の行政処分件数の推移（平成22～26年）

[image: 図表4-18　運転免許の行政処分件数の推移（平成22～26年）]

（2）運転適性相談の充実


警察では、障害者及び一定の症状を呈する病気等にかかっている者が安全に自動車等を運転できるか個別に判断するために運転適性相談窓口を設置している。運転適性相談窓口では、専門知識の豊富な職員を配置するとともに、相談者のプライバシーに特段の配慮をしている。また、患者団体や医師会等との密接な連携を取りながら、必要に応じて相談者に専門医を紹介するなど、運転適性相談の充実を図っている。あわせて、運転免許センターや警察署にポスターを掲示するなどにより、運転適性相談窓口の周知徹底に努めている。

　
[image: 運転適性相談を呼び掛けるポスター]

運転適性相談を呼び掛けるポスター

（3）運転免許手続等の利便性の向上と国民負担の軽減


警察では、運転免許証の更新に係る利便性の向上と国民の負担の軽減のため、更新免許証の即日交付、日曜日の申請受付、警察署における更新窓口の設置、申請書の写真添付の省略等の施策を推進している。


また、障害者の利便性向上のため、試験場施設の整備・改善、漢字に振り仮名を付けた学科試験の実施や字幕入り講習用映画の活用等を推進している。

（4）国際化への対応


外国等の行政庁等の運転免許を有する者については、一定の条件の下に運転免許試験の一部を免除できる制度があり、平成26年中の同制度による運転免許証の交付件数は2万9,037件であった。また、警察では、外国人運転者のための安全教育ビデオを作成し、その活用を図るとともに、地域の実情に応じ、外国人運転者に対する安全教育の充実に努めている。

（5）申請による運転免許の取消し（運転免許証の自主返納）


身体機能の低下等を理由に自動車等の運転をやめる際には、運転免許の取消しを申請して運転免許証を返納することができるが、その場合には、返納後5年以内に申請すれば、運転経歴証明書の交付を受けることができる。


この運転経歴証明書は、金融機関の窓口等で犯罪収益移転防止法の本人確認書類として使用することができる。


このような運転経歴証明書制度は、運転免許証が果たしていた身分証明書としての機能を代替するものを都道府県公安委員会が交付することにより、自動車等の運転に不安を有する高齢者等に対して、自主的な運転免許証の返納を促すためのものである。


警察では、運転経歴証明書制度の周知を図るとともに、運転免許返納者への支援の強化に努めるなど、自動車等の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証を返納しやすい環境の整備に向けた取組を進めている。

　
[image: 運転経歴証明書の様式]

運転経歴証明書の様式

　
図表4-19　運転経歴証明書交付件数の推移（平成22～26年）
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コラム　貨物自動車に係る交通事故防止対策のための道路交通法改正


平成16年の道路交通法改正により導入された中型免許制度については、貨物自動車に係る交通事故抑止に一定の効果を上げている。しかし、一般的な乗用自動車に比べ貨物自動車を中心とする車両総重量がより重い車両に係る死亡事故は、その発生の頻度がいまだ高い状況にある。


また、近年の貨物自動車を取り巻く情勢の変化により、集配等で利用頻度の高い積載量2トンの貨物自動車に保冷設備等が取り付けられることによって、車両総重量が5トンを超え、その運転に中型免許が必要なものが多くなっている。一方、中型免許の取得可能年齢が20歳であることから、高校を卒業して間もない若年者が直ちにこれを運転することができず、運転手の人材確保に影響を及ぼしているとの指摘もあった。


このような状況を踏まえ、社会実態にも配慮しつつ、貨物自動車による交通事故を防止するため、準中型免許を創設し、その免許については18歳から取得することを可能とすることなどを内容とする道路交通法の一部を改正する法律が、27年6月、第189回国会において成立した。

　
図表4-20　準中型免許の創設

[image: 図表4-20　準中型免許の創設]













第4節　交通環境の整備

1　安全・安心な交通環境の整備

（1）交通安全施設等整備事業の推進


警察では、交通の安全と円滑を確保するため、信号機、道路標識等の交通安全施設等の整備を進めている。


交通安全施設等整備事業については、昭和41年以降、多発する交通事故を緊急かつ効果的に防止するため、交通安全施設等整備事業長期計画に即して推進してきたが、平成15年に社会資本整備重点計画法が制定され、交通安全施設等、道路、港湾等の社会資本の整備について、従来の事業分野別の長期計画を統合した「社会資本整備重点計画」を策定し、同計画に即して推進することとされた。

26年度においては、第3次社会資本整備重点計画に即して、交通安全施設等の整備を推進した。

　
図表4-21　主な交通安全施設等整備状況

[image: 図表4-21　主な交通安全施設等整備状況]

　
図表4-22　警察の整備する交通安全施設等

[image: 図表4-22　警察の整備する交通安全施設等]


一方、整備後長期間が経過した信号機等の老朽化対策が課題となっており、警察庁では、25年11月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議（注）において策定された「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、27年3月、交通安全施設等の維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにする「警察庁インフラ長寿命化計画」を策定した。警察では、同計画等に即して、交通安全施設等の整備状況を把握・分析した上で、中長期的な視点に立った老朽施設の更新、施設の長寿命化、ライフサイクルコストの削減等に努めている。


注：内閣官房、内閣府、警察庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省で構成

　
[image: 整備後長期間が経過した信号機]

整備後長期間が経過した信号機

　
図表4-23　信号機の製造年別割合

[image: 図表4-23　信号機の製造年別割合]

（2）交通管制システムの整備

都市部では道路交通が複雑・過密化し、交通渋滞、交通公害及び交通事故の一因となっている。


警察では、交通管制システムにより、車両感知器等で収集した交通量や走行速度等のデータを分析し、その分析結果に基づき信号の制御や交通情報の提供を行うことにより、交通の流れの整序化に努めている。

具体的には、


・　交通状況に即応した信号の制御により、車両の速度等をコントロールすることで、交通の安全と円滑化を図る


・　交差点における停止・発進回数の低減等により、騒音、振動及び排出ガスの発生を抑え、交通公害の低減を図る


・　パトカーや警察官等からの報告のほか、車両感知器等から情報を収集し、交通情報板や光ビーコン（注）等を活用した交通情報の提供により、交通流・交通量の誘導及び分散を図る

・　バス優先の信号制御により、公共交通機関の利便性を向上させ、交通総量の抑制を図る

などの対策を講じ、複雑・過密化した交通を効率的かつ安全に管理して、交通の安全と円滑の確保に努めている。


注：通過車両を感知して交通量等を測定するとともに、車載装置と交通管制センターの間のやり取りを媒介する路上設置型の赤外線通信装置

　
図表4-24　交通管制システム

[image: 図表4-24　交通管制システム]

（3）警察による交通情報提供


警察では、交通管制システムにより収集・分析したデータを交通情報として広く提供し、運転者が混雑の状況や所要時間を的確に把握して安全かつ快適に運転できるようにすることにより、交通の流れを分散させ、交通渋滞や交通公害の緩和を促進している。


情報提供の手段としては、交通情報板等のほか、VICS（注1）を活用している。VICSは、光ビーコン等を通じてカーナビゲーション装置に対して交通情報を提供するシステムで、時々刻々変動する道路交通の状況をリアルタイムで地図画面上に表示することができるほか、図形・文字でも分かりやすく表示することができる。


また、関係団体の協力の下、警察の保有するリアルタイムの交通情報をオンラインで提供するシステムを構築するなどして、カーナビゲーション装置のほか、携帯電話やインターネット等を活用して交通情報を提供する民間事業の高度化を支援している。あわせて、交通情報の提供に関する指針を定め、こうした事業が交通の安全と円滑に資するものとなるよう働き掛けをしている。このほか、民間事業者が保有するプローブ情報（注2）を活用しつつ、災害時に交通情報を提供するための環境の整備を推進している。

注1：Vehicle Information and Communication
System（道路交通情報通信システム）の略

注2：カーナビゲーションシステムに蓄積された走行履歴情報

　
図表4-25　VICS対応型カーナビゲーション装置の画面表示例

[image: 図表4-25　VICS対応型カーナビゲーション装置の画面表示例]

（4）効果的な交通規制等の推進


警察では、地域の交通実態を踏まえ、速度、駐車等に関する交通規制や交通管制の内容について常に点検・見直しを図るとともに、道路整備、地域開発、商業施設の新設等による交通事情の変化に対しても、これを的確に把握してソフト・ハード両面での総合的な対策を実施することにより、安全で円滑な交通流の維持を図っている。


このうち、速度規制については、平成21年及び22年に全面改正された最高速度規制基準に基づき、最高速度規制が交通実態に合った合理的なものとなっているかどうかの観点から、点検・見直しを進めている。これに加え、25年に有識者懇談会において取りまとめられた「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する提言」を踏まえ、一般道路においては、実勢速度、交通事故発生状況等を勘案しつつ、規制速度の引上げ、規制理由の周知措置等を計画的に推進するとともに、生活道路においては、速度抑制対策を積極的に推進している。駐車規制については、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地域住民等の意見要望を十分に踏まえた上で、道路環境、交通量、駐車需要等に即応したきめ細かな駐車規制を推進している。信号制御については、歩行者・自転車の視点で、信号をより守りやすくするために、横断実態等を踏まえた信号表示の調整等の運用の改善を推進している。


コラム　環状交差点の導入


平成25年6月に成立した道路交通法の一部を改正する法律のうち、環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定が26年9月に施行され、26年度末までに環状交差点が43か所で導入された。環状交差点においては、交通事故の減少、被害の軽減、交差点における待ち時間の減少、災害時の対応力の向上等の効果が見込まれるところであり、今後も適切な箇所への導入を推進することとしている。

　
[image: 環状交差点（提供:長野県飯田市）]

環状交差点（提供:長野県飯田市）

　
図表4-26　環状交差点における交通方法

[image: 図表4-26　環状交差点における交通方法]



（5）交通管理等による環境対策

①　環境対策のための交通規制


警察では、道路交通騒音対策及び振動対策の観点から、沿道地域の交通公害の状況や道路交通の実態に応じて、通過車両の走行速度を低下させてエンジン音や振動を低く抑えるための最高速度規制、エンジン音や振動の大きい大型車を沿道から遠ざけるための中央寄り車線規制等の対策を実施している。

②　エコドライブの推進


　環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用（エコドライブ）は、環境保全効果があるとともに交通事故防止にも一定の効果が期待されることから、警察では、平成24年にエコドライブ普及連絡会（注）において効果や取り組みやすさ等を考慮して改定した「エコドライブ10のすすめ」を用いて、エコドライブの普及促進に努めている。


また、毎年11月をエコドライブ推進月間に設定して、民間事業者とも連携しながら、エコドライブの広報啓発を行っている。

注：警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成

　
図表4-27　エコドライブ10のすすめ

[image: 図表4-27　エコドライブ10のすすめ]











2　道路交通環境の整備による歩行者等の安全通行の確保


我が国では、全交通事故死者のうち、歩行中・自転車乗用中の死者の占める割合が欧米諸国と比べて著しく高くなっており、歩行者・自転車利用者の交通事故防止対策が重要な課題となっている。

（1）ゾーン30の推進


警察では、市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、道路管理者と連携して、ゾーン30の整備を推進している。ゾーン30とは、区域（ゾーン）を設定して、最高速度30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅を実施するとともに、その区域の道路交通の実態に応じて通行禁止等の交通規制の実施やハンプ（注）の設置等の対策により、区域内における速度抑制や通過交通の抑制・排除を図るものである。平成28年度末までに全国で約3,000か所を整備することを目標としており、26年度末までに1,827か所を整備した。

注：車両の低速走行等を促すための道路に設ける盛り上がり（凸部）

　
図表4-28　ゾーン30の整備イメージ

[image: 図表4-28　ゾーン30の整備イメージ]

（2）バリアフリー対応型信号機等の整備の推進


警察では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、高齢者、障害者等が道路を安全に横断できるよう、次の対策を講じている。

①　バリアフリー対応型信号機の整備


音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表示機能付き歩行者用灯器、歩行者・自転車と車両が通行する時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式信号等を整備している。

　
[image: 音響式信号機]

音響式信号機

　
[image: 経過時間表示機能付き歩行者用灯器]

経過時間表示機能付き歩行者用灯器

②　見やすく分かりやすい道路標識・道路標示等の整備


標示板を大きくする、自動車の前照灯の光に反射しやすい素材を用いるなどして見やすく分かりやすい道路標識・道路標示を整備するとともに、横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるエスコートゾーンを整備している。

　
[image: 高輝度標識]

高輝度標識

　
[image: エスコートゾーン]

エスコートゾーン











3　ITSの推進

（1）UTMS（注1）の開発・整備によるITS（注2）の推進


警察では、最先端の情報通信技術等を用いて交通管理の最適化を図るため、光ビーコンの機能を活用して次の3つのシステムを始めとするUTMSの開発・整備を行うことによりITSを推進し、安全・円滑かつ快適で環境負荷の低い交通社会の実現を目指している。

注1：Universal Traffic Management
Systems（新交通管理システム）の略

注2：Intelligent Transport Systems（高度道路交通システム）の略

①　PTPS（注）


バス等の大量公共輸送機関を優先的に走行させる信号制御を行い、定時運行と利便性の向上を図るシステム（平成26年度末現在、40都道府県で整備）

注：Public Transportation Priority
Systems（公共車両優先システム）の略

　
図表4-29　公共車両優先システム

[image: 図表4-29　公共車両優先システム]

②　FAST（注）


人命救助その他の緊急業務に用いられる車両を優先的に走行させる信号制御等を行い、現場到着時間の短縮及び緊急走行に伴う交通事故防止を図るシステム（26年度末現在、15都道府県で整備）

注：FAST emergency vehicle preemption
systems（現場急行支援システム）の略

③　DSSS（注）


運転者に周辺の交通状況等を視覚・聴覚情報により提供することで、危険要因に対する注意を促し、ゆとりをもった運転ができる環境を作り出すことにより、交通事故を防止することなどを目的としたシステム（26年度末現在、6都県で整備）

注：Driving Safety Support
Systems（安全運転支援システム）の略

　
図表4-30　安全運転支援システム

[image: 図表4-30　安全運転支援システム]

（2）ITSに関する国際協力の推進


技術開発の分野では、広い視野をもって検討を行うことが必要であることから、他国との共同プロジェクトの推進等国際的な協力関係の樹立が重要である。警察では、平成26年9月、米国・デトロイトで開催された第21回ITS世界会議（世界65か国から産学官の関係者約9,100人が参加）において、各種発表を通じてUTMSの先進的な技術を紹介したほか、各国とITSに関して情報交換を行うなどして、協力関係を深めた。また、警察庁では、米国運輸省道路交通安全局との間で署名した、交通安全、ITS及び緊急時対応の協力に関する文書に基づき、27年1月、米国で会議を開催し、両国が推進するITSに関する施策について情報交換を行った。

　
[image: 第21回ITS世界会議]

第21回ITS世界会議











4　駐車対策

（1）違法駐車の状況


違法駐車は、交通渋滞を悪化させる要因となるほか、歩行者や車両の安全な通行の妨げとなったり、緊急自動車の活動に支障を及ぼしたりするなど、地域住民の生活環境を害し、国民生活全般に大きな影響を及ぼしている。


また、違法駐車は、交通事故の原因ともなっており、駐車車両への衝突事故件数は平成16年以降減少傾向にあるものの、26年中には1,079件発生し、32人が死亡した。さらに、110番通報された苦情・要望・相談のうち、駐車問題に関するものが14.9％を占めており、国民の関心も高い。

（2）駐車対策の推進

①　きめ細かな駐車規制


警察では、地域住民等の意見要望を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直しを実施するとともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配慮し、地域の交通実態等に応じた規制の緩和を行うなど、きめ細かな駐車規制を推進している。

　
[image: 荷さばきに配慮した駐車規制]

荷さばきに配慮した駐車規制

②　違法駐車の取締り


違法駐車の取締りについては地域住民の意見、要望等を踏まえてガイドラインを策定・公表し、これに沿ってメリハリを付けて行っている。当該ガイドラインについては定期的に見直しを行い、常に警察署管内における駐車実態を反映したものとなるよう努めている。また、放置車両（注1）の確認事務（注2）については、警察署長から委託を受けた法人の駐車監視員や警察官等により適正かつ円滑に運用されており、交通の安全と円滑を確保する上で相当の効果を上げている。


注1：違法駐車と認められる車両であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの

注2：放置車両の確認と標章の取付けに関する事務

　
[image: 駐車監視員の活動状況]

駐車監視員の活動状況

③　ハード・ソフト一体となった駐車対策


警察では、特に違法駐車が著しい幹線道路について、道路管理者等と協力して、ハード的手法（注1）とソフト的手法（注2）を一体とした集中的な違法駐車対策を推進している。

注1：路外駐車場や荷さばきスペースの整備等

注2：きめ細かな駐車規制の実施、違法駐車取締り等

　
図表4-31　確認事務の民間委託の状況（平成22～26年）

[image: 図表4-31　確認事務の民間委託の状況（平成22～26年）]

　
図表4-32　違法駐車の取締り状況（平成26年）

[image: 図表4-32　違法駐車の取締り状況（平成26年）]

④　保管場所の確保対策


道路が自動車の保管場所として使用されることを防止するため、警察では、自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づき、保管場所証明書の交付、軽自動車の保管場所に係る届出受理等を行うとともに、いわゆる青空駐車（注1）や車庫とばし（注2）の取締りを行っている。



注1：道路を自動車の保管場所として使用する行為

注2：自動車の使用の本拠の位置や保管場所の位置を偽って保管場所証明を受ける行為









5　高速道路における交通警察活動

（1）高速道路ネットワークと交通事故の現状


高速道路（高速自動車国道及び指定自動車専用道路をいう。以下同じ。）は、年々、路線数が増加し、平成26年末には190路線となり、その総延長距離は1万1,700キロメートルを超えている。同年中の高速道路における死者数は204人で、前年より23件（10.1%）減少した。

　

図表4-33　高速道路における交通事故発生件数・死者数・負傷者数の推移（平成17～26年）

[image: 図表4-33　高速道路における交通事故発生件数・死者数・負傷者数の推移（平成17～26年）]

（2）高速道路における交通の安全と円滑の確保

①　交通事故分析に基づいた事故防止対策


警察では、交通事故の発生状況を詳細に分析し、死亡事故等の重大事故発生地点や事故多発地点等について現地点検を道路管理者と共同して実施し、必要な対策を協議、検討するとともに、パトロール等を強化している。


特に逆走が原因となる交通事故や中央帯により往復の方向別に分離されていない非分離二車線区間における交通事故、車両故障又は交通事故により停車中の車両から降車し、又は車内に留まった運転者等が後続車に衝突され被害に遭う交通事故が後を絶たないことから、道路管理者等と連携してその対策を強化している。

　
[image: 非分離二車線区間における交通事故対処訓練の状況]

非分離二車線区間における交通事故対処訓練の状況

②　適正な交通規制の実施


警察では、交通規制に当たっては道路構造、気象条件、交通実態、交通事故発生状況等を勘案してその適正を期するとともに、必要に応じて見直しを行っている。

③　安全利用のための広報啓発及び交通安全教育の推進


警察では、高速道路を安全に利用してもらうため、関係機関・団体と協力して、高速道路に入る前の心得や車両故障、交通事故等により運転ができなくなった場合の措置について広報啓発活動を行うとともに、高速道路を利用する運転者が交通事故現場を視察して発生要因や防止対策を検討するなどの参加・体験・実践型の交通安全教育を行っている。

　
[image: サービスエリアにおける交通安全キャンペーン]

サービスエリアにおける交通安全キャンペーン

④　交通指導取締り


警察では、著しい速度超過、飲酒運転を始め、車間距離保持義務違反、通行帯違反等の悪質性・危険性の高い違反に重点を置いた取締りに努めている。


また、全ての座席でのシートベルト着用及びチャイルドシート使用の徹底を図るため、関係機関・団体と連携して普及啓発活動を推進するとともに、平成26年中はシートベルト装着義務違反を17万6,253件取り締まった。

　
[image: 料金徴収所における検問]

料金徴収所における検問











第5節　道路交通秩序の維持

1　交通指導取締り

（1）悪質性・危険性・迷惑性の高い運転行為への対策


警察では、平成25年12月に取りまとめられた「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する提言」（注）を踏まえ、機動的な交通街頭活動をより一層推進し、違法行為の未然防止に努めるとともに、交通事故の分析結果、地域住民からの取締り要望等を踏まえ、無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過、交差点関連違反等の交通事故に直結する悪質性・危険性の高い違反及び駐車違反等の迷惑性が高い違反に重点を置いた取締りに努めている。


また、速度管理や速度取締りに関する指針を設定・公表して、国民への情報発信に努めるとともに、取締りスペースの確保が困難な道路や警察官の配置が困難な時間帯において速度取締りが行えるよう、新たな取締り機器の導入を前提に研究を進めている。


26年中は、703万4,892件の道路交通法違反を取り締まっている。近年は最高速度違反の取締りの件数が全体の約3割で推移している。

注：156頁参照

　
図表4-34　主な道路交通法違反の取締り状況（平成26年）

[image: 図表4-34　主な道路交通法違反の取締り状況（平成26年）]

　
[image: 白バイの活動]

白バイの活動

（2）使用者等の責任追及等


事業活動に関して行われた過労運転、過積載運転、放置駐車、最高速度等の違反やこれらに起因する事故事件について、運転者の取締りにとどまらず、使用者に対する指示や自動車の使用制限命令を行っているほか、これらの行為を下命・容認していた使用者等（注）を検挙するなど、使用者等の責任追及に努めている。


また、タクシーやトラック等の事業用自動車の運転者が、その業務に関して行った道路交通法等に違反する行為については、運輸支局等に通知して所要の行政処分等を促し、事業用自動車による交通事故防止に努めている。


さらに、自動車整備業者等による車両の不正改造等、事業者による交通の安全を脅かす犯罪に対しても、取締りを推進している。


注：使用者のほか、安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者も含む。


事例


平成25年11月、過労のため居眠り運転をした事業用中型貨物自動車（中型トラック）が大型貨物自動車に衝突し、被害車両の運転者2人が死亡した。この交通事故を端緒として、この中型トラックの運転者（57）に過労運転を命じていた運送会社代表取締役（64）を、26年1月に道路交通法違反（過労運転の下命）等で検挙した（静岡）。

　
[image: 中型トラックの交通事故現場]

中型トラックの交通事故現場













2　暴走族対策

（1）暴走族等の実態と動向


全国の暴走族構成員数は平成11年以降、暴走族に関する110番通報件数は12年以降、それぞれ継続して減少しているものの、110番通報件数は1年間で3万件を超え、依然として暴走族対策の強化を求める国民の要望は強い。


暴走族は、共同危険型（注1）及び違法競走型（注2）に大別される。図表4-36のとおり、26年においては、違法競走型は全体の17.2％であり、暴走族の大半は共同危険型であるが、年々、暴走行為が小規模化している。


また、近年、元暴走族構成員等が中心となって「旧車會」等と呼ばれる集団を結成し、景勝地等を目指して暴走族風に改造した旧型の自動二輪車等を連ねて、大規模な集団走行を行う状況が各地で確認されている。


暴走族の引き起こす犯罪は、道路交通関係法令違反のほか、刑法犯等様々な罪種にわたっており、一般人に対する強盗・傷害事件等も発生している。さらに、一部の暴走族には、後ろ盾となっている暴力団の存在も認められる。

注1：爆音を伴う暴走等を集団で行うもの

注2：ローリング、ドリフト走行等の違法な走行により運転技術等を競うもの

　

図表4-35　暴走族構成員数及び暴走族に関する110番通報件数の推移（平成22～26年）

[image: 図表4-35　暴走族構成員数及び暴走族に関する110番通報件数の推移（平成22～26年）]

　
図表4-36　共同危険型・違法競走型別暴走族構成員の状況（平成26年）

[image: 図表4-36　共同危険型・違法競走型別暴走族構成員の状況（平成26年）]

　
図表4-37　法令別検挙状況（平成26年）

[image: 図表4-37　法令別検挙状況（平成26年）]

（2）暴走族の取締り及び関係機関と連携した対策


警察では、交通部門、少年部門、地域部門等が連携し、共同危険行為等の現場検挙を始め、各種法令を適用した取締りを推進し、暴走族の解体や構成員の離脱を図っている。


また、地方公共団体における暴走族根絶（追放）条例の制定（注）及び運用に対して協力したり、中学校・高校において暴走族加入阻止教室を開催したりするほか、家庭、学校、保護司等と連携して暴走族から離脱させるための措置を執るなど、総合的な暴走族対策を推進している。

注：平成26年末現在、25道府県165市町村において制定

　
[image: 暴走族に対する取締り]

暴走族に対する取締り

　
[image: 暴走族加入阻止教室]

暴走族加入阻止教室











3　交通事故事件捜査

（1）交通事故事件の検挙状況

平成26年中の交通事故事件に係る検挙件数は、図表4-38のとおりである。


交通事故については、26年5月に施行された自動車運転死傷処罰法の制定趣旨等を踏まえ、的確な捜査を推進している。

　
図表4-38　交通事故事件の検挙状況（平成26年）

[image: 図表4-38　交通事故事件の検挙状況（平成26年）]

（2）適正かつ緻密な交通事故事件捜査


悪質・危険な運転行為に起因する交通事故事件に対しては、危険運転致死傷罪等の適用を視野に入れた、適正かつ緻密な捜査を推進している。


死亡事故又は重傷事故のうち、ひき逃げ事件に係るもの、危険運転致死傷罪の適用が見込まれるもの、一方の当事者の供述以外に証拠が得られないおそれがあるものなどについては、都道府県警察本部の交通事故事件捜査担当課に配置した交通事故事件捜査統括官等が現場に臨場して捜査を統括するなど、組織的かつ重点的な捜査を推進している。


ひき逃げ事件については、迅速な初動捜査を行うとともに、ミクロカラー測定検索装置（注）等の交通鑑識資機材を効果的に活用し、被疑者の早期検挙に努めている。平成26年中の死亡ひき逃げ事件の検挙率は102.7％に達している。

注：ひき逃げ事件現場に遺留された自動車塗膜片から容疑車両の車種を特定する装置


事例


26年4月、普通乗用自動車を運転して、台形状に起伏する道路を高速度で走行したことにより自車を跳ね上げさせ、路外に逸脱して同乗者3人を死傷させた交通事故について、綿密な現場痕跡等の採証、事故現場における走行実験等綿密かつ周到な捜査を実施した。その結果、普通乗用自動車の運転者（18）が、高速度で走行したことにより制御困難状態に陥ったことを立証し、同月、同運転者を自動車運転過失致死罪で逮捕し、その後より罰則の重い危険運転致死傷罪（改正前の刑法第208条の2）で送致した（長崎）。

　
[image: 交通事故現場の鑑識状況]

交通事故現場の鑑識状況



（3）交通事故事件捜査の科学化・合理化


緻密で科学的な交通事故事件捜査を求める国民の声を踏まえ、交通鑑識に係る高度な知識及び技能を有する交通捜査員を養成するため、衝突実験に基づく事故解析等の専門的教育を行っている。


また、客観的証拠に基づいた事故原因の究明を図るとともに、交通事故当事者の負担を軽減するため、常時録画式交差点カメラを始めとする各種の機器の活用を図るほか、一定の軽微な物件事故について現場見分を省略する制度を活用するなど、捜査の合理化を図っている。

　
[image: 事故解析に関する教育の状況]

事故解析に関する教育の状況

　
[image: 常時録画式交差点カメラによる撮影画像の連続写真]

常時録画式交差点カメラによる撮影画像の連続写真

（4）交通事故被害者等の支援


平成23年7月に警察庁が制定した「犯罪被害者支援要綱」に基づき、適切な被害者支援が行われるよう、交通事故の被害者及びその家族又は遺族（以下「被害者等」という。）の要望や心情に配意した捜査に努めるとともに、被害者連絡実施要領（注）等に基づき、ひき逃げ事件、危険運転致死傷罪に該当する事件、交通死亡事故及び全治3か月以上の重傷事故の被害者等に対して、捜査の初期の段階から事案概要や捜査経過、被疑者の検挙状況等を連絡している。


また、被害者連絡制度、刑事手続、補償制度等のほか、事案の特性やニーズに応じた内容を盛り込んだ「被害者の手引」や各種相談窓口等を紹介した「現場配布用リーフレット」を配布している。


さらに、都道府県警察本部の交通事故事件捜査担当課に配置された被害者連絡調整官等を効果的に運用し、組織的かつ適切な被害者支援を推進するとともに、被害者等の心情に配意した適切な対応がなされるよう交通捜査員等に対する教育を強化している。


注：犯罪被害者等への捜査状況等を確実に連絡するため、8年に制定されたもので、連絡対象となる事件、連絡内容等について定めている。

　
[image: 被害者の支援に関する教育の状況]

被害者の支援に関する教育の状況









警察活動の最前線




県民と共に復興を目指して



　
[image: 福ぼうしくん・福ぼうしさん]

福ぼうしくん・福ぼうしさん

　
[image: 福島県警察本部交通部交通企画課　村越 健一 警部補　顔写真]

福島県警察本部交通部交通企画課

村越　健一（むらこし　けんいち）　警部補




福島県では、東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故の影響によって、現在でも多くの方が住み慣れた我が家を離れ、仮設住宅での避難生活を余儀なくされています。そのような避難生活を送る高齢者の方々を一人でも多く交通事故の被害から守るため、仮設住宅集会場でも使用できる機材を使用して、参加・体験・実践型の交通安全講習会を開催しています。


人は、年齢を重ねると歩行速度が遅くなったり、視野が狭くなるなど、自身で認識している以上に身体機能が低下していきます。講習会では、身体機能の低下が道路を歩行する際にどれほど影響するのかを実感してもらえるよう、高齢者の方々の立場に立って丁寧に説明することを心がけています。


講習会に参加した方々の「道路を横断することの怖さがよく分かったので今後注意したい」等の感想に触れると、自身の説明が伝わっていることを実感でき、業務に対して大変やりがいを感じます。


これからも、「震災で助かった命を交通事故で亡くしてほしくない」との強い信念を持って、他の係員と共に交通事故防止対策を推進し、県民と共に復興を目指していきたいと思います。

　
[image: 福島県警察本部交通部交通企画課　村越 健一 警部補]






高速道路の安全・安心の確保に向けて



　
[image: みやけいちゃん]

みやけいちゃん

　
[image: 宮崎県警察本部交通部高速道路交通警察隊　榎木 浩二 巡査部長　顔写真]

宮崎県警察本部交通部高速道路交通警察隊

榎木　浩二（えのき　こうじ）　巡査部長




平成26年3月、宮崎県内では「産業・経済の幹線道路」との期待を受けた東九州自動車道が全線開通しました。高速道路の開通によって県民の生活に利便性がもたらされる反面、開通直後は死者や重傷者を伴う重大な交通事故が大きく増加しました。


そこで本県高速隊において、速度超過等重大な事故に直結しかねない交通違反やシートベルトの着用指導・取締り、ドライバーへの声掛け等の活動に地道に取り組んだ結果、26年末には重傷者数半減という大きな成果を得ることができました。事故現場に臨場し、一歩間違えば死亡事故につながりかねない事故が、シートベルトの着用等により軽傷事故にとどまるケースを目にする度に、私たちが取り組んだ地道な活動がいかに重要であったかを実感しています。


私は第一線の高速隊員として通算17年間、一般道とは異なる高速道路に潜む危険性と対峙しながら勤務してきました。私の警察人生は残りわずかとなりましたが、高速道路の安全・安心を担う若い隊員に対して、高速道路という特殊な環境下において、安全かつ的確に取締りや事案の処理を行うための技術を伝授すべく、熱い気持ちを持って職務に取り組んでいきたいと思っています。

　
[image: 宮崎県警察本部交通部高速道路交通警察隊　榎木 浩二 巡査部長]





注：掲載されているキャラクターは、都道府県警察のマスコットキャラクターです。











第5章　公安の維持と災害対策

第1節　国際テロ情勢と対策

1　国際テロ情勢

（1）イスラム過激派等


平成26年中には、図表5-1のとおり、世界各地でテロ事件が相次いで発生するなど、イスラム過激派によるテロの脅威は依然として高い状況にある。また、国際テロ情勢は、ISILの台頭に伴い、変容を見せつつある。

　
[image: ISILの戦闘員（AFP＝時事）]

ISILの戦闘員（AFP＝時事）


ISILは、AQ関連組織であったが、方針の違いからAQ中枢と決別し、26年6月にイラク北部の都市モスルを制圧するなど、次々とその支配地域を広げ、イラクの首都バグダッドにも迫る勢いを見せた。さらに、ISIL指導者のバグダディがイスラム教の預言者ムハンマドの代理人を意味するカリフを自称するとともに、イラクとシリアにまたがる地域に「イスラム国」の樹立を宣言した。


ISILは、イラク軍兵士や異教徒、米国人や英国人の人質等を虐殺し、その映像をインターネット上で公開するなど、その残虐性が国際社会を震撼させた。これに対し、米国を中心とした有志連合は、イラク政府の要請を受けてイラク国内のISILへの空爆に踏み切った。さらに米国は、サウジアラビア等の中東5か国と共に、シリア国内のISILへの空爆を行うなど、ISILの掃討作戦を続行している。


また、シリアにおける紛争には、2万人以上とも言われる外国人戦闘員が参加しており、その多くが、ISILに参加しているとされている。こうした外国人戦闘員が帰国後に自国においてテロを敢行する危険性が指摘されており、実際にベルギーでは、同年5月、シリアで戦闘を経験したフランス人帰還者が引き起こした襲撃テロ事件により4人が死亡した。このような脅威の高まりに国際社会が包括的に取り組むため、同年9月には、テロ行為の実行等を目的とした渡航や、これらの渡航への資金提供等を国内法で犯罪化することを各加盟国に求める国際連合安全保障理事会決議が採択された。


さらに、同月、ISILは、インターネットを通じて世界のイスラム教徒に向けて有志連合に参加する欧米諸国の市民を殺害するよう呼び掛け、これに呼応した可能性のあるテロ事件が相次いで発生した。同年10月、カナダの首都オタワの連邦議事堂等でカナダ人が銃を乱射する事件が発生し、同月、米国・ニューヨークでも、米国人が警察官4人をおので襲撃する事件が発生した。これらはいずれもローン・ウルフ型のテロに当たるとみられている。


一方、AQについては、指導者アイマン・アル・ザワヒリの下、紛争が続く中東・北アフリカ地域を中心に、複数の関連組織が活発に活動しており、AQ関連組織等によるテロが引き続き懸念されている。27年に入ってからも、1月にはフランスの首都パリにおいて、新聞社等における連続テロ事件が、2月にはデンマークの首都コペンハーゲンにおいて、連続テロ事件が発生した。

　
図表5-1　平成26年に発生した主な国際テロ事件等

[image: 図表5-1　平成26年に発生した主な国際テロ事件等]

（2）我が国に対するテロの脅威


平成25年1月に発生した在アルジェリア邦人に対するテロ事件、27年1月及び2月に発生したシリアにおける邦人殺害テロ事件、同年3月に発生したチュニジアにおけるテロ事件を始め、現実に我が国の権益や邦人がテロの標的となる事案等が発生していることから、今後も邦人がテロ事件や誘拐事件に巻き込まれる可能性が懸念されている。

　
[image: 外国人戦闘員問題への対処等を内容とする国連安保理決議を全会一致で採択（CNP/時事通信フォト）]

外国人戦闘員問題への対処等を内容とする国連安保理決議を全会一致で採択（CNP/時事通信フォト）


また、日本国内においてもISILやAQの過激思想の影響を受けたローン・ウルフ型のテロが発生する可能性も否定できない。


さらに、24年5月に米国が公開したオサマ・ビンラディン殺害時の押収資料によれば、「韓国のような非イスラム国の米国権益に対する攻撃に力を注ぐべき」と同人が指摘しているほか、米国で拘束中のAQ幹部のハリド・シェイク・モハメドが、我が国に所在する米国大使館を破壊する計画等に関与したと供述していたことなども明らかになっており、こうした資料、供述等は、米軍基地等の米国権益が多数存在する我が国に対する脅威の一端を明らかにしたものといえる。


また、殺人、爆弾テロ未遂等の罪でICPOを通じ国際手配されていた者（注）が、過去に不法に我が国への入出国を繰り返していたことも判明しており、過激思想を介して緩やかにつながるイスラム過激組織のネットワークが我が国にも及んでいることを示している。これらの事情に鑑みると、我が国に対するテロの脅威は現実のものとなっているといえる。


注：同人は、国際連合安全保障理事会アル・カーイダ制裁委員会から、制裁対象として指定されている。

（3）日本赤軍と「よど号」グループ

①　日本赤軍


警察は、平成27年2月、ジャカルタ事件（注1）の被疑者である、日本赤軍メンバー城崎勉を逮捕した。その後、城崎は殺人未遂罪及び偽造有印公文書行使罪で起訴された。日本赤軍は、13年4月、最高幹部・重信房子（注2）が日本赤軍の「解散」を宣言し、後に組織も「解散」を表明した。しかし、未だに、過去に引き起こした数々のテロ事件を称賛していること、現在も7人の構成員が逃亡中であることなどから、「解散」はテロ組織としての本質の隠蔽を狙った形だけのものに過ぎず、テロ組織としての危険性がなくなったとみることはできない。


警察では、国内外の関係機関と連携を強化し、逃亡中の構成員の検挙及び組織の活動実態の解明に向けた取組を推進している。


注1：昭和61年にインドネシア・ジャカルタにおいて日米両国大使館に爆発物が撃ち込まれるなどした同時多発テロ事件

注2：12年11月に潜伏先の大阪府内で逮捕され、22年8月、懲役20年の刑が確定した。

　
[image: 国際手配中の日本赤軍と「よど号」グループ]

国際手配中の日本赤軍と「よど号」グループ

②　「よど号」グループ


昭和45年3月31日、故田宮高麿ら9人が、東京発福岡行き日本航空351便、通称「よど号」をハイジャックし、北朝鮮に入境した。現在、ハイジャックに関与した被疑者5人及びその妻3人が北朝鮮にとどまっているとみられており（注）、このうち3人に対し、日本人を拉致した容疑で逮捕状が発せられている。


警察では、「よど号」犯人らを国際手配し、外務省を通じて北朝鮮に対して身柄の引渡し要求を行うとともに、「よど号」グループの活動実態の全容解明に努めている。


注：ハイジャックに関与した被疑者1人及びその妻1人は死亡したとされているが、真偽は確認できていない。

（4）北朝鮮

①　北朝鮮による拉致容疑事案

ア　拉致容疑事案等の捜査・調査状況


警察では、平成26年12月31日現在、日本人が被害者である拉致容疑事案12件（被害者17人）及び朝鮮籍の姉弟が日本国内から拉致された事案1件（被害者2人）の合計13件（被害者19人）を北朝鮮による拉致容疑事案と判断している。このうち、北朝鮮工作員等拉致に関与したとして8件に係る11人について、逮捕状の発付を得て国際手配を行っている。


また、これらの事案以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案（注）について、関係機関と緊密な連携を図りつつ、全国警察において徹底した捜査や調査を進めている。


注：警察が把握している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者は、27年4月1日現在、880人である。

イ　日朝協議


日朝間では、26年3月、1年4か月ぶりに日朝政府間協議が開催され、引き続き同年5月にスウェーデン・ストックホルムで行われた日朝政府間協議において、北朝鮮側は、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査の実施を約束した。日本政府は、同年7月に行われた日朝政府間協議後、北朝鮮が特別調査委員会を立ち上げ、全ての日本人に関する調査を開始したことを受け、対北朝鮮措置の一部を解除した。その後、9月に中国・瀋陽で、10月に北朝鮮・平壌で協議が行われたが、27年4月1日現在、北朝鮮側から具体的な情報を含む調査結果は得られていない。

ウ　拉致の目的


北朝鮮の金正日（キムジョンイル）国防委員長は、14年9月に行われた日朝首脳会談において、日本人拉致の目的について、「一つ目は、特殊機関で日本語の学習ができるようにするため、二つ目は、他人の身分を利用して南（韓国）に入るためである」と説明した。また、「よど号」犯人の元妻は、故金日成（キムイルソン）主席から「革命のためには、日本で指導的役割を果たす党を創建せよ。党の創建には、革命の中核となる日本人を発掘、獲得、育成しなければならない」との教示を受けた故田宮高磨から、日本人獲得を指示された旨を証言している。


これらを含め、諸情報を分析すると、拉致の主要な目的は、北朝鮮工作員が日本人のごとく振る舞うことができるようにするための教育を行わせることや、北朝鮮工作員が日本に潜入して、拉致した者になりすまして活動できるようにすることなどであるとみられる。

エ　拉致容疑事案等に関する取組


警察では、拉致容疑事案等に対する的確な捜査等を推進しているところであるが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案の真相解明に向け、25年3月に警察庁警備局外事情報部外事課に設置した「特別指導班」が、都道府県警察を巡回・招致して、捜査・調査の担当官への具体的な指導や同事案の現場の実地調査、都道府県警察間の協力体制の構築等を行っている。また、海難事案として処理されているものについては、海上保安庁との連携を密にして、捜査・調査を行っている。さらに、将来、北朝鮮から拉致被害者に関連する資料が出てきた場合に、本人確認に役立ち得るなどの観点から、家族の意向等を勘案しつつ、積極的にDNA型鑑定資料の採取を実施しているほか、広く国民から情報提供を求めるため、家族の同意を得られたものについては、事案の概要等を各都道府県警察のウェブサイトに掲載している。


警察では、今後とも、拉致容疑事案等の全容解明に向けて、関係機関と緊密に連携を図り、関連情報の収集、捜査・調査に取り組むこととしている。

　
図表5-2　日本人が被害者である拉致容疑事案（12件17人）

[image: 図表5-2　日本人が被害者である拉致容疑事案（12件17人）]

　
図表5-3　日本人以外が被害者である拉致容疑事案（1件2人）

[image: 図表5-3　日本人以外が被害者である拉致容疑事案（1件2人）]

　
図表5-4　国際手配被疑者（拉致容疑事案関係）

[image: 図表5-4　国際手配被疑者（拉致容疑事案関係）]

②　北朝鮮による主なテロ事件


北朝鮮は、朝鮮戦争以降、南北軍事境界線を挟んで韓国と軍事的に対峙（じ）しており、これまで、韓国に対するテロ活動の一環として、工作員等によるテロ事件を世界各地で引き起こしている。中でも、昭和62年に発生した大韓航空機爆破事件は、日本人を装った工作員により敢行された。











2　国際テロ対策


我が国における国際テロの脅威が現実のものとなっている中、平成27年2月、改めてテロの未然防止及びテロへの対処体制の強化に取り組むための諸対策を検討するため、「警察庁国際テロ対策推進本部」を設置した。同年6月、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催までに、おおむね5年程度を目途として強力に推進すべき対策を取りまとめた「警察庁国際テロ対策強化要綱」を決定・公表した。


警察では、同要綱に基づき、情報収集・分析、水際対策や警戒警備、違法行為取締り、事態対処、官民連携といったテロ対策を強力に推進していくこととしている。



（1）テロの未然防止のための具体策

①　官民一体の「日本型テロ対策」の推進


テロを未然に防止するためには、警察による取組のみでは十分ではなく、民間事業者、地域住民等と緊密に連携し、官民が一体となってテロ対策を推進することが不可欠である。


例えば、警視庁等では、テロに対する危機意識の共有や大規模テロ発生時における協働対処体制の整備等を推進するために、官民連携の枠組みとして、テロ対策パートナーシップを構築し、研修会、訓練、パトロール等を実施している。


また、爆発物の原料となり得る化学物質については、薬局、ホームセンター等の店舗における購入やインターネットを利用した購入が可能な状況にあり、近年、我が国においても、市販の化学物質から爆発物を製造する事案が発生している。


このため、警察では、これらの化学物質の販売事業者に対して個別訪問を行い、販売時における本人確認の徹底や、盗難防止等の保管管理の強化を要請するほか、事業者とのロールプレイング型訓練を通じて不審な購入者に関する通報を促進するなどして、爆弾テロの未然防止を図っている。


さらに、テロリストが利用する可能性のある旅館、インターネットカフェ、賃貸マンション等を営む事業者に対しても、本人確認の徹底を促進するとともに、利用者に不審な点を発見した場合には、警察に速やかに通報するよう協力を求めるなどの対策を推進している。

　
[image: 東京空港パートナーシップ]

東京空港パートナーシップ

　
[image: 警察と薬局従業員とのロールプレイング型訓練]

警察と薬局従業員とのロールプレイング型訓練

②　核物質、特定病原体等の防護対策の強化


NBCテロ（注）の発生を未然に防止するため、警察では、核物質や特定病原体等を取り扱う事業所等に警察職員が定期的に立入検査を行うなどして、事業者の講ずる防護措置や盗難防止措置が適正なものとなるよう指導している。


注：N（Nuclear：核）B（Biological：生物）C（Chemical：化学）物質を使用したテロの略称

③　国際協力の推進


国際テロ対策を推進するためには、我が国一国のみの努力では限界があり、世界各国との連携・協力が必要不可欠であることから、警察庁では、諸対策に関する国際会議等に積極的に参加している。また、例年、独立行政法人国際協力機構（JICA）と共催している国際テロ対策セミナーにおいて、世界各国から招へいした実務担当者に対し、テロ事件の捜査技術に関するノウハウの提供を行っている。


コラム　国際テロリスト財産凍結法の制定


我が国は、国際テロリストの財産の凍結等を求める国際連合安全保障理事会決議（注1）に基づき、外為法（注2）により国際テロリストに係る対外取引を規制している。他方で、国際テロリストに係る国内取引については規制されておらず、FATF（注3）からも早急に必要な法制上の措置を講ずることが求められていた。


このような状況を踏まえ、国際テロリストに係る国内取引について都道府県公安委員会の許可制とすることなどを内容とする国際テロリスト財産凍結法（注4）が、平成26年11月、第187回国会において成立した。


注1：国際連合安全保障理事会決議第1267号、同理事会決議第1373号等

注2：外国為替及び外国貿易法

注3：41頁参照

注4：国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法

　
図表5-5　国際テロリスト財産凍結法の概要

[image: 図表5-5　国際テロリスト財産凍結法の概要]



（2）テロへの対処体制の強化

①　テロ対処部隊の充実強化


警察では、万一テロが発生した場合に備え、特殊部隊（SAT）、銃器対策部隊、NBCテロ対応専門部隊等の各種部隊を設置し、その充実強化を図っている。また、有事の際に迅速的確な対処を可能とするため、関係機関と連携して、日々訓練を実施している。

　
図表5-6　テロ対処部隊の概要

[image: 図表5-6　テロ対処部隊の概要]

②　スカイ・マーシャルの運用


航空機がハイジャックされて自爆テロに用いられないようにするため、警察では、国土交通省等の関係機関や航空会社と緊密に連携して、平成16年12月から警察官が航空機に警乗するスカイ・マーシャルを運用している。

③　TRT-2（注1）の派遣


警察では、邦人や我が国の権益に関係する重大テロが国外で発生した場合には、情報収集や現地治安機関に対する捜査支援等を任務とするTRT-2を派遣することとしている。シリアにおける邦人殺害テロ事件においても、27年1月20日以降、外事特殊事案対策官（注2）等所要のTRT-2要員をヨルダンに派遣するなどし、外務省と連携の上、関係国の治安情報機関との情報交換等を行った。

注1：Terrorism Response Team - Tactical Wing
for Overseas（国際テロリズム緊急展開班）の略

注2：平成25年1月に発生した在アルジェリア邦人に対するテロ事件を受け、国外における邦人や我が国の権益に関係するテロ事件等の重大突発事案に対処するために設置された。

　
図表5-7　TRT-2の概要

[image: 図表5-7　TRT-2の概要]

④　自衛隊等との共同訓練の推進


警察では、平素から防衛省・自衛隊と緊密な情報交換を行うとともに、都道府県警察と陸上自衛隊の師団等との間で武装工作員等による不法行為が発生した場合を想定した共同実動訓練を実施するなどし、重大テロ等が発生した場合に備えた対処体制の強化を図っている。このほか、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく関係機関との共同訓練を通じて、武力攻撃事態等（注1）及び緊急対処事態（注2）における被災情報等の収集、住民の避難要領等について習熟するよう努めている。


注1：武力攻撃事態（武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態）及び武力攻撃予測事態（武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態）


注2：武力攻撃に準ずる手段により多数の人を殺傷する行為が発生した場合又は発生する危険性が明白であると認められるに至った事態で国家として緊急に対処することが必要なもの

　
[image: 自衛隊との共同実動訓練]

自衛隊との共同実動訓練

　
[image: 国民保護共同実動訓練]

国民保護共同実動訓練


コラム　原子力関連施設におけるテロ対策

（1）福島第一原子力発電所事故の教訓


東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故においては、冷却機能の喪失等により原子炉が管理不能の状態に陥り、放射性物質等が外部に放出されるなど、原子力関連施設のぜい弱性を露呈した。こうした事態は、自然災害のみならずテロリスト等による妨害破壊活動によっても発生することが懸念される。

　
[image: 原子力関連施設の警戒]

原子力関連施設の警戒

（2）テロ対策の推進

①　テロ関連情報の収集・分析


警察では、原子力関連施設に対するテロを未然に防止するため、外国治安情報機関等との緊密な情報交換、関係省庁との連携による水際対策、不審人物や組織に関する情報の収集・分析等を実施している。

②　原子力関連施設における警戒警備


平成13年9月の米国同時多発テロ事件発生以降、サブマシンガン、ライフル銃、耐爆・耐弾仕様の車両等を装備した銃器対策部隊が、24時間体制で原子力関連施設の警戒警備に当たっている。また、東日本大震災を受け、警戒警備に従事する警察官を増員し、警戒要領を見直すとともに、爆発物使用事案及びNBCテロ事案への対処に係る装備資機材を整備・拡充するなどして、テロ対処能力の更なる強化を図り、原子力関連施設の警戒警備を一層強化している。


さらに、23年11月、政府は、原子力発電所等に対するテロを現実の脅威として再認識し、その未然防止対策を強化することを決定しており、その中で、警察庁、海上保安庁、防衛省等の関係省庁による継続的な連携強化が示された。これを受けて、各関係警察では、警察力だけでは対応することができないと認められる事案が発生した場合を想定し、24年以降、原子力発電所の敷地を利用して自衛隊との共同実動訓練を実施している。また、25年5月の福島第二原子力発電所における原発テロ対処合同訓練を始め、海上保安庁との合同訓練を定期的に実施している。

　
[image: 原子力発電所敷地を利用した自衛隊との共同実動訓練]

原子力発電所敷地を利用した自衛隊との共同実動訓練

③　警察庁職員による立入検査


原子力事業者との間では、警察庁職員が事業所等に定期的に立入検査を行うとともに、治安当局の立場から自主警戒に関する指導を行うことなどにより、事業者による防護措置が実効あるものとなるよう努めている。













第2節　外事情勢と対策

1　対日有害活動の動向と対策

（1）北朝鮮の動向

①　思想統制の強化を通した体制の引締め


平成25年12月、北朝鮮において、金正恩（キムジョンウン）国防委員会第一委員長（以下「金正恩第一委員長」という。）の後見人とみられていた張成沢（チャンソンテク）党行政部長が粛清されたことに伴い、一部の幹部が失脚するなどしたことから、この粛清が金正恩体制に与える影響が注目されていた。こうした中、金正恩第一委員長が26年1月に発表した新年の辞において粛清の効果を強調したほか、金己男（キムギナム）党政治局員が同年2月に行われた中央報告大会において金正恩第一委員長の指導に従うべきことを強調するなど、北朝鮮は、思想面での統制を強化し体制の引締めを図った。

②　対話と挑発を使い分けた外交政策


北朝鮮は、26年3月、6月及び7月に、米韓合同軍事演習等に対抗する形で日本海に向けて弾道ミサイルを発射したほか、同年3月に実施した弾道ミサイル発射を非難した国際連合安全保障理事会議長の報道談話に反発して「新たな形態の核実験」の実施に言及するなど、軍事的挑発を繰り返した。その一方で、北朝鮮は、国営メディアを通じ、朝鮮半島情勢の悪化の根源は米国であり、韓国は米国の支配と干渉から抜け出すべきであると強調したほか、同年9月から10月にかけて韓国の仁川（インチョン）で開催された仁川アジア競技大会の閉会式に黄炳瑞（ファンビョンソ）軍総政治局長らを出席させ、高官級協議の継続的な開催について韓国と合意するなど、韓国との積極的な対話姿勢を示した。このように、北朝鮮は、米韓の離間を企図し、対話と挑発を使い分けながら、各種の外交政策を展開した。
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中朝関係については、両者の代表団や要人の往来が鈍化するなど、冷却化ともみられる動向が認められる一方で、露朝関係については、同年10月に李洙白（リスヨン）外相がラヴロフ外相と会談したほか、同年11月に玄永哲（ヒョンヨンチョル）人民部長や崔竜海（チェリヨンヘ）政治局常務委員がプーチン大統領と会見するなど、北朝鮮がロシアへの接近を図る動向がみられた。

③　我が国における親朝世論の形成


北朝鮮は、北朝鮮と縁のある我が国の著名人による訪朝団等を積極的に受け入れた。また、北朝鮮は、終戦前後に現在の北朝鮮域内で死亡し埋葬された残留日本人の遺骨返還問題等に関し、日本人墓地とされる場所を公開し、遺族による墓参訪朝を継続して受け入れている。このように北朝鮮においては、我が国における親朝世論を形成しようとする動向がみられた。

④　朝鮮総聯（れん）（注）の動向


朝鮮総聯は、朝鮮総聯やその傘下団体等が主催する各種行事等に国会議員、著名人等を招待し、北朝鮮及び朝鮮総聯の活動に対する理解を得るとともに、支援等を行うよう働き掛けた。また、朝鮮学校が高校授業料無償化制度の適用から除外されたことなどについて不当であるなどと主張し、国際連合人種差別撤廃委員会へ訴えるなど、国際世論の支持を取り付けようとする動向がみられた。


朝鮮総聯中央本部の土地・建物の強制競売をめぐっては、26年11月、最高裁判所が朝鮮総聯側が提起した特別抗告及び抗告許可の申立てを棄却して、当該土地・建物の売却許可決定が確定し、落札業者である香川県の不動産業者に当該土地・建物の所有権が移転した。

注：正式名称を在日本朝鮮人総聯合会という。

（2）中国の動向

①　3年目を迎えた習近平（しゅうきんぺい）指導部


習近平総書記は、平成25年12月には改革全般を指揮するために新設された「中央全面深化改革領導小組」の長に、26年3月には軍の組織改革を指導するために新設された「中央軍事委員会深化国防・軍隊改革領導小組」の長に、それぞれ就任した。また、同年6月には、経済政策を総括する中国共産党の最高意思決定機関とされる「中央財経指導小組」の長にも習近平総書記が就任していたことが明らかになるなど、習近平総書記は、組織上の権力基盤をほぼ盤石にしたとみられる。


中国国内では、都市部と農村部における地域・経済格差、党・政府幹部による汚職・腐敗問題に加え、環境汚染等生活に密着する問題に対する国民の不平・不満が深刻化した。また、新彊（しんきょう）ウイグル自治区を中心に無差別殺傷事件が相次いで発生し、中国当局はこれらを新彊の分離独立を狙ったテロ組織の犯行と断定した。26年5月、習近平指導部は、「対テロ戦争」の展開を宣言し、27年6月までの1年間、新彊ウイグル自治区におけるテロ行為を徹底的に取り締まることを決定した。これら中国が抱える社会の不安定要素は、中国共産党の指導基盤の安定にも影響を与えるおそれがある。


習近平指導部は、反腐敗キャンペーンを推進しており、26年中には、人民解放軍の制服組トップの中央軍事委員会副主席を務めた徐才厚（じょさいこう）胡錦濤（こきんとう）政権下で最高指導部の一人であった周永康（しゅうえいこう）前政治局常務委員が、巨額の収賄や職権乱用等の疑いで摘発された。また、同年12月、習近平指導部は、胡錦濤前国家主席の側近とみられていた令計画（れいけいかく）党統一戦線工作部長を重大な規律違反の疑いで調査していると発表した。


中国共産党は、同年10月に開催された中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議（四中全会）において、「法に基づく国家統治」の目標を「中国の特色ある社会主義法治システムの建設」と定めた上で、「党の指導が社会主義法治の最も本質的な特徴で根本的な要求」として、中国の独自の法治の在り方を目指す姿勢を示した。

　
[image: 四中全会における習近平指導部（共同通信社）]

四中全会における習近平指導部（共同通信社）


また、香港では、中国政府が29年の香港行政長官選挙の立候補者から事実上民主派を排除する改革案を発表したところ、これに反発した民主派の学生団体等が大規模な抗議活動を行い香港政府庁舎前等を占拠するなどした。


対外的には、中国は急進する経済力及び軍事力を背景に積極的な外交活動を行っており世界各国において存在感を増している。また、同年5月には、南シナ海で中国船とベトナム船が衝突したほか、同月及び6月には、東シナ海の公海上空を飛行していた我が国の自衛隊機に対して、中国軍戦闘機が異常接近したことが明らかになるなど、中国は、独自の主張に基づく海洋進出の動きを強め、武力を背景とした現状変更の試みを繰り返している。


軍事面では、同年3月、中国は、同年の予算案における国防費が8,082億3,000万元（前年度比12.2％増加）になると発表した。同国の国防費は、元年以降、世界同時不況が影響した22年を除き、過去20年余り10％以上の増加を続けており、同国は軍事力の増強を図っている。

②　我が国との関係をめぐる動向


24年9月、日本政府が尖閣諸島の一部の島について所有権を取得して以降、尖閣諸島周辺海域で中国公船の出現が常態化するとともに、我が国の領海に侵入する事案が度々発生し、緊迫した事態が続いている。警察では、尖閣諸島周辺海域において、関係機関と連携しつつ、情勢に応じて部隊を編成するなどして、不測の事態に備えている。

　
[image: 中国海警局の船（手前）と海上保安庁の巡視船（共同）]

中国海警局の船（手前）と海上保安庁の巡視船（共同）


また、中国においては、第二次世界大戦後70周年となる27年に、終戦70周年記念行事の開催を国際社会に呼び掛けるなどの動向がみられた。その一方で、中国は元政府高官を訪日させたり、我が国の閣僚や政府関係者等の訪中を受け入れたりしたほか、26年11月、中国・北京で開催されたAPEC首脳会議の際に約2年半ぶりとなる日中首脳会談が行われるなど、日中関係の改善に向けた動向もみられた。

③　我が国における諸工作等


中国は、諸外国において多様な情報収集活動等を行っていることが明らかになっており、我が国においても、先端技術保有企業、防衛関連企業、研究機関等に研究者、技術者、留学生等を派遣するなどして、巧妙かつ多様な手段で各種情報収集活動を行っているほか、政財官学等、各界関係者に対して積極的に働き掛けを行うなどの対日諸工作を行っているものとみられる。警察では、我が国の国益が損なわれることがないよう、こうした工作に関する情報収集・分析に努めるとともに、違法行為に対して厳正な取締りを行うこととしている。

（3）ロシアの動向


ウクライナにおいて、平成25年11月から続いていた反政府運動が激化し、26年2月にヤヌコーヴィチ政権が事実上崩壊すると、ロシアは、同年3月、ウクライナのクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市を併合した。その後もロシアは、ウクライナ東部において政府軍と戦闘を続ける親ロシア派武装勢力を支援するなど、ウクライナの主権及び領土の一体性を侵害する動きを継続させたことから、欧米諸国との間で相互に経済制裁を行うなど対立が深まった。


日露関係については、同年2月、ソチ・オリンピック開会式出席のためにロシアを訪問した安倍首相が、プーチン大統領と首脳会談を行った。その後、ウクライナ情勢を受けて、我が国がウクライナの主権と領土の一体性の侵害に関与したと判断される23名の査証発給を停止するなど数次にわたって制裁を発動したところ、同年8月には、ロシアが特定の日本人を対象としたロシアへの入国制限を発表した。このような状況の中でも、両首脳間では、同年9月及び10月に相互の誕生日を捉えて電話会談が行われたほか、同年10月のアジア欧州会合（ASEM）首脳会合、同年11月のAPEC首脳会議の際に会談が行われるなど、日露間の対話は継続している。


また、ロシア情報機関は、世界各地において依然として活発に活動しているところ、我が国においても、活発に情報収集活動を行っており、警察では、ソ連崩壊以降、これまでに8件の違法行為を摘発している。警察としては、ロシアの違法な情報収集活動により我が国の国益が損なわれることのないよう、今後も厳正な取締りを行うこととしている。











2　大量破壊兵器関連物資等の不正輸出等の取締り

（1）大量破壊兵器関連物資等の不拡散についての国際的な取組


平成21年にオバマ・米国大統領の提唱で開始された核セキュリティサミットの第3回会合が、26年3月にオランダ・ハーグで開催され、核兵器に転用可能なプルトニウムと高濃縮ウランの保有量を最小限にすることなどを盛り込んだ共同声明（ハーグ・コミュニケ）が採択された。


警察では、大量破壊兵器関連物資等の拡散が国際社会における安全保障上の重大な脅威となっている情勢を踏まえ、これまでに、我が国や各国が主催したPSI（注）阻止訓練に都道府県警察のNBC対応専門部隊等を派遣しており、26年8月には、米国が主催した訓練「Fortune
Guard 14」に参加するなど、国際的な取組にも積極的に参加している。

注：Proliferation Security
Initiative（拡散に対する安全保障構想）の略。国際社会の平和と安定に対する脅威である大量破壊兵器関連物資等の拡散を阻止するために、国際法及び各国国内法の範囲内で、参加国が共同してとり得る移転及び輸送の阻止のための措置を検討・実践する取組のことで、104か国（平成26年12月末日現在）がPSIの基本原則や目的に対する支持を表明している。

　
[image: 我が国主催のPSI訓練におけるNBC対応専門部隊（北海道）]

我が国主催のPSI訓練におけるNBC対応専門部隊（北海道）

（2）高度先端技術等の流出防止


我が国の高度先端技術とそれにより生産される製品の中には、使用方法によっては軍事用途に転用可能なものも多く含まれる。警察では、産学官の連携等による高度先端技術等の流出防止に向けた取組を行っているほか、平成26年12月までに、大量破壊兵器関連物資等の不正輸出事件を30件検挙しており、過去には、軍用の化学兵器の製造に用いられるおそれがあるとして輸出が規制されているマグネットポンプや、核開発に不可欠な遠心分離機の部品にも使用されるおそれのある炭素繊維の不正輸出事件等を検挙している。これらの事件においては、第三国を経由した迂回輸出の実態や摘発逃れを目的とした輸出名義人の偽装が確認されるなど、犯罪の手口が悪質・巧妙化しており、警察では、国内外の関係機関との緊密な連携等を通じて、違法行為に対する取締りを更に徹底することとしている。

（3）対北朝鮮措置に関係する違法行為の取締り


我が国は、北朝鮮によるミサイル発射及び核実験を受けて、国際連合安全保障理事会決議に基づく措置（武器等の輸出入の禁止、人的往来の禁止等）のほか、我が国独自の措置（北朝鮮籍船舶の入港禁止措置（人道目的のものを除く。）、北朝鮮との間の全ての品目の輸出入禁止等）を実施している。警察では、対北朝鮮措置の実効性を確保するため、対北朝鮮措置に関係する違法行為に対し、徹底した取締りを行うこととしており、平成27年4月までに、34件検挙している。


事例


貿易会社役員（47）らは、21年6月18日から北朝鮮を仕向地とした全ての貨物の輸出禁止措置がとられていたにもかかわらず、25年6月、卓球用品等（輸出申告価格約258万円）を、経済産業大臣の承認を受けないで、香港を経由して北朝鮮に輸出した。26年8月、同役員らを外為法違反（無承認輸出）等で逮捕した（大阪）。













第3節　公安情勢と諸対策

1　オウム真理教の動向と対策

（1）オウム真理教の動向


オウム真理教（以下「教団」という。）は、麻原彰晃こと松本智津夫への絶対的帰依を強調する主流派（「Aleph（アレフ）」）と松本の影響力がないかのように装う上祐派（「ひかりの輪」）を中心に活動している。


主流派は、依然として松本を「尊師」と尊称し、同人の「生誕祭」を開催しているほか、肖像写真を拠点施設の祭壇に飾るなど、同人への絶対的帰依を強調する「原点回帰」路線を徹底させている。


一方、上祐派は、同派のウェブサイトに旧教団時代の反省・総括の概要を掲載して、「松本からの脱却」を強調するなど、松本の影響力がないかのように装って活動しているほか、著名人との対談やマスコミ取材を積極的に受け入れるなどし、「開かれた教団」のアピールに努めている。しかし、その実態は依然として、松本及び同人の説く教団の教義を基盤としているものと認められる。同派は、今後も団体規制法（注）に基づく観察処分の適用回避に全力を挙げるとみられる。


なお、平成27年1月、公安審査委員会は、教団に対し、現在も無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があるなどとして、団体規制法に基づき、公安調査庁長官の観察に付する処分の期間を3年間（30年1月末まで）更新する決定を行った。

注：無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

　
図表5-8　オウム真理教の拠点施設等（平成26年12月31日現在）
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（2）オウム真理教対策の推進


警察は、無差別大量殺人行為を再び起こさせないため、引き続き、関係機関と連携して教団の実態解明に努めるとともに、組織的違法行為に対する厳正な取締りを推進しており、平成26年8月、観光庁長官等の登録を受けずに旅行業を営んだとして、旅行業法違反（無登録営業）で上祐派の拠点施設に対する捜索を実施した（警視庁）。


また、地域住民の平穏な生活を守るため、教団施設周辺の地域住民や関係する地方公共団体からの要望を踏まえるなどして、教団施設周辺におけるパトロール等の警戒警備活動を行っているほか、地下鉄サリン事件等教団による一連の凶悪事件に対する記憶の風化を防止するとともに、教団の現状について適切な理解を得るため、各種機会を通じ、教団の現状について広報活動を行っている。さらに、教団の組織的違法行為に対する検挙や警戒活動等の教団に対する警察の取組について、住民や地方公共団体等に対して積極的に情報を発信している。

　
[image: 教団施設周辺における警戒警備活動状況]

教団施設周辺における警戒警備活動状況











2　極左暴力集団の動向と対策

（1）極左暴力集団の動向


暴力革命による共産主義社会の実現を目指している極左暴力集団は、平成26年中も、組織の維持・拡大をもくろみ、暴力性・党派性を隠して大衆運動や労働運動に取り組んだ。

　
[image: 極左暴力集団による「11.2全国労働者総決起集会」（11月、東京）]

極左暴力集団による「11.2全国労働者総決起集会」（11月、東京）


革マル派（注1）は、同年6月、同派結成50周年を記念し、50年間の活動を取りまとめた書籍の第1巻を刊行した。また、安倍政権が進める諸施策に反対し「政権打倒」等と主張した独自の取組を行うとともに、反戦・反基地、反原発等を訴える集会やデモ等に参加し、同調者の獲得を図った。一方、革マル派が相当浸透しているとみられる全日本鉄道労働組合総連合会（JR総連）及び東日本旅客鉄道労働組合（JR東労組）は、JR東労組の組合員らによる組合脱退及び退職強要事件（注2）に関連する全ての裁判が終結した後も、引き続き、同事件を「国策弾圧」、「えん罪」と主張し続けた。


中核派（党中央）（注3）は、同年10月、同派結成50周年を記念し、50年間の活動を取りまとめた書籍の下巻を刊行した。また、労働運動を通じて組織拡大を図る「階級的労働運動路線」を堅持した。このほか、「すべての原発いますぐなくそう！全国会議」（な全）は、全国各地で集会、デモ等に取り組んで同調者の獲得を図った。一方、19年11月に党中央と分裂した関西地方委員会（関西反中央派）は、反戦・反基地、反原発等を訴える集会やデモ等に参加し、同調者の獲得を図った。


革労協主流派（注4）は、成田闘争を重点に取り組んだ。一方、反主流派（注5）は、反戦・反基地闘争に取り組み、26年10月には、普天間飛行場の名護市辺野古移設工事の関連会社に向けて飛翔弾を発射する事件を引き起こした。

注1：正式名称を日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派という。

注2：13年1月21日から同年6月30日頃にかけて、JR東労組の組合員である被疑者7人が、東日本旅客鉄道株式会社（以下「JR東日本」という。）大宮支社浦和電車区事務所等において、他の労働組合の組合員と行動を共にするなどしたJR東労組の組合員を集団で脅迫し、同組合から脱退させ、さらに、JR東日本から退職させた強要事件。なお、本件については、24年2月6日、最高裁が上告棄却を決定し、被告人7人の有罪が確定した。


注3：正式名称を革命的共産主義者同盟全国委員会という。

注4：正式名称を革命的労働者協会（社会党社青同解放派）という。

注5：正式名称を革命的労働者協会（解放派）という。

（2）極左暴力集団対策の推進


警察では、極左暴力集団に対する事件捜査及び非公然アジト発見に向けたマンション、アパート等に対するローラーを推進するとともに、これらの活動に対する理解と協力を得るため、ポスター等の各種広報媒体を活用した広報活動を推進している。

　
[image: 捜査への協力を呼び掛ける広報用ポスター]

捜査への協力を呼び掛ける広報用ポスター


また、平成26年11月に都内で行われたデモに際し、機動隊員に暴行を加えた中核派系全学連活動家4人を公務執行妨害罪で逮捕するとともに、関係箇所を捜索するなど、26年中には極左暴力集団の活動家ら15人を検挙した。











3　右翼等の動向と対策

（1）右翼の動向

①　批判活動の展開


右翼は、平成26年中、領土問題、歴史認識問題のほか、朝日新聞による慰安婦報道の検証記事の掲載等を捉え、これに抗議する街頭宣伝活動等に取り組んだ。

　
[image: 右翼の街頭宣伝活動（2月、島根）]

右翼の街頭宣伝活動（2月、島根）


中国をめぐっては、同年5月及び6月、中国軍機が東シナ海の公海上空で我が国の自衛隊機に異常接近したことや、中国漁船による小笠原諸島沖でのさんごの密漁問題を捉えた活動を行った。北朝鮮をめぐっては、拉致問題を捉えた活動を、韓国をめぐっては、同年6月、韓国海軍が竹島沖の日本領海を含む海域で射撃訓練を実施したことや歴史認識をめぐる問題を捉えた活動を、ロシアをめぐっては、北方領土問題等を捉えた活動をそれぞれ行い、関係国、日本政府等を批判した。

右翼が上記の街頭宣伝活動等に動員した団体数、人数及び街頭宣伝車数は、図表5-9のとおりである。

　
図表5-9　右翼による街頭宣伝活動等に伴う動員数（平成26年）
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②　右翼関係事件の状況


26年中、「テロ、ゲリラ」事件の発生はなかったものの、河野洋平元衆議院議長宅前において、抗議文を所持した右翼活動家の男が、ナイフで自らの手首を切りつける事案が発生し、銃刀法違反（所持）で同人を現行犯逮捕した。

近年の右翼による違法行為の検挙状況の推移は、図表5-10のとおりである。

　
図表5-10　右翼関係事件の検挙状況の推移（平成22～26年）
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このうち、右翼運動に伴う事件（注）の検挙状況、右翼による恐喝事件や詐欺事件等の資金獲得を目的とした事件の検挙状況並びに右翼及びその周辺者からの銃器押収状況は図表5-11のとおりである。

注：右翼が街頭宣伝活動、抗議活動等を行う過程で引き起こした事件

　
図表5-11　右翼運動に伴う事件の検挙状況等（平成26年）

[image: 図表5-11　右翼運動に伴う事件の検挙状況等（平成26年）]

（2）右翼対策の推進

①　テロ等重大事件の未然防止に向けた違法行為の検挙


警察では、右翼によるテロ等重大事件の未然防止を図るため、銃器犯罪や資金獲得を目的とした犯罪を中心に、様々な法令を適用して違法行為の徹底検挙に努めている。

　
[image: 街頭宣伝活動に対する取締り状況]

街頭宣伝活動に対する取締り状況


事例


政治団体代表（63）らは、資金獲得目的で、被疑者が代表を務める土木業者が、福島第一原発事故後も営業を続けていたにもかかわらず、同事故により休業を余儀なくされた旨の虚偽の内容が記載された賠償金の請求書等を電力会社に提出し、営業損害賠償金を詐取した。平成26年7月末までに、関係事件を含め同代表ら7人を詐欺罪等で逮捕した（大阪、宮城、福島）。



②　街頭宣伝車対策の推進


警察では、右翼が街頭宣伝車を用いて行う活動のうち、国民の平穏な生活に影響を及ぼす悪質なものについては、様々な法令を適用して徹底した取締りに努めている。

　
図表5-12　街頭宣伝活動に対する取締り状況（平成26年）

[image: 図表5-12　街頭宣伝活動に対する取締り状況（平成26年）]

（3）右派系市民グループ

①　右派系市民グループをめぐる情勢


平成26年中、在特会（注）を始め、極端な民族主義・排外主義的主張に基づき活動する右派系市民グループは、韓国や北朝鮮との問題等を捉えたデモや街頭宣伝活動等に各地で取り組み、全国におけるデモは約120件に及んだ。

注：在日特権を許さない市民の会

　
[image: 右派系市民グループのデモ（11月、東京）]

右派系市民グループのデモ（11月、東京）


また、右派系市民グループの活動に対して抗議する勢力（以下「反対勢力」という。）が、一部の参加者による過激な言動について、「ヘイトスピーチ」であると批判するなどして、抗議行動に取り組んだ。


右派系市民グループは、同年7月の舛添東京都知事の韓国への訪問や同知事のその後の発言を捉えた抗議行動にも活発に取り組んでおり、特に、同年8月、都庁前で行われた右派系市民グループ主催の街頭宣伝活動には数百人が参加した。また、朝日新聞による慰安婦報道の検証記事の掲載等を捉え、各地でデモや街頭宣伝活動等の抗議行動に取り組んだ。


右派系市民グループは、引き続き、内外の諸問題に敏感に反応し、デモや街頭宣伝活動等により自らの主張を訴えるものとみられ、その過程で、反対勢力とのトラブルに起因する、違法行為の発生が懸念される。

②　違法行為の未然防止と取締り


警察は、右派系市民グループと反対勢力とのトラブルに起因する違法行為の未然防止の観点から、厳正公平な立場で必要な警備措置を講じている。


26年中は、同年5月、埼玉県で行われたデモの前に在特会の会員と反対勢力の男がもみ合いとなり、双方を暴行罪で逮捕した。また、同年8月に都内の路上において在特会の会員らが反対勢力に対して暴行を加えたとして、同年10月、同会員ら5人を傷害罪で逮捕した。

警察は、引き続き、違法行為を認知した際には、法と証拠に基づき厳正に対処することとしている。











4　日本共産党等の動向

（1）日本共産党の動向

①　第26回党大会を開催


平成26年1月に開催された日本共産党第26回大会では、志位和夫委員長が再任されたほか、市田忠義書記局長が副委員長に選出されたことにより、その後任として山下芳生書記局長代行が書記局長に選出され、12年11月の第22回党大会から13年間続いた志位委員長と市田書記局長による体制は、志位委員長と山下書記局長による新体制に移行した。新中央委員会の体制は、中央委員153人、准中央委員45人の合計198人となった。また、同年1月1日現在の党員数は約30万5,000人、「しんぶん赤旗」購読者は124万1,000人であることを公表した。

②　第47回衆議院議員総選挙の結果


日本共産党は、26年12月の第47回衆議院議員総選挙で、「比例代表選挙で650万票以上の得票、得票率10％以上」、「すべての比例ブロックで議席獲得・議席増をかちとり、小選挙区でも議席を獲得」を目標に掲げ、沖縄2、3、4区を除く小選挙区に292人、比例代表に42人（小選挙区との重複19人）の公認候補者を擁立した。その結果、比例代表で20議席、小選挙区で1議席を獲得し、改選前の8議席から13議席増の21議席となった。


日本共産党は、同選挙について、「安倍政権の暴走ストップ、日本の政治の五つの転換」を訴え、政権と正面から対決する姿勢を打ち出したことが国民に評価され、本格的な「自共対決」の時代を切り開きつつあるとの認識を示した上で、「全体として、総選挙の結果は、画期的な躍進といえるものになった」などと総括した。

　
図表5-13　衆議院議員総選挙における日本共産党の獲得議席の推移

[image: 図表5-13　衆議院議員総選挙における日本共産党の獲得議席の推移]

（2）日本民主青年同盟の動向


日本民主青年同盟は、平成26年11月、東京都内で第38回全国大会を開催し、25年11月の第37回全国大会後の1年間で1,100人の同盟員を迎え、750人の機関紙読者を増やしたことを明らかにした。


第38回全国大会には、日本共産党から山下書記局長が出席して挨拶し、第47回衆議院議員総選挙について、「青年のたたかいが安倍政権を追い込んだ結果。総選挙はまさに青年の手でつかみとったものであり、この絶好のチャンスを生かしていこう」などと呼び掛けた。











5　大衆運動の動向

（1）原子力政策をめぐる動向


原子力発電所の再稼動等を捉え、全国各地で反対集会、デモ等が行われた。毎週金曜日の首相官邸前における抗議行動と同抗議行動に連帯する取組が各地で継続されたほか、都内では、「NO
NUKES
DAY」と題して、反対集会、デモ及び国会議事堂周辺での抗議行動が行われた（平成26年3月9日延べ3万2,000人、同年6月28日5,500人（いずれも主催者発表））。

　
[image: NO NUKES DAY（3月、東京）（共同通信社）]

NO NUKES DAY（3月、東京）（共同通信社）

（2）集団的自衛権をめぐる動向及び反戦・反基地運動


集団的自衛権をめぐり、平成26年4月上旬から全国各地で反対集会、デモ等が行われた。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」が閣議決定された当日及びその前日（同年6月30日及び7月1日）には、首相官邸前に各日1万人超（いずれも主催者発表）が集まり抗議行動を行った。


また、反戦・反基地運動では、沖縄県の普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、海底ボーリング調査の中止等を訴え、移設先のキャンプ・シュワブゲート前等で抗議行動が行われた。

　
[image: キャンプ・シュワブゲート前集会（8月、沖縄）（共同通信社）]

キャンプ・シュワブゲート前集会（8月、沖縄）（共同通信社）

（3）国際会議等を捉えた反グローバリズム等の社会運動


平成26年6月開催のG7ブリュッセル・サミット（ベルギー）では、G7に反対する活動家ら約130人がデモを行った。同年9月にニューヨークで開催された国連気候サミットでは、反資本主義を掲げる活動家ら約1,000人がウォール街での座込み等を行い、約100人が逮捕された。

　
[image: 米国・ウォール街での抗議（9月）（時事）]

米国・ウォール街での抗議（9月）（時事）

（4）我が国の捕鯨を取り巻く国内外の動向

過激な環境保護団体「シー・シェパード（Sea
Shepherd）」は、我が国の南極海調査捕鯨に対し、抗議船による捕鯨船等への体当たり等過激な妨害活動を行った。また、和歌山県太地町でのイルカ漁に対して、活動家多数を同町に派遣し、漁の中止を訴えて抗議活動を行った。

警察では、警戒活動を推進し、法務省入国管理局等関係機関と連携して水際対策を強化している。

なお、平成26年中、シー・シェパード関係者11人が上陸を拒否された。

　
[image: 調査捕鯨に対するシー・シェパードによる抗議（提供：（一財）日本鯨類研究所）]

調査捕鯨に対するシー・シェパードによる抗議（提供：（一財）日本鯨類研究所）

（5）雇用問題を捉えた運動


全国労働組合総連合（全労連）は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の改正反対や最低賃金の引上げを求める運動等に取り組んだほか、平成26年5月の第85回中央メーデーで「すべての労働者の大幅賃上げ」、「安倍「暴走政治」ストップ」等のスローガンを掲げて集会及びデモを行った。











第4節　災害等への対処と警備実施

1　自然災害等への対処

（1）自然災害の発生状況と警察活動


平成26年中は、地震、大雨、台風、強風及び高潮により、死者・行方不明者166人、負傷者621人等の被害が発生した。22年から26年にかけての自然災害による主な被害状況は、図表5-14のとおりである。

　
図表5-14　自然災害による主な被害状況の推移（平成22～26年）
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26年中は、23個の台風が発生し、うち4個が日本に上陸した。同年7月30日から同年8月26日にかけて、台風及び前線の影響により各地で雷を伴う大雨が観測された（「平成26年8月豪雨」）。また、同年9月には御嶽山が噴火し、同年11月には長野県北部を震源とする地震が発生した。これらの自然災害により、死者157人、行方不明者9人等の被害が発生した。

①　広島市における土砂災害


同年8月19日夜から同月20日明け方にかけて、広島市を中心に猛烈な雨が降り、この影響で発生した大規模な土砂災害によって、広島県で死者74人、負傷者44人の被害が発生した。


広島県警察では、19都府県警察から、広域緊急援助隊、緊急災害警備隊等延べ約9,200人の派遣を受け、倒壊した家屋や岩石、流木等が堆積する中、被害情報の収集、被災者の救出救助、重機や警察犬等を活用した行方不明者の捜索等を実施した。

　
[image: 行方不明者の捜索活動（広島県）]

行方不明者の捜索活動（広島県）

②　御嶽山の噴火


同年9月27日午前11時52分頃、長野県と岐阜県にまたがる御嶽山が噴火した。この噴火により、死者57人、行方不明者6人、負傷者69人の被害が発生した。


長野県警察及び岐阜県警察では、10都県警察から、機動隊、山岳救助隊等延べ約1,300人の派遣を受け、火山灰が堆積し、火山性ガス等が発生する中、山頂付近において、被害情報の収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索等を実施した。

　
[image: 御嶽山山頂付近での救出救助活動（長野県）]

御嶽山山頂付近での救出救助活動（長野県）

③　長野県北部を震源とする地震


同年11月22日午後10時8分頃、長野県北部を震源とするマグニチュード6.7の地震が発生し、長野市等で震度6弱を記録した。この地震により、負傷者46人の被害が発生した。長野県警察では、6都県警察から、広域緊急援助隊等延べ約230人の派遣を受け、被害情報の収集、被災者の救出救助、住民の避難誘導、安否確認等を実施した。

　
[image: 住民の安否確認活動（長野県）]

住民の安否確認活動（長野県）

（2）東日本大震災への対応（注）

東日本大震災による被害は、死者15,891人、行方不明者2,579人等に上っている。


これまでに、岩手県警察、宮城県警察及び福島県警察（以下「被災3県警察」という。）に対し、全国から延べ約127万人の警察職員を派遣するとともに、全国警察からの特別出向等により警察官を緊急増員するなど、全国警察が一丸となって、警察活動を強力に推進している。


現在も、被災3県警察においては、福島県警察に対する応援派遣部隊約170人を含む、約4,020人体制で、仮設住宅の防犯活動、行方不明者の捜索活動、避難指示区域等における警戒警ら等を継続して推進している。

注：数値はいずれも平成27年4月10日現在のもの

　
[image: 行方不明者の捜索状況（福島県）]

行方不明者の捜索状況（福島県）

（3）大規模災害への備え

①　危機管理体制の再構築


警察では、東日本大震災における反省・教訓を踏まえ、災害に係る危機管理体制を再構築するため、組織横断的な取組を行っている。


各都道府県警察においては、災害対処能力の向上や初動態勢の確立のための取組を計画的に進めているほか、南海トラフ地震、首都直下地震等の被害想定や局地的な豪雨による土砂災害等最近における災害の特徴を踏まえつつ、各都道府県の地理的特性に応じた災害対策を推進している。


また、災害対処能力の向上を図るため、初動対処や救出救助訓練、都道府県警察間での合同訓練等を実施しているほか、各種装備資機材の整備を進めている。

　
[image: 広域緊急援助隊合同訓練（岩手県）]

広域緊急援助隊合同訓練（岩手県）

②　今後の災害対策の見直し


警察では、今後発生が懸念される南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害における措置について、政府における各種計画の策定・見直し等を踏まえ、引き続き、部隊派遣計画等の具体的な検討を進めている。











2　警備実施

（1）警衛・警護警備

①　警衛警備


警察では、皇室と国民との親和に配意した警衛警備を実施し、御身辺の安全確保と歓送迎者の雑踏事故防止を図っている。

　
[image: 神宮御参拝に伴う警衛（3月、三重）]

神宮御参拝に伴う警衛（3月、三重）


平成26年中の国内での主な行幸啓は図表5-15、行啓は図表5-16のとおりである。海外へは、同年12月に皇后陛下がベルギー元国王妃葬儀御参列のためベルギーを御旅行になるなど、皇族方が合計10回御訪問等になった。

　
図表5-15　主な行幸啓（平成26年）

[image: 図表5-15　主な行幸啓（平成26年）]

　
図表5-16　主な行啓（平成26年）

[image: 図表5-16　主な行啓（平成26年）]

②　警護警備


警察では、テロ等違法事案の発生が懸念される厳しい警護情勢の下、的確な警護警備に向けた取組を推進して要人の身辺の安全を確保している。

　
[image: 米国・オバマ大統領来日に伴う警護警備（4月）]

米国・オバマ大統領来日に伴う警護警備（4月）


26年中の首相の海外訪問は図表5-17、主な外国要人の来日は図表5-18のとおりである。


また、同年12月に施行された第47回衆議院議員総選挙では、多数の警護対象者が全国的に遊説活動を行った。

　
図表5-17　首相の主な海外訪問（平成26年）

[image: 図表5-17　首相の主な海外訪問（平成26年）]

　
図表5-18　主な外国要人の来日（平成26年）

[image: 図表5-18　主な外国要人の来日（平成26年）]

（2）機動隊の活動

①　機動隊の種類と機能


都道府県警察には、集団警備力によって有事即応体制を保持する常設部隊として機動隊が設置されているほか、管区機動隊、第二機動隊等が設置されており、また、各種警察事案に対応できるよう機能別部隊が編成されている。

　
図表5-19　機動隊の概要

[image: 図表5-19　機動隊の概要]

②　機動隊の任務と活動


機動隊は、危機管理のための集団警備力の中核として、各種の警備に当たっている。また、機能別部隊は、その専門能力をいかした人命救助活動や捜査活動等に従事している。

　
図表5-20　機動隊の活動

[image: 図表5-20　機動隊の活動]


コラム　小型無人機等対策の推進


平成27年4月、内閣総理大臣官邸の屋上に男が小型無人機（いわゆるドローン）を落下させた事案が発生した。この事案等を踏まえ、警察では、国の重要施設等における警戒警備を徹底するとともに、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止するための対策に万全を期すこととしている。




コラム　東京マラソンにおける「ランニングポリス」の導入


警視庁は、平成27年2月に開催された「東京マラソン2015」の警備に際し、新たな警備手法として複数組の警察官がリレー方式でコースを走りながら警戒を実施する「ランニングポリス」を導入した。


コース上における警戒に加え、コースを走る警察官が小型カメラで撮影・送信したコース及び沿道の状況の映像を警備本部における指揮に活用することにより、大会警備に大きな成果を上げた。

　
[image: 「ランニングポリス」による警戒]

「ランニングポリス」による警戒



（3）雑踏警備


祭礼等の行事に際して多数の人が集まることにより事故が発生するおそれがある場合には、雑踏事故の未然防止を図るため、警察ではあらかじめ行事の主催者や施設の管理者に対して必要な安全対策をとるよう要請しているほか、警察部隊の投入が必要と判断される場合には、所要の雑踏警備を行っている。


また、平成13年7月に兵庫県明石市で発生した雑踏事故の教訓を踏まえ、雑踏事故対策に当たり遵守すべき基本的事項の再徹底や雑踏事故防止のための体制の確立に努めている。災害等への対処と警備実施

　
図表5-21　雑踏警備に従事した警察官数の推移（平成22～26年）

[image: 図表5-21　雑踏警備に従事した警察官数の推移（平成22～26年）]











警察活動の最前線




今自分たちにできること



広島県警察本部警備部警備課（現　広島県警察本部刑事部捜査第四課）

菅　恭臣（すが　やすおみ）警部補

　
[image: メイプル君]

メイプル君




平成26年8月20日未明、広島市北部を土砂災害が襲いました。広域緊急援助隊の指揮班長として現場に急行した私は、想像を絶する大量の土砂、無残に潰された家屋、付近を彷徨う被災者を目にして、一瞬、言葉を失いかけました。


しかしすぐに私は、「今こそ警察の底力を見せるときだ、今の自分たちにできることをやろう」と自分を奮い立たせ、隊員たちにも同じ言葉をかけました。隊員たちは、降り続く雨が活動を妨げ、猛暑が容赦なく体力を奪っていく中、全身泥まみれになりながら、疲れも眠気も忘れ、思いを一つにして全力で救出救助活動に当たりました。また、全国警察からの派遣部隊を始め、消防、自衛隊の方々等とも連携し、一丸となって昼夜を問わず活動を続けました。


発生から1か月近くが経った頃、遂に最後の行方不明者を発見することができました。気付くと私たちは涙を流し、誰からともなく黙祷を捧げ、ご冥福をお祈りしていました。


このような過酷な環境の中でも、隊員が心を一つにして任務を完遂できたことを誇りに思っています。これからも、広域緊急援助隊が築き上げてきた伝統と技術を継承しながら、今自分たちにできること、その職務に全力を尽くす覚悟です。

　
[image: 中央で図を指差しているのが本人]

中央で図を指差しているのが本人






御嶽山噴火災害警備を経験して



長野県警察本部警備部機動隊

小口　博也（おぐち　ひろや）警部補

　
[image: ライポくん]

ライポくん




私が機動隊の機動救助隊長に任命され、約半年が経過した平成26年9月、戦後最悪の火山災害となった御嶽山噴火が発災し、直ちに私たち機動救助隊にも出動命令が下されました。


現場は、標高3,000メートルを超える急峻な山岳地帯であるばかりか、その山肌は火山灰を含んだ厚い泥に覆われていた上、再噴火のおそれと硫化水素等の有毒ガスの発生、さらには降雨に見舞われるなど、これまで経験したことがない過酷な条件下での捜索・救助活動となりました。私は指揮官として、一刻も早く全ての行方不明者を発見・救助しなければならないという重い責任を背負いながら、これまで厳しい訓練を共にしてきた隊員と、懸命に捜索活動に当たりました。


連日続く捜索により、隊員の気力、体力は限界に達していましたが、そのような状況の中で私たちを支えてくれたのは、毎日山を見上げ、手を合わせて行方不明者の無事を祈る家族の方々の姿と、警察官としての誇りと使命感でした。


冬の早い訪れとともに捜索活動は一時中断となっていましたが、捜索再開に向け現在、部隊員とともに訓練を重ねています。捜索が再開となった時には、いまだ行方不明となっている方々を必ずや発見し、この任務を完遂する覚悟です。

　
[image: 写真中央が本人]

写真中央が本人





注：掲載されているキャラクターは、都道府県警察のマスコットキャラクターです。











第6章　警察活動の支え

第1節　警察活動の基盤

1　警察の体制

（1）定員


平成27年度の警察職員の定員は総数29万4,669人（注）であり、このうち7,741人が警察庁の定員、28万6,928人が都道府県警察の定員である。


注：27年度地方警察官増員に伴う警察法施行令の一部を改正する政令が施行された。27年4月10日現在、岩手県及び福島県において、27年度地方警察官増員に伴う県警察職員の定員を定める条例が改正されていない。

　
図表6-1　警察職員の定員（平成27年度）

[image: 図表6-1　警察職員の定員（平成27年度）]

（2）警察力強化のための取組


地方警察官については、平成13年度から25年度までの間に合計2万8,811人の増員を行ってきた（注）。刑法犯認知件数が15年以降12年連続して減少するなど、地方警察官の増員は、他の施策と併せ、犯罪の増勢に歯止めを掛け、治安の回復に効果をもたらしていると考えられる。


しかし、我が国の治安は、刑法犯認知件数等の指標が改善する一方で、ストーカー事案・配偶者からの暴力事案や特殊詐欺を始めとする女性や高齢者が被害者となる犯罪が多発するなど、依然として厳しい情勢にある。また、我が国を取り巻く国際情勢への的確な対応を図るとともに、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けて、警察の事態対処能力を強化することが必要となっており、引き続き、あらゆる角度から警察力の強化に努める必要がある。そのため、警察では、大量退職期が到来していることを踏まえつつ、次のような警察力強化のための取組を強力に推進し、厳しい治安情勢に的確に対応することとしている。


注：東日本大震災に伴う、岩手県、宮城県及び福島県警察に対する750人の増員（23年度）を含む。

　
図表6-2　地方警察官の退職者数の推移（平成12～26年度）

[image: 図表6-2　地方警察官の退職者数の推移（平成12～26年度）]

　
図表6-3　警察官採用試験実施状況（平成17～26年度）

[image: 図表6-3　警察官採用試験実施状況（平成17～26年度）]

①　地方警察官の増員


人身安全関連事案対策（注）の強化、特殊詐欺対策の強化及び我が国を取り巻く国際情勢の変化に対応するための事案対処能力の強化を図るため、27年度には地方警察官1,020人の増員を行った。

注：98頁参照

②　退職警察職員の積極的活用


交番相談員、捜査技能伝承官等の非常勤職員を拡充し、また、再任用制度を積極的に活用することで、即戦力たる退職警察職員により現場執行力を補完するとともに、経験豊富な警察職員の優れた技能を若手警察職員に伝承している。

③　優秀な人材確保のための採用募集活動の強化


警察庁では、警察官という職業の魅力をアピールするため、合同企業説明会への参加、警察庁ウェブサイトや民間の就職サイトを通じた情報提供等を行い、都道府県警察の採用募集活動を支援している。

（3）女性警察官の採用・登用の拡大


警察では、女性警察官の採用に積極的に取り組んでいる。毎年度1,000人を超える女性警察官を採用し、女性警察官数は年々増加している。平成26年度には約1,663人（新規採用者総数に占める比率は15.2％）の女性警察官が採用された。


女性警察官の幹部への登用も進んでおり、都道府県警察で採用され、警部以上の階級にある女性警察官は、27年4月1日現在、349人で、警察署長や警察署の刑事課長等にも登用されている。


女性が被害者となる性犯罪や配偶者からの暴力事案等の捜査、被害者支援等、女性警察官の能力や特性をいかした分野のほか、暴力団対策、警衛・警護等の分野でも活躍するなど、女性警察官の職域は全ての分野に拡大している。


また、都道府県警察では、25年5月に「警察における女性の視点を一層反映した対策の推進に関する検討会」から受けた提言を踏まえ、女性の声を積極的にくみ上げる推進体制を構築し、女性用仮眠施設の整備や装備資機材の改良、仕事と育児の両立を支援する制度の整備・拡充等の女性が活躍できる環境の整備に向けた様々な取組を推進している。


さらに、警察庁においても、様々な背景を持つ多様な人材が能力を発揮することにより、警察組織を質的に強化するため、26年12月に「警察庁における女性職員の活躍と全職員のワークライフバランス推進のための取組計画」（注）を策定し、更なる女性の採用・登用の拡大等に取り組んでいる。

注：http://www.npa.go.jp/sonota/jinji/20141217_torikumikeikaku.pdf

　

図表6-4　都道府県警察の女性警察官数及び全警察官に占める女性警察官の割合の推移（平成18～27年度）

[image: 図表6-4　都道府県警察の女性警察官数及び全警察官に占める女性警察官の割合の推移（平成18～27年度）]

　

図表6-5　都道府県警察で採用された警部以上の女性警察官数の推移（平成18～27年度）

[image: 図表6-5　都道府県警察で採用された警部以上の女性警察官数の推移（平成18～27年度）]


コラム　2つの夢を両立する喜び

群馬県伊勢崎警察署刑事第一課　宮下千草巡査長


2年間の育児休業を取得後、平成25年4月に職場復帰し、現在は、保育園に通う4歳の娘の育児をしながら、警察署の刑事課で犯罪統計業務や被害相談等のために来庁された方の対応等をしています。


復帰前は、刑事課での勤務経験が少なかったこともあり、仕事と育児の両立にとても不安を感じていました。しかし、部分休業制度等の支援制度を利用することで育児に費す時間を充実させ、また、理解ある上司や同僚の協力を得ながら職務に全力を尽くすことで、次第に不安もなくなりました。今は、憧れだった「刑事として働くこと」と「母親として子供を育てること」という2つの夢を両立する喜びを日々感じています。


これからは、子供の成長の勢いに負けずに私も警察官として成長し、刑事として頑張り続けることで後輩にも道を示していきたいと考えています。

　
[image: 群馬県伊勢崎警察署刑事第一課　宮下千草巡査長]



（4）教育訓練


警察職員には、適正に職務を執行するため、円満な良識と確かな判断能力や実務能力が必要とされる。警察学校や警察署等の職場では、誇りと使命感に裏打ちされた高い倫理観と職務執行能力を兼ね備えた警察職員を育成するため、教育訓練の充実強化を図っている。

①　警察学校における教育訓練


都道府県警察の警察学校、警察庁の管区警察学校、警察大学校等では、対象者の階級及び職に応じて、次のような体系的な教育訓練を実施している。

　
図表6-6　警察学校における教育訓練体系

[image: 図表6-6　警察学校における教育訓練体系]

②　職場における教育訓練


警察署等の職場では、個々の警察職員の能力又は職務に応じた個人指導や研修会の開催等により、職務執行能力の向上を図っているほか、経験豊富な警察官や退職警察官の講義等を通じ、専門的な知識及び技能の伝承に努めている。また、適切な職務執行を行うとともに高い倫理観を培うため、有識者による講習会等を行っている。

③　術科訓練の充実強化


凶悪犯罪に的確に対処できる精強な執行力を確保するため、柔道、剣道、逮捕術、拳銃等の術科訓練を実施している。特に、様々に変化する状況に的確に対応する能力を培うため、映像射撃シミュレーター（注）等による拳銃訓練を始め、実際の現場で発生する可能性の高い事案を想定した実践的な訓練の充実強化を図っている。

注：スクリーン投影した映像に向け、レーザー光線で射撃を行う訓練装置

　
[image: 映像射撃シミュレーター]

映像射撃シミュレーター

　
[image: 実践的な総合訓練]

実践的な総合訓練

（5）警察官の殉職・受傷


警察官は、個人の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序の維持に当たるため、自らの身の危険を顧みず職務を遂行し、その結果、不幸にして殉職・受傷する場合がある。平成26年中には、山岳警備救助隊の警察官が、山岳における遭難者の救助活動中に崖下へ滑落し、殉職する事案等が発生した。


警察では、殉職・受傷した警察官又はその家族に対して、公務災害補償制度による公的補償のほか、賞じゅつ金の支給等の措置をとっている。また、果敢な職務執行に対しては、警察庁長官名による表彰を行っている。











2　警察の予算と装備

（1）警察の予算


警察の予算は、警察庁予算と都道府県警察予算から成る。このうち、警察庁予算には、国庫が支弁する都道府県警察に要する経費と補助金が含まれる。


平成26年度警察庁予算では、サイバー空間の脅威への対処に要する経費等を、補正予算では、大規模災害対策の推進に要する経費等を措置した。

26年度の国民一人当たりの警察予算は約2万7,000円であった。

　
[image: 警察庁予算と都道府県警察予算]

　
図表6-7　警察庁予算（平成26年度最終補正後）

[image: 図表6-7　警察庁予算（平成26年度最終補正後）]

　
図表6-8　都道府県警察予算（平成26年度最終補正後）

[image: 図表6-8　都道府県警察予算（平成26年度最終補正後）]

（2）警察の装備

①　車両の整備

警察用車両として、パトカー、白バイ等が全国に約4万2,600台整備されている。

平成26年度は、ストーカー事案や配偶者からの暴力事案対策推進のための車両を増強した。

　
[image: 白バイ]

白バイ

②　装備品の整備と開発改善


26年度は、テロや大規模災害への対処のほか、暴力団犯罪対策や薬物犯罪対策の推進を重点として、各種装備品を整備した。


また、最先端の科学技術を導入するなどして装備品の開発と改善を進め、業務の効率化と高度化を図っている。











3　警察の情報通信

（1）警察の情報通信

①　警察活動を支える警察情報通信基盤


警察の情報通信は、警察活動を支える不可欠な基盤であり、事件、事故及び災害がどこでどのように発生しても対応できるよう、警察では、各種の情報通信システムを開発し、それらを全国に整備するとともに、システムの高度化に努めている。


具体的には、独自に整備・維持管理している無線多重回線、電気通信事業者の専用回線、衛星通信回線等により構成される全国的なネットワークにより、警察庁、管区警察局、警察本部、警察署、交番等を結ぶほか、

・　車載通信系（警察本部を中心に警察署、パトカー、警察用航空機等を結ぶ無線通信系）

・　署活系（警察署を中心に所属する警察官を結ぶ無線通信系）

・　携帯通信系（機動隊による部隊活動等、局所的な警察活動での無線通信系）

といった各種の移動通信システムを構築することにより、警察業務を遂行する上で不可欠な情報の伝達を実現している。


また、盗難車両、行方不明者等に関する情報を警察庁に登録することにより、第一線の警察官からの照会に即時に回答したり、運転免許証に関する情報を全国一元管理することにより、運転免許証の不正取得を防止したりするための警察情報管理システムを全国に構築することで、第一線の警察活動の支援や各種業務の効率化を図っている。

　
図表6-9　警察活動を支える警察情報通信基盤

[image: 図表6-9　警察活動を支える警察情報通信基盤]

②　警察の情報通信を担う情報通信職員


警察では、各種情報通信システムの管理、運営等のため、国の機関である全国の情報通信部（注）に、情報通信に関する専門的な技術を有した職員を配置している。これらの職員は、災害等の発生時に警察通信施設に緊急で出動し、代替用のアンテナを設置するなどの通信対策や停電による電力の供給停止を防ぐための給電対策等を講ずるなど、警察情報通信の機能を維持・確保するための各種業務に従事している。


注：管区警察局情報通信部、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部、府県情報通信部及び方面情報通信部

　
[image: 緊急出動する情報通信職員]

緊急出動する情報通信職員

（2）各種事案への機動警察通信隊による対処


全国の情報通信部には機動警察通信隊が設置されており、事件、事故又は災害発生時等に、警察本部と現場警察官との間の指揮命令や連絡等が円滑に行われるよう、現場映像の伝送や無線の不感地帯対策など、各種情報通信対策を講じている。


事例


　平成26年8月、広島県情報通信部及び中国管区警察局情報通信部の機動警察通信隊は、広島市における土砂災害において、発災直後からデジタル映像モバイル伝送システム（注）等を活用して被災現場の土砂流出状況、国道の崩壊状況や捜索救助活動等の映像をリアルタイムで警備本部に伝送するなどした。

注：撮影した高解像度のデジタル映像を伝送するシステム

　
[image: 被災現場映像の伝送]

被災現場映像の伝送




事例


26年9月、長野県情報通信部の機動警察通信隊は、御嶽山の噴火において、発災翌日から徒歩で上山し、デジタル映像モバイル伝送システムを活用して、噴火状況や山上での捜索活動の状況の映像をリアルタイムで伝送したほか、臨時に無線中継所の設置を行うなどした。

　
[image: 捜索活動映像の伝送]

捜索活動映像の伝送



（3）情報管理の徹底


警察では多くの機密情報を取り扱っていることから、警察庁は、警察情報セキュリティポリシー（注1）を策定するなどして、情報セキュリティの向上のための総合的な対策を進めている。具体的には、警察内部ネットワークの外部ネットワークからの分離、外部記録媒体の利用制限等の情報流出等を防ぐための技術的環境を整備するとともに、警察職員の情報の取扱いに係る規範意識の向上のための取組を推進している。


また、警察庁及び都道府県警察にCSIRT（注2）を設置し、警察情報管理システム等において情報セキュリティインシデント（注3）が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の集約・分析、被害拡大の防止等を実施することとしている。さらに、これらの取組の実効性等を検証するため、都道府県警察等を対象とした監査を継続的に実施している。

注1：警察情報セキュリティに関する規範の体系

注2：Computer Security Incident Response Teamの略

注3：不正プログラム感染事案等情報セキュリティの維持を困難とする事案


コラム　未来技術遺産（注）への登録


平成26年9月、警察本部とパトカー間等の無線通話を確保するために開発された我が国初の国産によるFM方式移動無線機であるPR-1形超短波無線電話装置が、無線通信業界の活性化や技術普及に貢献したとして評価され、未来技術遺産に登録された。本機の導入により、警察本部とパトカー間等の意思疎通が可能となり、警察の機能が飛躍的に高度化した。


注：独立行政法人国立科学博物館が20年に開始した登録制度である「重要科学技術史資料」の通称

　
[image: PR-1形超短波無線電話装置]

PR-1形超短波無線電話装置













4　留置施設の管理運営

（1）留置施設の管理運営


平成27年4月1日現在、留置施設は全国で1,158施設設置されている。警察では、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、捜査と留置の分離を徹底しつつ、被留置者の人権に配慮した処遇及び施設の改善を推進して、適正な留置施設の管理運営を徹底している。

　
図表6-10　適正な留置管理業務の運営

[image: 図表6-10　適正な留置管理業務の運営]


また、警察庁では、被留置者の処遇を全国的に斉一にするため、毎年全ての都道府県警察の留置施設に対し計画的な巡察を実施している。さらに、留置施設の運用状況について透明性を高めるため、部外の第三者から成る機関として、留置施設視察委員会（以下「委員会」という。）が、警視庁、道府県警察本部及び方面本部に設置されている。委員会は、弁護士等の法律関係者や医師、地域住民等の委員で構成されている。各委員は、留置施設を実際に視察し、被留置者と面接するなどして留置施設の実情を把握した上で、委員会として留置業務管理者（警察署長等）に意見を述べるものとされており、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長は、委員会からの意見及びこれを受けて警察が講じた措置の概要を公表することとされている。

　
[image: 留置施設視察委員会による視察の状況]

留置施設視察委員会による視察の状況

　
図表6-11　留置施設視察委員会委員の職業別割合（平成27年1月1日現在）

[image: 図表6-11　留置施設視察委員会委員の職業別割合（平成27年1月1日現在）]

（2）被留置者の収容状況


平成26年中の被留置者の年間延べ人員は約348万人（1日平均約9,500人）と、前年より約6万人（1.7％）減少した。

　
図表6-12　被留置者延べ人員の推移（平成17～26年）

[image: 図表6-12　被留置者延べ人員の推移（平成17～26年）]


警察では、警察署の新築・増改築時に十分な規模の留置施設を整備するとともに、拘置所等刑事施設に対し早期の移送を要請することなどにより収容力の確保を図っている。


この結果、留置施設の収容率（注1）も低下しつつあるが、過剰な収容状態は、被留置者の処遇環境を悪化させるおそれがあるため、引き続き、これらの取組を推進していくこととしている。

　
[image: 留置施設内の状況]

留置施設内の状況

　
図表6-13　収容基準人員（注2）（全国）と収容率の推移（平成18～27年）

[image: 図表6-13　収容基準人員（注2）（全国）と収容率の推移（平成18～27年）]

注1：留置施設の定員数に対する被留置者の割合

注2：留置施設の定員数











5　管区警察局・皇宮警察本部の活動

（1）管区警察局の活動

①　管区警察局の役割


警察庁には、その地方機関として7つの管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部が設置されている。事務を能率的に処理するため、管区警察局は、警察庁の事務の一部を分担して所掌している。東京都と北海道の区域は、管区警察局の管轄外とされ、必要に応じ、警察庁が直接に指揮監督等を行う。

　
図表6-14　管区警察局の管轄区域

[image: 図表6-14　管区警察局の管轄区域]

②　管区警察局の主な業務

管区警察局では、主として次のような業務を行っている。

ア　府県警察に対する監察


管区警察局の監察機能は、平成12年以降の警察改革の一環として強化され、各管区警察局に総務監察部（注）を設置し、管区内の府県警察に対する監察を実施している。


注：東北管区警察局、中国管区警察局及び四国管区警察局は総務監察・広域調整部を設置している。

イ　広域調整


広域的な対処を必要とする重要事件の合同捜査・共同捜査、高速道路における広域的な交通規制、交通取締り等の実施等に関し、府県警察に対する指導・調整を行っている。

ウ　大規模災害への対応


大規模災害の発生時には、被災状況等に関する情報の収集・分析に当たるとともに、警察災害派遣隊の派遣等に関する調整を行っている。

　
図表6-15　管区警察局の主な業務と果たしている役割

[image: 図表6-15　管区警察局の主な業務と果たしている役割]


事例


九州管区警察局は、管区内において、近年高速道路の延伸が続いていることを踏まえ、供用開始前の新規開通区間において、交通事故による車両火災を想定した初動措置訓練を警察・消防・医療機関（ドクターヘリ）・道路管理者・レッカー会社等と合同で実施し、関係機関との役割分担や相互の連携を確認した。

　
[image: 初動措置訓練の状況]

初動措置訓練の状況



エ　警察の情報通信


警察庁や都道府県警察を結ぶ情報通信網の整備、管理等のほか、事案発生時等における各種情報通信対策を行っている。

オ　犯罪の取締りのための技術支援


府県警察の行う捜索差押え等の現場に臨場するなどして、電子機器等に保存されている情報を証拠化するための電磁的記録の解析等の技術支援を行っている。また、サイバーフォース（注）と呼ばれる技術部隊を設け、サイバー攻撃対策に係る活動を行っている。

注：137頁参照

カ　教育訓練


管区警察局に附置された管区警察学校では、主として警部補及び巡査部長の階級にある府県警察の職員を対象とした昇任時教育、専門的教育等を実施している。

（2）皇宮警察本部の活動


警察庁に附置されている皇宮警察本部は、天皇陛下及び皇族方の護衛、皇居、御所等の警備等を行っている。

①　天皇及び皇族の護衛


天皇陛下及び皇族方の御身辺の安全を確保するため、護衛を担当する側衛官（注）が、皇居、御所等はもとより、国内外において常に直近で護衛に当たっている。


平成26年中は、皇后陛下がベルギーを御旅行になった際などに、海外に側衛官を派遣し、御身辺の安全を確保した。

注：皇宮護衛官のうち護衛を担当する者

②　皇居、御所等の警備


皇居、赤坂御用地、各御用邸、京都御所、正倉院等における安全を確保するため、1都1府4県（注）において警戒警備活動を行っている。26年は、天皇陛下の傘寿を記念し、春季及び秋季に皇居乾通りの一般公開が行われたことから、護衛警備を実施した。

注：栃木県、東京都、神奈川県、静岡県、京都府及び奈良県

　
[image: 秋季皇居乾通り一般公開に伴う護衛警備実施]

秋季皇居乾通り一般公開に伴う護衛警備実施

　
図表6-16　皇宮警察本部の勤務地

[image: 図表6-16　皇宮警察本部の勤務地]

　
図表6-17　平成26年に護衛警備を実施した主な行事

[image: 図表6-17　平成26年に護衛警備を実施した主な行事]

③　国賓等の護衛


国賓として来日した外国要人の皇居参内や、信任状等の捧呈に伴う特命全権大使・公使の皇居参内に際して、騎馬、サイドカー等で護衛に当たっている。

　
[image: 国賓歓迎行事に伴う護衛警備実施]

国賓歓迎行事に伴う護衛警備実施











6　研究機関の活動

（1）警察政策研究センター


警察大学校に置かれている警察政策研究センターは、様々な治安上の課題に関する調査研究を進め、政策提言を行うとともに、警察と国内外の研究者等との交流の拠点として活動している。

①　フォーラム等の開催


関係機関・団体等と連携し、国内外の研究者・実務家を交えて社会安全等に関するフォーラム等を開催している。

　
[image: フォーラムの開催]

フォーラムの開催

　
図表6-18　フォーラム等の開催状況（平成26年度）

[image: 図表6-18　フォーラム等の開催状況（平成26年度）]


事例


平成26年12月、アジア諸国を中心とする警察教養機関、犯罪学研究者等の交流・共同研究を目的として設立された団体であるアジア警察学会の年次総会を初めて我が国で開催した。開催期間中、「現代社会における治安上の脅威に対する方策」をテーマに、日・米・独の大学教授による講演等を内容とするフォーラムを開催したほか、参加者による自由研究報告等を通じて我が国の治安情勢や対策について積極的に情報発信を行った。

　
[image: 2014年アジア警察学会年次総会]

2014年アジア警察学会年次総会



②　大学関係者との共同研究活動の推進


大学関係者と共同して研究活動を行っている。これまでに、例えば、慶應義塾大学大学院法学研究科との間で、テロ等の各種治安事象への対策を講ずるに当たり、憲法学的見地から、国民の自由と安全をいかにバランスよく保障していくかについて共同研究を行っている。

③　大学・大学院における講義の実施


警察政策に関する研究の発展及び普及のため、東京大学公共政策大学院、一橋大学国際・公共政策大学院、早稲田大学法科大学院、中央大学法科大学院、首都大学東京都市教養学部、法政大学法学部、日本大学法学部等に職員を講師として派遣している。

　
[image: 大学・大学院での講義]

大学・大学院での講義

④　警察に関する国際的な学術交流


海外で開催される国際的な学術会議に参加し、日本警察に関する情報発信を行っている。また、韓国警察大学治安政策研究所、フランス高等治安・司法研究所、フランス・トゥールーズ第一社会科学大学警察学研究センター及びドイツ・フライブルク大学安全・社会センターとの間で協定を締結し、警察に関する国際的な学術交流を実施している。


事例


26年7月、ブルガリア・ソフィアで開催された第25回国際警察幹部シンポジウム年次総会に参加し、我が国における特殊詐欺の情勢及び対策について発表を行った。




事例


26年11月、協定を締結している韓国警察大学治安政策研究所の所長らの訪問を受け、日韓両国の治安情勢等について意見交換するなど協力関係を深めた。

　
[image: 韓国警察大学治安政策研究所長来訪]

韓国警察大学治安政策研究所長来訪



（2）警察情報通信研究センター


警察大学校に置かれている警察情報通信研究センターでは、警察活動に関わる情報通信技術について研究しており、その成果は、警察における情報通信システムの整備や犯罪捜査の効率化に活用されている。


研究例　画像処理技術に関する研究


防犯カメラ等に記録された低照度、低画質な画像の鮮明化技術、多数の画像から人物や車両等を抽出し、映像を効率的に解析する技術、画像から人物等を識別する技術等の画像処理に関する技術について研究を行っている。

　
[image: 画像鮮明化処理の状況]

画像鮮明化処理の状況



（3）科学警察研究所


各分野の専門的知識・技術を有する研究員が、科学捜査、犯罪防止、交通事故防止等についての研究・開発を行うとともに、都道府県警察の鑑定技術職員に対する研修を行っている。

また、都道府県警察からの依頼により、事件、事故等に係る鑑定・検査を実施している。


研究例　危険ドラッグの分析及び代謝に関する研究


その乱用に伴う事件・事故が近年多発している危険ドラッグは、新たに構造の異なる化学物質が次々と登場することから、最新の高性能機器等を用いて薬物の特定のための新たな検査手法を開発している。また、薬物の使用を証明するため、人における危険ドラッグの吸収、代謝及び排泄等を明らかにすることを目的として研究を行っている。

　
[image: 培養肝細胞を用いた薬物代謝機構の解明]

培養肝細胞を用いた薬物代謝機構の解明




研究例　可搬型化学剤検知装置に関する研究


化学剤を使用したテロへの対処に当たっては、現場において迅速に原因物質を特定することが非常に重要である。このため、高感度かつ網羅的に様々な種類の化学剤を検知し、原因物質を迅速に特定できる可搬型の装置の開発を進めている。

　
[image: 可搬型化学剤検知装置]

可搬型化学剤検知装置













第2節　国民の期待と信頼に応える強い警察

1　国民の期待と信頼に応える強い警察のための取組

（1）国民の期待と信頼に応える強い警察

①積極的かつ合理的な組織運営


警察では、平成25年9月に「国民の期待と信頼に応える強い警察」の確立に向けた取組を強化するとの方針を示し、積極的かつ合理的な組織運営を推進することとしている。


具体的には、警察の業務が多様かつ広範となっている中で、警察が国民から負託された業務を全うするため、警察署の業務を中心に大胆な合理化・効率化を進めるとともに、大量採用・大量退職期が到来していることを踏まえた若手警察職員の早期戦力化等に取り組んでいる。


また、非違事案に対して厳正に対処するとともに、原因・背景の分析に基づき、非違事案につながりにくい業務の仕組みの構築に向けた指導を行うなど、非違事案対策の高度化に取り組んでいる。

　
[image: 若手警察職員に対する教育]

若手警察職員に対する教育


事例


福岡県警察では、若手警察職員の指導・育成の強化のため、県独自で「若手育成推進室」を設置し、若手警察職員に対する効果的な訓練の推進に取り組んでいる。


同室では、警察本部各課や各警察署等と連携して各種の教育訓練を実施しており、春日警察署においては、通信指令課、刑事総務課、捜査第一課及び鑑識課の指導の下で、強盗事件に対する初動警察活動に関する総合的な訓練を行った。

　
[image: 初動警察活動に関する総合的訓練]

初動警察活動に関する総合的訓練



②　監察の実施と苦情をいかした業務改革の推進

ア　監察


警察では、その能率的な運営及び規律の保持に資するために、警察庁、管区警察局及び都道府県警察において、国家公安委員会が定める監察に関する規則に基づき、厳正な監察を実施している。


26年度中、警察庁及び管区警察局においては、都道府県警察等に対し、2,047回の監察を実施し、外部記録媒体の適正な保管・管理を指導するなど業務改善を図った。

　
図表6-19　監察に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第2号）

[image: 図表6-19　監察に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第2号）]

イ　苦情をいかした業務改革の推進


都道府県警察では、職員の職務執行に対する苦情に誠実に対応するとともに、個々の苦情やその傾向を踏まえた業務改善策を策定するなど、苦情を活用した組織的な業務改革を推進している。


事例


高知県警察では、「警察署からの不在着信に折り返し電話をしたが、誰が電話をかけたか分からないと言われた。」との苦情の申出があったため、電話をかけた警察職員を組織的に把握できるシステムを構築し、問合せに円滑に対応できるように業務改善を行った。



（2）適正な予算執行の確保

警察では、適正な予算執行を確保するため、次のような取組を行っている。

①警察が行う会計監査


国家公安委員会が定める会計の監査に関する規則に基づき、警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長は、監査手法に改善・工夫を加えながら、一層適正な会計経理を推進するため、会計監査を実施している。


平成26年度は、図表6-20のとおり、警察庁の会計監査実施計画を作成し、全120部署を対象に会計書類の点検を行うとともに、捜査費の執行に直接携わった捜査員2,740人を含む6,298人に対して聞き取りを実施するなどした。

　

図表6-20　会計の監査に関する規則（平成16年国家公安委員会規則第9号）と平成26年度会計監査実施計画

[image: 図表6-20　会計の監査に関する規則（平成16年国家公安委員会規則第9号）と平成26年度会計監査実施計画]

②会計業務の改善に係る取組


警察庁では、会計業務の改善に係る各種取組を全庁を挙げて推進するため、関係職員から成る「警察庁会計業務改善委員会」及び外部有識者から成る「警察庁会計業務検討会議」を開催して、行政事業レビュー、調達改善及び随意契約の適正化に係る取組等を通じ、会計業務の改善に努めている。

　
[image: 監査における職員からの聞き取り]

監査における職員からの聞き取り

（3）情報公開制度


警察庁では、警察庁訓令・通達公表基準に基づいて、訓令及び施策を示す通達を原則として公表することとし、ウェブサイトに掲載している。また、窓口を設置し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求を受け付けるとともに、警察白書や統計、報道発表資料等の文書を一般の閲覧に供している。


平成26年度中の国家公安委員会と警察庁に対する同法に基づく開示請求及びその開示決定等の件数は図表6-21のとおりである。

　
図表6-21　平成26年度中の開示請求等の件数（情報公開）

[image: 図表6-21　平成26年度中の開示請求等の件数（情報公開）]

（4）個人情報保護


警察庁では、警察庁における個人情報の管理に関する訓令を制定し、個人情報の管理体制を定めるなどして保有する個人情報の適正な取扱いに努めている。また、窓口を設置し、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求を受け付けている。


平成26年度中の国家公安委員会と警察庁に対する同法に基づく開示請求及びその開示決定等の件数は、図表6-22のとおりである。

　
図表6-22　平成26年度中の開示請求等の件数（個人情報保護）

[image: 図表6-22　平成26年度中の開示請求等の件数（個人情報保護）]











2　国民に開かれた警察活動

（1）警察署協議会


警察は、地域の犯罪や交通事故を防止するなどの様々な活動を行うに際して、住民の意見、要望等を十分に把握するとともに、住民の理解と協力を得ることが必要である。


そのため、原則として全国の全ての警察署に警察署協議会が置かれており、警察署長が警察署の業務について住民の意見を聴くとともに、理解と協力を求める場として活用されている。その委員については、都道府県公安委員会が、警察署の管轄区域内の住民のほか、地方公共団体や学校の職員等、地域の安全に関する問題について意見、要望等を表明するにふさわしい者に委嘱しており、外国人や学生を含む幅広い分野等から委嘱された委員が全国で活躍している。平成27年4月1日現在、1,164署に協議会が設置され、総委員数は10,506人である。

　
図表6-23　委員の職業別構成

[image: 図表6-23　委員の職業別構成]

　
図表6-24　委員の年齢別構成

[image: 図表6-24　委員の年齢別構成]


コラム　地域の安全のための架け橋（警視庁多摩中央警察署協議会会長　横田定利）


私が会長を務める多摩中央警察署協議会は、同署管内に居住又は勤務する9名の委員で構成され、地域住民の立場から警察署の業務について様々な意見や要望を述べています。


その一例ですが、警察署から、市役所職員を名乗る医療費還付金詐欺の電話が管内に多数架かってきているとの説明を受けたことから、市役所の防災行政無線や地元ケーブルテレビを活用した広報、無人ATMへの警察官の配置等を提言しました。警察署では、早速、我々の提言に基づいた対策を実施してくださり、防災行政無線やテレビを通じた注意喚起が行われ、騙されてATMまで来たお年寄り2名の被害も未然に防止できたほか、対策を開始して4日後には集中的に架かっていた犯人からの電話も収まったと聞き、我々としても地域の安全のために貢献できたことを大変嬉しく感じました。


また、警察署協議会は、住民として警察業務への理解を深められる場にもなっていると感じており、今後も、住民と警察をつなぐ架け橋として重要な役割を担っていくものと確信しています。

　
[image: 警察署協議会の開催状況（左端が本人）]

警察署協議会の開催状況（左端が本人）



（2）政策評価


国家公安委員会と警察庁は、3年ごとに策定する「国家公安委員会及び警察庁における政策評価に関する基本計画」を踏まえて、毎年、政策評価の実施に関する計画を策定し、政策評価を実施している。（注）平成26年度には、1件の実績評価書、18件の事業評価書及び1件の総合評価書を作成・公表した。

注：警察庁ウェブサイト（http://www.npa.go.jp/seisaku_hyoka/index.htm）に掲載している。











3　犯罪対策閣僚会議の取組

（1）犯罪対策閣僚会議の開催


平成14年に刑法犯認知件数が過去最高の約285万件を記録するなど、治安情勢が危険水域に達し、国民が強い不安感を抱くようになったことを背景に、警察だけではなく、政府全体としての犯罪対策を進めることの重要性が認識された。そこで、「世界一安全な国、日本」の復活を目指し、政府では、15年9月から、首相が主宰し、全閣僚を構成員とする犯罪対策閣僚会議を開催している。同会議において、15年12月には「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」、20年12月には「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」が策定され、犯罪情勢に即した各種の施策を講じ、社会全体を犯罪に対して強いものにするための総合的な対策が推進されてきた。

　
[image: 第22回犯罪対策閣僚会議（提供：内閣広報室）]

第22回犯罪対策閣僚会議（提供：内閣広報室）

（2）「世界一安全な日本」創造戦略の策定


現在、我が国の治安は、刑法犯認知件数等の指標が改善する一方で、サイバー犯罪・サイバー攻撃、国際テロ、組織犯罪といった重大な脅威に直面している。また、良好な治安は、国民生活の安全を確保すると同時に、社会・経済の発展にも寄与するものである。こうしたことを踏まえ、平成25年12月、「「世界一安全な日本」創造戦略」が第21回犯罪対策閣僚会議において策定されるとともに、閣議決定された。


この戦略は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、犯罪を更に減少させ、国民の治安に対する信頼感を醸成し、「世界一安全な国、日本」を実現することを目標としている。警察では、関係機関・団体と緊密に連携して、この戦略に基づく取組を推進していくこととしている。

　
図表6-25　「「世界一安全な日本」創造戦略」の概要

[image: 図表6-25　「「世界一安全な日本」創造戦略」の概要]











4　犯罪被害者支援

（1）基本施策


犯罪被害者及びその遺族又は家族（以下「犯罪被害者等」という。）は、犯罪によって直接、身体的、精神的又は経済的な被害を受けるだけでなく、様々な二次的被害を受ける場合がある。そこで、警察では次のとおり、様々な側面から犯罪被害者支援の充実を図っている。また、各都道府県警察において、捜査員以外の職員が事件発生直後に犯罪被害者支援を行う指定被害者支援要員制度（注）が導入されている。

注：平成26年末の現在の要員総数　34,234人

　
図表6-26　犯罪被害者支援に係る基本施策

[image: 図表6-26　犯罪被害者支援に係る基本施策]

（2）犯罪被害給付制度


犯罪被害給付制度は、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償を得られない犯罪被害者等に対し、犯罪被害者支援法（注）に基づき、国が一定の給付金を支給するものである。この制度は、昭和56年1月に開始して以来、犯罪被害等の早期の軽減に重要な役割を果たしている。

注：犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

　
図表6-27　犯罪被害者等給付金

[image: 図表6-27　犯罪被害者等給付金]

　
図表6-28　犯罪被害給付制度の運用状況

[image: 図表6-28　犯罪被害給付制度の運用状況]

（3）被害者の特性に応じた施策


犯罪類型等によって犯罪被害者等には異なる特性があることから、警察では、性犯罪被害者、交通事故被害者（注1）、配偶者からの暴力事案の被害者（注2）、ストーカー事案の被害者（注3）、被害少年（注4）、暴力団犯罪被害者等について、その特性に応じた施策を推進している。

注1：165頁参照

注2・3：98頁参照

注4：107頁参照

　
図表6-29　被害者の特性に応じた施策の例

[image: 図表6-29　被害者の特性に応じた施策の例]

（4）関係機関・団体との連携


犯罪被害者等が支援を必要とする事柄は、生活、医療、公判等多岐にわたるため、全ての都道府県で、警察のほか、検察庁、弁護士会、医師会、臨床心理士会、地方公共団体の担当部局や相談機関等の関係機関・団体から成る「被害者支援連絡協議会」が設立されている。


また、よりきめ細かな犯罪被害者支援を行うため、全国被害者支援ネットワークに加盟する民間の被害者支援団体が全ての都道府県で設立されているほか、犯罪被害者支援法に基づき、都道府県公安委員会が犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に実施できる団体を犯罪被害者等早期援助団体（注）として指定している。これらの団体では、電話又は面接による相談、裁判所へ赴く際の付添い等の直接支援、相談員の養成及び研修、自助グループ（被害者遺族の会等）への支援、広報啓発等を行っている。

注：平成27年4月1日現在、全国で46団体


コラム　犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する研究会


　平成23年3月に閣議決定された第2次犯罪被害者等基本計画に基づき開催された有識者検討会（注）の提言を受け、警察庁において、26年3月から、6人の部外有識者による「犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する研究会」が、計5回開催された。同研究会は、精神的被害を受けた犯罪被害者等が心理療法等を受ける際の自己負担の各種軽減方策を検討した上で、27年4月に、


○　一部の都県で運用されているカウンセリング費用の公費負担制度を国の支援・関与の下で全国展開していくことが望ましいこと


○　同制度の導入と並行して、同制度の周知や、心理療法等の実施者となる医師、心理職の養成を強化することを期待すること

などを内容とする「犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する報告書」を取りまとめた。

注：犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会













第3節　外国治安機関等との連携

1　外国治安機関等との連携

（1）国際的な犯罪に対する外国治安機関等との連携

①　ASEAN加盟国、G7各国等との連携


警察庁では、国際テロ対策、サイバーセキュリティ対策等の分野においてASEAN加盟国等の外国治安機関等との協力関係の強化に取り組んでいる。


ASEAN+3国際犯罪閣僚会議（注1）が平成16年から開催されており、25年にはラオスにおいて開催された第6回会議に併せ、日・ASEAN国際犯罪閣僚会議が初めて開催されている。また、ASEAN警察長官会合（ASEANAPOL）（注2）には、17年以降、我が国から警察庁幹部が出席している。そのほか、26年11月及び27年3月には、ドイツにおいてG7ローマ／リヨン・グループ会合が開催され、我が国からは警察庁担当者等が出席し、国際組織犯罪対策やテロ対策について積極的に議論に参加した。


注1：ASEAN加盟国に日本、中国及び韓国を加えた治安機関の閣僚が参加する会議

注2：東南アジア地域の警察機関相互の交流促進を目的として昭和56年に結成されたもので、我が国は、平成17年の第25回会合からオブザーバーとして参加し、20年の第28回会合からは、中国、韓国等と共に議題提案権を有する「ダイアログ・パートナー」として参加している。

②　二国間の連携


警察では、国際的な犯罪対策において我が国と関わりの深い国の治安機関との間で協議を行うなどして協力関係を深めている。26年には、東京において、10月に中国公安部との間で第7回日中警察協議を、12月にベトナム公安省との間で第2回日越治安当局次官級協議を開催したほか、27年3月には、東京において、韓国警察庁との間で第4回日韓警察協議を開催した。また、国家公安委員会委員長が、イスラエル（26年10月）、カンボジア（27年2月）、コロンビア（同年3月）、米国（同年5月）等各国の治安担当大臣、駐日大使等と会談を行うなど、外国治安機関等との協力関係を強化した。

　
[image: 第2回日越治安当局次官級協議]

第2回日越治安当局次官級協議

　
[image: 国家公安委員会委員長と米国司法長官との会談]

国家公安委員会委員長と米国司法長官との会談

（2）治安に関係する国際約束の締結


刑事共助条約（協定）は、捜査共助の実施を条約上の義務とすることで捜査共助の一層確実な実施を期するとともに、捜査共助の実施のための連絡を外交当局間ではなく、条約が指定する中央当局間で直接行うことにより、手続の効率化・迅速化を図るものである。これまでに米国、韓国、中国、香港、EU及びロシアとの間で締結している。また、犯罪人引渡条約は、日本で犯罪を犯し国外に逃亡した犯罪人等を確実に追跡し、逮捕するため、一定の場合を除き、犯罪人の引渡しを相互に義務付けるものであり、これまでに米国及び韓国との間で締結している。そのほか、平成26年2月、PCSC協定（注）が日米両政府間において署名され、引き続き同協定の発効に向けた協議を行っている。


注：重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定（Agreement
between the Government of Japan and the Government of the United
States of America on Enhancing Cooperation in Preventing and
Combating Serious
Crime）の略称。日米査証免除措置の下で安全な国際的渡航を一層容易にしつつ、日米両国国民の安全を強化するために、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めたもの外国治安機関等との連携

（3）国際協力の推進


警察庁では、我が国の警察の知見や特質をいかし、外務省や独立行政法人国際協力機構（JICA）と協力して、インドネシア、トルコ、ブラジル等に専門家を派遣して交番制度、犯罪鑑識等の分野で知識・技術の移転を図っている。平成26年中には、15人の専門家を新たに派遣し、派遣された者の数は、継続派遣中の者と合わせ延べ23人となっている。

①　インドネシア国家警察改革支援プログラム


13年以降、インドネシア国家警察改革支援プログラムを実施しており、国家警察長官アドバイザー兼プログラム・マネージャーを含む専門家を派遣している。24年以降、市民警察活動を全国展開させるため、交番制度、犯罪鑑識、通信指令システム等に関するこれまでの協力の成果の一層の定着・展開を支援している。

②　東ティモール国家警察に対する協力


東ティモール政府からの要請に基づき、26年10月、専門家を派遣し、地域警察の現状を視察した上で、助言・指導を行うとともに、インドネシア国家警察と協力しながら、インドネシアにおける交番の視察、巡回連絡の研修等を実施した。

③　トルコにおけるアフガニスタン警察官訓練等に対する協力


トルコ警察では、アフガニスタンの治安改善のため、同国警察の能力向上に必要な警察官訓練を実施している。我が国では、トルコ政府からの要請を受け、23年以降、同国に柔道講師の警察職員を派遣してアフガニスタン警察官に対し柔道技術を指導するとともに、これらを通じて、警察官として必要な規律や職業倫理も教えている。

　
[image: トルコでのアフガニスタン警察官訓練の様子]

トルコでのアフガニスタン警察官訓練の様子

④　ブラジルに対する地域警察活動支援


これまでも、我が国警察官をブラジルに派遣し、地域警察活動の強化及び交番制度の普及の支援を実施してきたところ、ブラジル政府からの要請を受け、26年6月に調査団を、27年1月には専門家を派遣して、交番制度を始めとした地域警察活動の更なる質の向上及び全国展開に向けた支援を行っている。

　
[image: ブラジルの警察官への住民広報の指導の様子]

ブラジルの警察官への住民広報の指導の様子

⑤　研修員の受入れ


警察では、知識・技術の移転及び諸外国との情報交換の促進を図るため、都道府県警察における実地研修、警察大学校国際警察センターにおけるセミナー等を行っている。26年中には、13回の研修でインドネシア、フィリピン、トルコ等各国の警察幹部を含む130人の研修員を受け入れた。


コラム　警察による国際緊急援助活動


我が国は、外国で大規模な災害が発生し、被災国政府又は国際機関の要請があった場合、被災地に国際緊急援助隊を派遣しており、警察も国際緊急援助隊の救助チームの一員として国際緊急援助活動を行っている。


平成27年4月25日午後3時11分（現地時間同日午前11時56分）、ネパール首都カトマンズ北西約80キロのガンダキ県ラムジュン郡付近でマグニチュード7.8の地震が発生し、ネパール政府から要請を受けたことから、我が国政府は、同月26日から、同年5月9日にかけての14日間、警察職員23人及び警備犬4頭を含む国際緊急援助隊・救助チームを派遣した。同チームは、建物倒壊現場での被災者の捜索等に従事した。













警察活動の最前線




夢を追い続けて！
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ほくとくん

　
[image: 北海道警察本部地域部地域企画課（鉄道警察隊）　黒川 康子 警部補　顔写真]

北海道警察本部地域部地域企画課（鉄道警察隊）

黒川　康子（くろかわ　やすこ）　警部補




私は北海道警察の婦人警察官第1期生として、2人の子供を育てながら38年間勤務してきました。拝命当時、女性は結婚とともに家庭に入るものという考え方が一般的であり、結婚・出産してもなお働き続けようとする私は奇異の目で見られました。親しくしていた同僚にも「母親が子供を育てないで誰が子供を育てるのか」と子育てをしながら仕事を続けることに否定的な言葉をかけられ、悔し涙を流すこともありました。


しかしながら、「少年に関わる仕事がしたい」という拝命当初からの夢を追い続け、拝命から10年以上経って初めて希望した仕事に携わることができました。その後も北海道警察で初の女性交番の責任者、性犯罪の捜査を担当する刑事等を経験し、現在は、鉄道警察隊の小隊長として、少年補導や痴漢、盗撮事案等の取締りに従事しています。新たな仕事を経験する度に、また次の新たな仕事への夢がどんどん広がり、その夢が原動力となって今日までやってきました。


現在は、多くの女性警察官が採用され、職域の拡大と共に活躍のステージは確実に大きく広がっています。女性自身が恵まれた環境に甘えることなく、職責を自覚し、女性としての特性を生かしつつ、男性警察官と同じ目線で職務に取り組んでいくことが求められていると思います。後輩達が、更なる夢を追い続け、新たな道に挑戦し、飛躍することを切に願っています。

　
[image: 北海道警察本部地域部地域企画課（鉄道警察隊）　黒川 康子 警部補]






震災への思いを胸に
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島根県情報通信部機動通信課

宮本　健（みやもと　けん）　技官




私が情報通信職員を志したきっかけは、平成23年に発生した東日本大震災です。発災当時、私は大きな被害を前にして自身の無力さにもどかしさを感じることしかできませんでした。その後、震災によって電気通信事業者の回線が不通となる中で、発災当初から情報通信部が通信対策を行い、救出活動に大きく寄与したことを知り、自身も情報通信職員として働くことを決意しました。


そして、採用されて2年目の夏、県内で豪雨による土砂災害が発生しました。私は、災害派遣要員として現場へ向かい、被災状況を把握するための映像の撮影や、無線通信を確保するためのアンテナの設置等に従事しました。現場での作業は、土砂のぬかるみや猛暑等で、想像以上に困難なものとなりましたが、実際に自身が撮影した映像を利用して救出救助活動が行われ、改めて情報通信職員としての誇りを感じることができました。


情報通信職員は警察官と異なり、直接被災した方の救出救助活動をすることはありませんが、警察活動を行う上で情報通信を確保することは必要不可欠であり、警察活動の神経ともいえます。私は、情報通信職員として、その神経を守り続けることで、国民が安全・安心に暮らせる社会づくりに尽力していきたいと思います。

　
[image: 島根県情報通信部機動通信課　宮本 健 技官]





注：掲載されているキャラクターは、都道府県警察のマスコットキャラクターです。











特集　組織犯罪対策の歩みと展望

特集に当たって

本年の警察白書の特集テーマは、「組織犯罪対策の歩みと展望」です。


我が国の刑法犯認知件数は、平成8年から14年にかけて増加し続け、同年には戦後最多の約285万件を記録しました。このような当時の治安情勢の悪化の背景の一つには、来日外国人グループによる犯罪、薬物・銃器の密輸・密売事犯、暴力団犯罪等の組織を背景とした犯罪の深刻化が挙げられます。


警察では、組織犯罪に的確に対応するため、16年4月、警察庁に組織犯罪対策部を新設するなど、組織犯罪対策を強化し、

○　組織犯罪に係る情報の収集、集約及び分析に基づく戦略的な取締り

○　暴力団排除活動の推進や犯罪組織の資金源対策

○　国内外の関係機関と連携した水際対策

等の様々な取組を行ってきました。


近年の組織犯罪情勢をみると、大規模な暴力団の末端組織や中小規模の暴力団を中心に、組織を支える資金や人材が不足している状況がみられるほか、来日外国人犯罪が検挙件数・人員ともに減少傾向にあるなど、これまでの取組による一定の成果がみられます。


他方で、犯罪組織は、警察による取締りを逃れつつ、より巧妙かつ効率的に経済的利益を得るために、その活動を変化させており、依然として社会に対する大きな脅威となっています。特に、暴力団は、主要団体の中枢組織を中心に、暴力団関係企業や共生者を利用することなどにより、その活動実態を不透明化させるとともに、経済・社会の発展等に対応して、資金獲得活動を多様化させており、強固な人的・経済的基盤を維持しているとみられます。また、覚醒剤を中心とした根強い薬物需要と安定的な薬物供給が依然として存在しているほか、最近では、危険ドラッグの影響によるとみられる事件・事故の発生や、巧妙に組織化されたグループにより敢行される特殊詐欺といった新たな問題も浮上しており、これらへの対応が喫緊の課題となっています。


犯罪組織を弱体化・壊滅し、組織犯罪を撲滅するためには、末端の構成員を検挙するだけでなく、首領その他の主要幹部を検挙するとともに、徹底した犯罪収益の剥奪と資金源の遮断により、犯罪組織の中枢を切り崩すことが重要です。警察では、組織犯罪情勢の変化を的確に捉えた実効ある対策を推進するため、情報収集・分析能力の強化と戦略的な組織犯罪対策の推進に取り組むとともに、組織犯罪の取締りに有効な捜査手法の積極的活用や、関係部門・関係機関等との連携の強化を推進していくこととしています。

この特集では、まず第1節で近年の組織犯罪情勢の推移や犯罪組織の特徴的な動向を概観し、第2節で組織犯罪に対する警察の取組を紹介します。最後に、第3節では、今後の組織犯罪対策の展望について記述します。


犯罪組織は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使しながら様々な経済・社会活動に寄生して組織の維持・拡大を図っており、その弱体化・壊滅は、社会全体で取り組むべき課題でもあります。この特集が、国民の皆様の警察の取組に対する理解を深めるとともに、今後の組織犯罪対策について考えていただく一助となれば幸いです。











第1節　組織犯罪情勢の推移

1　暴力団情勢

（1）暴力団の勢力と動向


暴力団は、一般に、その起源である博徒（注1）や的屋（注2）の習慣であった盃事（さかずきごと）といわれる儀式を通じ、構成員同士で擬制的血縁関係を結び、首領を親分、配下を子分、先輩を兄貴分などと位置付けるとともに、このような封建的な身分律に支配された関係や行動を、仁義、義理人情等と称する彼らの独特の虚飾の論理によって正当化しようとしている。


しかしながら、実際には、暴力団は、その威力を背景として経済的利益を追求するなど、一般の法秩序を逸脱した行動原理にのっとって、様々な不法・不当な活動を行っている。また、暴力団の意に沿わない事業者を対象とした報復・見せしめ目的とみられる襲撃事件を敢行したり、組織の継承等をめぐって銃器を用いた対立抗争事件を引き起こしたりするなど、自己の目的を遂げるためには手段を選ばない凶悪性もみられる。


注1：縄張内で非合法な賭博場を開き、そこから利益（寺銭）を上げることを稼業としている者の集団

注2：縁日、祭礼等に際し、境内や街頭で営業を行う露天商や大道芸人等の集団のうち、縄張を有しているもので、暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれのあるもの

①　暴力団構成員及び準構成員等の推移


暴力団構成員及び準構成員等（注1）の推移は、図表-1のとおりである。その総数は、平成8年から16年にかけて緩やかに増加してきたが、17年から減少し、26年末現在で約5万3,500人と、4年の暴力団対策法（注2）施行後で最少を記録した。その背景としては、近年の暴力団排除活動の進展や暴力団犯罪の取締りに伴う資金獲得活動の困難化等により、暴力団からの構成員の離脱が進んだことなどが考えられる。


他方、山口組、住吉会及び稲川会の3団体の暴力団構成員及び準構成員等の数は、18年から減少しているものの、総数に占める割合は7割以上に及んでおり、依然としてこれら3団体による寡占状態が続いている。中でも、山口組の暴力団構成員及び準構成員等の数は、総数の43.7％を占めている。


注1：暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの


注2：暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

　
図表-1　暴力団構成員及び準構成員等の推移（平成17～26年）

[image: 図表-1　暴力団構成員及び準構成員等の推移（平成17～26年）]

②　暴力団の解散・壊滅等の状況


26年中に解散・壊滅した暴力団の数は152組織であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は710人である。このうち山口組、住吉会及び稲川会の3団体の傘下組織の数は125組織（82.2％）であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は618人（87.0％）である。解散・壊滅の理由としては、事件検挙によるもの、首領の死亡、引退、絶縁等によるものなどがみられる。


また、近年の暴力団構成員及び準構成員等の年齢構成をみると、40歳未満の層の減少が顕著であり、暴力団の高齢化が進んでいる。


暴力団の資金獲得活動の困難化等により、暴力団の組織を支える資金が不足するだけでなく、新たに暴力団に加入する者が減少し、運営が困難になっている組織もあるものとみられる。

　
図表-2　暴力団構成員及び準構成員等の年齢構成（平成18年、22年、26年）

[image: 図表-2　暴力団構成員及び準構成員等の年齢構成（平成18年、22年、26年）]


コラム　暴力団構成員の意識


捜査等の過程で、暴力団構成員が次のように話している例があり、暴力団構成員が将来について不安を抱いている状況がうかがわれる。

・　このままでは、構成員数が減ることはあっても増えることはなく、組織の発展もない。

・　いい思いができると思ってヤクザになったが、現実は違った。

・　暴力団の世界では、金を持っている人間しか生き残れない。

・　生活は非常に厳しい。ヤクザをやっていても未来が見えない。



③　暴力団の指定状況


27年6月1日現在、暴力団対策法の規定に基づき、21団体が指定暴力団として指定されている。26年中は、浪川睦会が3回目の指定を受けたほか、5団体（注）が8回目の指定を受けた。

注：三代目侠道会、太州会、九代目酒梅組、極東会及び二代目東組

　
図表-3　指定暴力団（21団体）

[image: 図表-3　指定暴力団（21団体）]

④　暴力団の犯罪性の高さ


暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者（以下「暴力団構成員等」という。）の検挙状況は、図表-4のとおり近年減少傾向にある。しかしながら、罪種別の検挙人員に占める暴力団構成員等の割合をみると、殺人等の凶悪犯罪や、恐喝、覚せい剤取締法違反等の犯罪において高い水準にあり、暴力団が治安に対する大きな脅威となっている。

　
図表-4　暴力団構成員等の検挙人員の推移（平成17～26年）

[image: 図表-4　暴力団構成員等の検挙人員の推移（平成17～26年）]

　
図表-5　罪種別検挙人員に占める暴力団構成員等の割合（平成26年）

[image: 図表-5　罪種別検挙人員に占める暴力団構成員等の割合（平成26年）]


暴力団犯罪の具体的な態様をみても、暴力団は、首謀者による指示の下、犯罪を実行する者、見張りをする者、現場の下見をする者、逃走用車両を運転する者等に役割を分担したり、フルフェイスのヘルメット等の着用により顔を隠すとともに、髪の毛等の物的証拠が残らないようにしたりするなど、組織的・計画的に犯罪を敢行しており、その悪質性は高い。また、警察による取締りを警戒し、取調べにおいて供述を拒否するよう組織的に指示の徹底を図るなど、構成員等に対する統制を強化している状況もみられる。


暴力団は、このように組織防衛を徹底する一方で、その意に沿わない事業者を対象とした報復・見せしめ目的とみられる襲撃事件や、組織の内紛等に起因する対立抗争事件を引き起こしている。近年の暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件（注）及び対立抗争事件の発生状況は、図表-6のとおりである。


注：暴力団構成員、暴力団準構成員、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動標ぼうゴロ、会社ゴロ、新聞ゴロ等が、その意に沿わない活動を行う企業（株式会社等の会社、信用組合、医療法人、学校法人、宗教法人その他の法人をいう。）その他の事業者に対して威嚇、報復等を行う目的で、当該事業者又はその役員、経営者、従業員その他の構成員若しくはこれらの者の家族を対象として敢行したと認められる事件のうち、次のいずれかに該当するもの


1　殺人、殺人未遂、傷害、傷害致死、逮捕及び監禁、逮捕及び監禁致死傷又は暴行

2　上記1に該当しない次の事件

（1）銃器の使用　　（2）実包（薬きょうを含む。）の送付　　（3）爆発物の使用（未遂を含む。）

（4）放火（未遂を含む。）　（5）火炎瓶の使用（未遂を含む。）

（6）上記（1）から（5）までに掲げるもののほか、車両の突入によるなど人の生命又は身体に重大な危害を加えるおそれがある建造物損壊、器物損壊又は威力業務妨害

　

図表-6　暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件の発生件数等の推移（平成22～26年）

[image: 図表-6　暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件の発生件数等の推移（平成22～26年）]


事例


共政会傘下組織組長（45）らは、風俗店経営者からみかじめ料を徴収しようと企て、24年12月から25年7月までの間、同組長の指示の下、同店に電話をかけて脅迫するとともに、みかじめ料の支払いを拒まれたことから、同店従業員が使用する車両への追尾、襲撃等を行った。26年3月までに、同組長ら9人を恐喝未遂罪で逮捕（同月、組織的犯罪処罰法（注）違反（組織的恐喝未遂）で起訴）した（広島）。

注：組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律



⑤　銃器情勢と暴力団


26年中に発生した銃器使用事件（注1）は、147件と、前年より19件（14.8%）増加した。このうち、銃器発砲事件（注2）は32件、その他の銃器使用事件（過失による発砲に係るもの及び発砲を伴わないもの）は115件であった。


近年の銃器発砲事件の発生状況は、図表-7のとおりである。銃器発砲事件による死傷者数は近年減少傾向にあるものの、暴力団等によるとみられるものが多数を占める傾向が続いており、また繁華街や住宅街における拳銃を使用した凶悪な犯罪も後を絶たないことから、引き続き警戒が必要である。


近年、拳銃の全押収丁数に占める暴力団からの押収丁数（注3）の割合は、減少傾向にある。その背景には、暴力団の組織防衛の強化による情報収集の困難化や、拳銃の隠匿方法の巧妙化等があるものと考えられる。


注1：銃砲及び銃砲様の物を使用した事件。「銃砲」とは、「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃」（銃砲刀剣類所持等取締法（以下「銃刀法」という。）第2条第1項）をいう。「銃砲様の物」とは、銃砲らしい物を突き付け、見せるなどして犯行に及んだ事件において、被害者、参考人等の供述等により、銃砲と推定されるものをいう。


注2：銃砲を使用して金属製弾丸を発射することにより、人の死傷、物の損壊等の損害が発生したもの及びそのおそれがあったものをいう（過失及び自殺を除く。）。


注3：暴力団が管理している拳銃と認められるものの押収丁数

　
図表-7　銃器発砲事件の発生状況と死傷者数の推移（平成17～26年）
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図表-8　拳銃押収丁数の推移（平成17～26年）

[image: 図表-8　拳銃押収丁数の推移（平成17～26年）]


コラム　準暴力団の動向


近年、繁華街・歓楽街等において、暴走族の元構成員等を中心とする集団に属する者が、集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている例がみられる。こうした集団は、暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、様々な資金獲得犯罪や各種の事業活動を行っており、中には、暴力団等の犯罪組織との密接な関係がうかがわれるものも存在している。警察では、こうした集団を準暴力団と定義し、実態解明の徹底及び違法行為の取締りの強化等に努めている。




事例


準暴力団チャイニーズドラゴンのリーダー格の男（44）らは、25年9月から26年10月までの間、都内に所在する飲食店経営者に対し、「これから俺たちが仕切る」などと申し向け、みかじめ料名目で合計70万円を喝取した。同年11月、同男ら4人を恐喝罪で逮捕した（警視庁）。



（2）暴力団による資金獲得活動の実態


暴力団は、暴力と組織の威力を最大限に利用しつつ、より巧妙かつ効率的に経済的利益を得るため、経済・社会の発展等に対応して、その資金獲得活動を変化させ続けている。

①　暴力団による資金獲得活動の変遷


博徒や的屋、愚連隊を起源とする暴力団は、戦後の混乱期に闇市の支配権を確立するとともに、賭場を開き、又は組織力をいかして覚醒剤を密売するなどして、その勢力を拡大した。また、昭和20年代から30年代にかけて、経済復興に伴う闇市の消滅、公営競技の再開等がみられると、組織の維持・拡大を図るため、恐喝、公営競技のノミ行為等へと、資金獲得活動を多様化させていった。


覚せい剤取締法違反、恐喝、賭博及びノミ行為等の4種類の犯罪は、暴力団による伝統的資金獲得犯罪である。暴力団構成員等の総検挙人員のうち、伝統的資金獲得犯罪に係る検挙人員の占める割合は3割程度で推移しており、依然として有力な資金源となっている。


他方、暴力団に対する取締りが強化されていく過程で、暴力団は、摘発のリスクを逃れつつ、より安定的に資金を獲得するため、明らかに違法な資金獲得活動から、暴力団の威力を示すことによる不当な金銭等の要求行為へと重点を移行するようになった。40年代から50年代にかけて増加した民事介入暴力や企業対象暴力、バブル期における不動産取引等への介入、バブル崩壊後における金融機関の不良債権処理への介入等は、その典型である。


さらに、近年、暴力団は、その実態を隠蔽しながら各種の事業活動へ進出するなどし、一般社会での不透明な資金獲得活動を活発化させているほか、各種公的給付制度等を悪用した詐欺、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺等への関与を深めるなど、その活動分野を更に拡大している状況がうかがわれる。

　
図表-9　伝統的資金獲得犯罪の検挙人員の推移（平成17～26年）
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図表-10　暴力団の資金獲得活動の変遷

[image: 図表-10　暴力団の資金獲得活動の変遷]

②　威力を示さない資金獲得活動の増加


近年の暴力団構成員等の罪種別検挙状況をみると、恐喝、傷害等の暴力団の威力をあからさまに示す形態の犯罪の割合が減少傾向又は横ばいで推移する一方で、必ずしも暴力団の威力を示す必要のない詐欺の割合が増加している。また、暴力団が、インターネットを利用して偽ブランド品を販売し、資金を獲得している例もみられる。


この背景としては、数次にわたる暴力団対策法の改正による規制の強化、社会における暴力団排除活動の進展等により、暴力団の威力をあからさまに示して行う資金獲得活動が困難化したことなどが考えられる。

　
図表-11　暴力団構成員等の罪種別検挙人員の状況（平成17年、26年）

[image: 図表-11　暴力団構成員等の罪種別検挙人員の状況（平成17年、26年）]


事例


山口組傘下組織構成員（39）は、生活保護費をだまし取ろうと企て、暴力団構成員であることを隠して生活保護の適用要件を満たしているかのように装い、平成25年3月から同年12月にかけて生活保護費合計約140万円をだまし取った。26年4月、同構成員を詐欺罪で逮捕した（岩手）。



③　資金獲得活動の不透明化・多様化


近年、暴力団に対する取締りの強化等に伴い、暴力団と強い結び付きがありながら、正式に組織に所属しない者が増加しているとみられるほか、暴力団の周囲にある者の活動実態や暴力団との関係性も多様化している状況にある。


例えば、暴力団は、従来から、準構成員や元暴力団構成員が実質的に経営する暴力団関係企業を利用した資金獲得活動を活発化させてきたが、近年では、暴力団関係企業以外にも、暴力団の資金獲得活動に協力し、又は関与する共生者（注）の存在がうかがわれる。暴力団関係企業や共生者は、暴力団の威力等を背景として、経済取引や法制度を悪用し、自らの利益を拡大しているだけでなく、暴力団との関係を隠しつつ、暴力団が違法又は不当に獲得した資金を合法的な事業に投資したり、威力等を利用する対価として暴力団に資金を提供したりするなど、暴力団の資金獲得活動を不透明化させている。


また、暴力団が、より安定的に資金を獲得するため、みかじめ料の徴収方法を巧妙化させるなど、新たな態様により資金を獲得している例もみられる。


注：暴力団に利益を供与することにより、暴力団の威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者

　
図表-12　不透明化する暴力団の資金獲得活動

[image: 図表-12　不透明化する暴力団の資金獲得活動]

ア　繁華街・歓楽街における資金獲得活動


飲食店・風俗店等が集中し、多額の消費活動が行われる繁華街・歓楽街は、伝統的に暴力団による資金獲得活動の場となってきたが、近年では、暴力団が警察による取締りを逃れるため、共生者等を利用しつつ、資金獲得活動を更に巧妙化させている状況がみられる。


具体的には、暴力団は、正規に営業する飲食店を仮装した違法カジノ店や違法風俗店の経営を行っており、摘発された場合であっても実質的に経営をしている首謀者等が検挙されることがないよう、名義だけの店長や経営者を置くなどして、組織の関与を隠蔽している。また、飲食店や風俗店の店長等から、家賃や広告料、おしぼり代等の名目でみかじめ料を徴収するなど、民事取引を仮装した不当要求行為を行っている例も多い。


事例


山口組傘下組織構成員（39）は、自らが実質的に経営する飲食店において、神奈川県公安委員会の許可を受けずに、ホステスに飲食客を接待させていた。24年5月、同構成員及び同店店長（43）を風営適正化法（注）違反（無許可営業）で逮捕した（神奈川）。

注：風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律



イ　建設分野における資金獲得活動


建設業界においては、1件の工事に複数の事業者が関与する場合が多く、施主との建設請負、建設資材の購買、建設機材のリース、労働者派遣等、関連する事業の内容も多岐にわたる。また、規模が大きな工事ほど下請業者等に対する再委託契約が数多く連鎖することが多い。このような取引構造から、暴力団関係企業等が下請に参入したり、コンサルタントと称して取引に介入したりする危険性が高く、従来から暴力団による公共事業等への参入がみられた。特に、近年では、暴力団が、元暴力団構成員等が経営する暴力団関係企業のほか、一見して暴力団との関係が判明しない共生者を介して、公共事業等に参入したり、東日本大震災の復旧・復興事業に労働者を違法に派遣したりする例がみられる。これらの中には、共生者においても、自らが実質的に経営に関与しているにもかかわらず、名義だけの経営者を置くなどして暴力団と企業との関係を更に巧妙に隠蔽していた例もあり、資金獲得活動の実態が一層不透明化している。


今後、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の関連施設整備等による建設需要の増大が見込まれるところであり、暴力団が、暴力団関係企業や共生者を利用して、これらの事業への参入を図ることも強く懸念される。

　
図表-13　建設業界における資金獲得活動の例
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事例


26年3月、住吉会傘下組織幹部（51）を暴力行為等処罰二関スル法律違反で検挙したところ、その捜査の過程で、建設会社役員が、同幹部と社会的に非難される密接な関係を有していることが判明した。同年6月、東京都、墨田区等合計36地方公共団体に通報し、同社を公共工事から排除した（警視庁）。



ウ　売春等への関与による資金獲得活動


暴力団は、従来から売春等に関与して資金を獲得してきたが、近年では、店舗を設けることなく、出会い系サイト等を利用して組織的に児童買春の周旋を行う事犯がみられるなど、悪質かつ巧妙な売春関係事犯を敢行し、資金を獲得している状況がうかがわれる。


事例


山口組傘下組織幹部（42）らは、無職の少女（16）らを雇い入れ、「援助交際」を装い、出会い系サイトを利用して、組織的に児童買春等の周旋を行っていた。25年1月までに、同幹部ら16人を児童福祉法違反（児童に淫行をさせる行為）等で逮捕した（福岡、大分）。



エ　公的給付制度を悪用した資金獲得活動


近年、暴力団が、生活困窮者に違法な高金利で金銭を貸し付けたり、ホームレスを施設に入居させたりした上で生活保護を申請させ、返済金や家賃等の名目で不当に生活保護費を搾取する「貧困ビジネス」に関与する例がみられる。また、東日本大震災による被災者を対象とした貸付制度を悪用して資金を獲得している例もある。暴力団が、生活困窮者等を対象とした公的給付制度に目をつけ、これを悪用しているものと考えられる。


事例


山口組傘下組織組長（60）らは、22年12月から25年5月にかけて、生活保護受給者の男性2人に対して、計約200万円を貸し付け、法定利息を上回る約50万円の利息を受け取っていた。25年6月、同組長ら2人を出資法（注）違反（高金利の受領）で逮捕した（警視庁）。

注：出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律



オ　不良グループを利用した資金獲得活動


近年、暴力団が、暴走族その他の不良グループによる犯罪活動への投資等を行ったり、各種トラブルを解決したりすることの対価として、これらの集団から金銭の提供を受けている状況がうかがわれる。暴力団排除活動の進展により一般社会での資金獲得活動が困難となった暴力団が、構成員の人的供給源としてだけではなく、安定的に資金を獲得できる対象として、これらの不良グループを利用しているものと考えられる。


コラム　資金獲得活動の具体的態様


捜査等の過程で、暴力団構成員らが次のように話している例があり、暴力団が共生者を活用するなどして資金獲得活動を巧妙化させている状況がうかがわれる。


○　今の時代、暴力団構成員自らがシノギ（資金獲得活動）を行うことは難しいので、不良グループや破門者（元暴力団構成員）を利用し、堅気（かたぎ）の者を会社の代表者にして経営させている（暴力団構成員）。


○　性風俗営業では、女性従業員の引き抜き等に伴うトラブルが多く、その大半には暴力団が介入することから、暴力団が経営に関与しない店舗であっても、定期的に金銭を暴力団に支払っているのではないか（無店舗型性風俗特殊営業経営者）。


○　A組を後ろ盾として、土木建設の談合を取りまとめている。A組組長には、資金の提供を行っているほか、ゴルフを一緒に行うなどしている（建設会社経営者）。


○　月約13万円の生活保護費は、住居費と食費が除かれた後、小遣いとして1万5,000円が与えられたものの、残金は貰えなかった。施設経営者のBは、暴力団関係者であると噂されていた（無料低額宿泊所入居者）。


○　Cさん（暴力団関係者）には、他のグループとトラブルになった場合の仲裁等をお願いし、ひったくり等で手に入れたお金を渡していた（「旧車會」（注）メンバ－）。

注：163頁参照



（3）第一線から見た暴力団の動向


警察庁では、近年における暴力団の活動実態の変化の状況等を的確に把握し、今後の対策に役立てるため、平成26年12月から27年1月にかけて、警視庁及び道府県警察本部の情報官（注1）等を対象としたアンケート（注2）を実施した。また、27年2月には、より詳細に実態を把握するため、暴力団が関与する事件の捜査指揮に当たった警察官等による意見交換会（以下「意見交換会」という。）（注3）を行った。以下のアンケート結果の評価・分析に当たっては、意見交換会における議論を参考とした。


注1：警視庁及び道府県警察本部の組織犯罪対策部門においては、関係する様々な部門が保有する組織犯罪に関する情報を一元的に集約・分析するとともに、関係部門間における情報の共有化等を図ることにより、より戦略的な組織犯罪対策を講ずるため、総括情報官、情報官等を設置する「情報官制度」を導入している。


注2：暴力団対策部門の情報官等を対象としたアンケート（以下「暴力団対策部門等に対するアンケート」という。135人が回答した。）並びに薬物対策部門、銃器対策部門、国際組織犯罪対策部門、犯罪収益対策部門、強行犯捜査部門、知能犯捜査部門、盗犯捜査部門、少年事犯対策部門、風俗関係事犯対策部門、サイバー犯罪対策部門、生活経済事犯対策部門及び暴走族対策部門の警察官を対象としたアンケート（以下「関係部門に対するアンケート」という。522人が回答した。）を実施した。


注3：窃盗犯、知能犯、薬物事犯、犯罪インフラ事犯等を含む、暴力団が関与していた重要な事件であって最近検挙されたものにおいて捜査指揮に当たった警察官8人と警察庁職員が参加した。

①　暴力団情勢の変化


「暴力団対策部門等に対するアンケート」において、近年の暴力団の勢力の変化について質問したところ、「全体的に弱体化している」と「多くの暴力団は弱体化しているが、一部の暴力団は勢力を維持又は拡大している」との回答が合計で69.7％に上った。他方で、少なくとも一部の暴力団は勢力を維持又は拡大していると考えている者も合計で76.3％に上ることから、第一線においては、暴力団の弱体化が進む中で、勢力を維持又は拡大する組織が一定数存在しているとの見方がされているものと考えられる。さらに、暴力団が勢力を維持又は拡大する要因について質問した（注）ところ、図表-15のとおり、共生者等が暴力団の活動を助長し、又は容易にしているとの回答を選択した者が最も多かった。


注：「全体的に弱体化している」又は「わからない」と回答した者以外に対して質問した。

　
図表-14　近年の暴力団の勢力の変化

[image: 図表-14　近年の暴力団の勢力の変化]

　
図表-15　暴力団が勢力を維持・拡大している要因（複数回答・3つまで選択可）
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また、10年後の暴力団勢力はどのように変化していると思うか質問したところ、「資金獲得活動の態様がより巧妙化する」との回答が最も多かった（図表-16）。これに次いで、「主要3団体の寡占化がより進展する」との回答と、「新たな分野における資金獲得活動が進む」との回答を選択した者が多かった。

　

図表-16　10年後の暴力団勢力は、現在と比べてどのように変化していると思うか（複数回答）
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②　近年の暴力団活動の変化の具体的内容


「暴力団対策部門等に対するアンケート」においては、近年暴力団が勢力を維持又は拡大している状況を示す具体的な理由やエピソードについても回答を求めた（自由記載）。また、「関係部門に対するアンケート」においては、暴力団が関与し、又は関与がうかがわれる事案の捜査等における経験を通じ、それぞれの担当分野において近年感じている変化等について回答を求めた（自由記載）。

ア　資金獲得活動の巧妙化


これらのアンケートへの回答では、共生者等の利用や警察対策の徹底等により、暴力団の資金獲得活動が巧妙化していることを指摘する意見が多くみられた。


資金獲得活動の巧妙化


・　暴力団構成員が共生者に不動産を取得させ、後で自分に所有権を移転させるなど、共生者の存在が暴力団の資産を形成する上での人的インフラとなっている。


・　暴力団の関与がうかがわれる風俗店では、近年、前科前歴のない者を名義人にしたり、複数の者を介在させたりしており、暴力団の存在が見えにくくなっている。


・　実際には、暴力団構成員として活動している実態がある者が、警察に離脱相談をするなどして暴力団を離脱したことを装って資金獲得活動を行っている。


・　最近は、暴力団に所属せず、暴力団に犯罪収益が流れていることも自覚していない若者が、実行犯として利用されるケースがある。




暴力団構成員が、取調べに対して完全に黙秘したり、資金の流れを徹底して隠蔽したりする傾向も強まっているため、暴力団構成員かどうかの判断や資金源の解明が一層難しくなり、暴力団が潜在化していくことが危惧される。

イ　新たな分野への進出

特殊詐欺等の新たな分野への暴力団の進出を指摘する意見も多くみられた。


新たな分野への進出


・　警察の取締りによって恐喝やみかじめ料等から得られる利益が枯渇しているため、暴力団が一度に多額の利益を得られる特殊詐欺に進出してきていると思われる。


・　暴力団がIT企業からノウハウの提供を受けてフィッシング（注）を行っていた。今後ますます暴力団によるサイバー犯罪が増加すると思う。


・　サイバー犯罪は、以前は小規模、自己完結型の犯罪が多かったが、近年は、暴力団や外国人が関係するケースや、組織的に敢行されるケースが増加してきていると感じる。

・　国内での資金獲得に危機感を有する暴力団幹部は、国外に資金源を求め始めている。


注：アクセス管理者になりすまし、当該アクセス制御機能にかかる識別符号の入力を求める行為をいう。いわゆるフィッシングサイトを公衆が閲覧できる状態に置く行為等




暴力団は、常に、検挙されるリスクが低く、労せずして経済的利益を得られる分野を求めていることから、暴力団の資金獲得活動の実態とその変化を注視していく必要がある。

ウ　暴力団の二極化


資金獲得が困難となっていることから、検挙されるリスクを冒して自ら犯罪に関与する者や、生き残りのために有力組織の傘下に入る暴力団の存在を指摘する意見もみられた。


暴力団の二極化


・　捕まるヤクザは、金を持っていない者が多い。暴力団の中で格差が広がっており、金のないヤクザが危険を冒しているように感じられる。

・　暴力団幹部が、組の運営資金を稼ぐために、自ら窃盗を敢行していた事件があった。


・　山口組弘道会の存在が大きいため、弘道会の傘下に入ることで弱体化を防いでいる暴力団もあるとみられる。




共生者を利用するなどした資金獲得活動により、潤沢な資金を有する組織がある一方で、暴力団排除活動の進展等の情勢の変化により、資金が不足する組織も少なくない。暴力団に新たに加入する若者が減少し、構成員の高齢化が進んでいることも、特に規模の小さい組織における人材不足に拍車をかけ、いわば暴力団の二極化が進んでいると考えられる。











2　薬物情勢


薬物は、乱用者の精神や身体をむしばむばかりでなく、幻覚、妄想等により、乱用者が殺人、放火等の凶悪な事件や重大な交通事故等を引き起こすこともあるほか、薬物の密売が暴力団等の犯罪組織の資金源となることから、その乱用は、社会の安全を脅かす重大な問題である。


薬物事犯の検挙人員は、近年、減少傾向にあるものの、平成26年中は1万3,121人と、依然として高水準で推移している。また、船舶を利用した覚醒剤の大量密輸入事犯が25年、26年に相次いで検挙されるなど、依然として規制薬物（注1）の国内への流入がうかがわれる。これに加えて、最近では、危険ドラッグ（注2）の影響によるとみられる事件・事故が発生するなど、新たな課題も浮上している。

注1：覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがら

注2：規制薬物又は指定薬物（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（旧・薬事法。以下「医薬品医療機器法」という。）第2条第15項に規定する指定薬物をいう。）に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標ぼうしながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を含む。これらの薬物は、これまで「脱法ドラッグ」と呼ばれていたが、「脱法」という呼称が国民に誤解を与えるおそれもあることから、警察庁・厚生労働省では、26年7月、これに代わる新たな呼称を国民から広く募集し、規制の有無を問わず使用することが危ない物質であることを明確に示す呼称として、「危険ドラッグ」を選定した。

　
図表-17　薬物事犯の検挙人員（平成26年）
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（1）薬物事犯の検挙状況と乱用薬物の流通の実態

①　各種薬物事犯の状況

近年の各種薬物事犯の検挙状況は、図表-18のとおりである。

　
図表-18　各種薬物事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）
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ア　覚醒剤事犯


覚醒剤事犯の検挙人員（注）は、近年減少傾向にあるものの、平成26年中は1万958人と、前年より49人（0.4％）増加し、全薬物事犯の検挙人員の83.5％を占めている。また、粉末押収量は487.5キログラムと、前年より344.4キログラム（41.4％）減少したものの、過去10年間で2番目に多い押収量となった。覚醒剤事犯の特徴としては、検挙人員のうち再犯者の占める割合が他の薬物と比べて高く、増加傾向にあることや、検挙人員のうち30歳代以上の年齢層の占める割合が高く、特に40歳代以上の年齢層の占める割合が増加していることが挙げられる。新たな乱用者が減る一方で、覚醒剤が強い依存性を有しており、一旦乱用が開始されてしまうと継続的な乱用に陥る傾向がうかがわれる。


注：国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（以下「麻薬特例法」という。）違反の検挙人員のうち、覚醒剤事犯に係るものを含む。

　

図表-19　覚醒剤事犯の再犯者率及び検挙人員の年齢別構成比の推移（平成17～26年）
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イ　大麻事犯


大麻事犯の検挙人員は、近年減少傾向にあるものの、26年中は1,761人と、前年より206人（13.2％）増加した。全薬物事犯の検挙人員の13.4％を占めており、依然として覚醒剤事犯に次ぐ高水準で推移している。大麻事犯の特徴としては、覚醒剤事犯とは異なり、検挙人員のうち初犯者や20歳代以下の若年層の占める割合が高いことが挙げられる。他方、近年では、検挙人員のうち30歳代以上の年齢層の占める割合が増加傾向にあり、乱用者層の拡大が懸念される。

　

図表-20　大麻事犯の初犯者率及び検挙人員の年齢別構成比の推移（平成17～26年）
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②　危険ドラッグをめぐる状況

ア　検挙状況


近年、ハーブやバスソルト、アロマ等と称して販売される新たな乱用薬物が次々と出現しており、乱用者本人の健康被害を引き起こすだけでなく、その影響とみられる事件・事故が相次いで発生している。警察では、これらの薬物を危険ドラッグとして位置付け、各種法令を駆使した検挙に努めている。危険ドラッグに係る適用法令別検挙人員の推移は、図表-21のとおりであり、26年中の検挙人員は840人と、前年より664人（377.3％）増加した。

　
図表-21　危険ドラッグに係る適用法令別検挙人員の推移（平成22～26年）

[image: 図表-21　危険ドラッグに係る適用法令別検挙人員の推移（平成22～26年）]


危険ドラッグ事犯の特徴としては、26年中に検挙された乱用者のうち薬物犯罪の初犯者が約8割を占めているほか、30歳代以下の年齢層が約7割を占めていることが挙げられる。危険ドラッグは、合法であることを標ぼうして販売されていることに加え、他の規制薬物と比べて比較的安価であり、また、これまで繁華街等で簡単に入手できたことから、初犯者や若年層に乱用が拡大したものと考えられる。26年中の検挙事件における乱用者の危険ドラッグの入手先の割合をみても、街頭店舗が多く（58.0％）を占めている。


一方で、インターネットを利用して入手したとするもの（19.7％）や、密売人から入手したとするもの（5.7％）もみられる。警察や関係機関による取締りの強化を受けて、危険ドラッグの販売・流通ルートの更なる潜在化が懸念されることから、今後、販売実態の把握を徹底する必要がある。

　
[image: 危険ドラッグ]

危険ドラッグ

　
[image: インターネットを利用して販売される危険ドラッグ]

インターネットを利用して販売される危険ドラッグ


コラム　危険ドラッグが乱用される背景


警察庁では、平成26年12月から27年1月にかけて、警視庁及び道府県警察本部の薬物対策部門の情報官（注1）等を対象としたアンケート（注2）を実施し、危険ドラッグが乱用される背景についてどのように思うか質問した。その結果、図表-22のとおりの回答が得られた。27年4月末現在、危険ドラッグの販売店舗数は急減している状況にある（注3）ものの、危険ドラッグの危険性が十分に認識されていないことを指摘する回答も多く（39.7％）、販売・流通ルートの潜在化への対策のほか、乱用の拡大防止に向けた広報啓発活動を強化する必要がある。

注1：10頁参照

注2：総括情報官及びその補助官並びに薬物対策部門の情報官を対象としたアンケート。129人が回答した。

注3：35頁参照

　
図表-22　危険ドラッグが乱用される背景についてどのように思うか（複数回答）
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イ　輸入・製造の実態


危険ドラッグは、多くの場合、その原料となる物質が海外から輸入されているとみられ、26年中には、これらの原料を基に危険ドラッグを製造・加工していた国内の拠点を摘発した。暴力団構成員等が危険ドラッグの販売に関与していた例もあり、今後、暴力団等の犯罪組織の関与の実態についても注視していく必要がある。


事例


工藤會傘下組織構成員（48）らは、危険ドラッグの販売店舗を経営し、26年7月、業として指定薬物を含有する植物片を販売した。同年9月、同構成員ら2人を薬事法違反（業としての指定薬物の販売）で逮捕した（山口）。




事例


自営業の男（45）らは、中国から原料を輸入した上で危険ドラッグを製造し、宅配便等を利用して都内の販売店舗に卸すなどしていた。26年12月までに、同男ら14人を薬事法違反（指定薬物の授与）等で逮捕するとともに、埼玉県及び都内の製造拠点を摘発した（埼玉）。

　
[image: 摘発した都内の製造拠点]

摘発した都内の製造拠点

　
[image: 製造されていた危険ドラッグ]

製造されていた危険ドラッグ




コラム　危険ドラッグの危険性


危険ドラッグは、その薬理作用により幻覚や妄想等の症状を生じさせ、乱用者が事件や事故を引き起こすことがあるほか、場合によっては、死に至ることもある。危険ドラッグの乱用者の取扱事例としては、次のようなものがある。


・　会社員の男（48）は、「部屋に蛇と竜がいる、殺される」と言い、自宅のアパートの一室で毛布に火をつけた。同棲中の女性は、「男は3年くらい前から危険ドラッグを使用していた。最近は危険ドラッグを使用して幻聴を聞いたり、幻覚を見たりしている様子だった」と話し、同室からは危険ドラッグが発見された（静岡）。


・　無職の外国人の男（58）は、棒を持って騒いでいたところ、通報を受けて臨場した警察官ともみ合いになり、同警察官の拳銃を奪取し、同警察官に向けて発砲して重傷を負わせた。男の自宅からは危険ドラッグが発見され、男は「危険ドラッグを使用した」旨供述した（愛知）。


・　駐車中の車両内で、無職の男（39）が死亡していた。一緒にいた女性は、「男と一緒にパイプに葉片を詰めて吸った」と話し、同車両内からは危険ドラッグが発見された（神奈川）。



（2）犯罪組織による薬物の密輸入と不正取引の実態

①　覚醒剤密輸入事犯の状況

ア　覚醒剤密輸入事犯の検挙状況


覚醒剤密輸入事犯の検挙状況の推移は、図表-23のとおりである。平成21年頃に急増した検挙件数は、23年をピークに減少したものの、26年中の検挙件数は150件、検挙人員は176人と、依然として高い水準にある。


我が国に流入する覚醒剤は、航空機の利用者の手荷物への隠匿、船舶コンテナ貨物の利用等の巧妙な手口により密輸入されている。特に、最近では、いわゆる運び屋（注）が携帯する手荷物に覚醒剤を隠匿して密輸入する事例が多くみられ、これらの運び屋が、インターネットを利用して知り合った者からの依頼を受け、報酬を得て、覚醒剤の密輸入を行っている実態も明らかとなっている。こうした事案の背後では、複数の人物が巧妙に連携して覚醒剤の受渡し場所を指示するなどしており、国際的な薬物犯罪組織の関与がうかがわれる。


注：航空機等を利用して薬物を密輸する役割を担う者をいい、薬物犯罪組織とつながりの薄い者がこれに当たることが多い。

　
図表-23　覚醒剤密輸入事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）
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事例


タイ人の女（20）は、26年3月、香港から関西国際空港に到着した際、細工したリュックサックの背当て部分に覚醒剤約1.4キログラムを隠匿していたことから、同女を覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）で逮捕した。同女は、「知人の女から成功報酬5万バーツで覚醒剤の密輸を請け負った。リュックサックは中国国内でアフリカ系の男性から受け取った」などと供述した（大阪）。

　
[image: 覚醒剤の隠匿状況]

覚醒剤の隠匿状況

　
[image: 隠匿されていた覚醒剤]

隠匿されていた覚醒剤




事例


イギリス人の男（33）は、26年10月、ドイツから成田国際空港に到着した際、二重底に細工したスーツケースの内部に覚醒剤約5.8キログラムを隠匿していたことから、同男を覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）で逮捕した（千葉）。

　
[image: 覚醒剤の隠匿状況]

覚醒剤の隠匿状況



イ　覚醒剤密輸入事犯における仕出地の変化


近年、覚醒剤の密輸入事犯における仕出地に多様化の傾向がみられる。過去10年間の覚醒剤の仕出地数の推移をみると、17年には10か国（地域）であった仕出地が、23年には38か国（地域）まで急増し、その後減少に転じたものの、26年においても28か国（地域）に上っている。


従来は中国、マレーシア、フィリピン等のアジアを仕出地とするものが大半を占めていたが、近年、中南米やアフリカ、中近東を仕出地とするものが増加している。特に、最近では、メキシコを仕出地とし、船舶貨物を利用して、一度に大量の覚醒剤を密輸入しようとする例がみられる。25年及び26年には、同国を仕出地とし、押収量が100キログラムを超える覚醒剤の大量密輸入事犯が相次いで検挙されており、同国の薬物犯罪組織が覚醒剤の密輸に深く関与していることがうかがわれる。


他方、26年中は、中国（台湾、香港及びマカオを除く。）を仕出地とする覚醒剤密輸入事犯が45件と最も多く、全体の約30.0％を占めたほか、香港（27件、18.0％）、タイ（19件、12.7％）を仕出地とする覚醒剤密輸入事犯が多数に上っており、依然としてアジアが主要な仕出地となっている。アジアを仕出地とする密輸入事犯は、いわゆる運び屋によるものが多くみられる。


このように、我が国を覚醒剤の主要なマーケットと位置付け、その取引により莫大な収益の獲得を目論む薬物犯罪組織が、様々なルートで密輸出を試みている実態がうかがわれることから、各国の捜査機関等と連携した取組が重要となっている。

　

図表-24　覚醒剤密輸入事犯の仕出地数と地域別検挙件数の推移（平成17～26年）
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事例


メキシコ人の男（39）らは、25年12月から26年1月にかけて、模造石の内部に覚醒剤を隠匿し、メキシコから船舶コンテナで密輸入した。同年3月、同メキシコ人の男、日本人2人及びペルー人2人を覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）等で逮捕し、覚醒剤約145キログラムを押収した（神奈川、福岡、宮崎、鹿児島）。

　
[image: 模造石の内部に隠匿された覚醒剤]

模造石の内部に隠匿された覚醒剤




事例


中国人の男（20）らは、26年6月、電気調理機器及び空気清浄機の内部に覚醒剤を隠匿し、中国から国際スピード郵便で密輸入した。同年7月までに、同男ら3人を覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）等で逮捕し、覚醒剤約400グラムを押収した（警視庁）。



②　犯罪組織の資金源としての薬物犯罪


薬物は隠匿・運搬が容易であり、仕入価格と末端価格との差が大きく、大きな収益を上げられるほか、その依存性から安定した需要が生じることから、資金の獲得を目的として暴力団等の犯罪組織が取引に関与している。


薬物の取引価格は、取引量、取引する薬物の種類・質等により異なるものの、これまでの検挙事例からは、国内に流入した薬物が、数段階の流通過程を経て、仕入価格の数倍の値段で末端乱用者に密売されている状況がうかがわれる。


コラム　覚醒剤の取引価格


捜査等の過程で、覚醒剤の密売に関与した被疑者が次のように話している例があり、薬物犯罪組織が覚醒剤の密売によって大きな利益を得ていることがうかがわれる。


・　仕入先から覚醒剤20グラム（約670回分の使用量に相当（注））を24万円で購入している。インターネットを利用して客を募り、0.2グラム（約7回分の使用量に相当）当たり1万円から1万5,000円で取引している（密売人A）。


・　小分けされた覚醒剤1袋（0.2グラム）を仕入先から4,000円で購入し、客に1万円で販売する（密売人B）。

注：覚醒剤乱用者の1回当たりの使用量は、通常約0.03グラムである。



③　薬物犯罪への暴力団の関与


26年中の暴力団構成員等による覚醒剤事犯の検挙人員は6,024人と、前年より72人（1.2％）減少したものの、覚醒剤事犯の検挙人員の55.0％を占めている。暴力団構成員等による覚醒剤事犯の検挙人員の団体別構成比は図表-25のとおりであり、山口組、稲川会及び住吉会の3団体を始め、暴力団が広く覚醒剤事犯に関わっている。

　

図表-25　暴力団構成員等による覚醒剤事犯の検挙人員の団体別構成比（平成26年）
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暴力団構成員等の団体別の検挙人員に占める覚醒剤事犯の割合は図表-26のとおりである。中小規模の暴力団の中には、特定の地域において覚醒剤の密売を独占的に行うなど、覚醒剤の密売を主要な資金獲得手段としているとみられるものがある。また、大規模な暴力団の傘下組織においても、過去の検挙事例において首領や幹部が営利犯（注）として検挙されている状況等から、覚醒剤の密売に組織的に関わっていることがうかがわれるものがあり、覚醒剤が暴力団の主要な資金源になっているとみられる。

注：営利目的所持、営利目的譲渡し及び営利目的譲受け

　
図表-26　暴力団構成員等の検挙人員に占める覚醒剤事犯（平成26年）

[image: 図表-26　暴力団構成員等の検挙人員に占める覚醒剤事犯（平成26年）]


事例


稲川会傘下組織組長（64）らは、携帯電話で注文を受け付けるなどして、組織的に覚醒剤を密売していた。26年2月までに、同組長ら11人を覚せい剤取締法違反（営利目的譲渡）等で逮捕するとともに、同年6月までに、同組長らから覚醒剤を購入した客50人を検挙した（群馬）。



④　薬物犯罪への国際犯罪組織の関与


26年中の来日外国人による薬物事犯の検挙人員は427人と、前年より16人（3.9％）増加した。このうち、覚醒剤事犯の検挙人員が全薬物事犯の74.0％を占めている。また、26年中の来日外国人による薬物事犯の検挙人員を国籍・地域別でみると、フィリピン、ブラジル及びタイの比率が高く、3か国で全体の34.4％を占めている。


薬物の製造が厳しく規制されている我が国では、国内で乱用されている薬物の大半が海外から密輸入されており、暴力団や来日外国人犯罪組織によって密売されている状況がみられる。国内外の薬物犯罪組織による国際的なネットワークが構築されているものとみられ、特に、最近の来日外国人による覚醒剤の密輸入事犯についてみると、ナイジェリア等のアフリカ系犯罪組織の関与がうかがわれるものが多い。


他方、26年中の来日外国人による覚醒剤事犯の営利犯の検挙人員を国籍・地域別でみると、イラン人が52.9％と最も高くなっている。我が国では、バブル崩壊後、来日イラン人労働者の就労機会が減少し、その一部が不良化したことなどを背景として、イラン人薬物密売組織による覚醒剤の密売が横行した。近年、イラン人による覚醒剤事犯の検挙人員は減少傾向にあるものの、イラン人による覚醒剤の密売ルートが根強く存在していることがうかがわれる。

　

図表-27　来日外国人による覚醒剤事犯（営利犯）の検挙人員に占めるイラン人の推移（平成17～26年）
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事例


イラン人の男（28）を中心とする密売グループは、関東を中心に広域的に覚醒剤を密売していた。26年5月までに、同グループの密売人9人を麻薬特例法違反（覚醒剤としての譲渡）等で逮捕するとともに、同グループから覚醒剤を購入するなどした客20人を覚せい剤取締法違反（所持）等で逮捕し、同グループの密売ルートを壊滅した（千葉）。



⑤　薬物犯罪組織の特徴


薬物犯罪組織は、警察による組織の実態や供給ルートの解明を困難にするため、薬物の運搬・保管等の犯行の分業化、指示系統の複雑化、摘発時における供述内容についての組織的な指示等により組織防衛を図っている。


また、暴力団構成員が密輸入した覚醒剤を外国人密売グループに渡していた事例や、暴力団関係者が海外に渡航し、覚醒剤を隠匿した貨物を海外から日本国内に送付した事例もみられ、依然として暴力団と外国人犯罪組織が連携して薬物の密輸・密売を敢行している状況がうかがわれる。


事例


住吉会傘下組織幹部（49）らは、26年10月、中古自動車の運転席及び助手席の床下に覚醒剤を隠匿して密輸入した。また、ナイジェリア人の男（55）らは、同年11月、隠匿された覚醒剤を取り出すため、神奈川県内のヤード（注）に運搬された同車両を解体した。同年12月までに、同幹部ら4人及びナイジェリア人の男ら3人を覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）等で逮捕した（神奈川）。

注：75頁参照

　
[image: 中古自動車内に隠匿された覚醒剤]

中古自動車内に隠匿された覚醒剤













3　国際組織犯罪情勢


来日外国人犯罪の総検挙件数・人員は、平成の初期から増加傾向となり、検挙件数は平成17年に、検挙人員は16年に、それぞれピークに達したが、警察を含む関係機関による総合的な施策により、不法残留者数が減少したことに伴い、近年減少傾向にある。


しかしながら、経済・金融のグローバル化の進展や情報通信技術の発達を背景に、犯罪組織の構成員の多国籍化、犯罪行為の世界的展開といった状況がみられるほか、犯罪インフラ事犯の新たな手口もみられるところである。また、現在、査証緩和を始めとする観光立国の実現に向けた取組や、外国人材の更なる活用に向けた取組が政府一体となって進められており、今後、来日外国人の一層の増加が見込まれる中で、これらが、不法就労や不法残留、来日外国人犯罪の増加等につながることがないよう、引き続き、関係機関と連携した対策を講ずる必要がある。

（1）来日外国人による犯罪の検挙状況

①　全般的傾向


来日外国人犯罪の検挙状況の推移は、図表-28のとおりである。平成17年から26年にかけて、刑法犯の検挙件数は2万3,373件（70.7％）減少しており、包括罪種別にみると、図表-30のとおり、侵入窃盗を始めとする窃盗犯の検挙件数が2万8,525件から6,716件へと最も大きく減少（76.5％）している。また、17年から26年にかけて、特別法犯の検挙件数は9,277件（62.6％）減少しており、適用法令別にみると、図表-30のとおり、不法残留、不法在留を始めとする入管法（注）違反の件数が1万2,199件から3,855件へと最も大きく減少（68.4％）している。

注：出入国管理及び難民認定法

　
図表-28　来日外国人犯罪検挙状況の推移（平成元年～26年）
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図表-29　来日外国人犯罪検挙状況の推移（平成17年～26年）
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図表-30　来日外国人犯罪の包括罪種別刑法犯・適用法令別特別法犯検挙件数の状況（平成17年、26年）

[image: 図表-30　来日外国人犯罪の包括罪種別刑法犯・適用法令別特別法犯検挙件数の状況（平成17年、26年）]

②　不法滞在者による犯罪


来日外国人の正規滞在・不法滞在別の検挙人員の状況をみると、図表-31のとおり、17年から26年にかけて、不法滞在者（注）の検挙人員は、1万1,839人から1,882人へと大きく減少（84.1％）している。


不法滞在者の検挙人員の大幅な減少は、警察と関係機関が緊密に連携し、入管法に基づく入国警備官への被疑者の引渡しのほか、入国管理局との合同摘発を積極的に行うなどの対策を講じたことにより、不法滞在者数が減少したことによるものと考えられる。


しかしながら、近年、来日外国人の数が増加する中、来日した外国人が不法に就労する事例も少なくなく、さらに、不法に就労するよりも効率的に金銭を得ることができるとして、犯罪に手を染めるようになる者も依然としてみられる。


注：入管法第3条違反の不法入国者、入国審査官から上陸の許可を受けないで本邦に上陸した不法上陸者及び適法に入国した後在留期間を経過して残留している者等の不法残留者

　

図表-31　来日外国人の正規滞在・不法滞在別による検挙人員の状況（平成17年、26年）

[image: 図表-31　来日外国人の正規滞在・不法滞在別による検挙人員の状況（平成17年、26年）]


事例


人材派遣会社代表取締役の日本人の男（51）は、25年8月から26年6月までの間、技能実習の在留資格で入国したまま在留期間が経過していた複数のベトナム人を作業所で働かせていた。26年7月までに、同会社代表取締役を入管法違反（不法就労助長）で、ベトナム人4人を入管法違反（不法残留）でそれぞれ逮捕した（兵庫）。



③　国籍・地域別検挙状況


近年の来日外国人犯罪の刑法犯検挙人員を国籍・地域別にみると、過去10年間、中国（台湾及び香港等を除く。）が継続して最も高い割合を占めている。一方、最近では、ベトナム人の検挙人員の割合が高くなっており、26年中は、その検挙人員の68.8％（782人）が万引きにより検挙されている。


過去10年間の来日外国人犯罪の刑法犯検挙件数を罪種別にみると、窃盗犯が継続して最も高い割合を占めている。さらに、26年中の窃盗犯を主たる被疑者の国籍・手口別にみると、侵入窃盗は、中国が32.4％と最も高い割合を占め、コロンビアが24.7％、韓国が13.5％と続いている。自動車盗は、ブラジルが37.9％と最も高い割合を占め、ベトナムが27.3％、スリランカが18.1％と続いている。万引きは、ベトナムが51.7％と最も高い割合を占め、中国が23.2％、韓国が4.3％と続いている。このように、罪種等によって被疑者の国籍・地域に大きな差異がみられる。

　

図表-32　来日外国人犯罪の国籍・地域別刑法犯検挙人員の状況（平成17年、26年）
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（2）国際犯罪組織の実態

①　来日外国人犯罪の組織化の状況


平成26年中の来日外国人による刑法犯の検挙件数に占める共犯事件の割合は35.1％と、日本人（12.7％）の約2.8倍に上り（注）、来日外国人が組織的に犯罪を敢行している状況がうかがわれる。罪種別にみると、住宅を対象とした侵入窃盗の共犯事件の割合が過去10年間継続して高く、26年中は72.7％となっている。


注：来日外国人と日本人の共犯事件については、主たる被疑者の国籍・地域により、来日外国人による共犯事件であるか、日本人による共犯事件であるかを分類して計上している。

②　日本で活動する国際犯罪組織の特徴


国際犯罪組織（注）のうち、来日外国人で構成される犯罪組織についてみると、出身国や地域別に組織化されているものがある一方で、より巧妙かつ効率的に犯罪を敢行するため、様々な国籍の構成員が役割を分担するなど、構成員が多国籍化しているものがあるほか、暴力団と連携する例もみられる。


これらの犯罪組織の中には、短期滞在の在留資格等により来日し、犯行後は本国に逃げ帰るいわゆるヒット・アンド・アウェイ型の犯罪を敢行するものもある。


犯罪行為や被害の発生場所等の犯行関連場所についても、日本国内にとどまらず2、3か国に及んだり、被疑者や被害者との関係を有しない地域であったりするものがある。特に近年は、インターネットバンキングのID、パスワード等を不正に入手し、これを用いて他人の口座へ不正送金を行う事犯が急増しており、これらの資金が外国人名義の口座に送金されたり、資金移動業者を介して国外送金されるなど、世界的な展開がみられる。


注：外国に本拠を置く犯罪組織、来日外国人犯罪グループその他犯罪を目的とした多人数の集合体で国際的に活動するもの

　
図表-33　来日外国人と日本人の刑法犯における共犯率の違い（平成26年）
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事例


パキスタン人の男（52）らは、24年11月から25年11月までの間、海外から入手したカードデータを基に、クレジットカードを偽造した上で、当該カードを高速道路料金所、商業施設等において使用していた。また、ロシアに不正に輸出する目的で広域的に自動車を窃取していた。26年1月までに、同男らパキスタン人6人、日本人5人、インド人1人及びロシア人5人を不正作出支払用カード電磁的記録供用罪、電子計算機使用詐欺罪、窃盗罪等で逮捕した（埼玉、富山、奈良）。




事例


ナイジェリア人の男（32）らは、日本国内において多数の銀行口座を開設の上、これらをシンガポール及び米国で敢行された詐欺事件による詐取金（総額約3億円）の入金先口座として利用し、詐取金入金後にこれを日本国内で引き出し、海外に送金するなどしていた。26年10月までに、同男らナイジェリア人2人、日本人1人を組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）、詐欺罪等で逮捕した（新潟、埼玉）。



（3）国際犯罪組織に利用される犯罪インフラの実態


国際犯罪組織は、犯罪インフラを利用して各種犯罪を効率的に敢行しており、国際犯罪組織が関与する犯罪インフラ事犯には、地下銀行（注1）による不正な送金、偽装結婚（注2）、偽装認知（注3）、旅券・在留カード等偽造（注4）、不法就労助長（注5）等がある。


地下銀行は、不法滞在者等が犯罪収益等を海外に送金するために利用されており、近年は、送金依頼を受けた資金で中古重機や農機具等を購入し、正規の貿易を装って輸出して現地で換金するなど手口が巧妙化している。旅券・在留カード等偽造は、身分偽装手段として利用されるほか、国際犯罪組織が違法に資金を得るために偽造に関与し、不法滞在者等に偽造品を販売することもある。偽装結婚、偽装認知、不法就労助長は、不法滞在者等に在留資格を不正取得させたり、就労の機会を提供することで不法滞在等の犯罪を助長しており、これを仲介して利益を得るブローカーや、暴力団が関与するものがみられる。また近年では、在留資格の不正取得や不法就労を目的とした難民認定制度の悪用が疑われる例も発生している。

注1：銀行業を営む資格のない者が、報酬を得て国外送金を代行することなど

注2：「日本人の配偶者等」等の在留資格を得る目的で、日本人等との間で、婚姻の意思がないのに市区町村に内容虚偽の婚姻届等を提出すること


注3：不法滞在等の外国人女性が、外国人男性との間に出生した子等に日本国籍を取得させるとともに、自らも長期の在留資格を取得する目的で、市区町村に日本人男性を父親とする内容虚偽の認知届等を提出すること


注4：外国人が正規の出入国者、滞在者、運転免許保有者、就労資格保持者等を装う目的で、旅券、在留カード、運転免許証その他の身分証明書等を偽造し、又は行使すること


注5：就労資格のない来日外国人を不法に就労させ、又は不法就労をあっせんすること


事例


タイ人の女（44）らは、平成14年6月から25年5月にかけて、依頼人から集めた現金を中古バイクに換えてタイに輸出し、同国内で換金するなどの手口で地下銀行を営み、合計約131億円を不正送金していた。25年8月までに、同女らタイ人9人及び日本人1人を銀行法違反（無免許営業）等で逮捕した（埼玉、栃木、三重）。




事例


行政書士の日本人の男（35）らは、中国人の男らに「投資・経営」等の在留資格を得させるため、24年3月から26年4月にかけて、同中国人の男らを取締役とする虚偽の会社設立登記申請書を作成し、同申請書を法務局に提出するなどした。26年10月までに、日本人4人及び中国人12人を、電磁的公正証書原本不実記録罪、司法書士法違反（無資格での業務）等で検挙した（千葉）。




コラム　日本で犯罪を行った理由


捜査等の過程で、検挙された来日外国人等が、次のように話している例があり、日本の経済的豊かさ等を理由として日本で犯罪を行っている状況がうかがわれる。

（窃盗）


・　本国で勤めていた自動車販売会社の社長から、「日本製自動車や部品を売れば儲かる」と聞いていたので、金儲けのために日本で自動車を盗むことを決意した（ロシア人）。


・　知人から、「日本で窃盗をすれば大金が手に入る」、「仲間がいるので紹介する」と誘いを受け、偽造旅券で日本に入国した（コロンビア人）。

（偽装結婚）


・　本国にいるとき、ブローカーから、「日本人の配偶者となれば、長い期間日本に滞在できて、お金を稼げる」と誘われ、日本で偽装結婚をした（フィリピン人）。


・　日本人の配偶者という資格であれば、警察や入国管理局の摘発を免れることができ、ホステス側も働いて金を返せるし、給料から天引きすることにより店側も仲介料等を確実に回収できるというメリットがある（日本人ブローカー）。













4　犯罪組織によるマネー・ローンダリング


マネー・ローンダリングとは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為である。暴力団を始めとする犯罪組織は、個別の資金獲得活動とそれにより得られた資金の間の関係や、当該資金の帰属先等を隠蔽することにより、獲得した資金が没収、課税等されたり、資金の流れが追跡されて首謀者等が検挙される事態を回避することを目的として、マネー・ローンダリングを行っている。


我が国では、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法においてマネー・ローンダリングが罪として規定されている。

（1）マネー・ローンダリング事犯の検挙状況

①　全般的検挙状況

マネー・ローンダリング事犯の検挙事件数は、図表-34のとおり、近年増加傾向にある。


我が国においては、とりわけ暴力団が巧妙にマネー・ローンダリングを行っており、脅威となっている。平成26年中のマネー・ローンダリング事犯のうち、暴力団構成員等によるものは60件であった。


また、経済・金融サービスのグローバル化が進んでいる現代社会においては、瞬時に国境を越えて資金を移動させることが可能であり、犯罪組織等が、国境を越えてマネー・ローンダリングを敢行することも少なくない。特に、来日外国人によるマネー・ローンダリングは、日本国内で得た犯罪収益を外国に為替送金していたもの、現金を母国に密輸していたものなど、法制度や取引システムの異なる他国への資金移動が多く認められ、資金の追跡が国内取引と比べて困難な場合が多い。26年中のマネー・ローンダリング事犯のうち、来日外国人によるものは36件であった。

　
図表-34　マネー・ローンダリング事犯の検挙状況の推移（平成17～26年）
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事例


山口組傘下組織組長（45）は、25年5月から同年6月までの間、労働者派遣禁止業務である建設業務に労働者を派遣し、同年7月、その派遣料等約120万円を同組長が管理する他人名義の口座に入金させた。26年2月、同組長を組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）で検挙した（大阪）。



②　前提犯罪別検挙状況


24年から26年までの間におけるマネー・ローンダリング事犯の前提犯罪（注）別検挙状況は図表-35のとおりである。このうち、暴力団構成員等によるマネー・ローンダリング事犯の前提犯罪についてみると、暴力団構成員等以外の者によるマネー・ローンダリング事犯の前提犯罪と比較して、売春防止法違反や覚せい剤取締法違反等の割合が高い。


また、24年から26年までの間における暴力団構成員等によるマネー・ローンダリング事犯を前提犯罪別にみると、主要なものとしては詐欺に係るものが48件、売春防止法違反に係るものが34件、窃盗に係るものが24件、ヤミ金融事犯に係るものが21件、覚せい剤取締法違反に係るものが19件となっているほか、風営適正化法違反や賭博に係るものなどがあり、暴力団が様々な犯罪により資金を獲得し、マネー・ローンダリングを行っている実態がみられる。


注：不法な収益を生み出す犯罪であって、その収益がマネー・ローンダリングの対象となるもの

（2）マネー・ローンダリングに悪用される各種取引


暴力団等の犯罪組織は、様々な取引や商品・サービスを利用して巧妙にマネー・ローンダリングを行っている。平成24年から26年までの間におけるマネー・ローンダリングに悪用された取引等の状況は図表-36のとおりであり、内国為替や現金取引を悪用したマネー・ローンダリングが多くみられる。

　

図表-35　マネー・ローンダリング事犯の前提犯罪別検挙状況（平成24～26年）

[image: 図表-35　マネー・ローンダリング事犯の前提犯罪別検挙状況（平成24～26年）]

　
図表-36　マネー・ローンダリングに悪用された取引等（平成24～26年）

[image: 図表-36　マネー・ローンダリングに悪用された取引等（平成24～26年）]


コラム　新たなサービスとマネー・ローンダリング


通信、金融等の様々な分野における各種サービスが高度化し、国民生活や経済活動の利便性に大きく寄与している一方で、こうしたサービスの中には、マネー・ローンダリングの新たな脅威となり得るものも存在する。


例えば、ビットコインについては、強制通用力を有さず、通貨には該当しないとされる一方で、その移転が迅速かつ容易である上、利用者の匿名性が高いことから、世界的にマネー・ローンダリング等に悪用されるリスクが指摘されており、関係省庁において情報収集が行われている。













第2節　組織犯罪対策の経緯と現状

1　暴力団対策


警察では、社会経済情勢の変化にも留意しつつ、暴力団対策法の効果的な運用、戦略的な取締り及び総合的な暴力団排除活動を推進している。また、銃器、特に拳銃は、暴力団にとってその力を象徴する強力な武器であり、銃器を使用した凶悪な暴力団犯罪も発生していることから、併せて総合的な銃器対策を推進している。

（1）暴力団対策法の改正経緯及び同法の効果的な運用

①　暴力団対策法の改正経緯


民事介入暴力を始めとする暴力団の不当な資金獲得活動や対立抗争事件その他暴力団員の不当な行為への効果的な対策が強く求められた社会情勢を背景に、平成3年、暴力団対策法が制定され、4年3月から施行された。これにより、同法に基づき指定された暴力団（指定暴力団）の暴力団員が行う暴力的要求行為（注）の規制のほか、対立抗争事件に伴う暴力団事務所の使用の制限、少年に対する加入強要の禁止等、暴力団の活動を多面的に抑止することが可能となり、我が国の暴力団対策は大きく前進した。


暴力団対策法は、その後の暴力団情勢の変化等を踏まえ、これまでに、5年、9年、16年、20年及び24年の5回にわたって改正された。中でも、20年改正、24年改正等で行われた暴力的要求行為として規制する行為の追加は、暴力団の威力を示した資金獲得活動の防止に一定の効果を上げ、16年改正及び20年改正において整備された指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定は、指定暴力団の組長等に対する損害賠償責任の追及を容易にした。また、24年改正で導入された特定抗争指定暴力団等の指定及び特定危険指定暴力団等の指定の制度は、対立抗争事件及び事業者襲撃等事件の抑止に寄与した。

注：指定暴力団の暴力団員が指定暴力団の威力を示して行う不当な金品等の要求行為

　
図表-37　暴力団対策法の概要

[image: 図表-37　暴力団対策法の概要]

②　暴力団対策法の効果的な運用


指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為等を行った場合等において、都道府県公安委員会は、暴力団対策法に基づき、中止命令等を発出することができる。


中止命令等の発出件数は図表-38のとおり近年減少傾向にあり、暴力団がその威力をあからさまに示して行う資金獲得活動が困難化し、その活動を変化させていることがうかがわれる。

　

図表-38　暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数の推移（平成22～26年）
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事例


山口組傘下組織幹部（46）らは、縄張内に所在する飲食店の経営者から、客の飲食代等の取立てを依頼され、同客に対し、「支払うもんは支払っとけ」などと告げて飲食代等を支払わせ、用心棒の役務を提供した。26年5月、福井県公安委員会は、同幹部らに対し、同経営者等のために用心棒の役務を提供することなどをしてはならない旨を命じた。




コラム　特定抗争指定暴力団等の指定の活用による対立抗争の抑止


平成18年、組長の継承をめぐる争いから道仁会と九州誠道会（現・浪川睦会）との対立抗争が発生し、この対立抗争に起因する拳銃発砲等の不法行為が相次いで発生したが、福岡県、佐賀県、長崎県及び熊本県の各公安委員会が、24年12月、道仁会及び九州誠道会を特定抗争指定暴力団等として指定（3か月ごとの延長により26年6月まで継続）して以降、九州北部における対立抗争事件は発生していない。



（2）戦略的な取締り


警察では、暴力団の壊滅に向け、その組織基盤及び資金獲得活動に対して打撃を与えるための戦略的な取締りを推進している。特に、凶暴性・悪質性の高い暴力団や、勢力の大きい暴力団に対して、組織を挙げた強力な取締りを徹底している。

①　工藤會対策


工藤會は、福岡県北九州市に主たる事務所を置く指定暴力団で、過去に凶器等を用いた事業者襲撃等事件を多数敢行している団体であり、事業者はもとより、市民生活に対しても大きな脅威となっている。警察では、

・　各部門から動員した捜査員等の北九州地区への集中的な投入

・　全国警察からの機動隊及び捜査員の派遣

・　暴力団捜査等を行う警察官の増員

・　監視カメラ等の装備資機材の充実強化


等の対策を行い、集中的な取締りの徹底及び警戒活動の強化を図るとともに、平成24年12月には、福岡県及び山口県の各公安委員会が、工藤會を特定危険指定暴力団等として指定するなど、暴力団対策法の規定も効果的に活用しながら、工藤會対策を推進してきた。


26年9月及び同年10月には、工藤會総裁、同会長等の幹部を逮捕し、同年11月から27年2月にかけて、福岡県公安委員会が工藤會の合計5か所の事務所に対し、特定危険指定暴力団等の事務所使用制限命令を発出した。また、同年3月には工藤會幹部ら2名に対し、賞揚等禁止命令を発出したところであり、今後も、取締りの徹底、暴力団対策法の活用等を通じて、工藤會の危険な活動の抑止を図っていくこととしている。


事例


工藤會総裁（67）及び同会長（58）は、配下の組員らと共謀して、10年2月、元団体役員を殺害した。26年9月、同総裁及び同会長を殺人罪等で逮捕した（福岡）。




事例


工藤會総裁（67）及び同会長（58）らは、25年1月、組織の活動として、殺意をもって、看護師の女性を刃物で数回突き刺すなどし、顔面、右腕等に傷害を負わせた。26年9月から同年10月までに、同総裁及び同会長ら16人を組織的犯罪処罰法違反（組織的殺人未遂）で逮捕した（福岡）。



　
[image: 工藤會による拳銃を使用した事業者襲撃等事件の現場]

工藤會による拳銃を使用した事業者襲撃等事件の現場

　
[image: 工藤會事務所に対する捜索時の状況]

工藤會事務所に対する捜索時の状況


コラム　暴力団対策への思い

福岡県公安委員会委員長　藤本　昭


昨年、福岡県警察は、特定危険指定暴力団の幹部等を検挙するなど、見事な成果を収めることができましたが、暴力団対策については、私たち公安委員会も相当の注意を払っておりました。特定抗争指定暴力団については、むしろ指定を解除するに当たり、いかにして抗争地域の住民の方々の不安感を取り除き、納得してもらえるかに心を砕きました。また、特定危険指定暴力団については、指定後も、市民の命を守るためにほかにどのようなことができるのか各委員と考えをめぐらせていました。そうした中で、警察の尽力により、最高幹部等を検挙し起訴に至らしめ、さらに事務所使用制限命令を行うなど、特定危険指定の規定を活用した対策を進めることができました。今年は暴力団対策の正念場だと考えます。県民の警察に対する真の信頼を得るためにも、福岡県警察には、地に足の着いた活動を行って欲しいと思います。私たち公安委員会も課せられた役割を果たし、併せて、福岡県警察の不退転の決意で臨む姿を県民の方々にお知らせし、警察活動を行いやすい環境づくりに努めてまいります。



②　山口組・弘道会対策

ア　山口組・弘道会の概要


山口組は、日本最大の暴力団で、その暴力団構成員及び準構成員等の数が多いことに加え、多くの暴力団と友誼関係（注1）等を構築することにより、大半の暴力団に影響を及ぼし得る地位を獲得している。


山口組の傘下組織の一つである弘道会は、現在の山口組組長が昭和59年に立ち上げた組織で、主たる事務所は愛知県名古屋市にある。現在の山口組は、組長が弘道会の初代会長、若頭（注2）が弘道会の二代目会長となっており、弘道会が山口組の主要な地位を押さえている状況にある（注3）。


注1：他団体との間で、首領、幹部同士が擬制的血縁関係を結び、義兄弟になるなどして作り上げられる関係

注2：一般に、組長等の代表者以外で組織の運営を支配する地位にある者の筆頭者

注3：暴力団においては、傘下組織の組長等が同時に上位組織の幹部となっている状況がみられる。

イ　山口組・弘道会集中取締り等対策の推進


暴力団対策上、一極集中状態にある山口組の弱体化が急務であり、そのためには、山口組の強大化を支える弘道会の弱体化を図ることが不可欠である。警察では、組織を挙げて山口組・弘道会、その傘下組織及び関係企業・共生者に対する取締り等を推進しており、平成26年中は、山口組直系組長14人、弘道会直系組長等11人、弘道会直系組織幹部30人を検挙した。また、22年に恐喝罪で逮捕した山口組若頭（当時山口組弘道会会長）について、懲役6年の刑が確定し、長期的に社会から隔離されることとなるなど、一定の成果がみられる。しかしながら、山口組・弘道会は、依然として大きな勢力を有し、活発に活動を続けていることから、今後もあらゆる法令を駆使し、集中した取締りを継続していく。

　
[image: 山口組事務所に対する捜索時の状況]

山口組事務所に対する捜索時の状況

　
[image: 山口組による放火事件の現場]

山口組による放火事件の現場


事例


山口組弘道会会長（63）らは、17年7月から18年12月までの間、建設業の男性に因縁を付け、同人に対して「面倒を見るお代としてみかじめを持ってきてほしい」などと申し向け、現金合計4,000万円を喝取した。21年12月から22年11月までに、同会長ら4人を恐喝罪で逮捕した（京都）。




事例


風俗店経営企業の実質的経営者（55）らは、22年7月から同年8月までの間、弘道会捜査を担当する警察官に対して「まだ○○の捜査はやっているんでしょ」、「かわいい××ちゃん（同警察官の娘）がどうなっても知らないよ」などと電話をかけ、脅迫した。25年1月、同経営者ら3人を脅迫罪で逮捕した（愛知）。



（3）総合的な暴力団排除活動


暴力団の弱体化・壊滅は、警察による努力のみでは成し遂げられず、社会における暴力団排除活動が不可欠であることから、警察では、関係機関・団体等と緊密に連携しながら、総合的な暴力団排除活動を推進している。


特に、過去10年間においては、平成19年6月に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下「企業指針」という。）（注）が決定されたほか、23年10月までに全都道府県で暴力団排除に関する条例が施行されるなど、社会における暴力団排除活動が大きく進展し、暴力団排除の気運はかつてないほど高まっている。


注：企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応について取りまとめたもの

①　国及び地方公共団体における暴力団排除活動


国及び地方公共団体は、21年12月、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム（以下「ワーキングチーム」という。）における申合せ等に基づき、警察と連携して、受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項（注）（下請契約、再委託契約等に係るものを含む。）を盛り込むほか、受注業者に対して、暴力団員等に不当に介入された場合の警察への通報等を義務付けるなどの取組を推進している。また、民間工事等に関係する業界及び独立行政法人に対しても同様の取組が推進されるよう所要の指導・要請を行っている。


注：法令、規約及び契約書等に設けられている条項であって、許可を取得する者、事務の委託の相手方、契約等の取引の相手方等から暴力団員等の暴力団関係者又は暴力団関係企業を排除する旨を規定する条項

②　各種事業・取引等からの暴力団排除

ア　各種事業における暴力団排除


近年、各種事業から暴力団関係企業等を排除するため、法令等において暴力団排除条項の整備が進んでおり、警察では、暴力団の資金源を遮断するため、関係機関・団体と連携して、貸金業、建設業等の各種事業からの暴力団排除を推進している。


事例


長野県からの照会に基づき、産業廃棄物処分業許可の申請業者を調査したところ、山口組傘下組織構成員が実質的に事業活動を支配していることが判明した。25年5月、警察からの回答を受け、同県は同業者の申請を不許可とするとともに、同業者が既に取得していた産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消した（長野）。



イ　各種取引における暴力団排除


近年、暴力団の資金獲得活動が巧妙化・不透明化していることから、企業が、取引先が暴力団関係企業等であると気付かずに経済取引を行ってしまうことを防ぐため、企業指針及び22年12月のワーキングチームにおける申合せに基づき、警察では関係機関・団体と連携を強化し、各種取引における暴力団排除を推進している。


証券業界においては、25年1月に警察庁の暴力団情報データベースと日本証券業協会の反社会的勢力データベースを接続し、顧客が暴力団員等に該当するかについて、同協会の会員となっている証券会社からの照会に応じるシステムの運用を開始するなど、証券取引からの暴力団等反社会的勢力の排除を推進している。

③　地域住民等による暴力団排除活動


警察では、暴追センター及び弁護士会と緊密に連携し、事務所撤去訴訟に対する支援を実施するなどして、地域住民等による暴力団排除活動を支援している。


また、24年に改正された暴力団対策法により、国家公安委員会から適格暴追センターとして認定を受けた暴追センターが、暴力団事務所の付近住民から委託を受けて、自己の名をもって事務所使用差止請求を行うことができることとなった。26年7月までに、全ての都道府県の暴追センターが適格暴追センターとしての認定を受けた。


さらに、警察では、暴追センター及び弁護士会と緊密に連携し、暴力団対策法における指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定も効果的に活用しながら、暴力団犯罪に係る損害賠償請求訴訟に対する支援を実施するなどして、暴力団の不当要求による被害の防止、暴力団からの被害の救済等に努めている。

　
[image: 暴力団追放パレード]

暴力団追放パレード

　
図表-39　適格暴追センター制度の概要
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事例


25年10月に適格暴追センターとして認定を受けた公益財団法人暴力追放広島県民会議が、26年2月、共政会傘下組織組長に対し、全国で初めて、自己の名をもって事務所使用差止請求訴訟を提起した。27年1月、今後同所を暴力団事務所として使用しない旨の和解が成立した（広島）。




コラム　暴力団排除活動関係者の意識


警察と連携して暴力団排除活動に関わる人達からは、近年における暴力団排除活動の進展について、次のような声が聞かれた。

・　暴力団排除活動が進展し、暴力団が活動しにくい世の中になってきていると思う。

・　「社会対暴力団」という構図が浸透してきたと思う。

・　市民の間にも、暴力団排除活動を進めやすい環境が広がってきたと思う。




コラム　社会情勢に応じた暴力団排除活動


警察では、その時々の社会情勢に応じ、暴力団の介入のおそれがある事業において、関係機関・団体との連携を強化し、暴力団の介入を阻止するための取組を推進している。


近年では、東日本大震災の復旧・復興事業に関し、暴力団が介入し、資金獲得活動を展開するおそれがあることから、関係県警察等が参加する暴力団排除対策推進会議を開催するとともに、関係機関・団体に対し、暴力団排除連絡協議会の設置を通じた警察との情報共有等を要請するなどの取組を通じ、暴力団排除を推進している。


また、今後、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の関連施設整備等の本格的な開始が見込まれることから、警察では、社会情勢の変化を見極めつつ、関係機関・団体と緊密に連携して、各種事業からの暴力団排除を推進することとしている。



④　地方公共団体における暴力団排除に関する条例の制定・施行


地方公共団体、住民、事業者等が連携・協力して暴力団排除に取り組む旨を定め、暴力団排除に関する基本的な施策、青少年に対する暴力団からの悪影響排除のための措置、暴力団の利益になるような行為の禁止等を主な内容とする暴力団排除に関する条例が、23年10月までに全都道府県で施行された。

条例には、各都道府県の暴力団情勢等に応じて、

・　事業者による暴力団員等に対する利益供与の禁止


・　暴力団事務所に使用しないことの確認や契約書への暴力団排除条項の導入等不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置

・　学校等の周辺200メートルの区域における暴力団事務所の新規開設・運営の禁止

等の規定が盛り込まれている。


各都道府県では、条例に基づき、暴力団の威力を利用する目的で財産上の利益の供与をしてはならない旨の勧告等を実施しており、26年中における実施件数は、勧告が51件、中止命令が7件、検挙が5件となっている。


事例


露天商を営む事業者（43）は、暴力団の威力を利用する目的で、山口組傘下組織組長（43）らに現金を供与していた。26年3月、愛知県公安委員会は、愛知県暴力団排除条例の規定（利益の供与等の禁止）に違反したとして、同事業者に対し、利益の供与をしてはならない旨の勧告をするとともに、同組長らに対し、利益の供与を受けてはならない旨の勧告を行った（愛知）。



⑤　保護対策等の強化


暴力団排除等のための情報提供と保護対策の徹底は、暴力団排除活動の基盤となるものである。警察では、23年12月、事業者等からの情報提供の要請に的確に対応し、暴力団情報を積極的かつ適切に提供していくため、暴力団情報の部外への提供の在り方を見直すとともに、暴力団等による犯罪の被害者、暴力団排除活動関係者、暴力団との取引、交際その他の関係の遮断を図る企業の関係者等の安全を確保するため、新たに「保護対策実施要綱」を制定した。


このように、警察では、暴力団との関係遮断を図ろうとする者に対し、必要な情報の提供を行うのみならず、そうした者の安全を確保するため、同要綱に基づいて身辺警戒員（略称「PO」（Protection
Officer））をあらかじめ指定して警戒体制を強化するなど、組織の総合力を発揮した保護対策に取り組んでいる。

⑥　暴力団構成員の社会復帰対策の推進


暴力団を壊滅させるためには、構成員を一人でも多く暴力団から離脱させ、その社会復帰を促すことが重要であることから、警察では、暴追センター、関係機関・団体等と連携して、全国に社会復帰対策協議会を設立するとともに、暴力団から離脱しようとする者に対して個別に指導・助言を行うなどしている。

　
[image: 保護対策訓練の状況]

保護対策訓練の状況

（4）総合的な銃器対策


銃器発砲事件は、暴力団等によるとみられるものが多数を占めていることなどから、警察では、暴力団が管理する拳銃の摘発に重点を置いた取締りを行うなど、総合的な銃器対策を推進している。

①　政府を挙げた諸対策の推進


厳しい銃器情勢に対処するため、国家公安委員会委員長を議長とする銃器対策推進会議の下、関係機関が連携して対策を推進している。平成26年5月には、国内に潜在する銃器の摘発、国民の理解と協力の確保等を内容とする「平成26年度銃器対策推進計画」が策定された。

②　警察の取組

ア　銃器の摘発


警察では、拳銃に係る情報の収集を強化するとともに、様々な捜査手法を駆使して、犯罪組織の武器庫の摘発や、拳銃の密輸・密売事件の摘発に重点を置いた取締りを行っている。また、水際での取締りを強化するため、税関、海上保安庁等の関係機関との連携を強化している。


事例


道仁会傘下組織構成員（34）らは、福岡県内のアパートの一室において、拳銃10丁、拳銃実包129個等を所持していた。26年11月までに、同構成員ら7人を銃刀法違反（拳銃加重所持）等で逮捕した（福岡）。

　
[image: 押収された拳銃]

押収された拳銃



イ　国民の理解と協力の確保


警察では、広く国民からの拳銃に係る情報提供を促すことを目的として、全国統一のフリーダイヤル番号を設定し、各都道府県警察で通報を受け付け、提供された情報の内容や捜査への協力の度合いに応じて報奨金を支払う「拳銃110番報奨制度」を導入している。26年中の架電数は3,811件であり、通報を端緒とする拳銃の押収丁数は17丁、報奨金額は75万円であった。このほか、「薬物銃器根絶の集い」を始めとする関係機関・団体と連携した活動を推進し、銃器犯罪の根絶と違法銃器の排除を広く国民に呼び掛けている。

　
[image: 拳銃110番報奨制度のポスター]

拳銃110番報奨制度のポスター

　

図表-40　拳銃110番報奨制度による拳銃の押収状況等の推移（平成20～26年）
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2　薬物対策


警察では、薬物事犯の取締り、薬物の危険性・有害性に関する広報啓発活動等により、薬物の供給の遮断と需要の根絶を図るなど、総合的な薬物対策を推進している。

（1）薬物の供給の遮断

①　薬物犯罪組織の壊滅に向けた取締り


薬物犯罪の捜査においては、薬物の供給ルートを解明し、薬物乱用者の背後にある薬物犯罪組織を壊滅することが重要である。警察では、通信傍受等の組織犯罪の取締りに有効な捜査手法の積極的な活用を推進しているほか、密売人等についてより重い処罰がなされるよう、麻薬特例法の規定に基づき、業として行う密輸・密売等の検挙を推進している。また、薬物犯罪組織に資金面から打撃を与えるため、麻薬特例法を活用し、マネー・ローンダリング事犯の検挙及び薬物犯罪収益の没収・追徴を徹底している。

②　国境を越えて行われる薬物の不正取引への対策


我が国で乱用されている薬物の大半が海外から流入していることなどから、薬物対策を推進するに当たっては、国内外の関係機関と連携した取組が重要である。警察では、乱用薬物の流入を水際で阻止するため、税関、海上保安庁等の関係機関との連携を強化しているほか、捜査員の派遣、国際会議への参加を通じた情報交換等による国際捜査協力を推進している。平成27年2月には、警察庁のODA事業として、32の国・地域及び2国際機関の参加を得て、第20回アジア・太平洋薬物取締会議を東京都で開催し、薬物情勢、捜査手法及び国際協力に関する討議を行った。

　
[image: 第20回アジア・太平洋薬物取締会議]

第20回アジア・太平洋薬物取締会議

③　インターネットを利用した薬物密売事犯対策（注）


インターネットの利用により、不特定多数の者に対する薬物の密売が容易となっていることから、警察では、サイバーパトロールやインターネット・ホットラインセンター（IHC）からの通報等によりインターネット上の薬物密売情報を収集し、その取締りを徹底している。また、ウェブサイトや電子掲示板に薬物密売関連情報を掲載した者等に対して薬物の密売や広告、これらの幇助（ほうじょ）に関する罪を適用するなど、インターネット上で薬物密売・乱用を助長する行為に対しても、厳正に対処している。さらに、薬物関連の違法・有害情報についてIHC等を通じた削除要請を行っており、特に、インターネットを利用した薬物密売事犯を検挙した場合には、サイト管理者等に対して警告及び再発防止指導等を行っている。

注：134頁参照

（2）薬物の需要の根絶


薬物の需要の根絶を図るためには、社会全体に、薬物を拒絶する規範意識が堅持されていることが重要である。警察では、薬物乱用者を厳しく取り締まるとともに、広報啓発活動を行い、社会全体から薬物乱用を排除する気運の醸成を図っている。特に、若年層における薬物乱用を防止するため、薬物乱用の弊害等について記載したパンフレットを作成し、全国の学校等に配布しているほか、文部科学省と連携し、全国の中学校・高等学校において開催されている薬物乱用防止教室に講師を派遣するなどしている。また、薬物事犯で検挙された者やその家族等の希望に応じて、薬物乱用防止のための相談先等を記載した資料を配付するなど、薬物再乱用防止に向けた相談活動の充実を図っている。

（3）危険ドラッグ対策


危険ドラッグの乱用者による重大な交通死亡事故が発生するなど、危険ドラッグが深刻な社会問題となっていることを受け、平成26年7月、関係閣僚らが出席する薬物乱用対策推進会議において、危険ドラッグの実態把握の徹底とその危険性についての啓発強化等を内容とする「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策（注）」が策定された。これを受けて、警察では、関係機関と緊密な連携を図りながら、政府一体となって各種対策を推進している。


注：26年7月に策定された「「脱法ドラッグ」の乱用の根絶のための緊急対策」が同年8月に一部改正されたもの。「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」となった。

①　危険ドラッグの販売・流通ルートの壊滅に向けた取組


危険ドラッグは、繁華街等で販売され、簡単に入手できる状態にあったことから、警察では、厚生労働省等と連携した一斉合同立入等による危険ドラッグの販売店舗の実態把握や指導・警告を実施するとともに、危険ドラッグの販売店舗や製造拠点に対する突き上げ捜査を徹底してきた。その結果、26年3月末現在215店舗であった危険ドラッグの販売店舗が、27年4月末現在では2店舗にまで減少する（注1）など、対策の成果がみられつつある。


また、警察では、危険ドラッグの原料となる物質の国内への流入を阻止するため、関係機関との連携を強化するとともに、外国の取締機関との情報交換を実施し、水際対策の強化を図っている。26年10月には、第38回アジア・太平洋薬物取締機関長会議（注2）に参加し、危険ドラッグ対策の国際的な取組の必要性等について議論した。


さらに、危険ドラッグがインターネットを利用して販売されており、その供給ルートの潜在化が懸念される状況にあることから、警察では、IHCの運用ガイドラインの見直しを関係者に対して要請し、必要な情報提供を行った。その結果、26年10月、同ガイドラインが改訂され、インターネット上の危険ドラッグに関する広告が違法情報・有害情報に追加された（注3）。

注1：厚生労働省の調査による。

注2：国連麻薬委員会アジア・太平洋地域の地域別会合であり、地域内諸国・地域の薬物取締機関の代表が参加するもの

注3：134頁参照。なお、IHCの運用ガイドラインは、26年12月の医薬品医療機器法の一部改正を受けて、27年4月に再度改訂され、違法情報・有害情報に当たる危険ドラッグの広告の対象が拡大された。

②　危険ドラッグの乱用者の徹底的な取締りと広報啓発活動の強化


危険ドラッグについては、薬事法（現・医薬品医療機器法）が改正され、26年4月から、指定薬物の単純所持、使用等が禁止された。警察では、危険ドラッグの需要を根絶するため、同法を始めとする各種法令を駆使して危険ドラッグの乱用者の取締りを徹底するとともに、危険ドラッグの影響によるとみられる異常な運転行為やこれに伴う事故については、厳正な取締り・交通事故事件捜査を推進している。また、危険ドラッグは、合法ハーブ等と称して販売されている一方で、乱用すれば死に至ることもあるなど、非常に危険な薬物であることから、警察では、危険ドラッグの危険性についての少年向けの教材を作成し、薬物乱用防止教室等で活用しているほか、各種交通安全活動においても、乱用の拡大防止に向けた広報啓発活動を強化している。

　
[image: 危険ドラッグの危険性についてのビデオ教材（大阪府警）]

危険ドラッグの危険性についてのビデオ教材（大阪府警）

③　関係機関との緊密な連携


我が国では、麻薬や指定薬物に化学構造が類似する特定の物質群を医薬品医療機器法における指定薬物として包括的に指定することなどにより、危険ドラッグを法の規制の対象としている。また、26年12月には、同法が改正され、危険ドラッグの販売店舗等に対する厚生労働大臣等による検査命令・販売等停止命令の対象物品の拡大、危険ドラッグの広告規制の拡充等が行われた。警察では、指定薬物等の化学構造をわずかに変えることにより、規制が及ばない新たな危険ドラッグが次々と出現している状況や、インターネット上に危険ドラッグの広告が氾濫している状況を踏まえ、関係機関において適切な対応がなされるよう、捜査等を通じて把握した危険ドラッグの情報を関係機関と共有している。











3　国際組織犯罪対策

（1）国際犯罪組織のネットワークの分析と戦略的な取締りの推進


国際犯罪組織は、構成員を多国籍化させるなど、そのネットワークを拡大・複雑化させていることから、警察庁では、都道府県警察が把握した国際犯罪組織に関する情報を一元的に集約し、分析を行っている。また、複数の国・地域において活動している国際犯罪組織については、ICPO（注）を通じた国際協力及び外国捜査機関との捜査協力を活用するなどして、外国捜査機関等からの情報収集・分析を行っている。


さらに、国際犯罪組織が利用する犯罪インフラに対処するため、都道府県警察が犯罪捜査等の機会を通じて収集・分析した情報について、警察庁を通じて全国的に活用し、犯罪インフラ事犯の検挙の強化に努めている。

注：International Criminal Police
Organization（国際刑事警察機構）の略

（2）国内関係機関と連携した取組

①　関係機関と連携した水際対策等


警察では、事前旅客情報システム（APIS）（注）等を活用して関係機関と連携した水際対策を行っている。法務省入国管理局との間では、被疑者が国外に逃亡するおそれのある場合の手配や、偽装滞在者等に対する合同摘発等の連携を図っている。また、財務省との間では、不正輸出入を防止するための合同摘発等の連携を図っている。

注：Advance Passenger Information
Systemの略。航空機で来日する旅客及び乗員に関する情報と要注意人物等に係る情報を入国前に照合するシステム

②　外国人集住コミュニティにおける各種警察活動の推進


外国人が多く集住する地域においては、言語や生活習慣の相違等により、その地域に住む外国人と日本人との間で日常生活上のトラブルが発生しやすくなるとともに、外国人が地域の安全に関する情報を入手し難いという状況がみられる。そのような状況下では、外国人が日本社会になじむことができず、犯罪や事故に巻き込まれるおそれがあるとともに、国際犯罪組織等が外国人集住コミュニティに浸透し、外国人が犯罪に手を染めるおそれもあり、実際に、外国人集住コミュニティにおいて、薬物の密売が行われたり、生活保護費の不正受給が行われたりしていた例もある。


警察では、外国人集住地域の住民や、関係機関・団体等と連携を図りながら、防犯教室、交通安全教室等の各種警察活動を積極的に推進している。


事例


茨城県警察では、22年6月から、外国人が多く集住する地域を管轄する常総警察署において、外国人少年の健全育成等を目的として、フットサル大会等を開催するとともに、これらの機会に、外国語での防犯教育等を行うなどの取組を行っている。

　
[image: 外国人集住地域におけるフットサル大会]

外国人集住地域におけるフットサル大会




事例


滋賀県警察では、22年9月から、地元FMラジオ局の番組に警察官が出演し、日本語のほか、集住地域に居住する外国人住民の母国語であるポルトガル語でも防犯、防災、交通事故防止等に関する情報を発信している。また、26年4月からは、地元テレビ局の外国人住民向け生活情報番組に警察官が出演し、ポルトガル語で広報啓発活動を行っている。



（3）国外関係機関と連携した取組


複数の国・地域において犯罪を敢行する国際犯罪組織に対処するためには、関係国の捜査機関等との情報交換、捜査協力等が不可欠であり、警察では次のような取組を進めている。

①　ICPOを通じた国際協力


ICPOは、各国の警察機関を構成員とする国際機関であり、平成26年末現在で190の国・地域が加盟している。ICPOでは、国際犯罪に関する情報の収集と交換、犯罪対策のための国際会議の開催や国際手配書の発行等が行われている。警察庁は、捜査協力の実施のほか、ICPOが開催する国際組織犯罪対策に関連する様々な会合への参加、事務総局への職員の派遣、分担金の拠出等により、ICPOの活動に貢献している。

②　外国捜査機関との捜査協力


警察庁では、ICPOルートのほか、外交ルート、刑事共助条約（協定）（注）を活用して、外国捜査機関に対して捜査協力を要請するなどしている。また、外国捜査機関との間で開催される二国間協議等に積極的に参加し、連携の強化を図っている。


注：捜査共助の実施を条約上の義務とすることで捜査共助の一層確実な実施を期するとともに、捜査共助の実施のための連絡を外交当局間ではなく、条約が指定する中央当局間で直接行うことにより、手続の効率化・迅速化を図るもの

　
[image: ICPO総会における警察庁長官によるスピーチ]

ICPO総会における警察庁長官によるスピーチ


コラム　ICPOシンガポール総局の開所


フランス・リヨンに置かれているICPO事務総局を補完する組織として、シンガポール総局（注）が平成27年4月に開所した。シンガポール総局では、サイバー犯罪対策、サイバーセキュリティ対策、加盟国の警察官やICPO職員の訓練等を行うこととされており、その初代総局長に警察庁職員が就任している。

注：INTERPOL Global Complex for
Innovation（IGCI）



③　国外逃亡被疑者等の追跡


日本国内で犯罪を行い、国外に逃亡している者及びそのおそれのある者（以下「国外逃亡被疑者等」という。）の数は、図表-41のとおり、依然として高い水準で推移している。警察では、被疑者が国外に逃亡するおそれがある場合には、法務省入国管理局に手配するなどして、出国前の検挙に努めている。また、被疑者が国外に逃亡した場合には、関係国の捜査機関との捜査協力を通じ、被疑者の所在確認等を行っており、所在が確認された場合には、犯罪人引渡条約等に基づき被疑者の引渡しを受けるなどして、確実な検挙に努めている。


このほか、事案に応じ、国外逃亡被疑者等が日本国内で行った犯罪に関する資料等を逃亡先国の捜査機関に提供するなどして、逃亡先国における国外犯処罰規定の適用を促している。


このような取組の結果、26年中は、出国直前の外国人被疑者2人を含む国外逃亡被疑者等89人（うち外国人36人）を検挙した。また、日本国内で行った犯罪に関し、逃亡先国において国外犯処罰規定が適用されたのは8人であった。

　
図表-41　国外逃亡被疑者等の推移（平成17～26年）
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事例


米国人の男（31）らは、16年7月、MDMA等を含有する錠剤約5万錠等をカナダから輸入した。同年8月、米国人2人を麻薬及び向精神薬取締法違反（営利目的輸入）等で逮捕した。その後の捜査により、共犯者の米国人の男が米国に逃亡している事実が判明したことから、同国当局に対し、同国との犯罪人引渡条約に基づく身柄の引渡しを請求したところ、22年11月、同国当局が同国内で同男の身柄を拘束した。25年7月、同条約に基づき、同男の身柄の引渡しを受け、麻薬及び向精神薬取締法違反（営利目的輸入）等で逮捕した（神奈川）。













4　犯罪収益対策


暴力団等の犯罪組織を弱体化させ、壊滅に追い込むためには、犯罪による収益の移転を防止するとともに、これを確実に剥奪することが重要である。警察では、犯罪収益移転防止法（注1）、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法を活用し、関係機関、事業者、外国のFIU（注2）等と協力しながら、総合的な犯罪収益対策を推進している。

注1：犯罪による収益の移転防止に関する法律

注2：Financial Intelligence
Unit（資金情報機関）の略。疑わしい取引に関する情報を集約・分析して捜査機関等に提供する機関として各国が設置している。我が国のFIUは、国家公安委員会・警察庁が担当している。

（1）犯罪収益移転防止法の制定及び改正と同法の効果的な運用

①　犯罪収益移転防止法の制定及び改正


金融機関以外の事業者がマネー・ローンダリング行為に利用されるなど、マネー・ローンダリング行為の手口が複雑かつ巧妙化している状況や、平成15年にFATF勧告（注）が改訂され、本人確認等の措置を講ずべき事業者の範囲が金融機関以外に拡大されたこと等を踏まえ、19年3月、犯罪収益移転防止法が制定され、20年3月から全面施行された。

注：41頁参照

　
図表-42　犯罪収益移転防止法の概要

[image: 図表-42　犯罪収益移転防止法の概要]


同法において、本人確認法（注1）と組織的犯罪処罰法に規定されていた本人確認や疑わしい取引の届出制度についての規定が整備されるとともに、対象事業者の範囲が金融機関以外の事業者に拡大されたほか、疑わしい取引の届出に関する情報を集約し、整理・分析するFIUの機能が金融庁から国家公安委員会・警察庁に移管された。


また、23年4月には、第3次FATF対日相互審査（注2）での指摘事項や国内での振り込め詐欺等の被害状況等を踏まえ、特定事業者（注3）の取引時の確認事項の追加、電話転送サービス事業者の特定事業者への追加、預貯金通帳等の不正譲渡等に係る罰則の強化等を内容とする犯罪収益移転防止法の改正が行われ、25年4月に全面施行された。


注1：金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律

注2：41頁参照

注3：犯罪収益移転防止法第2条第2項で規定されている事業者であり、金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者、公認会計士等の士業者を指す。


コラム　顧客管理措置の充実のための犯罪収益移転防止法改正


平成23年の改正後も、FATF勧告で求められている顧客管理に関する事項が法令に明記されていないなどの指摘をFATFから受け、26年6月には、マネー・ローンダリング対策等の不備に我が国が迅速に対応することを促す声明がFATFから公表された。


これを受けて、顧客管理に関するFATF勧告の水準を満たすための制度改正についての警察庁における議論等を踏まえ、疑わしい取引の届出に関する判断の方法、外国所在為替取引業者との契約締結の際の厳格な確認義務、特定事業者の体制整備等の努力義務の拡充について定めることなどを内容とする犯罪収益移転防止法の一部を改正する法律が、同年11月、第187回国会において成立した。



②　犯罪収益移転防止法の適切な履行を確保するための措置


犯罪収益対策を効果的に推進するためには、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客等の本人特定事項等の取引時確認、疑わしい取引の届出等の義務が特定事業者により適切に履行されることが重要である。このため、国家公安委員会・警察庁は、関係機関と連携して、特定事業者を対象とした研修会等を利用して犯罪収益移転防止法に対する理解と協力の促進に努めている。また、国家公安委員会・警察庁は、特定事業者が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していると認めた場合、当該特定事業者に対して報告を求めるなどの必要な調査を行うとともに、当該特定事業者を所管する行政庁に対して、是正命令等を行うべき旨の意見陳述を行っている。

　

図表-43　国家公安委員会・警察庁による報告徴収等の実施件数の推移（平成20～26年）
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③　疑わしい取引の届出と疑わしい取引に関する情報の積極的な活用


犯罪収益移転防止法に定める疑わしい取引の届出制度（注）により事業者がそれぞれの所管行政庁に届け出た情報は、国家公安委員会・警察庁が集約して整理・分析を行った後、都道府県警察、検察庁を始めとする捜査機関等に提供され、各捜査機関等において、マネー・ローンダリング事犯の捜査等に活用されている。


疑わしい取引の届出の年間受理件数は、図表-44のとおりであり、26年中は37万7,513件と、17年と比べて27万8,578件（281.6％）増加した。


注：特定事業者のうち金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者は、業務で収受した財産が犯罪収益である疑いがあると判断した場合等に、所管行政庁へその旨を届け出ることが義務付けられている。

　
図表-44　疑わしい取引の届出状況の推移（平成17～26年）

[image: 図表-44　疑わしい取引の届出状況の推移（平成17～26年）]


都道府県警察が、疑わしい取引に関する情報を端緒として検挙した事件数は、図表-45のとおりであり、17年中は18件であったが、犯罪収益移転防止法が制定された19年以降大幅に増加し、26年中は1,001件となっている。

　

図表-45　疑わしい取引に関する情報を端緒として検挙した事件数の推移（平成17～26年）
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④　犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価


犯罪収益対策を効果的かつ効率的に行うためには、事業者が取り扱う各種取引や商品・サービスがマネー・ローンダリング等に悪用される危険性の程度を評価し、その程度に応じた措置を講ずることが重要である。警察庁では、25年6月に合意された「法人及び法的取極めの悪用を防止するためのG8行動計画原則」（注）も踏まえ、26年12月、金融庁等の関係省庁と協力して、「犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書」を取りまとめて公表した。同評価書では、マネー・ローンダリング等の危険性に関わる要因を、取引形態や商品・サービス等の類型ごとに分析し、危険性の程度を示している。


注：G8ロック・アーン・サミットで合意された原則。各国が自国のマネー・ローンダリング対策等を取り巻くリスクを評価し、そのリスクに見合った措置を講じることなどが盛り込まれた。

（2）犯罪収益の剥奪


犯罪収益が、犯罪組織の維持・拡大や将来の犯罪活動への投資等に利用されることを防止するためには、これを剥奪することが重要である。警察では、没収（注1）・追徴（注2）の判決が裁判所により言い渡される前に犯罪収益が隠匿されたり、費消されたりすることなどのないよう、裁判官に対して、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法に定める起訴前の没収保全命令の請求を積極的に行い、没収・追徴の実効性を確保している。


近年の起訴前の没収保全命令の発出状況は、図表-46のとおりであり、平成19年以降、組織的犯罪処罰法に基づく命令の件数が大幅に増加している。その背景としては、組織的犯罪処罰法の改正により、18年12月、これまで没収・追徴ができなかった犯罪被害財産の没収・追徴が可能となったことや、23年7月、無許可の風俗営業や無免許の銀行営業等の罪が新たに前提犯罪に追加され、没収対象財産の範囲が更に拡大されたことなどが挙げられる。


また、第一審裁判所において行われる通常の公判手続における組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法の没収・追徴規定の適用状況は、図表-47のとおりである。


注1：物の所有権及び金銭債権を剥奪して国庫に帰属させる処分を内容とする財産刑

注2：没収することができる物又は金銭債権の全部又は一部を没収することができない場合に、その価額の納付を強制する処分

　
図表-46　起訴前の没収保全命令の発出状況の推移（平成17～26年）
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図表-47　組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法の没収・追徴規定の適用状況の推移（平成21～25年）
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（3）国際的な連携の推進


国境を越えて敢行されるマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するためには、各国が連携して対策を講ずることが不可欠である。このため、国際社会においては、FATF（注1）、APG（注2）、エグモント・グループ等の枠組みの下、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策の国際的基準の策定、普及等が行われており、警察庁もこれらの活動に積極的に参画している。

注1：The Financial Action Task
Force（金融活動作業部会）の略

注2：The Asia/Pacific Group on Money
Laundering（アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ）の略

①　FATFの活動と警察庁の参画状況


FATFは、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策に関する国際協力を推進するため設置されている政府間会合であり、平成26年末現在、我が国を含む34の国・地域及び2国際機関が参加している。FATFは、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策として、各国が法執行、刑事司法及び金融規制の各分野において講ずるべき措置を、「FATF勧告」として示している。また、FATFは、加盟国における勧告の遵守の徹底のため、順次、各加盟国に審査団を派遣して相互審査を実施しており、我が国に対しても20年に3回目の審査が実施された。以後、我が国は、全体会合において、同審査で指摘された各勧告の不備事項の改善状況を報告しており、27年2月の全体会合においては、26年11月の犯罪収益移転防止法の改正（注1）、国際テロリスト財産凍結法の成立（注2）等について報告した。

注1：38頁参照

注2：173頁参照

②　APGの活動と警察庁の参画状況


APGは、アジア・太平洋地域のFATF非参加国におけるマネー・ローンダリング対策等を強化・促進するために設置された機関であり、マネー・ローンダリング対策等に取り組む国・地域に対する支援等を行っている。26年末現在、我が国を含む41の国・地域が参加している。警察庁では、年次会合等に職員を派遣し、最新のマネー・ローンダリングの手口・傾向等についての議論に参画している。

③　エグモント・グループの活動と警察庁の参画状況


エグモント・グループは、各国のFIU間の情報交換、研修、専門知識に関する協力等を目的として設置された機関であり、26年末現在、我が国を含む147の国・地域のFIUが参加している。我が国は、エグモント・グループからの要請を受け、ミャンマー及びパキスタンの加盟手続を支援している。

④　外国のFIUとの情報交換


国境を越えて行われるマネー・ローンダリングやテロ資金供与を発見するためには、各国のFIUが保有する情報の積極的な交換が必要であることから、国家公安委員会・警察庁は、外国のFIUとの連携を強化し、活発な情報交換を実施している。

また、26年末現在、合計78の国・地域のFIUとの間で情報交換のための枠組みを設定している。

　
[image: モナコのFIUとの情報交換枠組みの設定]

モナコのFIUとの情報交換枠組みの設定

　

図表-48　国家公安委員会・警察庁と外国のFIUとの情報交換件数の推移（平成19～26年）
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5　新たな脅威となっている組織犯罪への対策


組織犯罪は、警察による取締りを逃れつつ、より巧妙かつ効率的に経済的利益を得るため、社会・経済の発展等に応じて常に変化している。その撲滅を図るためには、犯罪組織の組織実態・活動実態や組織犯罪の態様についての情報収集・分析を行い、その変化を的確に捉えて効果的な対策を講ずることが重要である。


警察では、従来から、暴力団犯罪、薬物・銃器犯罪、来日外国人犯罪グループによる犯罪等に重点を置いて組織犯罪対策を進める一方で、新たな脅威として出現する組織犯罪に対し、関係部門が緊密に連携して、警察の総合力を発揮した戦略的な対策を実施している。


特に、近年被害が急増している特殊詐欺については、巧妙に組織化されたグループにより敢行されている状況がみられることなどから、警察では、これを新たな脅威となっている組織犯罪と位置付け、警察組織全体で情報収集を行い実態を解明するなど、犯行グループそのものの壊滅に向けた取締りを推進している。

（1）組織的に敢行される特殊詐欺への対策

①　特殊詐欺の犯行グループ


特殊詐欺（注）の犯行グループは、リーダーや中核メンバーを中心として、電話を繰り返しかけて被害者をだます「架け子」、自宅等に現金等を受け取りに行く「受け子」等が役割を分担し、組織的に犯罪を敢行している。


また、特殊詐欺の犯行グループの周辺には、犯行に悪用されることを承知しながら、犯行拠点をあっせんしたり、他人名義の預貯金口座を供給したりする者が存在し、犯行グループの活動を助長している。


さらに、平成26年中における特殊詐欺で検挙された暴力団構成員等は698人と、特殊詐欺の検挙人員全体の35.2％を占めており、特殊詐欺が暴力団の資金源となっている状況もうかがわれる。

注：72頁参照

　
図表-49　犯行グループの構造
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コラム　特殊詐欺への暴力団の関与


暴力団は、自らは前面に出ることなく、「受け子」を勧誘したり、実態のない会社に登記名義人を置くなどし、これらの者に特殊詐欺を敢行させている状況がうかがわれ、検挙された「受け子」や「架け子」等が次のように話している例がみられる。

・　暴力団関係者から恐喝され、金を稼ぐために「受け子」をやるよう指示された。


・　生活に困っていたところ、知り合いのヤクザから「会社を起業して金を稼げ」と言われ、詐欺の被害者の名簿を渡された。


・　特殊詐欺のアジトには「架け子」の仕事を監督するヤクザがおり、犯行グループを厳しく統制していた。



②　組織犯罪対策の手法を活用した特殊詐欺対策


特殊詐欺の被害の増加を食い止め、抜本的な解決を図るためには、「受け子」等の現場実行犯を検挙するだけでなく、犯行グループの中枢を摘発し、グループを壊滅に追い込むことが必要である。警察では、詐欺事件の捜査を担当する知能犯捜査部門と暴力団犯罪等の捜査を担当する組織犯罪対策部門の連携を強化することなどにより、「受け子」等から得られた供述等を端緒とする上位者への突き上げ捜査に加え、犯行グループの組織実態や犯罪収益の移転ルート等に関する徹底した情報の収集・集約・分析により、犯行グループの中枢の摘発を図るなど、組織犯罪対策の手法を活用した取締りを推進している。


27年4月には、特殊詐欺の犯行グループに関する情報収集等を強化するため、特殊詐欺対策のための地方警察官約230人の増員が行われた。

　
[image: 部門横断的な特殊詐欺専従捜査班の編成（神奈川・特殊詐欺緊急検挙対策プロジェクト）]

部門横断的な特殊詐欺専従捜査班の編成（神奈川・特殊詐欺緊急検挙対策プロジェクト）


事例


準暴力団チャイニーズドラゴンの関係者の男（21）らは、過去に詐欺の被害に遭った女性に対し、「詐欺被害に遭われた方に被害回復給付金が出る。受け取るには会社の経営権を購入していただく必要がある」などと虚偽の事実を告げ、3,500万円をだまし取るなどしていた。26年7月までに、同男ら12人を詐欺罪等で逮捕した（警視庁）。




事例


山口組傘下組織幹部（33）らは、証券会社の社員等になりすまして高齢者に電話をかけ、「会社から社債の申込みに関するパンフレットが届く。社債を購入したら、1.3倍の値段で買い取る」などと虚偽の事実を申し向け、5,200万円をだまし取るなどしていた。27年1月までに、同幹部ら14人を詐欺罪等で検挙した（静岡）。



（2）地域の犯罪情勢に即した組織犯罪対策


犯罪組織を弱体化・壊滅し、組織犯罪を撲滅するためには、特殊詐欺に限らず、それぞれの地域で治安対策上の問題となっている組織犯罪を的確に捉え、重点的に取り組むことが重要である。警察では、地域の犯罪情勢に即して組織犯罪対策部門と関係部門が緊密に連携し、犯行グループの壊滅に向けた対策を行っている。


コラム　愛知県警察における組織窃盗グループ壊滅プロジェクト


愛知県内においては、侵入盗及び自動車盗の認知件数が他の都道府県と比較して多い状況にあるところ、これらの犯罪が多発する背景には、元暴力団幹部等を中心とした組織窃盗グループの存在があるとみられる。愛知県警察においては、平成26年6月までに、県内の男性宅から現金2,400万円や外国紙幣（約130万円相当）等を窃取した元暴力団幹部の男（44）ら6人を窃盗罪で逮捕したところ、その後の捜査により、同元幹部が、暴走族の元メンバーらからなる実行部隊を編成し、自らは直接犯行に加わることなく、この実行部隊に窃盗を行わせていたことを突き止めた。また、犯行に当たっては、見張り役を配置するほか、防犯カメラに映っても個人が特定されないように服装を統一するなど、警察対策を徹底していたことも明らかになった。


同県警察では、このような事例等を受けて、27年1月、盗犯捜査部門や組織犯罪対策部門を始めとする関係部門から成る「組織窃盗グループ壊滅プロジェクト」を立ち上げた。同プロジェクトでは、組織窃盗グループの実態解明や捜査員の集中的な運用を行うなど、組織窃盗グループ及びその背後にある組織の壊滅に向けた取組を推進している。













第3節　今後の展望

1　組織犯罪対策の現状と課題


警察においては、これまで、暴力団対策、薬物銃器対策、国際組織犯罪対策及び犯罪収益対策を一元的に所掌する体制を整備し、総合的な組織犯罪対策を推進してきた。暴力団対策については、暴力団対策法の効果的な運用や戦略的な取締りによって、山口組・工藤會の中枢幹部を多数検挙するなどの成果を上げているほか、暴力団排除活動も大きく進展している。また、薬物の密輸・密売事犯や、不法滞在者等による組織的な犯罪、悪質な犯罪インフラ事犯に対しては、国内外の関係機関と連携した取締りを進めてきた。加えて、犯罪収益移転防止法が制定され、疑わしい取引に関する情報が捜査等に効果的に活用されるようになるなど、犯罪収益対策の取組も進展している。


他方で、犯罪組織は、警察による取締りを逃れつつ、より巧妙かつ効率的に経済的利益を得るためにその活動を変化させており、依然として社会に対する大きな脅威となっている。特に、暴力団は、経済・社会の発展等に対応して資金獲得活動を多様化させてきており、近年は、暴力団の威力を示す必要のない方法により資金を獲得する傾向等がみられることに加え、暴力団関係企業や共生者を利用するなどして資金獲得活動を不透明化・巧妙化させている。また、暴力団排除活動の進展等の情勢の変化に対応できない大規模な暴力団の末端組織や中小規模の暴力団は、組織を支える資金や人材が不足する状況に追い込まれている一方で、山口組を始めとする主要団体の中枢組織は、依然として強固な人的・経済的基盤を維持しており、暴力団の二極化が進んでいると考えられる。


薬物情勢については、依然として覚醒剤事犯の検挙人員が高水準にあり、その密売が暴力団等の重要な資金源となっているとみられるほか、危険ドラッグの撲滅が政府を挙げて取り組むべき重要な課題となっている。また、犯罪インフラが国内に根強く存在し、国際犯罪組織の暗躍を容易にしていることが懸念される。


さらに、特殊詐欺については、巧妙に組織化されたグループにより敢行されていることなどから、組織犯罪対策の手法を活用して犯行グループそのものを壊滅し、その撲滅を図ることが喫緊の課題となっている。











2　今後の組織犯罪対策の取組


このような現状と課題を踏まえ、犯罪組織の中枢を支える人的・経済的基盤の切り崩しを図り、その弱体化・壊滅を進めるため、以下の取組を一層強化していく。

（1）情報収集・分析能力の強化と戦略的な組織犯罪対策の推進


組織犯罪は、実行犯が検挙されても、首謀者が検挙されなければ組織としての活動が継続可能であるほか、その収益が組織の維持・拡大や将来の犯罪に再投資されるおそれが大きい点で他の犯罪とは性質を異にする。犯罪組織を弱体化・壊滅し、組織犯罪を撲滅するためには、末端の構成員を検挙するだけでなく、首領その他の主要幹部を検挙するとともに、徹底した犯罪収益の剥奪と資金源の遮断により、犯罪組織の中枢を切り崩さなければならない。


そのためには、組織犯罪の実態に関する情報を的確に収集するとともに、それを全国的に集約・分析して犯罪組織の構成員、指揮命令系統、資金獲得活動等の実態を解明した上で、戦略的な対策を講ずる必要がある。こうした一連のプロセスを真に実効あるものとするためには、情報の収集・集約・分析、実態解明、戦略策定、それに基づく取締り等の諸活動を有機的に連関させ、好循環を生み出すことが重要である（図表-50参照）。


近年、暴力団の資金獲得活動が不透明化・多様化しているほか、薬物犯罪組織や国際犯罪組織の活動やネットワークが国境を越えて広がるなど、組織犯罪の捜査はますます複雑・困難になっている。限られた捜査資源を有効に活用して最大の成果を上げるには、有用性の高い情報を組織的に収集した上で、深度ある分析を加え、実効ある戦略を策定することが、一層重要になると考えられる。


また、犯罪組織は、常に法の規制が及ばない分野や、規制が緩い分野を求めて活動範囲を拡大していることから、犯罪組織の活動を助長している要因を的確に分析し、更なる規制の強化についても検討していく。

　
図表-50　組織犯罪対策の在り方
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（2）組織犯罪の取締りに有効な捜査手法の積極的活用


平成26年9月、法制審議会において、通信傍受の合理化・効率化、訴追に関する合意制度の新設等を内容とする制度案が答申され、現在、これらの制度を導入するための法整備が進められている（注1）。新制度においては、通信傍受について、組織的に行われる詐欺等が対象犯罪に追加され、特殊詐欺事件等の捜査における活用が可能となるほか、その実施手続の合理化・効率化も図られることから、従来から通信傍受を活用してきた薬物事犯等の捜査においても一層の活用が期待される。また、訴追に関する合意制度については、犯罪組織の中枢幹部による犯行への関与等を明らかにするために活用するなど、組織犯罪の捜査において新たな武器となり得ると考えられる。警察では、新制度も見据え、組織犯罪の取締りに有効な捜査手法の活用の在り方について、検討を進めていく。


加えて、組織犯罪の立証を的確に行うには、証拠収集能力を一層強化するとともに、証人等の安全の確保に万全を期す必要がある。法制審議会の答申において今後の課題とされた会話傍受（注2）や証人保護の在り方等についても、引き続き検討を進めていく。

注1：97頁参照

注2：令状を得るなどした上で、捜査対象者が管理する住居等に傍受装置を設置して、捜査対象者の言動を傍受・記録して証拠化する捜査手法。欧米等の各国において導入されている。

（3）関係部門・関係機関等との連携の強化


暴力団は、暴力的な犯罪のみならず、窃盗や詐欺、薬物事犯、犯罪インフラ事犯、風俗関係事犯等の様々な犯罪に関与し、直ちには暴力団の関係者と分からない共生者等を利用していることも少なくない。また、特殊詐欺のように、巧妙に組織化されたグループにより敢行され、組織犯罪対策上の新たな脅威となっているものが現れているほか、今後、暴力団を始めとする犯罪組織が、サイバー空間における資金獲得活動を拡大していくことも懸念される。このように活動分野を拡大する犯罪組織に対抗するため、部門の枠組みにとらわれず、組織犯罪に関する情報を集約・分析し、その共有を図るとともに、合同捜査・共同捜査を積極的に展開するなど、警察組織の総合力を発揮し、犯罪組織の弱体化・壊滅に向けて真に実効ある取締りを行っていく。また、薬物の密輸入その他の国際的に行われる組織犯罪等に対しては、国内の関係機関と連携した水際対策や、外国捜査機関との捜査協力等を強化していく。


さらに、犯罪組織は、経済的利益を得るため、社会のあらゆる側面に寄生しようとすることから、警察の努力のみによってその弱体化・壊滅を図ることは困難である。引き続き、関係機関・団体等と連携し、総合的な暴力団排除活動に取り組むほか、犯罪組織が悪用する制度について情報共有を図ることなどにより、社会を挙げた組織犯罪対策の推進に努めていく。











警察活動の最前線




暴力団組織の弱体化・壊滅に向けて
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リュウピー君・リュウミーちゃん

福井県警察本部刑事部組織犯罪対策課

三屋　昭洋（みつや　あきひろ） 警部補
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私は現在、組織犯罪対策部門の一員として、暴力団犯罪捜査の指導や、暴力団対策法の運用に関する業務を担当しています。


県内の暴力団は、取締りの強化や暴力団排除の気運の高まりを受け、活動実態等をますます不透明化させる一方で、依然としてみかじめ料や用心棒代の徴収、恐喝によって得た金を主な資金源として活動している状況にあります。


そのような厳しい情勢の中、平成26年、飲食店経営者が、未払いの飲食代金等の取立てを暴力団幹部に依頼したことを発端とする、飲食店の利用客に対する恐喝事件が発覚しました。被害者は当初、報復を恐れて被害の申告に消極的でしたが、保護対策の徹底による安全の確保を約束するなどして、被害者を説得し、協力を得ることができました。被害者の信頼を勝ち得たことで、事件を検挙するとともに、当該暴力団の資金供給ルートの全容を解明し、資金源の封圧に成功しました。その際、本件捜査により得た情報を私が分析した結果を基に、暴力団員による用心棒の役務の提供行為を認定し、全国で2例目となる中止命令を発出することができました。


これからも、事件の検挙・暴力団対策法の運用・暴力団排除活動とを効果的に連動させた取組を推進し、暴力団組織の弱体化・壊滅に向けて、日々業務に邁進する決意です。
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「被害者なき犯罪」に立ち向かう



　
[image: ナポくん]

ナポくん

　
[image: 奈良県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課（現・奈良県吉野警察署地域課）　大家 美知 警部補　顔写真]

奈良県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課

（現・奈良県吉野警察署地域課）

大家　美知（おおや　みち） 警部補




昨今、危険ドラッグに起因する重大な交通事故や事件が多発し、社会問題となっています。私自身は、警察官になるまで、薬物犯罪はどこか別世界の話であるように感じていましたが、薬物事犯の捜査に従事して、世の中には驚くほど薬物がまん延していることを痛感しています。


平成26年、空港も港も持たない奈良県において、海外旅行者を運び屋に仕立てた覚醒剤密輸入事件が発覚しました。事件の全容を解明するため、コントロールド・デリバリー等の手法を用いて捜査を実施したものの、当初は思うように成果が出ませんでした。しかし、粘り強く関係者からの聴取等の捜査を続けた結果、ついに奈良県において過去最大の押収量となる覚醒剤1.3kgを押収するとともに、密輸入に関与した外国人を逮捕することができました。


現在、日本国内において出回っている覚醒剤のほぼ全てが輸入品であると言われており、大量に密輸入された覚醒剤の国内への拡散を阻止できた経験は、私の大きな財産となりました。


薬物犯罪そのものには被害者が存在しません。しかし、何の罪もないのに、薬物を乱用した者が引き起こす重大な事件や事故に巻き込まれ、被害に遭われる方はたくさんいます。そのような事件や事故を発生させないために、私は、これからも薬物犯罪に立ち向かっていきたいと思います。

　
[image: 奈良県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課（現・奈良県吉野警察署地域課）　大家 美知 警部補]





注：掲載されているキャラクターは、都道府県警察のマスコットキャラクターです。











凡例



本書における用語等の意義は、次のとおりである。


1（1）　刑法犯………特に断りのない限り、道路上の交通事故に係る危険運転致死傷（改正前の刑法208条の2の危険運転致死傷をいう。以下同じ。）、業務上（重）過失致死傷及び自動車運転過失致死傷（改正前の刑法211条2項の自動車運転過失致死傷をいう。以下同じ。）を除いた「刑法」に規定する罪並びに「爆発物取締罰則」、「決闘罪ニ関スル件」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」、「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」、「サリン等による人身被害の防止に関する法律」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」及び「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。


（2）　特別法犯………上記（1）の「刑法犯」以外の罪をいう。ただし、特に断りのない限り、道路上の交通事故に係る危険運転致死傷、業務上（重）過失致死傷、自動車運転過失致死傷及び「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定する罪並びに「道路交通法」、「道路運送法」、「道路運送車両法」、「道路法」、「自動車損害賠償保障法」、「高速自動車国道法」、「駐車場法」、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」、「タクシー業務適正化特別措置法」、「貨物利用運送事業法」、「貨物自動車運送事業法」、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」及び「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に規定する罪を除く。


（3）　包括罪種………刑法犯を「凶悪犯」、「粗暴犯」、「窃盗犯」、「知能犯」、「風俗犯」、「その他の刑法犯」の6種に分類したものをいう。

ア　凶悪犯………殺人、強盗、放火、強姦（かん）

イ　粗暴犯………暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合

ウ　窃盗犯………窃盗


エ　知能犯………詐欺、横領（占有離脱物横領を除く。）、偽造、汚職、背任、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」に規定する罪

オ　風俗犯………賭博、わいせつ


カ　その他の刑法犯………公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、器物損壊等上記に掲げるもの以外の刑法犯


（4）　業務上（重）過失致死傷………特に断りのない限り、道路上の交通事故に係るもの以外の業務上（重）過失致死傷をいう。

2（1）　非行少年………犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年をいう。


ア　犯罪少年………犯罪行為をした14歳以上20歳未満の者（少年法第3条第1項第1号）

（ア）　刑法犯少年………犯罪少年のうち刑法犯で警察に検挙された者

（イ）　特別法犯少年………犯罪少年のうち特別法犯で警察に検挙された者


イ　触法少年………刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の者（少年法第3条第1項第2号）


ウ　ぐ犯少年………刑罰法令に該当しないぐ犯事由があって、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の者（少年法第3条第1項第3号）


（2）　不良行為少年………非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、家出等を行って警察に補導された20歳未満の者をいう。


3（1）　交通事故………道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの（人身事故）をいう。


（2）　（交通事故）死者数………交通事故の発生から、24時間以内に死亡した死者数をいう。


（3）　（交通事故）30日以内死者数………交通事故の発生から、30日以内（交通事故発生日を初日とする。）に死亡した死者数をいう。


4（1）　認知件数………警察において発生を認知した事件の数をいう。


（2）　検挙件数………刑法犯において警察で検挙した事件の数をいい、特に断りのない限り、解決事件の件数を含む。


（3）　検挙率………認知件数に対する検挙件数の割合を次のとおり計算して百分比で表したものをいう。

（　検挙件数（当該年以前の認知事件の検挙を含む。）　/　当該年の認知件数　）　×　100

（4）　未遂罪及び予備罪は、それぞれの既遂の罪に含めている。


（5）　昭和47年以前の各種数値については、特に断りのない限り、47年5月14日以前の沖縄県該当分の数を含んでいない。


（6）　統計、図表その他の計数資料は、特に断りのない限り、警察庁の調査等に基づくものである。

（7）　図表の増減欄における「△」印は、減少を示す。


（8）　統計図表中の構成比等は、四捨五入してあるため総計が必ずしも100.0にならない場合がある。


（9）　平成元年の各種数値については、特に断りのない限り、昭和64年1月1日から1月7日までの数を含む。


（10）　被疑者等の国籍等においては、「中国」は中国の国籍を有する者等を、「台湾」は中国の国籍を有する者のうち、台湾に本籍又は生活の本拠を有し在タイ王国日本大使館による査証シールが貼付されている台湾当局が発給した旅券を所持する者等を、「香港等」は中国の国籍を有する者のうち、香港特別行政区若しくはマカオ特別行政区が発給した旅券又は中国、香港特別行政区若しくはマカオ特別行政区以外の政府（シンガポール、マレーシア等）が発給した身分証明書等を所持する者等をいう。

※　本白書に記載した地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではありません。

※　警察庁ウェブサイト（http://www.npa.go.jp/hakusyo/h27/data.html）に、本白書に掲載している統計以外の各種統計を掲載しています。


※　第2章に掲載されている図表の一部は、平成20年から24年までの統計の一部に誤りが生じておりその精査中であることから、26年8月1日現在の統計等を基に作成しています。











資料編

1　平成26年中の組織改正と法令の制定

平成26年中の主な組織改正

[image: 平成26年中の主な組織改正]

平成26年中の主な法律の制定（警察関係）

[image: 平成26年中の主な法律の制定（警察関係）]

平成26年中の主な政令の制定（警察関係）

[image: 平成26年中の主な政令の制定（警察関係）]











2　平成26年中の主な出来事

　
[image: 平成26年中の主な出来事(1)]

　
[image: 平成26年中の主な出来事(2)]

　
[image: 平成26年中の主な出来事(3)]











3　平成26年都道府県別統計資料

　
[image: 平成26年都道府県別統計資料(1)]

　
[image: 平成26年都道府県別統計資料(2)]











トピックスI　過酷な自然の中で救助活動を行う警察

（1）山岳遭難救助活動

①　山岳遭難救助隊等の活動


山岳遭難は、近年増加傾向にあり、平成26年中の山岳遭難発生件数は、17年と比較すると911件（65.9％）増加した。都道府県警察では、山岳遭難救助隊等を編成し、山岳遭難事案が発生した際には、迅速な遭難者の捜索や救助活動を行っているほか、山岳遭難事案等の対策拠点となる臨時警備派出所の開設や、山岳パトロールを通じた登山者への声掛けによる登山指導、危険箇所等の実態についての安全調査等を行っている。

　
図表I-1　山岳遭難発生件数（平成17～26年）

[image: 図表I-1　山岳遭難発生件数（平成17～26年）]

②　救助用装備資機材と平素の訓練状況


警察では、遭難現場に向かうための山岳救助車や雪上車のほか、遭難者を搬送するためのストレッチャーや救助バンド等の装備資機材を整備しており、山岳遭難救助隊等では、これらを使用して迅速・的確に救助活動を行えるよう、過去の遭難事案を想定した実践的な訓練を実施している。

　
[image: 山岳遭難救助隊の訓練状況]

山岳遭難救助隊の訓練状況


コラム　登山届


「登山計画書」、「登山者カード」等のいわゆる登山届は、登山の前にあらかじめ登山者の氏名、行程等を記載した書類を自治体、警察等に提出することで、山岳遭難が発生した際に警察等が迅速に対応できるようにするものである。登山届は、自治体、警察等へ直接提出したり、登山口、山小屋等に備え付けられた登山ポスト等に投函したりすることができる。登山届の提出は、登山者にとっても、安全な登山のための自己点検の機会となることから、警察では、関係機関と連携し、登山者に対して登山届の提出を推奨している。また、一部の自治体では、条例により登山届の提出が義務付けられている。

　
[image: 登山届の例]

登山届の例



（2）水難救助活動


都道府県警察では、主要な港湾、離島、河川等を管轄する警察署等に警察用船舶約160隻を配備し、海上保安庁と連携して水難救助活動を行うとともに、パトロール、犯罪の取締り等の活動を行っている。

　
[image: 警察用船舶]

警察用船舶


事例


平成26年11月、高知県沿岸において、漁船が横波を受けて転覆し、乗組員（63）ら3人が船から転落したことから、高知海上保安部より救助要請を受けた高知県警察では、警察用船舶「おおとさ」を現場に急行させた。現場海域は海上強風警報が発令されており、波の高さは約2メートルであったが、高知県防災ヘリコプターと連携して、救命浮環等の資機材を活用して同人らを釣り上げ、救助した。

　
[image: 警察用船舶による救助活動]

警察用船舶による救助活動



（3）大規模災害発生時における部隊活動

①　警察災害派遣隊等の活動


災害発生時には、被災地を管轄する都道府県警察（以下「被災地警察」という。）の機動隊員、警察署員等が災害現場に出動し、被災情報の収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索等の活動に従事することとなる。


また、災害による被害が大きく、被災地警察のみでは対応が困難な場合等に被災地に派遣され、災害現場における災害警備活動を支援する仕組みとして、警察災害派遣隊（注）が設けられている。


注：広域緊急援助隊を中心に編成され、大規模災害発生時に全国から直ちに被災地に派遣される約1万人の即応部隊と、災害対応が長期化する場合に派遣され、被災地の要望を踏まえた幅広い活動に従事する一般部隊から構成されている。


事例


平成26年8月、広島市内において大規模な土砂災害が発生した。広島県警察では、全国から警察災害派遣隊等の派遣を受け、泥水が流れ続け、巨石、樹木等が散乱する過酷な現場において、昼夜を問わず、被災者の救出救助、行方不明者の捜索等の災害警備活動に当たった。

　
[image: 警察航空機による救助の状況]

警察航空機による救助の状況



②　災害対処能力向上に資する訓練施設の整備


広域緊急援助隊を始めとする各部隊の対処能力を更に向上させるため、拠点的な災害警備訓練施設を整備することが必要となっている。


具体的には、豪雨に伴う土砂災害や、大規模地震といった日本国内で実際に発生が想定される災害の形態に対応し、広域緊急援助隊員に加え、警察署員等も対象とした体系的・段階的な訓練を安全かつ効果的に実施することが必要であることから、警察では、訓練施設の整備を進めている。

　
[image: 訓練施設（イメージ）]

訓練施設（イメージ）


コラム　御嶽山の噴火と警察活動


平成26年9月、長野県と岐阜県にまたがる御嶽山の噴火により、多数の登山者が被災した。警察では、大量の火山灰が降り積もり、火山性ガスが発生する山頂付近の急峻な斜面等において、警視庁の機動隊等も派遣して、被災者の救出救助等を実施した。長野県警察では、山岳遭難救助隊員等が登頂し、山頂付近に残留していた生存者の救助等を行った。また、岐阜県警察では、山頂付近をパトロール中であった山岳警備隊員が、骨折により歩行ができなくなり山小屋にとどまっていた女性（39）を担架で途中まで搬送し、警察用航空機（ヘリコプター）により救助した。

　
[image: 火山性ガス濃度の測定]

火山性ガス濃度の測定

　
[image: 御嶽山山頂付近での捜索状況]

御嶽山山頂付近での捜索状況













トピックスII　児童虐待等に対する警察の取組

（1）児童虐待

①　児童虐待を取り巻く情勢


全国の児童相談所での児童虐待相談対応件数は、一貫して増加しており、平成25年度の対応件数は、7万3,802件と、16年度と比較して4万394件（120.9％）増加した。また、26年中の児童虐待事件の検挙件数は、698件と、16年と比較して470件（206.1％）増加しているほか、重篤な児童虐待事例も相次いでおり、児童虐待対策は、警察だけでなく、政府全体の課題となっている。

　
図表II-1　児童虐待相談対応件数（平成16～25年度）

[image: 図表II-1　児童虐待相談対応件数（平成16～25年度）]

②　警察における対応


警察では、児童虐待が疑われる情報を認知した場合は、児童の安全を直接確認するため、警察官の現場臨場や付近住民への聞き込み、各種情報の照会等の措置を講じている。また、事案の緊急性・重大性を検討し、的確な事件化を行っているほか、児童の保護や児童相談所への通告を行うなど、児童の安全確認及び安全確保を最優先とした対応を行っており、26年中は2,034人の児童を保護したほか、2万8,923人の児童について、児童相談所への通告を行った。

　
図表II-2　児童虐待事件検挙件数（平成16～26年）

[image: 図表II-2　児童虐待事件検挙件数（平成16～26年）]


事例


26年11月、近隣住民から、「夜間にもかかわらず男児がはいかいしている」との通報が警察に寄せられた。警察官が確認したところ、実母（26）が男児（6）を自宅に残したまま夜間の仕事に頻繁に従事していることが判明するとともに、過去にも同様の行為を繰り返しており改善がみられなかったことから、ネグレクトのおそれがあるとして、同男児を保護し、その後、児童相談所に引き継いだ（千葉）。



③　児童相談所との連携


警察では、児童虐待の早期発見と被害児童の早期保護のため、児童相談所と連携し、児童相談所の職員が行う臨検・捜索（注1）に関する合同研修等の実施や、児童相談所への警察官OBの配置、児童相談所と同一施設への少年サポートセンター（注2）の設置等を推進している。


また、児童相談所の職員による児童の安全確認等に際して、児童相談所長から警察署長に対する援助要請等（注3）がなされた場合には、警察職員も現場に臨場するなどの対応を行っている。


注1：児童虐待の防止等に関する法律第9条の3において、都道府県知事は、正当な理由なく立入調査等を拒んだ保護者が出頭の求めに応じない場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができるとされている。


注2：27年4月1日現在、全国に195か所（うち警察施設以外66か所）の少年サポートセンターが設置されている。

注3：児童虐待の防止等に関する法律第10条において、児童相談所長は、児童の安全確認、一時保護を行う場合において、必要に応じて警察署長に援助を求めることができるとされている。

　
[image: 臨検・捜索に関する合同研修の様子]

臨検・捜索に関する合同研修の様子


事例


26年2月、「虐待を受けている子供がいる」との相談が警察に寄せられたことから、児童相談所に通告の上、同児童相談所職員と共に児童の安全確認を行ったところ、実父（26）及び実母（23）が男児（3）に首輪を付けた上、窓の錠の部分につないで監禁していることが判明した。同年3月までに、同実父らを逮捕監禁罪で逮捕した。また、同男児については、児童相談所による一時保護が行われた（徳島）。



（2）児童ポルノ


児童ポルノは、児童が性的虐待や性的犯罪の被害を受けている姿の記録そのものであり、児童の人権を著しく侵害する悪質な犯罪である。児童の権利を擁護し、児童ポルノ犯罪から児童を守ることに対する国際的な関心も高く、平成26年6月には、児童買春・児童ポルノ禁止法（注1）の一部を改正する法律が成立した。これにより、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為や、盗撮により児童ポルノを製造する行為が新たに処罰の対象となった（注2）。


警察では、改正後の児童買春・児童ポルノ禁止法（注3）に基づき、児童ポルノ事犯の厳正な取締りを行っており、同法が施行された同年7月15日から同年末までの間の盗撮行為による児童ポルノ製造罪の検挙件数は29件、被害児童は28人となっている。


注1：児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

注2：自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持又はその電磁的記録の保管を禁止する規定については、27年7月15日から適用された。


注3：児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律


事例


26年7月、無職の男（48）は、公衆浴場の男性用脱衣場で、腕時計型ビデオカメラを使い、女児2人の裸を盗撮して児童ポルノを製造した。同年8月、同男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反（児童ポルノ盗撮製造）で逮捕した（兵庫）。

　
[image: 犯行に使用された腕時計型ビデオカメラ]

犯行に使用された腕時計型ビデオカメラ



（3）子供対象・暴力的性犯罪


警察では、子供が被害者となる犯罪の発生を未然に防止し、又は発生した場合に迅速に対応できるよう、次のような行為者への対策を行っている。

①　子供女性安全対策班による活動の推進


警察では、平成21年4月、子供や女性を対象とする性犯罪等の前兆とみられる声掛け、つきまとい等の事案に関する情報収集、分析等により行為者を特定し、検挙又は指導・警告等の措置を講ずる子供女性安全対策班（JWAT（注））を警視庁及び道府県警察本部に設置した。これにより、従来の検挙活動等に加え、これらの先制・予防的活動を積極的に推進していくことによって、子供や女性を被害者とする性犯罪等の未然防止に努めている。

注：Juvenile and Woman Aegis Teamの略


事例


26年10月、登校中の女児（7）に「ちょっと、ストップ」と声を掛け、手で女児の下腹部を押し、携帯電話を同女児のスカート内に差し入れ、撮影するというわいせつ事案の通報を受け、子供女性安全対策班等において捜査を行った。その結果、行為者の男（32）を特定し、同月、同男を強制わいせつ罪で逮捕した（香川）。



②　子供対象・暴力的性犯罪出所者の再犯防止措置制度の強化


警察では、17年6月から、13歳未満の子供を被害者とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役して出所した者について法務省から情報提供を受け、各都道府県警察において、その出所者の所在確認を実施している。また、23年4月からは、必要に応じて当該出所者の同意を得て面談を行うなど、再犯防止に向けた措置の強化を図っている。











トピックスIII　サイバー空間の脅威に対する新たな産学官連携の枠組み

（1）脅威の現状と新たな取組の必要性


我が国におけるサイバー空間の脅威への対応には一定の成果が見られるものの、いずれも個別の事案に対する事後的な対処にとどまっている上、日々変化する脅威に対して先制的・包括的な対応を行い、以後の事案の発生を未然に防止できているとはいえない状況にあった。また、サイバー空間の脅威に対処する主体である産業界・学術機関・法執行機関（警察）は、それぞれの立場で各種取組を推進し、豊富な知識・経験を蓄積してきたが、それらを一元的に集約・分析し、対策に活用するための取組が必ずしも十分ではなかった。このため、平成25年に閣議決定された「「世界一安全な日本」創造戦略」や総合セキュリティ対策会議（注1）において、米国で産学官連携の枠組みとして成果を上げている非営利組織であるNCFTA（注2）に類似の新たな組織を構築する必要性が繰り返し指摘されていた。


注1：警察庁において、情報通信ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的として13年度から開催し、情報セキュリティに関する産業界等と政府機関との連携の在り方、特に警察との連携の在り方について有識者等による検討を行っている。


注2：National Cyber-Forensics & Training Allianceの略

　
図表III-1　サイバー空間の脅威への対処上の課題

[image: 図表III-1　サイバー空間の脅威への対処上の課題]

（2）NCFTAの概要


NCFTAは、急速に複雑化するサイバー空間の脅威に効果的に対処するため、産業界、学術機関、法執行機関が保有する脅威に関する情報を業界横断的かつリアルタイムに収集・分析し、脅威に対して共同で対処するため、平成9年、米国に創設された（注）。


NCFTAでは、収集した情報を集約・分析して法執行機関や企業に提供したり、捜査機関等の職員に対する捜査実習を実施するなどしている。このように産学官が一体となって先制的・包括的な対応を行うことで、例えばサイバー空間における金融サービスを悪用した犯罪の捜査に関連して犯罪収益の押収や被害の未然防止に貢献するなど、多大な成果を上げたことから、米国内外で高い評価を得、米国外においても同様の取組が試みられている。

注：米国における非営利団体法人の資格取得は14年

　
図表III-2　NCFTAについて

[image: 図表III-2　NCFTAについて]

（3）我が国における新たな産学官連携の取組

①　JC3の創設


以上の状況を踏まえ、新たな組織の創設に向けた警察庁等における検討を経て、「一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター（JC3（注））」が設立され、平成26年11月13日、業務を開始した。


JC3では、産学官の情報や知見を集約・分析し、その結果等を還元することで、脅威の大本を特定し、これを軽減及び無効化することにより、以後の事案発生の防止を図ることとしている。また、集約された情報を社会に発信するなどし、国民が安全かつ安心してインターネットを利用できる環境の構築に貢献することとしている。さらに、その機能を最大限に発揮するため、NCFTA等の海外の関係機関とも情報共有や協力関係の構築を行うこととしている。

注：Japan Cybercrime Control Centerの略

②　警察とJC3の連携


警察では、25年1月に「サイバー犯罪対処能力の強化等に向けた緊急プログラム」を策定して以降、サイバー犯罪対策における民間事業者等との連携を強く推進してきたが、JC3の創設を契機として、個々の企業等と事後的に連携するだけでなく、JC3を結節点とし、産学のより多くのパートナーと平素から連携することにより、産学官が一体となった態勢の構築に努めていくこととしている。


これまでに、警察は、27年2月に開催されたJC3主催のフォーラムに参加するなどして、金融犯罪、情報流出等について、産学の関係者と活発な意見・情報の交換を行っている。


今後、JC3との緊密な連携により、サイバー空間における脅威への先制的・包括的な対処が可能となることが期待される。例えば、JC3において、不正プログラムに関する産学官の情報が集約・分析され、これらの不正プログラムをコントロールする指令サーバが特定されることにより、警察では、捜査権限の行使等を通じた指令サーバの無害化や被害防止を図ることが可能となる。警察としては、捜査関連情報等をJC3において共有し、産学におけるサイバーセキュリティに関する取組に貢献するとともに、JC3において共有された情報を警察活動に迅速・的確に活用することにより、安全・安心なサイバー空間の構築に向けた取組を加速させていくこととしている。

　
[image: フォーラムにおける意見交換の状況（提供：一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター）]

フォーラムにおける意見交換の状況（提供：一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター）

　
図表III-3　日本サイバー犯罪対策センター（JC3）の概要

[image: 図表III-3　日本サイバー犯罪対策センター（JC3）の概要]











トピックスIV　高齢者の交通安全に向けた取組

（1）高齢者が関係する交通事故の状況


平成26年中の高齢者の交通事故死者数は2,193人と、交通事故死者数全体の半数以上を占めている。高齢者の死者数を状態別にみると、歩行中が全体の半数近くを占めている。また、交通事故死傷者数を年齢層別・被害程度別にみると、高齢者の割合は、軽傷者では13.5％であるのに対して、重傷者では34.9％、死者では53.3％となっており、被害程度が深刻になるほど高齢者の割合が高くなっている。

　
図表IV-1　年齢層別死傷者の状況（構成率）（平成26年）

[image: 図表IV-1　年齢層別死傷者の状況（構成率）（平成26年）]

（2）高齢歩行者・自転車利用者の事故防止対策


平成26年中の高齢者の交通事故死者数のうち、歩行中・自転車乗用中の死者は約6割を占めている（注）が、その約8割は運転免許を保有していなかった。そこで、警察では、運転免許を保有していない高齢者に交通安全教育を受ける機会を提供するため、関係機関・団体等と協力し、家庭訪問による個別指導や医療機関、福祉施設等における広報啓発活動を行うほか、シミュレーター等の各種教育用器材を積極的に活用した参加・体験・実践型の交通安全教育を実施している。また、26年中の高齢者の歩行中の時間帯別死者数をみると、高齢者以外の歩行中の時間帯別死者数に比べ、17時から20時までの時間帯に特に多くなっているという特徴があるため、薄暮時間帯における高齢者の保護・誘導活動、明るい目立つ色の衣服の着用や反射材用品等の普及促進を行っている。

注：144頁参照

　
[image: 高齢者宅訪問による交通安全指導]

高齢者宅訪問による交通安全指導

（3）交通環境の整備による高齢者の安全確保


警察では、ゾーン30（注1）を始めとする生活道路対策の推進、バリアフリー対応型信号機（注2）の整備等のほか、道路管理者と連携した自転車専用の走行空間の整備により、高齢歩行者・自転車利用者の安全確保を図っている。また、道路標識の高輝度化・大型化、信号灯器のLED化、高齢運転者等専用駐車区間制度（注3）の運用等により、高齢運転者が安全に安心して自動車を運転できる交通環境の整備を推進している。さらに、高齢者の移動手段としての公共交通の重要性が増大していることを踏まえ、地域公共交通の活性化及び再生に向けた取組について、関係機関・団体等との連携を図っている。

注1：158頁参照

注2：158頁参照

注3：道路標識により指定されている場所において、高齢者等が運転し、都道府県公安委員会が交付した専用場所駐車標章を掲示した普通自動車に限り、駐車又は停車をすることができることとする制度

　
図表IV-2　高齢歩行者時間帯別死者数（平成26年）

[image: 図表IV-2　高齢歩行者時間帯別死者数（平成26年）]

（4）高齢運転者対策の充実


更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者は、運転免許証を更新する際、高齢者講習の受講が義務付けられている。この講習では、安全運転に必要な知識等に関する講義のほか、自動車等の運転指導や、運転適性検査器材（注）による指導等を通じ、受講者に自らの身体的機能の変化を自覚してもらうとともに、その結果に基づいた安全な運転の方法について、具体的な指導を行っている。平成26年中は229万8,006人が受講した。


また、更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者は、運転免許証の更新期間が満了する日より前の6月以内に、講習予備検査（認知機能検査）を受けることが義務付けられている。この検査は、高齢運転者に対して、自己の記憶力・判断力の状況を自覚してもらい、引き続き安全運転を継続することができるよう支援することなどを目的としており、検査の結果に応じた高齢者講習を行っている。26年中の講習予備検査（認知機能検査）の受検者数は143万8,040人であった。


注：視覚を通じた刺激に対する反応の速度及び正確性を検査する器材、動体視力検査器、夜間視力検査器及び視野検査器

　
[image: 高齢者講習における実車指導]

高齢者講習における実車指導


コラム　高齢運転者に係る交通事故防止対策のための道路交通法改正


75歳以上の高齢運転者による交通事故件数及び交通死亡事故件数については増加傾向にある。一方、高齢化により、75歳以上の運転免許保有者が増加することから、今後更に高齢運転者による交通事故件数等の増加が見込まれている。そこで、喫緊の課題である高齢運転者に係る交通事故防止対策を推進するため、

① 一定の違反行為をした75歳以上の高齢運転者に対する臨時認知機能検査の導入

②
臨時認知機能検査で認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼすおそれがあると判断された者に対する臨時高齢者講習の導入

③
認知機能検査で認知症のおそれがあると判断された者に対し、その者の違反状況を問わず、臨時適性検査（専門医の診断）を行い、又は医師の診断書の提出を命ずることを可能とする制度の見直し


等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が、平成27年6月、第189回国会において成立した。また、本改正と併せて、70歳以上75歳未満の高齢運転者及び75歳以上の高齢運転者のうち認知機能検査で認知機能が低下しているおそれがないと判断されたものに対する講習を合理化するとともに、認知機能検査で認知機能が低下しているおそれがあると判断された者等に対する講習内容の充実に努めることとしている。

　
図表IV-3　新たな高齢運転者対策

[image: 図表IV-3　新たな高齢運転者対策]













トピックスV　国際テロの脅威と警察の取組

（1）我が国に波及する国際テロの脅威


最近の国際テロ情勢は、イラクとシリアにまたがる地域で活動するISIL（注）の台頭に伴い、大きく変容している。ISILは、制圧した油田等から得る莫大な資金や巧妙なメディア戦術等を背景に、世界各地から多くの外国人戦闘員を誘引しており、こうした外国人戦闘員が、母国に帰還した後にテロを敢行する危険性が指摘されている。我が国でも、ISILに戦闘員として加わるため、シリアへの渡航を企てた疑いのある者について、警視庁が私戦予備陰謀被疑事件として捜査を行っており、外国人戦闘員問題は決して対岸の火事ではない。

注：Islamic State of Iraq and the
Levant（いわゆる「イスラム国」）の略

　
[image: ISILの戦闘員（Abaca／アフロ）]

ISILの戦闘員（Abaca／アフロ）


また、平成27年2月に発生したデンマークにおける連続テロ事件等欧米諸国でテロ組織と関わりのない個人が過激化して引き起こすテロ（ローン・ウルフ（一匹おおかみ）型のテロ）とみられる事件が発生している。さらに、ISILやAQ（注）関連組織等は、インターネットを活用して過激思想を広めており、こうした活動は、ローン・ウルフ型のテロにも影響を与えている。


このような情勢の中で、平成27年1月及び2月、シリアにおける邦人殺害テロ事件が発生し、国内外に大きな衝撃を与えた。同年2月1日にISILによって配信されたとみられる動画には、日本政府を名指しして、今後も邦人をテロの標的とすることを示唆するメッセージが含まれており、我が国においてもテロの脅威が現実のものとなっている。

注：Al-Qaeda（アル・カーイダ）の略

　
[image: 邦人の殺害を予告するISILの戦闘員（写真提供：共同通信社動画投稿サイト「ユーチューブ」より）]

邦人の殺害を予告するISILの戦闘員（写真提供：共同通信社動画投稿サイト「ユーチューブ」より）

（2）大規模イベントを狙ったテロ事件


このような厳しい国際テロ情勢の中、我が国においては、平成28年に主要国首脳会議（サミット）が、32年に2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が、それぞれ予定されている。こうした大規模な国際会議や国際スポーツ大会等は、世界的に大きな注目を集めることから、テロの格好の攻撃対象となり得る。特に、オリンピック・パラリンピックは、世界中から多数の要人、選手団、観客等が集まり、国際的な注目度も極めて高い行事であるため、我が国がテロの標的となる可能性は否定できない。


実際、過去には、昭和47年のドイツ・ミュンヘンオリンピックにおけるイスラエル選手団襲撃事件、平成8年の米国・アトランタオリンピックにおけるオリンピック百年記念公園爆弾テロ事件が発生している。また、近年では、17年7月、英国・グレンイーグルズにおけるサミットの開催中に、ロンドン中心部で、地下鉄等に対する爆弾テロ事件が発生し、56人が死亡したほか、25年4月には、米国・ボストンにおいて開催されていたマラソン大会のゴール付近で、爆弾テロ事件が発生し、3人が死亡した。さらに、オリンピック開催を控えたロシア・ソチの北東約680キロメートル離れた都市ボルゴグラードにおいて、25年10月から同年12月の間に3件の自爆テロ事件が発生し、合計40人が死亡するなど、世界各国では、大規模イベントを狙ったテロ事件により、多数の犠牲者が出ている。

　
[image: ロシア・ボルゴグラードにおける自爆テロ事件で破壊されたトロリーバス（AFP=時事）]

ロシア・ボルゴグラードにおける自爆テロ事件で破壊されたトロリーバス（AFP=時事）

（3）警察の取組

警察では、我が国における大規模イベントの開催を見据え、各種テロ対策を推進している。

①　情報の収集・分析の強化


テロを未然に防止するためには、幅広い情報を収集して的確に分析することが不可欠である。また、テロは極めて秘匿性の高い行為であり、収集される関連情報のほとんどは断片的なものであることから、情報の蓄積と総合的な分析が求められる。警察では、外国治安情報機関等との連携を一層緊密化するなど、情報の収集・分析を強化している。

②　違法行為の取締りの徹底


情報の収集・分析の結果、テロの実行に向けた動向を把握した場合等、違法行為を認知した場合には、法と証拠に基づき厳正に対処することとしている。

③　警戒警備の強化


警察では、近年の厳しい国際テロ情勢等を踏まえ、首相官邸、空港、原子力関連施設、米国関係施設等の重要施設や鉄道等の公共交通機関の警戒警備を強化している。

　
[image: 国会議事堂における警戒]

国会議事堂における警戒

　
[image: 空港における警戒]

空港における警戒

④　水際対策の強化


周囲を海に囲まれた我が国においてテロリスト等の入国を防ぐためには、国際空港・港湾において、出入国審査、輸出入貨物の検査等の水際対策を的確に推進することが重要である。政府は、内閣官房に空港・港湾水際危機管理チームを設置して、関係機関が行う水際対策の強化の調整を図っている。また、国際空港・港湾には、空港・港湾危機管理（担当）官が置かれ、関係機関の連携の下、具体的な事案を想定した訓練を実施しているほか、施設警備の改善を図るなどの取組を行っている。

　
[image: 空港におけるテロ対策合同訓練]

空港におけるテロ対策合同訓練

　
図表V-1　空港・港湾における水際対策・危機管理体制

[image: 図表V-1　空港・港湾における水際対策・危機管理体制]

⑤　テロへの対処体制の強化


万が一テロが発生した場合には、犯人を追跡し、制圧・検挙することにより続発防止を図るとともに、危険物質の除去、避難誘導、救出救助等の実施により被害を最小化することが重要であり、警察では、そのために必要なテロへの対処体制の強化を進めている。











警察活動の最前線




海上における「安全・安心の確保」のために
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[image: 福岡県門司警察署地域課船舶警ら係　寺本 幸藏 一般職員　顔写真]

福岡県門司警察署地域課船舶警ら係

寺本　幸藏（てらもと　こうぞう） 一般職員




私が勤務する船舶警ら係では、密航・密輸・密漁等の各種事案に対する警戒警ら、プレジャーボート等の小型船舶に対する安全指導や海事関係法令違反の検挙、水難事故者等の捜索救助等の活動を行っています。海上における「県民の安全・安心の確保」。これが私たちの使命です。


長年にわたる勤務の中で、特に印象に残っているのは、悪天候のため転覆し、自力で航行できなくなったヨットを発見・救助した事案です。ヨットに乗っていた2名は若干衰弱した様子で、私たちがヨットに近づくと必死に救助を求めてきました。現場は大型船や高速船が多数往来する危険な海域であり、また強風が吹き荒れる悪天候の中、要救助者の安全が確保されるよう細心の注意を払いながら、無事に警察用船舶に2名を救助することができました。船内で救助者から感謝の言葉を頂き、任務を達成できた喜びと共に、自らの担当する業務をとても誇らしく感じたのを覚えています。


救助が必要な事態に至らずとも、警ら中には、安全意識が低く、救命具を着用せずにマリンレジャーを行うボート等を発見することもしばしばあることから、今後もさらなる安全指導を徹底するとともに、船舶職員としての誇りと使命感を持って各種警察活動を推進していきたいと思います。

　
[image: 福岡県門司警察署地域課船舶警ら係　寺本 幸藏 一般職員]






犯罪の芽を摘む
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岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課

長屋　実希（ながや　みき） 巡査長




私は、子供や女性に対する声掛け、つきまとい等の行為を「犯罪の芽」の段階で検挙や指導・警告し、性犯罪等の重大な事案の発生を未然に防ぐ活動に携わっています。


ある日、小学1年生の女の子が、学校帰りに見知らぬ男性から「木の実をあげる」と声を掛けられた事案を認知しました。私は、怯える女の子の目線に立って丁寧に事情を聴き、現場付近の聞き込み等を開始しました。2日後、行為者として1人の男性が浮上し、同人から警察署で事情を聴いたところ、「女の子が可愛かった。」等と声を掛けた事実を認めたことから、厳重注意としました。


本件では、幸いそれ以上の行為に至っていませんでしたが、このような声掛け事案は、一歩間違うと誘拐等の重大な犯罪に発展しかねないことから、犯罪に至る前の段階で、事件の発生を防ぐための対応をすることが非常に重要なのです。


声を掛けた人物を特定し、厳重注意したことを伝えると、母親は、ほっとした表情で深く頭を下げ、不安そうだった女の子も、にっこりとほほ笑んでくれました。親子が抱いていた怯え・不安の大きさを改めて感じるとともに、「犯罪の芽を摘む」こと、これが今の私の役割だと強く認識しました。今後も、子供や女性が「安全に安心して暮らせるように」全力を尽くしていきます。

　
[image: 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課　長屋 実希 巡査長]





注：掲載されているキャラクターは、都道府県警察のマスコットキャラクターです。







